
平成２５年３月２９日  

総 務 大 臣  

 新 藤 義 孝 殿 

   

                             情報通信行政・郵政行政審議会 

                                 会 長   高 橋  温 

 

 

答 申 書 

 

 

平成２５年１月２９日付け諮問第３０５２号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。  

 

記 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）の第一

種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可については、次の点が確保された場合には、

認可することが適当と認められる（括弧内は別添１において対応する当審議会の考え方）。  

 

（１）帯域透過端末回線伝送機能（ドライカッパ）に関し、接続料原価に算入される災害特別損失に

ついて、平成２５年度接続料と平成２６年度接続料における災害特別損失の影響額が同程度とな

るよう、平成２６年度接続料原価に繰り延べ措置をして接続料を再算定すること（考え方３）。 

 

（２）公衆電話機能（公衆電話及びディジタル公衆電話）に関し、特設公衆電話に係る調整額を除い

て接続料を再算定すること（考え方９）。  

 

２ 提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添１のとおりであり、総務省において

は、以下の措置が講じられることを要望する（括弧内は別添１において対応する当審議会の考え

方）。  

 

（１）ＮＴＴ東西に対し、平成２６年度以降の接続料において災害特別損失を接続料原価に算入する

場合には、引き続き接続会計の公表の際に災害特別損失の内訳についても公表するとともに、

接続事業者の予見性の確保の観点から、必要に応じて、可能な範囲で、当該災害特別損失が

機能ごとの接続料原価に与える影響に係る情報を、接続料の認可申請よりも可能な限り早い時

期に関係事業者に開示することについて検討することを要請すること（考え方５）。 

 

１ 

 



（２）総務省において、調整額制度に起因する接続料水準の急激な変動を抑制する方策について検

討を行い、その結果を情報通信行政・郵政行政審議会に報告すること（考え方６）。 

 

（３）ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及びディジタル公衆電話）における特設公衆電話に

係る費用について、別添２を踏まえ、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁

されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９

月末までに、その結果を総務省に報告し、公表することを要請すること（考え方９）。 

 

（４）ＮＴＴ東西に対し、平成２５年６月末までに特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置

見込を総務省に報告し、関係事業者に開示するとともに、関係事業者の意見を踏まえつつ、特設

公衆電話の設置の考え方及び設置見込等について検討し、同年９月末までに、その結果を総務

省に報告し、公表することを要請すること（考え方９）。 

 

（５）ＮＴＴ東西に対し、「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、接続の申込

み等に係るオペレーションシステムのうち、コストの負担、仕様、業務フローへの影響等の点で接

続事業者に対する影響が特に大きいと予想されるものについては、開発・更改に着手する前に当

事者間でコストの適正性も含めて十分な協議を行い、可能な限り各当事者の意見を聴取すること

や、接続事業者から求めがある場合には、当該システム開発の必要性や費用対効果、仕様の合

理性等について、引き続き、意見交換会の場等を通じ、十分な説明を行うことを要請すること（考

え方１２）。 

   

（６）NTT東西に対し、接続事業者の予見性の確保の観点から、必要に応じて、可能な範囲で、接続

料算定の基礎となる機能ごとの原価や稼働回線数等に係る情報を、接続料の認可申請よりも可

能な限り早い時期に関係事業者に開示することについて検討することを要請すること（考え方１

９）。 

 

 

２ 

 



 

４．特設公衆電話に係る意見 
意   見 再  意  見 考 え 方  

意見９－１ 特設公衆電話の費用の公衆電話の接続

機能原価への算入は、公衆電話料金の値上がり

につながり、平時の公衆電話利用者に転嫁される

可能性があるため認められない。 

特設公衆電話の費用については、基金作りや税

金の投入等も考えられ、特設公衆電話の設置や費

用負担のあり方について、検討されるべき。 

再意見９ 考え方９ 

○ ① 災害発生時の通信の確保は重要な課題とな

っています。第 1 種公衆電話の増設が検討された

中で、ＮＴＴ東西から特設公衆電話の自主的設置が

提案されました。しかし、災害時の通信確保の上で

重要な役割を果たす特設公衆電話の設置は、全国

あまねく実施されるべきであり、ＮＴＴ東西の社会貢

献の範囲で済まされるものではないと考えます。 

 

②  特設公衆電話は、国の防災対策として一定の基準

のもと、必要な個所にすべて設置することを強く望み

ます。 

③ その費用に関しては、設置費を含め税金等で賄わ

れるべきものと考えます。 

 

④ 今回の変更案は、ＮＴＴの裁量で設置した特設公

衆電話の費用を、平時の公衆電話利用者に転嫁す

るものであり、認めることはできません。 

（全国地域婦人団体連絡協議会） 

 

○ 東日本大震災での教訓から、災害時等に避難所

等に設置され、無料で利用できる特設公衆電話につ

いて、災害時等にその利用が迅速にできるよう、避難

所等に予め電話回線を引く工事が進められているこ

とを歓迎しますが、接続料のあり方含め、以下の意見

を述べますので、ご検討をよろしくお願いいたします。 

 

○ 【意見】 

東日本大震災を踏まえ、災害時等に迅速に対

応するために、避難所等に予め特設公衆電話の

用意をしておくことは積極的に推進するべきことで

あると考えます。しかし、特設公衆電話の費用を

公衆電話の接続機能の原価に含めることについ

ては反対します。 

 

【理由】 

最近は、携帯電話などの普及で利用者が減り、

公衆電話は削減されています。東日本大震災の

際には、携帯電話等不通となる事態が発生するな

かで、公衆電話は不通となることなく、国民の安心

をつなぐ道具として機能しました。 

携帯電話等を持っていない子供たちや高齢者

にとっては、公衆電話は重要な道具です。今回の

申請に基づいて、特設公衆電話の費用を公衆電

話料金に含めた場合、いわば社会的な弱者に制

度維持のコストを負担させることにつながるので

はないかと考えます。 

また、同じ 10 円でも通話できる時間が短くなる

など、実質的な公衆電話料金の値上げにつなが

ることも考えられ、その場合には、実質値上げに

よる利用者減が加速し、ひいてはさらに公衆電話

台数が削減されることにつながることを危惧しま

す。 

○ 公衆電話発信機能及びディジタル公衆電話発

信機能に係る接続料への特設公衆電話に係る端

末回線コスト及びＮＴＳコストの算入についての考

え方は別添２のとおり。 

これを踏まえ、公衆電話発信機能及びディジタ

ル公衆電話発信機能に関し、特設公衆電話に係

る端末回線コスト及びＮＴＳコストに係る調整額を

除いて再算定することが適当である。（補正） 

また、特設公衆電話に係る費用をＮＴＴ東西と

接続事業者とで負担することは合理性が認めら

れるものの、ＮＴＴ東西において、関係事業者との

間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されな

いように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、

特設公衆電話に係る費用の負担方法について検

討し、平成 25 年９月末までにその結果を総務省

に報告し、公表することが適当である。（要請） 

また、ＮＴＴ東西において、同年６月末までに特

設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置

見込を総務省に報告し、その内容について関係

事業者に開示するとともに、関係事業者の意見を

踏まえつつ、特設公衆電話の設置の考え方及び

設置見込等について検討し、同年９月末までに、

その結果を総務省に報告し、公表することが適当

である。（要請） 

 

○ なお、特設公衆電話についてユニバーサルサ

 ２０ 



 

１．今回の申請内容である、特設公衆電話の費用の公

衆電話の接続機能原価への参入は、公衆電話料金

の値上がりにつながる可能性があります。 

  現状では、特設公衆電話の基本料相当の費用はＮ

ＴＴ東西が負担となっています。今回の申請で、この

費用が、通常の公衆電話の接続における携帯電話

等の着信側の事業者がＮＴＴ東西に支払う公衆電話

接続料の一部である基本料相当の費用に参入許可

されれば、着信側事業者の負担（支出）が増え、その

増加分なり一部が着信側事業者の収入となる公衆電

話通話料金に転嫁される可能性がでてきます。公衆

電話利用者の負担が増える可能性がある提案には

賛同できません。 

 

２．通常の公衆電話利用者が、災害時等の特設公衆

電話にかかる費用をさらに負担することにつながり、

不公平感を助長します。 

  １．で述べた可能性のもとでは、通常の公衆電話利

用者が特設公衆電話にかかる費用の一部をさらに負

担することになります。特設公衆電話にかかる費用

負担については、一部利用者に転嫁される可能性を

生む仕組みではなく、別途検討されるべきと考えま

す。 

 

３．災害時の無料公衆電話の設置のあり方、並びにそ

れに係る費用負担のあり方については、防災的視点

から国民に保障していく内容で検討してください。 

   災害時等に無料で利用できる公衆電話が、常設で

あれ、特設であれ、多く存在することは非常に心強い

です。その設置については、設置箇所や台数が事業

者や自治体の意思や自主的取り組みにゆだねられ

るだけにとどめず、国の防災対策として推進すべき内

容と捉えています。また、それに伴う費用負担のあり

方についても、一部利用者に負担を及ぼす状況作り

ではなく、基金作りや税金の投入等も考えられます。

 

【今後に向けて】 

特設公衆電話は、これまでＮＴＴ東西による自

主的な取組みとして進められてきました。 

災害時に無償で利用できる電話を平時より整

備しておくことは必要不可欠であり、一企業の取

組みとしてではなく、国の大規模災害対策として

位置付けることが順当だと考えます。 

従って、特設公衆電話は全国あまねく提供され

るユニバーサルサービス制度の中に位置づける

ことを検討してはどうでしょうか。 

さらに、現在公衆電話の設置場所は、ＮＴＴ東西

のホームページで公表されていますが、今後設置

される特設公衆電話についても、設置場所、設置

箇所数、設置台数等の設置基準を公表するべき

だと考えます。 

（全国消費者団体連絡会） 

 

○ １．意見主旨 

大規模災害への備え強化の一つとして、予め避

難所等に特設公衆電話を平時より整備しておくこと

には必要な取り組みと考えます。しかしこの特設公

衆電話の費用を公衆電話の接続費用の原価に加

えることには反対です。 

 

２．意見の理由 

(1) 公衆電話は携帯電話の普及等によりその利用

者が大幅減少となったため、設置台数は大巾に削

減されてきました。しかしながら 2011 年 3 月の東

日本大震災においては、携帯電話等が不通となる

なかでも公衆電話はその機能を発揮しました。 

特設公衆電話の費用を公衆電話の接続費用の

原価に加えることにより、①公衆電話の同じ金額で

の通話可能時間減となり実質値上げとなるのでは

ないか、②その事により利用者の更なる減少そして

ービス制度の中に位置づけるとの意見について

は、情報通信審議会答申「災害等緊急時におけ

る有効な通信手段としての公衆電話の在り方」

（平成 24 年３月）において、特設公衆電話（事前

配備）について「まずはこれまでどおりＮＴＴ東西

における自主的な取組として進めることが適当で

あり、今後、必要に応じて、その状況を確認しつ

つ、改めて検討をすることが適当であると考えら

れる」とされている。 

 

○ また、特設公衆電話について税金等により整

備すべきとの意見については、当審議会の審議

事項を超えたものである。 

 ２１ 



 

設置や費用負担のあり方についての検討を要望しま

す。 

（東京消費者団体連絡センター） 

 

公衆電話設置台数の削減につながっていくのでは

ないか、と懸念します。 

(2) 特設公衆電話の整備は、これまで東日本電信

電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の取

り組みとして行なわれてきましたが、本来は国の大

規模災害対策の取り組みとして進めるべきことであ

ると考えます。 

従って現行のユニバーサルサービス制度の中に

特設公衆電話も位置づけることが妥当と考えます。 

（神奈川県消費者団体連絡会） 

 

○ 当社は、東日本大震災の経験を踏まえ、災害発

生時の被災者や帰宅困難者の通信手段の確保に

必要であると認められる箇所に特設公衆電話の設

置を行っています。具体的には、被災者の通信手

段確保の観点からは、学校・公民館等の公共施

設、また、帰宅困難者の通信手段の確保の観点か

らは、大都市圏等の帰宅困難者の滞留や利用が

想定される主要ターミナルやコンビニエンスストア

等を対象に、施設管理者と相談しながら事前配備

を進めています。その際、可能な限りコストをかけ

ずに特設公衆電話を設置する観点から、電話機等

については、基本的には自治体等の施設管理者に

用意して頂くようお願いしているところです。 

また、「大規模災害等緊急事態における通信確

保の在り方について 最終取りまとめ」（平成２３年

１２月２７日）で記載されているアクションプランで

も、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき

事項」として特設公衆電話の設置推進が期待され

ているところです。 

 

特設公衆電話の端末回線に係る費用について

は、これまで、当社のみが負担してきたところです

が、こうした災害発生時における最低限の通信手

段の確保を図るための対応については、特定の事

意見９－２ 震災対策等の社会的要請にこたえるた

めの費用については、ＮＴＴ東西以外の事業者にお

いても、携帯電話の無料貸出し等を実施しているこ

とから、接続料原価への算入の是非について、全

事業者共通の一般ルールとして考え方を整理した

上で、許可申請への対応を実施すべき。 

○ 3.公衆電話について 

本申請に係る接続料の算定に当たり、NTT 東西殿

は、特設公衆電話に係る端末回線コスト及び NTS コ

ストについて、接続料に算入しており、この算入につ

いては接続料規則に規定がないため、本申請と併せ

て接続料規則第 3 条の許可を求めています。 

震災対策等の社会的要請にこたえるための費用

については、NTT 東西殿以外の事業者においても、

携帯電話の無料貸出し等を実施していることから、接

続料原価への算入の是非について、全事業者共通

の一般ルールとして考え方を整理した上で、許可申

請への対応を実施すべきと考えます。 

（ソフトバンク） 

 ２２ 



 

業者のみで対応すべきでなく、本来、関係する全事

業者で対応すべきものであることから、費用につい

ても、当社のみで負担するのではなく、携帯電話事

業者を始めとする関係事業者にもご負担いただく

必要があるものと考えます。 

その際、当該費用については、以下の観点か

ら、公衆電話発信機能の原価に含め、平時の接続

料で回収する方向で、関係事業者間での協議を進

めてきたところです。 

・ 当該機能は、被災者や帰宅困難者の通信手段の

確保という点で、災害等緊急時に無料化された街

頭公衆電話の機能と同一であること、 

特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別

に負担を求めた場合、事前設置期間の費用を災害

発生時に一度に求めることとなり、関係事業者の

理解が得られにくいこと 

今回こうした費用について、基金や税金等で賄う

べきとの意見が示されていますが、「災害等緊急時

における有効な通信手段としての公衆電話の在り

方」答申（平成２４年３月１日）において「（当社が行

った）公衆電話の通話料の無料化に係る損失の取

り扱いについて、直ちにユニバーサルサービス制

度の補填の対象とすることは適当ではなく、まず

は、費用負担のあり方について、関係事業者間で

協議を進めることが必要」とされたことを踏まえれ

ば、本費用についても同様の整理になるものと考

えられます。   

仮に上記答申とは異なる整理をし、基金や税金

等により賄おうとすれば、社会的コンセンサスの形

成に相当の時間を要すると想定されます。当社とし

ては、既に設置している特設公衆電話について現

にコストが発生していること、及び災害発生時の公

衆電話や特設公衆電話に係る費用を関係事業者

間で負担することで概ねコンセンサスが得られてい

ることに鑑み、特設公衆電話の端末回線に係る費
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用についても、公衆電話接続料により、応分に費

用負担していただくことが適当と考えます。 

したがって、総務省においては、当該費用は当

社だけが負担するのではなく、関係事業者も含め

て負担することが適切であることを明らかにしたう

えで、当社の申請どおり認可すべきと考えます。 

なお、アナログ公衆電話発信機能の接続料に占

める特設公衆電話の割合は２．６％と僅少であり、

特設公衆電話に係るコストを原価に含めることが、

直ちにユーザ料金の値上げに結びつくものではな

いと考えます。 

 

また、ＮＴＴ東西以外の事業者が避難所等で不

特定多数の方々の用に供する目的で携帯電話の

無料貸し出し等を実施される場合の取り扱いにつ

いては、今回、特設公衆電話に係る費用負担の扱

いについて整理されることを前提に、今後、事業者

間で協議させていただく考えです。 

（NTT 東日本） 

 

○ 当社は、東日本大震災の経験を踏まえ、災害発

生時の被災者や帰宅困難者の通信手段の確保に

必要であると認められる箇所に特設公衆電話の設

置を行っています。具体的には、被災者の通信手

段確保の観点からは、学校・公民館等の公共施

設、また、帰宅困難者の通信手段の確保の観点か

らは、大都市圏等の帰宅困難者の滞留や利用が

想定される主要ターミナル等を対象に、施設管理

者と相談しながら事前配備を進めています。その

際、可能な限りコストをかけずに特設公衆電話を設

置する観点から、電話機等については、基本的に

は自治体等の施設管理者に用意して頂くようお願

いしているところです。 

また、「大規模災害等緊急事態における通信確

保の在り方について 最終取りまとめ」（平成２３年
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１２月２７日）で記載されているアクションプランで

も、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき

事項」として特設公衆電話の設置推進が期待され

ているところです。 

 

特設公衆電話の端末回線に係る費用について

は、これまで、当社のみが負担してきたところです

が、こうした災害発生時における最低限の通信手

段の確保を図るための対応については、特定の事

業者のみで対応すべきでなく、本来、関係する全事

業者で対応すべきものであることから、費用につい

ても、当社のみで負担するのではなく、携帯電話事

業者を始めとする関係事業者にもご負担いただく

必要があるものと考えます。 

その際、当該費用については、以下の観点か

ら、公衆電話発信機能の原価に含め、平時の接続

料で回収する方向で、関係事業者間での協議を進

めてきたところです。 

・ 当該機能は、被災者や帰宅困難者の通信手段の

確保という点で、災害等緊急時に無料化された街

頭公衆電話の機能と同一であること、 

特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別

に負担を求めた場合、事前設置期間の費用を災害

発生時に一度に求めることとなり、関係事業者の

理解が得られにくいこと 

今回こうした費用について、基金や税金等で賄う

べきとの意見が示されていますが、「災害等緊急時

における有効な通信手段としての公衆電話の在り

方」答申（平成２４年３月１日）において「（当社が行

った）公衆電話の通話料の無料化に係る損失の取

り扱いについて、直ちにユニバーサルサービス制

度の補填の対象とすることは適当ではなく、まず

は、費用負担のあり方について、関係事業者間で

協議を進めることが必要」とされたことを踏まえれ

ば、本費用についても同様の整理になるものと考
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えられます。   

仮に上記答申とは異なる整理をし、基金や税金

等により賄おうとすれば、社会的コンセンサスの形

成に相当の時間を要すると想定されます。当社とし

ては、既に設置している特設公衆電話について現

にコストが発生していること、及び災害発生時の公

衆電話や特設公衆電話に係る費用を関係事業者

間で負担することで概ねコンセンサスが得られてい

ることに鑑み、特設公衆電話の端末回線に係る費

用についても、公衆電話接続料により、応分に費

用負担していただくことが適当と考えます。 

したがって、総務省においては、当該費用は当

社だけが負担するのではなく、関係事業者も含め

て負担することが適切であることを明らかにしたう

えで、当社の申請どおり認可すべきと考えます。 

なお、アナログ公衆電話発信機能の接続料に占

める特設公衆電話の割合は１．０％と僅少であり、

特設公衆電話に係るコストを原価に含めることが、

直ちにユーザ料金の値上げに結びつくものではな

いと考えます。 

 

また、ＮＴＴ東西以外の事業者が避難所等で不

特定多数の方々の用に供する目的で携帯電話の

無料貸し出し等を実施される場合の取り扱いにつ

いては、今回、特設公衆電話に係る費用負担の扱

いについて整理されることを前提に、今後、事業者

間で協議させていただく考えです。 

（NTT 西日本） 

 

○ 特設公衆電話に係るコストについて、接続する

事業者も何らかの形で負担することについて否定

するものではありません。 

ただし、今回、当該コストを接続料規則第 3 条た

だし書の規定を用いて公衆電話の接続料原価に

特例的に算入する内容で申請が行われていること
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から、来年度以降に向けて、本来どのような形で接

続する事業者も負担することが適切か、改めて十

分な検討を行って整理する必要があると考えます。 

（KDDI） 

意見１０ 公衆電話接続料は大幅な上昇傾向にある

ことから、公衆電話の効率化計画や将来の見通し

についてＮＴＴ東西から提示されるべき。 

再意見１０ 考え方１０ 

○ なお、現状、公衆電話の接続料そのものが大幅に

上昇傾向にあることから、公衆電話全体としての効

率化計画や将来の見通し等について、NTT 東西殿

よりご提示して頂くことも不可欠と考えます。 

（ソフトバンク） 

 

○ 公衆電話に係る接続料については、低利用公衆

電話の廃止（約▲１．１万台（平成２３年度））、撤

去した公衆電話機の再利用（約２，５００台（平成２

３年度））といった不断のコスト削減努力により約

▲９．５％のコスト削減を行ったものの、携帯電話

へのシフト等のほか、平成２２年度の東日本大震

災に伴う一時的なトラヒックの増加により、平成２３

年度は対前年で、トラヒックが大幅に減少したため

（▲２０．２％）、値上げとなっているものです。 

○ 公衆電話機能に係る接続料については、ＮＴＴ

東西からの再意見にあるとおり、コストの削減・効

率化の取組がなされているものの、トラヒックの減

少により、結果として接続料が上昇傾向にある。 

需要は今後も減少傾向が続くことが想定される

ことから、ＮＴＴ東西においては、引き続き、トラヒ

ックの減少に応じ、一層のコスト削減効果が出せ

るように努めることが適当である。 

なお、平成 24 年度のＮＴＴ東日本における公
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なお、今後も引き続き、低利用公衆電話の廃

止、撤去した公衆電話機の再利用、利用に応じて

清掃や料金収集の回数削減等を実施し、公衆電

話コストの削減に取り組んでいきます。 

 

 ＜参考＞公衆電話台数等の前年比較 

（数値はアナログ公衆電話＋ディジタル公衆電話の

合計） 

 

・公衆電話台数 

平成２２年度末：１２万２千台→平成２３年度末：１

１万台（▲９．８％） 

 

・公衆電話に係るコスト 

平成２２年度：１１１億→平成２３年度：１０１億（▲

９．５％） 

 

・公衆電話に係るトラヒック 

平成２２年度：４９５万時間→平成２３年度：３５９万

時間（▲２０．２％） 

（NTT 東日本） 

 

○ 公衆電話に係る接続料については、低利用公衆

電話の廃止（約▲１万台（平成２３年度））、撤去し

た公衆電話機の再利用（約１，５００台（平成２３年

度））といった不断のコスト削減努力により約▲４．

５％のコスト削減を行ったものの、携帯電話へのシ

フト等によりトラヒックが大幅に減少したことにより

（▲１７．６％）、値上げとなっているものです。 

なお、今後も引き続き、低利用公衆電話の廃止、

撤去した公衆電話機の再利用、利用に応じて清掃

や料金収集の回数削減等を実施し、公衆電話コス

トの削減に取り組んでいきます。 

 

 ＜参考＞公衆電話台数等の前年比較 

衆電話機能の接続料については、東日本大震災

の発生時における公衆電話の無料化によりトラヒ

ックが急激に増加したことから低下しており、調整

額の適用により、平成 26 年度において接続料が

上昇する可能性があることには留意が必要であ

る。 

 

○ 公衆電話の効率化計画や将来の見通し等につ

いて提示すべきとの意見については、ＮＴＴ東西の

事業計画において、公衆電話の計画数が公表さ

れているところである。ＮＴＴ東西において、引き続

き透明性の向上に努めていくことが望まれる。 
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５．その他 

（数値はアナログ公衆電話＋ディジタル公衆電話の

合計） 

 

・公衆電話台数 

平成２２年度末：１３万１千台→平成２３年度末：１２

万１千台（▲７．６％） 

 

・公衆電話に係るコスト 

平成２２年度：１００億→平成２３年度：９５億（▲４．

５％） 

 

・公衆電話に係るトラヒック 

平成２２年度：３８７万時間→平成２３年度：３１９万時

間（▲１７．６％） 

 

（NTT 西日本） 

意   見 再  意  見 考 え 方  

意見１１ ＭＤＦについて、平成２６年度接続料算定に

向けて配賦基準の検証や見直しを行う等、急激な

接続料の上昇を抑制する措置を検討すべき。 

再意見１１ 考え方１１ 

○ ■ＭＤＦについて 

ＭＤＦについても上昇傾向にあり、ラインシェアリン

グの接続料上昇の要因となっております。メタル検

討会にて、コスト適正化が検討されておりますが、Ｍ

ＤＦは配賦基準の見直し等では未検討となっており、

現状ではコスト適正化の成果を享受できないことか

ら、審議会の場において、ドライカッパの見直しと連

動して、施設保全費・減価償却費の配賦基準の検

証や見直しを行うことで、平成２６年度接続料算定に

向けて急激な接続料の上昇を抑制する措置を検討

していただきたいと考えます。 

○ 主配線盤に係る施設保全費については、ＭＤＦ

とＦＴＭで一体的に保全作業を行っていることか

ら、総芯線数比により設備量に応じて「主配線盤

（ＭＤＦ）」「主配線盤（ＦＴＭ）」に配賦しています。

また、減価償却費については、ＭＤＦとＦＴＭそれ

ぞれ個別把握しています。 

以上のことから、現在の費用把握方法は適正

であり、見直しの必要性はないと考えています。 

（NTT 東日本） 

 

○ 主配線盤に係る施設保全費については、ＭＤＦ

○ 接続会計における費用の配賦については、第

一種指定電気通信設備接続会計規則の規定及

び公正妥当な会計の原則に基づき実施されるも

のである。 

なお、ＭＤＦに係る費用のうち、施設保全費の

配賦については、大部分が実質的に直課された

ものであり、仮にその他の部分について配賦基

準の見直しを行ったとしても接続料への影響は僅

少であると考えられる。 

   また、減価償却費の配賦については、直課又

は活動基準帰属によるものがそのほとんどを占
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別添２ 

 

特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に係る考え方 

１ 基本的考え方 

本件申請においては、特設公衆電話に係る端末回線コスト及びＮＴＳコストのうちき線点Ｒ

Ｔ―ＧＣ間伝送路に係るもの以外の費用並びにこれらに係る調整額について、公衆電話発

信機能及びディジタル公衆電話発信機能（以下「公衆電話機能」という。）の接続料原価に算

入されている。 

特設公衆電話は、災害時等にのみ提供されるものではあるが、その機能として、災害時

等における公衆電話の役割を補完するものであると考えられる。また、意見募集においても、

接続事業者からも一定の負担をすることについて異論がなかった。このため、これに要する

費用の一部をＮＴＴ東西と接続事業者とで負担することとすることは、一定の合理性が認め

られる。 

２ 調整額の除外について 

本件申請においては、特設公衆電話に係る調整額についても公衆電話機能の接続料原

価に算入されている。しかし、平成２３年度においては、特設公衆電話がＮＴＴ東西の取組と

してＮＴＴ東西（利用部門）の負担により提供されていたことからすれば、平成２５年度の接続

料原価の算定に際し、特設公衆電話の費用に係る調整額の算入を認めることは適当ではな

い。 

このため、仮に特設公衆電話の費用の一部を接続料原価に算入する場合には、ＮＴＴ東

西において、公衆電話機能の接続料に関し、特設公衆電話に係る調整額を除いて再算定す

ることが適当である。（補正） 

（補正により特設公衆電話に係る費用の算入による公衆電話機能の接続料への影響額

は、ＮＴＴ東日本で、アナログ公衆電話：＋４．９７円、デジタル公衆電話：＋０．０９円、ＮＴＴ西

日本で、アナログ公衆電話：＋１．７１円、デジタル公衆電話：０円となる） 

３ 負担方法等について 

意見募集においては、特設公衆電話の必要性については異論がなかった。しかしながら、

その費用の負担方法については、消費者団体からは、公衆電話の利用者料金（以下「公衆

電話料金」という。）への転嫁の懸念から反対の意見が示されている。 

公衆電話料金については各料金設定事業者の判断によるが、仮に、本件方法による公

衆電話機能の接続料の増分が、公衆電話料金に反映された場合、公衆電話利用者が災害
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時等にのみ提供される特設公衆電話に係る費用を負担することとなる。公衆電話利用者と

災害時等の特設公衆電話の利用者は必ずしも一致しないことから、特設公衆電話に係る費

用が公衆電話料金のみに転嫁されることは望ましくない。 

しかしながら、平成２５年度接続料については、２のとおり、調整額を除いて再算定を行う

場合、公衆電話機能の接続料原価における特設公衆電話に係る費用の割合は、２．２％以

下である。このため、仮に特設公衆電話に係る費用が公衆電話料金に転嫁されるとしても、

公衆電話料金への影響は限定的と考えられる。 

また、平成２５年度接続料において、特設公衆電話に係る費用を公衆電話機能の接続料

原価に算入することを認めない場合、その必要性について異論が無い特設公衆電話に係る

費用について、ＮＴＴ東西のみが負担することになり、設置が進まないおそれがある。 

以上から、平成２５年度接続料においては、特設公衆電話に係る費用を公衆電話機能の

接続料原価に算入することについては、２の補正を行った場合にはこれを暫定的に認可す

ることが適当である。 

ただし、今後については、公衆電話は撤去により台数が減少傾向にあり、その費用は減

少していく一方、特設公衆電話は増設予定のため、その費用は増加が見込まれる。このた

め、仮に今後も、本件申請と同様の方法により特設公衆電話に係る費用が公衆電話機能の

接続料原価に算入され続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に占める特設公衆電

話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響が大きくなる可能性がある。 

また、関係事業者からは、特設公衆電話に係る費用について、一定の負担を負うことにつ

いては異論がないものの、負担の方法については、検討が必要との意見が示されている。 

このため、特設公衆電話について、関係事業者間で負担をすることは適当であるものの、

今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電話料金のみに転嫁されないよう

に留意しつつ、検討することが適当である。 

したがって、ＮＴＴ東西において、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転

嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特設公衆電話に係る費用の負担

方法について検討し、平成２５年９月末までにその結果を総務省に報告し、公表することが

適当である。（要請） 

４ 透明性確保について 

平成２５年度接続料において、特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価

に算入することを認めることから、特設公衆電話は接続事業者も一定の負担を行うことによ

り維持されるものとなる。 

また、関係事業者の負担による取組となる点に加え、消費者団体からの意見にあるとおり、

特設公衆電話の設置の考え方等については、防災対策の観点からも、明らかになっている

４９ 
 



ことが望ましいと考えられる。 

このため、ＮＴＴ東西においては、その提供の在り方についても、関係事業者の意見を踏

まえつつ検討するとともに、その設置場所等についても、より透明性を確保することが適当

である。 

したがって、ＮＴＴ東西において、平成２５年６月末までに特設公衆電話の設置の考え方、

設置台数及び設置見込を総務省に報告し、その内容について関係事業者に開示するととも

に、関係事業者の意見を踏まえつつ、特設公衆電話の設置の考え方及び設置見込等につ

いて検討し、同年９月末までに、その結果を総務省に報告し、公表することが適当である。

（要請） 

５０ 
 



平成２５年５月２８日Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本
特設公衆電話費用の負担方法について

（第一回合同協議）

関係事業者様限り

日時：平成２５年５月２８日（火）１４：００～

場所：東京オペラシティビル ７階 第２会議室

議 事 次 第

１．特設公衆電話費用の負担方法について

２．災害発生時に無償貸与する通信端末に関連する費用

の負担方法について

【配布資料】

・各事業者様のご意見（４／２６付けご案内文書別添１へのご回答）

・論点毎の各事業者様ご意見

（４／２６付けご案内文書より）

・別添２ 特設公衆電話（事前配備）の概要

・別添３ 特設公衆電話（事前配備）の設置台数および設置箇所数

（平成24年9月末）

・別添４ スケジュール

・別添５ 別添２ 特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料

原価への算入に係る考え方（審議会答申より抜粋）



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え 

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。 

 当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。 

 今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。 

（この部分は記載不要です） 

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。 

特にございません。 

負担額の規模や範囲がある程度想
定できないと方針を定めるのが難し
いと考えております。また、発生する
災害の規模等により負担額が大きく
変動しうる、という事であれば、これ
も判断を難しくすると考えております
。 

 

その意味で、平常時も含めた期間で
平準化された額が負担されるという
形の方が対応しやすいと考えます。 

別添１ 

m.meguro
テキストボックス
＜株式会社アイ・ピー・エス様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 

検討事項 当事者としての考え方 EA 

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。 

 当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。 

 今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。 

設置を希望する機関等が費用負担
を行う事が原則と考えますが、接続
事業者での負担を考える場合には、
NTT東西殿のご提案にある接続料
による費用負担の他、利用者（ユニ
バーサルサービス）による負担や特
設公衆電話の設置主体であるNTT

東西殿での負担があるものと考えま
す。 

災害時に無償で提供する弊社携帯電話に関する費用等 （この部分は記載不要です） 

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。 

別添１ 

m.meguro
テキストボックス
＜イー・アクセス株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）

貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保
するため避難所等に設置されるものでありますが、東日本大震
災を踏まえ、広範なエリアに亘る大規模災害に迅速に対応する
ためには、それを事前設置することが不可欠であり、ＮＴＴ東日
本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するト
ラヒックに応じて個別に負担を求めることとした場合、災害発生
時に複数年度にまたがる負担を求めることになる可能性がある
だけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無料とする各事業
者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一である
ことから、当該費用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、
接続料として弊社利用部門も含めた、各事業者に応分のご負担
を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能
（公衆電話及びディジタル公衆電話）における特設公衆電話に
係る費用について、別添２を踏まえ、関係事業者との間で、公衆
電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意しつつ、接続料
以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９
月末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請
すること」との答申がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えを
ご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

当事者としての考え方検討事項

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

特になし

特設公衆電話は災害時の通信手段確保として有
効であり、また街頭公衆電話と比べ低廉な費用で
設置・運用が可能なこと等からその設置の促進を
第一に考えた場合、まずは 今年度 公衆電話AC
の原価に含める形で整理されたことについて理解
いたします。

ただし、本来特設公衆電話は、公衆電話利用者
のみに提供するものではなく、国民誰もが被災す
る可能性があり、その意味では国民全般の為に提
供するものであると考えられることや、公衆電話
ACは年々上昇している中、さらに本費用が公衆電
話ACの原価に加算された場合、公衆電話サービ
ス提供事業者の企業努力で吸収することが困難と
なり、結果的に公衆電話料金値上げ等で公衆電
話利用者が負担する形となる可能性が高まること
などを考慮すると、例えば、国による費用補填や、
全ての通信事業者による按分負担などの公平な
費用負担ルールを早急に検討することが望ましい
と考えます。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 1/2

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

別添１
NTT DOCOMO Highly Confidential
開示先：東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
開示日：2013年5月16日
Copyright© 2013 NTT DOCOMO Inc. All rights reserved

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の
通信手段を確保するため避難所等に設置され
るものでありますが、東日本大震災を踏まえ、

特設公衆電話の事前設置については、2012年3月総務省公表の
「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り
方（答申）」（以下、「在り方（答申）」と言う。）において、「自治体等と
連携しつつ ＮＴＴ東西により避難所において生ずる ズや帰宅広範なエリアに亘る大規模災害に迅速に対応

するためには、それを事前設置することが不可
欠であり、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその
事前設置を進めているところです。

当社としては その費用について 特設公衆

連携しつつ、ＮＴＴ東西により避難所において生ずるニーズや帰宅
困難者のニーズを充足させるために効果的な場所への設置を進
めるための取り組みが進められることが期待される」と考え方が示
されており、2013年3月29日総務省公表の貴社認可料金に係る答
申（以下、「2013認可（答申）」と言う。）において、特設公衆電話の

当社としては、その費用について、特設公衆
電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担
を求めることとした場合、災害発生時に複数年
度にまたがる負担を求めることになる可能性が
あるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料
を無料とする各事業者様 ご 解を得 く

事前設置に係る費用の一部を「ＮＴＴ東西と接続事業者とで負担す
ることとすることは、一定の合理性が認められる」とされている点に
ついて異論はございません。

次に当該費用の負担方法について 在り方（答申）において「ユニ
ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

を無料とする各事業者様のご理解を得にくいこ
と、また、特設公衆電話の機能は、災害等緊急
時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一
であることから、当該費用を公衆電話機能の原
価に含め、平時から、接続料として弊社利用部

次に当該費用の負担方法について、在り方（答申）において「ユニ
バーサルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされて
いることや、2013認可（答申）において「公衆電話の利用者のみに
転嫁されないように留意」と示されていることを踏まえれば、接続料
又はその他の方法による接続事業者での負担方法を検討する必
要があると認識するところですが 接続料として負担することは 接

価 含 、平時 ら、接続料 弊社利用部
門も含めた、各事業者に応分のご負担を頂くこ
とが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対
し、公衆電話機能（公衆電話及びディジタル公
衆電話）における特設公衆電話に係る費用に

要があると認識するところですが、接続料として負担することは、接
続事業者における精算システム等の対応費用を抑えることが可能
であり現実的な負担方法であると考えます。

また、特設公衆電話が公衆性を有することを踏まえれば、特設公
衆電話）における特設公衆電話に係る費用に
ついて、別添２を踏まえ、関係事業者との間で、
公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよ
う留意しつつ、接続料以外の方法も含め、負担
の方法について検討し、平成２５年９月末まで

衆電話に係るコストを公衆電話機能における接続料原価に含める
との貴社ご提案について合理的であると考えます。

ただし、在り方（答申）では常設の公衆電話においてユーザニーズ
と費用の観点を踏まえた検討がなされているところ、特設公衆電話

に、その結果を総務省へ報告し、公表すること
を要請すること」との答申がなされましたことを
踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

と費用の観点を踏まえた検討がなされているところ、特設公衆電話
についてもユーザニーズと費用の観点から必要となる合理的な設
置基準・台数を定め、接続事業者にとって過度な負担とならないこ
とに留意することが必要であると考えます。

m.meguro
テキストボックス
＜株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 2/2

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

別添１
NTT DOCOMO Highly Confidential
開示先：東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
開示日：2013年5月16日
Copyright© 2013 NTT DOCOMO Inc. All rights reserved

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

通話・通信の確保については通信事業者の責務であり、災害時の通話通信
の確保に向けた対策について本来的には各事業者が実施すべきと考え既に貴社サービスのうち、 確保 策 本来 各事業者 実施す 考 既
各事業者が実施してきていると認識するところです。

当社においても災害時の通話・通信確保に向けた対策を実施しているほか、
災害時においても可能な限り通話・通信の確保に向けた取り組みを実施して
きていますが、第一種公衆電話を貴社のみが提供していることを踏まえれば、
現段階では 特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いをすべきと考える当

（この部分は記載不要です）

特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

現段階では、特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いをすべきと考える当
社サービスはございません。

記載願います。

m.meguro
テキストボックス
＜株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え 

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。 

 当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。 

 今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。 

（この部分は記載不要です） 

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。 

特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いを
すべき理由、考え方について記載願います。 

 審議会答申にもあるように、接続
料以外の方法も含めて、その負担に
ついて検討する必要があると考えま
す。 

別添１ 

m.meguro
テキストボックス
＜九州通信ネットワーク株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）

弊社の考え（KDDI）

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を

確保するため避難所等に設置されるものでありますが、東

日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る大規模災害に迅

速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠

であり、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進め

ているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用す

るトラヒックに応じて個別に負担を求めることとした場合、災

害発生時に複数年度にまたがる負担を求めることになる可

能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無

料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公

衆電話の機能は、災害等緊急時に無料化された街頭公衆

電話の機能と同一であることから、当該費用を公衆電話機

能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も

含めた、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると

考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話

機能（公衆電話及びディジタル公衆電話）における特設公衆

電話に係る費用について、別添２を踏まえ、関係事業者との

間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意

しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検

討し、平成２５年９月末までに、その結果を総務省へ報告し、

公表することを要請すること」との答申がなされましたことを

踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する

特設公衆電話のアク

セス回線に係る費用

の負担方法

当事者としての考え方検討事項

貴社貴社貴社貴社サービスサービスサービスサービスのうちのうちのうちのうち、、、、

特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話にににに係係係係るるるる

費用費用費用費用とととと同様同様同様同様のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい

をすべきとおをすべきとおをすべきとおをすべきとお考考考考えのもえのもえのもえのも

のがございましたらのがございましたらのがございましたらのがございましたら、、、、

記載願記載願記載願記載願いますいますいますいます。。。。

特設公衆電話に係るコストについて、NTT東西殿の自主的

な取組として賄いきれないということであるならば、接続す

る事業者も何らかの形で負担することについて否定するも

のではありません。従来のNTT東西殿の自主的な取組と

いう位置付けから、その取組の主体を関係事業者に広げ

るにあたっては、まずは、以下の４点を整理することが先決

と考えております。

１．NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの範囲

（※）。

（※イニシャルコストのみかランニングコストも含むのか、避

難場所のみか帰宅困難者対策拠点も含むのか、事前配備

分のみか事後配備分も含むのか、何年度以降発生したコ

ストなのかetc）

２．上記のコストの、NTＴ東西殿が接続料で回収しているコ

ストとの関係性。

３． NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの金額

の規模感と今後の見通し。

４．特設公衆電話の個別の設置に関する設置可否判断主

体と設置基準。

街頭公衆の接続料原価に含めるかどうかも含めた、当該

コストの負担の在り方については、上記について、関係事

業者間でコンセンサスが得られた後に決めるべき事項と認

識しております。

別添別添別添別添１１１１

m.meguro
テキストボックス
＜KDDI株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

貴社貴社貴社貴社サービスサービスサービスサービスのうちのうちのうちのうち、、、、

特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話にににに係係係係るるるる

費用費用費用費用とととと同様同様同様同様のののの取取取取りりりり扱扱扱扱

いをすべきとおいをすべきとおいをすべきとおいをすべきとお考考考考ええええ

のものがございましのものがございましのものがございましのものがございまし

たらたらたらたら、、、、記載願記載願記載願記載願いますいますいますいます。。。。

弊社の考え（ａｕ）

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確

保するため避難所等に設置されるものでありますが、東日本

大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る大規模災害に迅速に

対応するためには、それを事前設置することが不可欠であり、

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めていると

ころです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用す

るトラヒックに応じて個別に負担を求めることとした場合、災

害発生時に複数年度にまたがる負担を求めることになる可

能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無

料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公

衆電話の機能は、災害等緊急時に無料化された街頭公衆

電話の機能と同一であることから、当該費用を公衆電話機

能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も

含めた、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると

考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話

機能（公衆電話及びディジタル公衆電話）における特設公衆

電話に係る費用について、別添２を踏まえ、関係事業者との

間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意

しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検

討し、平成２５年９月末までに、その結果を総務省へ報告し、

公表することを要請すること」との答申がなされましたことを

踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する

特設公衆電話のアク

セス回線に係る費用

の負担方法

当事者としての考え方検討事項

別添別添別添別添１１１１

弊社としては、これまでも、被災地における連絡手段や復興活動支援を目的として、自治体などに対して、携帯電話や衛

星携帯電話（イリジウム・インマルサット）の無償貸与を実施してまいりましたが、これまでは、あくまで弊社の自主的な取組

として実施してきた次第です。

仮に、上記の取組の主体を関係事業者にも広げる検討を進める際には、その進め方としては、まずは、特設公衆における

議論を深めた上で、その対象範囲や設置基準などに関する議論の結果を勘案し、その後に必要に応じて議論していくべき

事項であろうと考えております。

特設公衆電話に係るコストについて、NTT東西殿の自主

的な取組として賄いきれないということであるならば、接

続する事業者も何らかの形で負担することについて否定

するものではありません。従来のNTT東西殿の自主的な

取組という位置付けから、その取組の主体を関係事業者

に広げるにあたっては、まずは、以下の４点を整理するこ

とが先決と考えております。

１．NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの範

囲（※）。

（※イニシャルコストのみかランニングコストも含むのか、

避難場所のみか帰宅困難者対策拠点も含むのか、事前

配備分のみか事後配備分も含むのか、何年度以降発生

したコストなのかetc）

２．上記のコストの、NTＴ東西殿が接続料で回収している

コストとの関係性。

３． NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの金

額の規模感と今後の見通し。

４．特設公衆電話の個別の設置に関する設置可否判断

主体と設置基準。

街頭公衆の接続料原価に含めるかどうかも含めた、当該

コストの負担の在り方については、上記について、関係事

業者間でコンセンサスが得られた後に決めるべき事項と

認識しております。

m.meguro
テキストボックス
＜KDDI株式会社（au）様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）災害発生時に無償にて貸出を実施する弊社通信端末に関連する費用

特設公衆電話の設置の背景から、設置
を希望する市町村等の行政機関による
費用負担が本来のあるべき姿と考えま
す。行政機関以外での費用負担につい
て検討が必要な場合、各社における同
種の災害対策支援活動も含めて検討す
る必要があると考えております。本費用
負担については、例として以下の方法
等が想定されると認識しており、上記の
通り関係者間での協議が必要と考えて
おります。

（１）CSR 活動の一環として設置事業者
負担

（２）ユニバーサルサービスとして利用者
負担

（３）接続料原価に算入し、接続事業者
含めて負担(設置事業者のＣＳＲ活動と
しての広報活動をしない前提)

貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

当事者としての考え方検討事項

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜ソフトバンクテレコム株式会社様、ソフトバンクモバイル株式会社様、株式会社ウィルコム様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

特設公衆電話の必要性、また、その
公共性を考慮し、接続料などを通じ
て各事業者が費用負担をすることに
は異論はありません。負担方法です
がユニバーサルサービスの一環とい
う解釈をし、ユニバーサルサービス
料に含める方法が適当かと考えます。

弊社サービスのうち、特設公衆電話と同様の取り扱いを考慮すべきものはござ
いません。

（この部分は記載不要です）

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜ティー・システムズジャパン株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

検討事項 当事者としての考え方 当社の考え

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

特設公衆電話に係る費用の負担方
法については、審議会答申の内容も
踏まえ、NTT東西殿の考えに沿う方

向で検討しております。

（この部分は記載不要です）

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いを
すべき理由、考え方について記載願います。

別添１
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特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）

貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

当事者としての考え方検討事項

弊社においては特設
公衆電話に係る費用
と同様の取り扱いをす
べきものはございませ
ん。

なし

NTT東西様以外の各事業者も応

分に特設公衆電話に係る費用を負
担する事は適当であると考えます。
現時点で特設公衆電話に係る費

用のアナログ公衆電話発信機能に
占める割合は、直ちに公衆電話ユ
ーザー料金の値上げに結びつく水
準でないなら、当面、公衆電話接続
料で各事業者負担とし、その割合が
増えた場合には、例えばユニバー
サルサービス制度に組み入れる等
の別の手段を検討することとすること
が適当であると考えます。

別添１
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論点毎の各事業者様ご意見 

論点 主な意見（例示されたものも含む） 

 

特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担範囲 

・ユーザニーズと費用の観点から必要となる合理的な設置基準・台数の明確化（ＮＴＴドコモ） 
・金額の規模感と今後の見通し（ＫＤＤＩ） 
・特設公衆電話の個別の設置に関する設置可否判断主体と設置基準 （ＫＤＤＩ） 

・ＮＴＴ東西が関係事業者に負担を求めるコストの範囲（ＫＤＤＩ） 
 （イニシャルのみかランニングも含むか、避難所のみか帰宅困難者対策拠点も含むか、事前配備分のみか事後配備分も含むか、何年度以降発生したコストか等） 
・上記コストの、ＮＴＴ東西が接続料で回収しているコストとの関係性 （ＫＤＤＩ） 

特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法 

・国による費用補填（ＮＴＴコミュニケーションズ） 
・設置を希望する市町村等の行政機関による費用負担（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・アクセス） 

・ユニバーサルサービスとして利用者負担（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・アクセス） 
・ユニバーサルサービスの一環という解釈をし、ユニバーサルサービス料に含める方法が適当（ティー・システムズジャパン） 

・全ての通信事業者による按分負担（ＮＴＴコミュニケーションズ） 
・接続料以外の方法も含め、負担について検討する必要あり（九州通信ネットワーク） 

・平常時も含めた期間で平準化された額が負担されるという形の方が対応しやすい（アイ・ピー・エス） 

・接続料原価に算入し、接続事業者含めて負担（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・アクセス） 
 (設置事業者のＣＳＲ活動としての広報活動をしない前提) 

・公衆電話接続料による按分（ＮＴＴドコモ、フュージョン・コミュニケーションズ、ＮＴＴ東西） 
・当面、公衆電話接続料による負担とし、その割合が増えた場合には、例えば、ユニバーサルサービス制度に組み入れる等の別の手段を検討（ＵＣＯＭ） 

・ＮＴＴ東西の自主的な取組として賄いきれないということであるならば、接続事業者も何らかの形で負担することについて否定するものではない （ＫＤＤＩ） 

・ CSR 活動の一環として設置事業者負担（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・アクセス） 

災害発生時に無償
貸与する通信端末に
関連する費用の負担
方法 

・行政機関以外での特設公衆電話に係る費用負担について検討が必要な場合、各社における同種の災害対策支援活動も含めて検討する必要がある（ソフ
トバンクテレコム、ソフトバンクＢＢ、ウィルコム、イー・アクセス） 

・当社は、これまでも、自治体等に対して、携帯電話や衛星携帯電話の無償貸与を実施してきたが、あくまで、当社の自主的な取組として実施してきた次第。
仮に、上記の取組主体を関係事業者に広げる検討を進める際には、まず、特設公衆における議論を深めた上で、その対象範囲や設置基準等に関する議
論の結果を勘案し、その後に必要に応じて議論すべき（ＫＤＤＩ） 

※敬称略とさせて頂いております。 



特設公衆電話（事前配備）の概要

屋内配管
（※２）

電話機
（※１）（※２）

ＭＪ

屋 内 避 難 所

保
安
器

屋内配線

※１．平時には電話機は接続せず、災害発生時には、自治体職員等が避難所で保管している電話機をＭＪ接続し、利用可能とする。

※２．赤字（屋内配管、電話機）の設備は、原則、施設管理者様にて費用負担

発信専用とし、携帯電話の着信拒否を回避するため発信番号通知登録を行う。回線サービス等

回線種別 加入電話及びＩＮＳ６４（災害時優先電話）

１箇所あたり、３台を目安に設置

・原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した

避難場所（学校・公民館等）

・都市部における帰宅困難者対策拠点（コンビニエンスストア、主要ターミナル等）

設置回線

１箇所あたりの設置台数

設置場所

設置概要

交
換
機

Ｎ Ｔ Ｔ 局 舎

電
柱

設置イメージ

別添２



特設公衆電話（事前配備）の設置台数および設置箇所数（平成24年9月末）

設置台数 7,826 台 

設置箇所数 2,666 箇所 

設置台数 3,080 台 

設置箇所数 1,142 箇所 

設置台数 10,906 台 

設置箇所数 3,808 箇所 

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

合計

別添３



特設公衆電話に係わる費用の負担方法に係わる事業者間協議スケジュール

９月８月７月６月５月４月

２ ３ ４ ５ ６

末

負
担
方
法
検
討
結
果
の
総
務
省
報
告
・公
表

協
議
対
象
事
項
と
各
事
項
の
方
向
性
の
決
定

上旬 下旬 下旬 下旬 下旬

関
連
事
業
者
で
の
議
論
・方
向
感
の
す
り
合
わ
せ
①

検
討
結
果
の
取
り
纏
め

検
討
結
果
の
集
約

２６日

（受
領
後
速
や
か
に
関
係
事
業
者
様
に
共
有
）

各
事
業
者
様
か
ら
の
意
見
提
出

１

協
議
対
象
事
項
の
意
識
あ
わ
せ

２８日

ご
案
内
文
の
発
出
・意
見
照
会

１６日

（各
社
に
て
調
整
）

関
連
事
業
者
で
の
議
論
・方
向
感
の
す
り
合
わ
せ
②

（必
要
に
応
じ
て
関
係
事
業
者
を
拡
大
）

別添４



別添２ 

 

特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に係る考え方 

１ 基本的考え方 

本件申請においては、特設公衆電話に係る端末回線コスト及びＮＴＳコストのうちき線点Ｒ

Ｔ―ＧＣ間伝送路に係るもの以外の費用並びにこれらに係る調整額について、公衆電話発

信機能及びディジタル公衆電話発信機能（以下「公衆電話機能」という。）の接続料原価に算

入されている。 

特設公衆電話は、災害時等にのみ提供されるものではあるが、その機能として、災害時

等における公衆電話の役割を補完するものであると考えられる。また、意見募集においても、

接続事業者からも一定の負担をすることについて異論がなかった。このため、これに要する

費用の一部をＮＴＴ東西と接続事業者とで負担することとすることは、一定の合理性が認め

られる。 

２ 調整額の除外について 

本件申請においては、特設公衆電話に係る調整額についても公衆電話機能の接続料原

価に算入されている。しかし、平成２３年度においては、特設公衆電話がＮＴＴ東西の取組と

してＮＴＴ東西（利用部門）の負担により提供されていたことからすれば、平成２５年度の接続

料原価の算定に際し、特設公衆電話の費用に係る調整額の算入を認めることは適当ではな

い。 

このため、仮に特設公衆電話の費用の一部を接続料原価に算入する場合には、ＮＴＴ東

西において、公衆電話機能の接続料に関し、特設公衆電話に係る調整額を除いて再算定す

ることが適当である。（補正） 

（補正により特設公衆電話に係る費用の算入による公衆電話機能の接続料への影響額

は、ＮＴＴ東日本で、アナログ公衆電話：＋４．９７円、デジタル公衆電話：＋０．０９円、ＮＴＴ西

日本で、アナログ公衆電話：＋１．７１円、デジタル公衆電話：０円となる） 

３ 負担方法等について 

意見募集においては、特設公衆電話の必要性については異論がなかった。しかしながら、

その費用の負担方法については、消費者団体からは、公衆電話の利用者料金（以下「公衆

電話料金」という。）への転嫁の懸念から反対の意見が示されている。 

公衆電話料金については各料金設定事業者の判断によるが、仮に、本件方法による公

衆電話機能の接続料の増分が、公衆電話料金に反映された場合、公衆電話利用者が災害

４８ 
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時等にのみ提供される特設公衆電話に係る費用を負担することとなる。公衆電話利用者と

災害時等の特設公衆電話の利用者は必ずしも一致しないことから、特設公衆電話に係る費

用が公衆電話料金のみに転嫁されることは望ましくない。 

しかしながら、平成２５年度接続料については、２のとおり、調整額を除いて再算定を行う

場合、公衆電話機能の接続料原価における特設公衆電話に係る費用の割合は、２．２％以

下である。このため、仮に特設公衆電話に係る費用が公衆電話料金に転嫁されるとしても、

公衆電話料金への影響は限定的と考えられる。 

また、平成２５年度接続料において、特設公衆電話に係る費用を公衆電話機能の接続料

原価に算入することを認めない場合、その必要性について異論が無い特設公衆電話に係る

費用について、ＮＴＴ東西のみが負担することになり、設置が進まないおそれがある。 

以上から、平成２５年度接続料においては、特設公衆電話に係る費用を公衆電話機能の

接続料原価に算入することについては、２の補正を行った場合にはこれを暫定的に認可す

ることが適当である。 

ただし、今後については、公衆電話は撤去により台数が減少傾向にあり、その費用は減

少していく一方、特設公衆電話は増設予定のため、その費用は増加が見込まれる。このた

め、仮に今後も、本件申請と同様の方法により特設公衆電話に係る費用が公衆電話機能の

接続料原価に算入され続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に占める特設公衆電

話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響が大きくなる可能性がある。 

また、関係事業者からは、特設公衆電話に係る費用について、一定の負担を負うことにつ

いては異論がないものの、負担の方法については、検討が必要との意見が示されている。 

このため、特設公衆電話について、関係事業者間で負担をすることは適当であるものの、

今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電話料金のみに転嫁されないよう

に留意しつつ、検討することが適当である。 

したがって、ＮＴＴ東西において、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転

嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特設公衆電話に係る費用の負担

方法について検討し、平成２５年９月末までにその結果を総務省に報告し、公表することが

適当である。（要請） 

４ 透明性確保について 

平成２５年度接続料において、特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価

に算入することを認めることから、特設公衆電話は接続事業者も一定の負担を行うことによ

り維持されるものとなる。 

また、関係事業者の負担による取組となる点に加え、消費者団体からの意見にあるとおり、

特設公衆電話の設置の考え方等については、防災対策の観点からも、明らかになっている

４９ 
 



ことが望ましいと考えられる。 

このため、ＮＴＴ東西においては、その提供の在り方についても、関係事業者の意見を踏

まえつつ検討するとともに、その設置場所等についても、より透明性を確保することが適当

である。 

したがって、ＮＴＴ東西において、平成２５年６月末までに特設公衆電話の設置の考え方、

設置台数及び設置見込を総務省に報告し、その内容について関係事業者に開示するととも

に、関係事業者の意見を踏まえつつ、特設公衆電話の設置の考え方及び設置見込等につ

いて検討し、同年９月末までに、その結果を総務省に報告し、公表することが適当である。

（要請） 

５０ 
 



第第第第 1111回合同協議回合同協議回合同協議回合同協議（（（（特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用のののの負担方法負担方法負担方法負担方法についてについてについてについて））））    議事録議事録議事録議事録    

 １．日時 平成 25年 5月 28日（火） 14：00～16：00 
 ２．場所 東京オペラシティ ７Ｆ 第二会議室 
 ３．参加者 
eＡ、ウィルコム、NTT-C、NTTドコモ、KDDI、QTNet、SBTM、SBM、FCC、 ブラステル、UCOM、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、総務省(オブザーバー) 
 ４．テーマ 
1.特設公衆電話費用の負担方法について 
2.災害発生時に無償貸与する通信端末に関する費用の負担方法について 

 ５．議事内容 ＜結論＞ 
(1) 特設公衆電話の費用負担方法について、各社からの意見や本日議論した内容を踏まえ、ＮＴＴ東西より各社へ別途フォーマットを送るので、各社からの意見へのコメントおよび新たな考えがあれば報告願う。 
(2) 特設公衆電話の費用負担方法を整理した後、無償貸与の通信端末の費用負担方法の扱いを検討することとする。 
(3) 第 2回合同協議は、6/11(火)14：00に開催する。 
 ＜費用の負担範囲の確認（KDDI意見への回答）＞  K:KDDI、N：NTT東西 
N:費用負担方法を議論するにあたり前提となる認識の共有を図るためにも、まず「特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の負担範囲」について、回答させていただく。（別添２にて設備対象範囲を説明）   ・イニシャルのみかランニングも含むか ⇒ ランニング   ・避難所のみか帰宅困難者対策拠点も含むか ⇒ 両方   ・事前配備分のみか事後配備分も含むか ⇒ 両方   ・何年度以降発生したコストか ⇒ Ｈ２３年度以降  なお、「NTT東西が接続料で回収しているコストとの関係性」とはどういう意味か。 
K:当該コストを含んだ公衆電話接続料との関係を確認したいという主旨。 



N:別添２で説明したように、二重回収となっていたりすることはない。 
K:了解した。 Ｎ:KDDI の意見で、特設公衆電話の個別の設置に関する設置可否判断主体と判断基準の整理とあるが、具体的にどういうことか。 
K:関係事業者での負担とするならば、設置可否の基準等についてどうなっているかを、関係事業者で確認しながら、整理を図っていくものと考えている。 
N:答申にもあるとおり、本年 6 月末に設置の考え方、設置見込等を総務省に報告して関係事業者に開示し、関係事業者の意見を踏まえつつ検討を行って、9月末に総務省に報告するとされており、6月末の協議の場において皆様にお示しする考えである。それを以って、確認することでよいか。 
K:了解した。 
 ＜主な各社からの意見＞  K:KDDI、S:SBTM、C:NTT-C、W:ウィルコム、SB:SBM、N：NTT東西 
1.1.1.1.費用負担費用負担費用負担費用負担についてについてについてについて各社各社各社各社からのからのからのからの意見内容意見内容意見内容意見内容のののの確認確認確認確認    （国、自治体で負担） 
N:国による費用補填の理由は？ 
C:一例として記載したものだが、全国民が利用するものであることが理由。 
S:同じく一例として記載したが、国の補助金や復興税を利用することも考えられる。各種の防災対策に補助金等が使われる中、なぜ、通信だけ事業者負担なのか、というそもそも論から始めてもいいのではないか、ということ。復興税の使い道として通信も重要なインフラと考えるのでそこにまずお金をかける方法もある。 
N:国の予算化には時間がかかることに加え、当該費用は一時的な費用ではなく、恒常的に発生する費用であるため、継続的に補助金を引き出せるかというところも不透明である。また、今まで無料化してきたのにも係らず、今更自治体に費用負担を持ち出すのは難しい。 
S:国が負担するとなると法律が関係してくるので時間がかかることは認識している。その点、自治体負担となれば多数の自治体は存在するものの、国が負担するよりも障壁が低くなるのではないか。 
N:国や自治体の負担とした場合、どのように持ち出せばよいのか、仕組みはどうしたらよいのかアイデアがなく、進め方が難しい。自治体の負担について具体的な案があればご教示願いたい。 
S:検討を深めたものではないが、例えば、自治体に一部費用を負担してもらう等。無料にすれば多数の自治体から設置要望が出てきて、一層コストがかさむことになるのではないか。また、事前設置と事後設置で位置づけを変える等の考え方があってもいいのではないか。 
N:「電話機、配管を用意してもらうこと」「平時の管理や被災時の設置対応等を行っていただく必要があること」を自治体には説明しているため、闇雲に増えていかないようなハー



ドルは実質的には設けられている。 
 （ユニバーサルサービスとして負担） 
S:まずは国や自治体による負担、それが難しいのであればユニバによる負担の順で考えている。ただし、現行のユニバの制度ではなく、ユニバ的ファンドのようなものをイメージしている。 
C:「全ての通信事業者による按分負担」というのは、方法としては色んな方法が考えられるが、その方法の一つとしてユニバも含めて議論すればよいと考えている。 
 （その他） 
S:CSR 活動として会社名を前面に打出すのであれば、特設公衆電話を設置する事業者が負担するという考えはある。 
 

N:H24.3 の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申の議論に際し、公衆電話よりも低コストの特設公衆電話の設置を進めることが適切であるというコンセンサスが得られたことを受けて、特設公衆電話の事前設置に取り組んでいる。
NTT 東西としてイメージアップを目的としために PR を積極的に実施していくつもりはないが、取組み状況を公にしていく必要はあるため、結果的に PRになっているのではないかと見られるようなことはあるかもしれない。 
K:社会的責任等に鑑みて費用を負担しないとまで言うつもりはないが、費用負担するにしても上限があると考えている。 
 

N:ユニバによる負担となった場合で、間接的な負担者まで含めると、協議対象となる事業者が最大で 200 数十社になる可能性がある。その場合、合同協議という形で進めていくことも難しいと率直に感じている。 ユニバというアイデアを否定するものではないが、半年で意見を取り纏めて、総務省に報告するとなると、その方向でコンセンサスを得ることは実行上難しいのではないか。 他に公衆電話接続料以外の接続料に含める案はないか。 
S:公衆電話接続料が落としどころとなることは理解するが、メタル回線が減少していく中、機能の性質のみで費用負担を考えることには疑問がある。特定の接続料にコストを集めると、必然的に単価の上昇を招くことになると考えている。こうした意味で、ユニバ的な負担というのが、その対極の考え方だと思っている。 
N:現行の法制度の下でユニバという位置づけとなると、設置の義務化が不可避となり、設置台数が更に増大することを懸念している。 また、法改正もしくは省令改正も含め実施するとなると相当の時間がかかると考える。 
S:ユニバになると設置台数が増えてコストが嵩むということだが、なぜそうなるのか。 



N:NTTからすれば、ユニバか否かに関わらず、周囲の自治体の動きを見た自治体からの設置の要望が寄せられれば、それに応えざるを得ないと考えているが、ユニバ義務があるとされると、自治体の「設置しなければならない」という意識が必要以上に高まってしまう可能性があると考えている。 
 

W:現状、公衆電話接続料による負担となっているが、今回出席の事業者以外の事業者の電話サービスにも特設公衆電話から繋がることになるのか。 
N:着信先としては 050 番号等にも繋がるので、公衆電話接続料の負担事業者以外の事業者のサービスにも繋がる。 公衆電話接続料以外に何か負担方法の対案が無ければ、事業者間の負担方法としては現状を継続する他は無いと考えているので、代案がある場合は次回までに提示願う。 今回、事業者の皆さんから意見をうかがったので、次回以降、具体化して案を絞り込んでいきたい。別途フォーマットを送るので、今回共有した各社意見へのコメントも含め、新たな意見があれば提示をお願いしたい。 
 

 

2. 2. 2. 2. 災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にににに無償貸与無償貸与無償貸与無償貸与するするするする通信端末通信端末通信端末通信端末にににに関関関関するするするする費用費用費用費用のののの負担方法負担方法負担方法負担方法    
 

SB:NTT 東西の特設公衆電話のコストが事業者間で負担すべきと整理されるのであれば、公平な取扱いという観点から、携帯端末の無償貸与等の取り組みの扱いについても検討対象として挙げておこうと考えて意見した。災害時に携帯端末を自治体等へ無償貸与しているが、具体的に対象として欲しい費用等については整理できていない。 特設公衆電話の負担方法が決まっていけば、その中で議論していく。 
N:まずは特設公衆の費用負担方法を議論して取り纏めることとし、その後本件について議論するということにして、当面横に置くということで良いか。 
SB:問題ない。 
 

 （総務省からのコメント） 
H25 年度の接続料においては、公衆電話機能の接続料原価における特設公衆電話に係る費用の割合が 2.2％以下と僅少であるため認可して良いこととなった。しかしながら、受益者と負担者が一致しない（受益者は災害時に特設公衆を利用する全ユーザだが、負担者は平常時に公衆電話を利用するユーザの一部に限定される）状態であり、将来的に特設公衆の設置台数が増加していき、公衆電話機能の接続料原価に占める割合が段々に上がってくると、公衆電話通話料の値上げという形で公衆電話のユーザに転嫁される可能性が高まることになると考えられるところ。今般の消費者団体等からの反応を踏まえると、そうい



う状況になることは望ましくないと考えている。 
NTT東西へ 6月の提示をお願いしている設置の考え方等を踏まえてから議論を深めていただくことになると思うが、公衆電話機能の接続料原価に組み込む以外の方法案についても検討が必要。 以上 



平成２５年６月１１日Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本
特設公衆電話費用の負担方法について

（第二回合同協議）

関係事業者様限り

日時：平成２５年６月１１日（火）１４：００～

場所：東京オペラシティビル ７階 第１会議室

議 事 次 第

１．協議対象事項と各事項の方向性について

２．その他

【配布資料】

【資料１】 各事業者様のご意見（５／３０付けご案内文書別添へのご回答）

【資料２】 論点毎の各事業者様ご意見

【資料３】 事業者間で負担する方法について



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について 

項 目 貴社のお考え 

１．事業者間で負担する方法 

  「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。 

  現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。 

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。） 

  特設公衆電話は、災害時に利用できない他の電話サービス（発信）の
代替手段であり、電話サービス提供事業者としても自社のお客様がその
便益を享受すると考えられることから、電話サービス提供事業者にて当該
費用を負担することは一定の合理性があると考えます。 

 具体的な負担方法としましては、その受益の程度を判断する一つの目
安となる、各事業者の保有する発信番号数（0AB～J、0A0）をもって按分
負担することが妥当と考えます。 

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担 

  国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。 

  本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。 

  また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。 

【国、自治体による負担】 

 特設公衆電話の設置による直接的な受益者は被災者（被災する可能性
がある全国民）と考えられることから、本来は当該費用は国や自治体によ
る負担が望ましいと考えます。 

 ただし、その実現には課題（実現可能性が不透明、実現に時間を要す
る等）があることも理解しますので、本案の実現に向けての検討は継続し
つつも、まずは特設公衆電話の設置を促進させる観点から、上記事業者
による按分負担として暫定的に整理することが妥当と考えます。 

【ユニバーサルサービス基金による負担】 

 

 - 

貴社名：NTTコミュニケーションズ㈱ 



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

特に具体的意見はありません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

特に具体的提案や意見はありません。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

特に具体的提案や意見はありません。

貴社名： 株式会社アイ・ピー・エス



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

貴社名：株式会社NTTドコモ

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには 定の合理性が認め ◆特設公衆に係るコストを常設の公衆電話接続料として負担することにつと接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

◆特設公衆に係るコストを常設の公衆電話接続料として負担することにつ
いては、従前どおり異論はございませんが、特設公衆電話と常設の公
衆電話それぞれにおける接続先事業者について、明確にご説明いた
だくことが必要であると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。

（なお 具体的なご意見がいただけない場合には 当面 公衆電話接

◆仮に、特設公衆電話と常設の公衆電話の接続先が異なるのであれば、
公衆電話接続料としての負担方法を前提としつつ、特設公衆電話と常
設の公衆電話の接続先に差分が生じないようにする等、何かしらの対
策を講じるべきと考えます。

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

【国、自治体による負担】

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が

考

特に意見なし。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

◆当社としては 2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また それ以外の事業者様においても 本案についてご意見等があれ

◆当社としては、2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効
な通信手段としての公衆電話の在り方（答申）」において「ユニバーサ
ルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされていることや、
2013年3月総務省公表の貴社認可料金に係る答申において「公衆電
話の利用者のみに転嫁されないように留意」と示されていることを踏ま

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

えれば、特設公衆電話に係るコストをユニバーサルサービス基金によ
る負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましいと考え
ます。



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

当社では公衆電話接続料による負担が現時点においては現実的である
と考えており、公衆電話接続料以外の事業者間での負担方法について、
特に意見を持ち合わせておりません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

国、自治体による負担とするには、国による決定が必須であると考えます。

一方、自治体等との調整等に相当の期間が必要とされるのはやむを得な
いことと理解しております。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

１．において当面は接続料による事業者間での負担として運用し、ユニ
バーサルサービス基金による負担が現実的に可能であると認められた時
期に変更されるのが望ましいと考えます。

貴社名：株式会社UCOM



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について 

項 目 貴社のお考え 

１．事業者間で負担する方法 

  「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。 

  現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。 

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。） 

大規模災害時の通信手段確保を目的として、避難所等に事前に特設公
衆電話を設置する本取り組みは、本来、国や行政機関による取り組みで
あるべきではないかと考えます。したがって、国や行政機関の予算措置と
して実施されることが望ましいと考えます。 

しかしながら、国や行政機関の予算措置として実施されるまでの期間につ
いては、公衆電話接続料での負担にせざるを得ないと考えます。 

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担 

  国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。 

  本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。 

  また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。 

【国、自治体による負担】 

 

 

【ユニバーサルサービス基金による負担】 

 

貴社名： 九州通信ネットワーク株式会社 



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算

入に係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、

「ＮＴＴ東西と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定

の合理性が認められる」とされていることを踏まえると、下記２．

のような負担方法の議論はあるものの、現時点で実現の見込み

が不透明であることに加え、仮に実現できるとしても相当の期間

が必要になることに鑑み、まずは、事業者間での負担方法につ

いて検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところ

ですが、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負

担以外の事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右

欄に記載願います。

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電

話接続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとし

て、取り扱わせていただきます。）

特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、災害対策災害対策災害対策災害対策のののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての国国国国やややや自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの要請要請要請要請にににに基基基基づくづくづくづく取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。ここここ

のためのためのためのため、、、、本質的本質的本質的本質的にはにはにはには国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、今回今回今回今回のののの事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの議論議論議論議論のののの結果結果結果結果をををを待待待待たずたずたずたず、、、、まずはまずはまずはまずは

設置主体設置主体設置主体設置主体ののののNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿にてにてにてにて、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担にににに向向向向けけけけ、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの協議協議協議協議をををを早期早期早期早期にににに開始開始開始開始いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと考考考考えておえておえておえてお

りますりますりますります。。。。

上記上記上記上記のののの整理整理整理整理にににに相当相当相当相当のののの期間期間期間期間をををを要要要要するということであればするということであればするということであればするということであれば、、、、暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応としてとしてとしてとして、、、、特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置にににに係係係係るるるるコストコストコストコスト負担負担負担負担をををを事業者全体事業者全体事業者全体事業者全体でででで

分担分担分担分担しししし、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支支支支えるというえるというえるというえるという考考考考ええええ方方方方をををを採用採用採用採用することもすることもすることもすることも、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ないものとないものとないものとないものと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、そのそのそのその手法手法手法手法としてはとしてはとしてはとしては、、、、期間限定的期間限定的期間限定的期間限定的

ななななコストコストコストコスト負担負担負担負担であるのであればであるのであればであるのであればであるのであれば、、、、接続料原価接続料原価接続料原価接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入というというというという手法手法手法手法がががが仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの大大大大きなきなきなきな変更変更変更変更をををを伴伴伴伴わずわずわずわず、、、、現実的現実的現実的現実的なななな方策方策方策方策であるとであるとであるとであると考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。

事業者事業者事業者事業者によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担となるとなるとなるとなる暫定期間暫定期間暫定期間暫定期間がががが例例例例えばえばえばえば1111～～～～2222年年年年といったといったといったといった短期間短期間短期間短期間でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ負担額負担額負担額負担額もももも軽微軽微軽微軽微であるということなのであれであるということなのであれであるということなのであれであるということなのであれ

ばばばば、、、、公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料のののの原価算入原価算入原価算入原価算入というというというという手法手法手法手法もももも選択肢選択肢選択肢選択肢のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして採用採用採用採用することにすることにすることにすることに対対対対してしてしてして特段異論特段異論特段異論特段異論はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料がががが直近直近直近直近５５５５年間年間年間年間でほぼでほぼでほぼでほぼ２２２２倍倍倍倍のののの水準水準水準水準にまでにまでにまでにまで高騰高騰高騰高騰しておりしておりしておりしており今後今後今後今後もももも上昇上昇上昇上昇することがすることがすることがすることが想定想定想定想定されることされることされることされること、、、、およおよおよおよ

びびびび、、、、特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話はははは主主主主にににに避難所避難所避難所避難所にににに設置設置設置設置されるものでありされるものでありされるものでありされるものであり平時平時平時平時のののの常設公衆電話常設公衆電話常設公衆電話常設公衆電話とはとはとはとは利用者利用者利用者利用者がががが異異異異なることをなることをなることをなることを勘案勘案勘案勘案するとするとするとすると、、、、暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応

とはいえとはいえとはいえとはいえ、、、、事業者事業者事業者事業者によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担となるとなるとなるとなる期間期間期間期間がががが長期化長期化長期化長期化しししし、、、、負担額負担額負担額負担額もももも軽微軽微軽微軽微とはいえないとはいえないとはいえないとはいえないボリュームボリュームボリュームボリュームとなってしまうとなってしまうとなってしまうとなってしまう場合場合場合場合にはにはにはには、、、、公衆公衆公衆公衆

電話接続料原価電話接続料原価電話接続料原価電話接続料原価にににに長期的長期的長期的長期的にににに算入算入算入算入することはすることはすることはすることは望望望望ましくないとましくないとましくないとましくないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

このようなこのようなこのようなこのような事態事態事態事態がががが想定想定想定想定されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、事業者事業者事業者事業者によってによってによってによってコストコストコストコスト負担負担負担負担するするするする期間期間期間期間におけるにおけるにおけるにおける負担手法負担手法負担手法負担手法のののの最終形最終形最終形最終形としてとしてとしてとして、、、、特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話とととと

通話通話通話通話がががが可能可能可能可能なななな全事業者全事業者全事業者全事業者によってによってによってによって応分負担応分負担応分負担応分負担するするするするスキームスキームスキームスキームにににに、、、、早期早期早期早期にににに移行移行移行移行することがすることがすることがすることが必要必要必要必要とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

具体的具体的具体的具体的なななな手法手法手法手法としてはとしてはとしてはとしては、、、、特設公衆電話利用特設公衆電話利用特設公衆電話利用特設公衆電話利用のののの受益者受益者受益者受益者はははは特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの発信通話発信通話発信通話発信通話におけるにおけるにおけるにおける発信者発信者発信者発信者とととと着信者着信者着信者着信者であることをであることをであることをであることを鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、

加入者交換機階梯加入者交換機階梯加入者交換機階梯加入者交換機階梯でででで接続接続接続接続するするするする通話通話通話通話にににに対対対対してのしてのしてのしての付加的付加的付加的付加的なななな接続料接続料接続料接続料としてとしてとしてとして、、、、電話電話電話電話サービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供するするするする全事業者全事業者全事業者全事業者からからからから広広広広くあまねくくあまねくくあまねくくあまねく回収回収回収回収

するするするするスキームスキームスキームスキームがががが、、、、特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを暫定的暫定的暫定的暫定的にににに事業者全体事業者全体事業者全体事業者全体でででで支支支支えるというえるというえるというえるという趣旨趣旨趣旨趣旨にもにもにもにも合致合致合致合致するものとするものとするものとするものと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

なおなおなおなお、、、、公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入のののの手法手法手法手法・・・・加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入のののの手法手法手法手法のどちらののどちらののどちらののどちらの手法手法手法手法をををを採用採用採用採用するするするする場合場合場合場合であっであっであっであっ

てもてもてもても、、、、そのそのそのその暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応のののの期間期間期間期間をををを予予予予めめめめ区切区切区切区切ったったったった上上上上でででで採用採用採用採用することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であろうとであろうとであろうとであろうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負

担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負

担とするためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明で

あることに加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に

相当の期間が必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向け

た具体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を

含む）・本案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案

願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等が

あれば右欄に記載願います。

【【【【国国国国、、、、自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担】】】】

前述前述前述前述のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、今回今回今回今回のののの事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの議論議論議論議論のののの結果結果結果結果をををを待待待待たずたずたずたず、、、、まずはまずはまずはまずは設置主体設置主体設置主体設置主体ののののNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿にてにてにてにて、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担にににに向向向向けけけけ、、、、

国国国国やややや自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの協議協議協議協議をををを早期早期早期早期にににに開始開始開始開始いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

そのそのそのその後後後後のののの進進進進めめめめ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、暫定的暫定的暫定的暫定的ににににコストコストコストコスト負担負担負担負担するするするする関係事業者関係事業者関係事業者関係事業者のののの範囲範囲範囲範囲がががが明確明確明確明確になったになったになったになった後後後後にににに、、、、そのそのそのその時点時点時点時点でのでのでのでのNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿とととと国国国国やややや自自自自

治体治体治体治体とのとのとのとの間間間間のののの協議状況協議状況協議状況協議状況をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの協議主体協議主体協議主体協議主体ののののNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿のののの支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、そのそのそのその支援支援支援支援のののの程度程度程度程度もももも含含含含めめめめ、、、、関係事関係事関係事関係事

業者間業者間業者間業者間でででで協議協議協議協議をををを進進進進めていくべきとめていくべきとめていくべきとめていくべきと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

【【【【ユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービス基金基金基金基金によるによるによるによる負担負担負担負担】】】】

－－－－

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ＫＤＤＩ㈱ＫＤＤＩ㈱ＫＤＤＩ㈱ＫＤＤＩ㈱



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。

【意見案】

まずは、事業者間で負担する方法を議論する前に、特設公衆設置費用
について、自治体等からの要請内容、費用負担に関するＮＴＴ東西殿の
お考えおよび自治体等との費用負担に関する協議状況について、ご説明
を頂きたいと考えます。

また、ＮＴＴ東西殿において、今後費用負担等の協議を国や自治体等と
議論の予定の有無や今後の進め方のお考えがあればそれをお示し頂き
たいと考えます。

その上で、事業者間で負担する方法を議論するに当たっては、上述の議
論も踏まえ、本格対応とするのか暫定対応とするのか、暫定対応とした
場合、本格対応までのプロセスはどうすべきか、ということも含め整理す

ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社ウィルコム

ます。

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

場合、本格対応までのプロセスはどうすべきか、ということも含め整理す
べきと考えます。

また、暫定対応として事業者間での負担を求める場合、本格対応に移行
するまでのプロセス案は、ＮＴＴ東西殿よりご提案頂きたいと考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

取り纏めの方向性等については、上述のとおり

【ユニバーサルサービス基金による負担】

同上



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

現時点においては、他の負担方法等についての意見はございません。

引き続き、貴社及び他社様のご意見も踏まえて検討をさせていただき

たく考えております。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

現時点では特にございません。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

現時点では特にございません。

社名：フュージョン・コミュニケーションズ株式会社



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

弊社は、特設公衆電話設置、維持にかかる費用を「国・自治体」「事業者」
「利用者」にて費用を負担すべきと考えます。

数年間（期間を定める必要あり）は「公衆電話AC」で特設公衆電話を維持
運営し、その間に「国・自治体」「事業者」「利用者」でどのように按分する
かを取り決めるべきかと考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

【ユニバーサルサービス基金による負担】

一定期間は「公衆電話AC」で維持運営し、その間に、ユニバーサルサー
ビス関係事業者を対象に費用負担について協議すべきと考えます。

貴社名：ブラステル／ZIPtelecom



論点論点論点論点 主主主主なななな意見意見意見意見
１．事業者間で負担する方法

・公衆電話接続料として負担することに異論なし（ＮＴＴドコモ）・公衆電話接続料による負担が現時点においては現実的（ＵＣＯＭ）・現時点においては、他の負担方法等について意見なし（フュージョン・コミュニケーションズ）・国や自治体による負担を実現するまでの暫定対応としては、公衆電話接続料原価への算入という手法に特段異論なし（ＫＤＤＩ）・国や行政機関の予算措置として実施されるまでの期間については、公衆電話接続料での負担にせざるを得ない（九州通信ネットワーク）・「国・自治体」「事業者」「利用者」による負担の按分を決めるまでの間は公衆電話ＡＣで特設公衆電話を維持運営（ブラステル／ZIP Telecom）・国や自治体による負担を実現するまでの暫定対応期間が長期化する場合には、特設公衆電話と通話が可能な全事業者によって応分負担するスキーム（加入者交換機接続料原価への算入）に移行すべき（ＫＤＤＩ）・各事業者の保有する発信番号数（0AB～J、0A0）をもって按分負担することが妥当（ＮＴＴコミュニケーションズ）・事業者間で負担する方法を議論するにあたっては、本格対応とするのか暫定対応とするのか、暫定対応とした場合本格対応までのプロセスはどうすべきかを含め整理すべきであり、暫定対応として事業者間での負担を求める場合、本格移行までのプロセス案は、ＮＴＴ東西から提案すべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）
２．国、自治体

による負担及

びユニバーサ

ルサービス基

金による負担

国、自治体に

よる負担

・ＮＴＴ東西にて国や自治体による負担に向け早期に協議を開始すべき（ＫＤＤＩ）・自治体等からの要請内容、費用負担に関する考え、自治体等との協議状況、国や自治体等との議論の予定の有無や今後の進め方等についてＮＴＴ東西から説明すべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・国や自治体による負担が望ましいが、実現には課題があるため検討は継続しつつ、事業者による按分負担で暫定整理が妥当（ＮＴＴコミュニケーションズ）・国、自治体による負担とするには国による決定が必須である一方、自治体等との調整等に相当の期間が必要とされるのはやむを得ない（ＵＣＯＭ）
ユニバーサル

サービス基金

による負担

・ユニバーサルサービス関係事業者を対象として費用負担について協議すべき（ブラステル／ZIP Telecom）・当面は接続料による事業者間での負担として運用し、ユニバーサルサービス基金による負担が現実的に可能であると認められた時期に変更されるのが望ましい（ＵＣＯＭ）・ユニバーサルサービス基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましい（ＮＴＴドコモ）

論点毎の各事業者様の意見 ※敬称略とさせて頂いております。【資料２】



事業者間事業者間事業者間事業者間でででで負担負担負担負担するするするする方法方法方法方法についてについてについてについて

事業者間で負担する方法について、暫定措置との条件付きを含めると、

①公衆電話接続料による負担

②ＧＣ付加チャージによる負担（新たな機能）

③番号数按分による負担（新たな機能）

の３つの意見が提示されており、事業者間での費用負担の在り方としては、この３案の範囲で検討を進めることとしたいと考えます。

なお、上記②、③の場合は、負担事業者が拡大することから、本合同協議への参加事業者を拡大する必要があると考えます。

【案１】

公衆電話接続料による負担

【案２】

ＧＣ付加チャージによる負担

【案３】

電気通信番号数按分による負担

接続機能 公衆電話発信機能 端末系交換機能に追加 新設（現行該当する機能なし）

特徴

・現行（Ｈ２５年度適用ＡＣ）と同じ

整理

・需要の減少により上昇を続けて

いる公衆電話接続料の更なる

上昇要因となる

・現行の接続約款における端末

系交換機能にＧＣ交換機を経由

するトラヒックで負担する新たな

機能を追加

・対象事業者が拡大

・電話番号数で負担する新たな

機能を設定する必要あり

・対象事業者が拡大

（ユニバーサルサービス基金の負担対

象事業者とほぼ同）

対象事業者数

１１社

（ＮＴＴ東西除き）

２６社

（ＮＴＴ東西除き）

２５社＋α

※
（ＮＴＴ東西除き）※ユニバーサルサービス基金の負担対象事業者は、売上高10億円以上の事業者10億円未満の事業者についても負担対象に追加するか否かの検討が必要

【資料３】



特設公衆電話に係わる費用の負担方法に係わる事業者間協議スケジュール

４４４４月月月月 ５５５５月月月月 ６６６６月月月月 ７７７７月月月月 ８８８８月月月月 ９９９９月月月月

２２２２ ３３３３ ４４４４ ５５５５ ６６６６

末末 末末
負
担
方
法
検
討
結
果

負
担
方
法
検
討
結
果

負
担
方
法
検
討
結
果

負
担
方
法
検
討
結
果
のの のの
総
務
省
報
告

総
務
省
報
告

総
務
省
報
告

総
務
省
報
告
・・ ・・
公
表

公
表

公
表

公
表

協
議
対
象
事
項

協
議
対
象
事
項

協
議
対
象
事
項

協
議
対
象
事
項
とと とと
各
事
項

各
事
項

各
事
項

各
事
項
のの のの
方
向
性

方
向
性

方
向
性

方
向
性
のの のの
決
定
決
定
決
定

決
定

１１１１１１１１日日日日 下旬下旬下旬下旬 下旬下旬下旬下旬 下旬下旬下旬下旬 下旬下旬下旬下旬

関
連
事
業
者

関
連
事
業
者

関
連
事
業
者

関
連
事
業
者
で
の
で
の
で
の
で
の
議
論
議
論
議
論

議
論
・・ ・・
方
向
感

方
向
感

方
向
感

方
向
感
の
す
り

の
す
り

の
す
り

の
す
り
合合 合合
わ
せ
わ
せ
わ
せ

わ
せ
①① ①①

検
討
結
果

検
討
結
果

検
討
結
果

検
討
結
果
のの のの
取取 取取
りり りり
纏纏 纏纏
めめ めめ

検
討
結
果

検
討
結
果

検
討
結
果

検
討
結
果
のの のの
集
約
集
約
集
約

集
約

２６２６２６２６日日日日

（（ （（
受
領
後
速

受
領
後
速

受
領
後
速

受
領
後
速
や
か
に

や
か
に

や
か
に

や
か
に
関
係
事
業
者
様

関
係
事
業
者
様

関
係
事
業
者
様

関
係
事
業
者
様
にに にに
共
有
共
有
共
有

共
有
）） ））

各
事
業
者
様

各
事
業
者
様

各
事
業
者
様

各
事
業
者
様
か
ら
の

か
ら
の

か
ら
の

か
ら
の
意
見
提
出

意
見
提
出

意
見
提
出

意
見
提
出

１１１１

協
議
対
象
事
項

協
議
対
象
事
項

協
議
対
象
事
項

協
議
対
象
事
項
のの のの
意
識
意
識
意
識

意
識
あ
わ
せ

あ
わ
せ

あ
わ
せ

あ
わ
せ

２８２８２８２８日日日日

ごご ごご
案
内
文

案
内
文

案
内
文

案
内
文
のの のの
発
出
発
出
発
出

発
出
・・ ・・
意
見
照
会

意
見
照
会

意
見
照
会

意
見
照
会

１６１６１６１６日日日日

（（ （（
各
社
各
社
各
社

各
社
に
て
に
て
に
て
に
て
調
整
調
整
調
整

調
整
）） ））

関
連
事
業
者

関
連
事
業
者

関
連
事
業
者

関
連
事
業
者
で
の
で
の
で
の
で
の
議
論
議
論
議
論

議
論
・・ ・・
方
向
感

方
向
感

方
向
感

方
向
感
の
す
り

の
す
り

の
す
り

の
す
り
合合 合合
わ
せ
わ
せ
わ
せ

わ
せ
②② ②②

（（ （（
必
要
必
要
必
要

必
要
にに にに
応応 応応
じ
て
じ
て
じ
て
じ
て
関
係
事
業
者

関
係
事
業
者

関
係
事
業
者

関
係
事
業
者
をを をを
拡
大
拡
大
拡
大

拡
大
）） ））

参考参考参考参考



第第第第２２２２回合同協議回合同協議回合同協議回合同協議（（（（特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用のののの負担方法負担方法負担方法負担方法についてについてについてについて））））    議事録議事録議事録議事録    

 １．日時 平成 25年 6月 11日（火） 14：00～16：00 
 ２．場所 東京オペラシティ ７Ｆ 第一会議室 
 ３．参加者 
eＡ、ウィルコム、NTT-C、NTTドコモ、KDDI、au、SBTM、SBM、FCC、 ブラステル、UCOM、NTT東日本、NTT西日本、総務省(オブザーバー) 
 ＜議事次第＞ 

1.費用負担の方向性について（各社からの意見）  ①事業者間で負担、②国・自治体、ユニバーサルサービス基金で負担 
2.事業者間で負担する方法について 案１：公衆電話接続料で負担、案２：GC 付加チャージで負担、案３：電気通信番号数按分で負担 
 ＜主な意見交換 K:KDDI、S:SBTM、C:NTT-C、W:ウィルコム、SB:SBM、N：NTT 東西、      Ｄ：ドコモ、Ｆ：フュージョン＞ 
 （国、自治体による負担） 
N: 当社としても、国・自治体による負担が実現されるのであれば、事業者の負担が軽減されることになるので、そういう結論になること自体は望ましいことであろうとは考えている。 しかしながら、当社は、東日本大震災以前から、特設公衆を事後設置してきたが、それに係る費用は国・自治体に求めてこなかったことに加えて、東日本大震災を受けて、特設公衆の事前設置を始めているが、これまで既に多くの自治体に対して、電話機と配管設備は自治体負担、ランニングコストは事業者負担と説明してきたことを踏まえると、今後設置する分からは、国・自治体負担だと今更言っていくことは難しいと考えている。そのため、現時点、当社から、国・自治体による負担が「あるべき姿」だと主張していくことは考えていない。 当社が先導するのではなく、例えば、ご提案されている KDDI 等が旗を振っていただき、国・自治体による負担が「あるべき姿」だというコンセンサスが皆さんの中で得られるのであれば、当社としてそれに追随させていただく形になると思う。特にKDDIからの提案である「早期にＮＴＴ東西が国・自治体による負担に向けて協議を開始すべき」という部分は、これまでの当社が主張してきた内容や活動内容と整合しない部分があるため、現時点、そのような対応を主体的に実施していくことは考えていない。 



K: 前回の協議では自治体と対応するには時間がかかるとの発言があったので、「早期に」というコメントを付け加えさせていただいたものであり、対応を横に置いたままでは、決して物事は前に進まないのではという趣旨で記載させてもらったもの。 
N:  前回も資料を用いてご説明しているが、全額当社が負担している訳ではなく、自治体には電話機や配管の負担をお願いしている。イニシャル部分の負担で既に対応を進めている中、今更ランニングも負担してくれとは言いにくい。 
S: そもそも自治体と国・事業者のどちらが負担すべきものと考えているのか。 
N: 2011.12の「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」において、事業者がやるべき事項として特設公衆電話の設置等が整理されていること等を踏まえれば、今現在においては、事業者が負担して実施すべきものと整理されていると考えざるを得ないと考えている。当該とりまとめの議論には、当社だけでなく、皆さんの会社からも参加されていると認識している。 もちろん、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方 答申」において、「（費用負担の在り方については）今後、必要に応じて、ＮＴＴ東西における取組状況を確認しつつ、改めて検討することが適当」とされていることを踏まえ、今後、様々な議論が行われる可能性はあると考えている。 その際、当社としては、国・自治体による負担について、それを主導するほど「積極的賛成」ではないものの、皆さんの間でそうあるべきというコンセンサスが得られるなら、それに同調させていただくことは可能という「消極的賛成」という立場になると考えている。 
S: 「積極的賛成」、「消極的賛成」という話はおかしいのではないか。「本来あるべき姿」だと捉えているかどうかしかないのではないのか。事業者間での負担方法を議論する前に、自治体での負担について議論を尽くすべき。自治体での負担の議論を棚上げにするのか。 
N: 繰り返すが、自治体が全く負担していない訳ではない。イニシャル分は自治体と NTT 東西で負担。ランニングの回線費用は事業者間で負担してほしいというのが現時点の当社の考え方である。 震災等で回線が繋がらなかったことへの対応は、本来、全ての事業者が回線を繋ぐという責務を果たすことができていれば不要だった話である。震災等が発生しても繋がるネットワークを構築するというアプローチもあると思うが、それに要する莫大な費用を考えると、特設公衆は代替手段の一つになると考えている。 各社が料金設定している呼が繋がらなくなった場合における各社の通信手段を代替しているものであることから、各社に一定程度の費用負担をお願いしている。 
S: 事業者間での負担が、暫定解なのか本格解なのか決める必要がある。 
N: 国・自治体負担となると、国へ上申することとなる。また、これまで事業者間で負担してきた経緯がある中で、本格解として自治体に負担してほしいと言っていったとして、俄かにそれが叶うことは難しいのではないか。 今回の事業者協議結果を総務省に報告するにあたり、「災害対策費用として、国・自治体負担とすることについても検討されたい。」という意見が各事業者から出されたと報告した上で、



国等の検討に委ねるというところが現実的な落とし所になるのではないか。 
S: 暫定とした場合の時間軸が見えない。公衆電話の負担が上がってくる。マイグレもある。いつまで続けるのか。どこかで破綻するまでやるのか。計画的に物事を進めたい。 
N: 自治体、総務省に限らず、災害対策費用として予算措置を求めていくとなると、国土交通省など他省も絡んでくる中で、この事業者間の協議において時間軸をコミットすることは出来ないだろう。 
S:  言葉は悪いが、「取れるところから取りましょう」と聞こえてくる。本来、費用を負担すべきなのはどこかを議論する必要がある。 
N: 国や自治体に負担してもらうとなると、相応の理屈や、負担決定までの手順、また、震災等による輻輳に係る負担を事業者ではなく国や自治体の負担で行うべきだと主張することとなるため、事業者としては相当の覚悟が必要だと考えている。どういう理屈で主張していったらよいか、現時点、我々には具体的な進め方のアイデアがない。ユニバ負担でも同様と考える。 これまでの経緯等を踏まえると、少なくとも現段階では、暫定解、本格解の区別について、現実的には、事業者負担を本格解とすることを基本に考えていかざるを得ないと考えている。  なお、繰り返しになるが、今回、事業者間で議論した結果、事業者の総意として、本来的には、国や自治体で負担すべきではないかといった課題提起・方向性の提言を行うことまでなら同調できると考えている。更に踏み込んだやり方があれば教えてほしい。 
C: 我々は、一義的には、国や自治体が負担すべきと考えているので、事業者負担はあくまで暫定解と考えている。 
S: 何かがあっての暫定である。その何かが、即ちそもそも論があっての暫定。暫定であれば時期を切る必要がある。 
D: 事業者間での公平な負担でいかざるをえないのではないか。未来永劫事業者で負担すべきとまでは考えていないが、当面、現状の整理の中で進めることでよいのではないか。 
F: 理想は自治体による負担だと考えている。 
N: 合同協議を踏まえて、NTT 東西が協議結果を総務省に報告しなくてはならいので、協議における事業者意見の取りまとめ結果として、「自治体等負担とすることについて検討されたい」と提言することは可能だと思うが、NTT東西として、絶対に自治体負担でなければならないとまでは考えていない。 
K: 自治体負担等という解も取りうる選択肢の一つだと認識しているので、自治体負担等に関してチャレンジできることがあれば、すぐにでもやって欲しい。時間がかかるなら早くやって欲しい。 
N: チャレンジとは、先ほどのような内容をとりまとめて、総務省に提言することでよいか。 
K: 今回の協議を通じた着地点という意味では、ご相談できるのではないかと考える。 
S: NTT東西が自治体負担とすることは難しいと言っているが、その難しさが伝わってこない。実際に自治体に対して、特設公衆電話の費用負担について、対応していないのではないか。 
N:  合同協議結果として、事業者から「自治体等負担とすべき」という意見があったことを



踏まえ、「自治体等負担とすることについて検討されたい」と総務省へ提言させてもらう方向でとりまとめしていくこととしたい。 
S: これだけ、国や自治体の負担とすべきだとの意見が出ている中で、負担に関してあまりに中立的な書き方をするのであれば、我々としては同意できないが、自治体による負担が絶対に実現できるとも思っていないので、表記については並列で記載していただいて問題は無い。ただ、だからといって何もしないではなく、NTT東西から自治体に対して有料化の反応を聞いてほしい。 
N: 有料化について、自治体間で格差が出るようなやり方は難しいと考えているが、特設公衆電話の設置の交渉の中で、仮に有料化されたら、どういう対応になるかという点について、自治体の反応を聞く程度のことは可能だと思う。 
 

 （事業者間での負担） 
K: 抜粋資料では、我々の意見がかなり省略されているので、意見の原文を確認してほしい。当社としては、本来は国や自治体による負担が適切であると考えているが、交渉の長期化等も十分に予想されるため、そのような場合は、しばらくは公衆電話接続料にするにしても、中期的には、公衆電話接続料ではなく、加入者交換機に係る接続料に含めるような方法が良いとしているもの。 
N: 各事業者も、設置台数やコストの見通しが無ければ、意見はしづらいと思うが、以前西日本が決算資料で 1.5万箇所設置すると発表しており、このベースで考えると東西計の概算で
20億円程度が当面のコスト上限になるのではないかと考えている。次回の協議では、案ベースではあるが、設置基準等とあわせて設置見込についても、皆様にお伝えできると思う。 

D: 案１、案 2については、負担の規模感はともかく、料金設定の考え方に基づくものと考えられるが、案 3はどういう考え方なのか少しわかりづらい。いずれにしても、公平性は担保すべきだと考えている。 
C: 案 3は、料金設定の考え方は採用していない。特設公衆電話の受益者が誰かということに着目すると、平時において公衆電話を利用している人ではなく、平時においてはそれぞれ携帯端末や固定電話端末から通話を行っている人が、災害時にそれらの代替手段として用いていることから、これらの人々が受益者であると考えたもの。従って、電話番号数で按分するのが適切であるという結論に至ったもの。こうした受益者の観点からは、案 1は少しずれているのではないかと考えている。 
SB： 社内で議論したが、受益と言ってもいろんな切り口がある。発信者なのか、料金設定事業者なのか等。ある程度の軸が必要と考える。 
U： 公衆電話接続料による負担でよいと考える。ただ長期的には他の方法を検討すべきだと考える。 
N: 次回は案 1,2,3の評価について意見をお願いする。案 2,3となると協議対象事業者も拡大し、新たな声掛けが必要となる。協議対象事業者を広げることに異論のある事業者はいるか。



（特に意見無し）   意見がないので次回は案２、３の対象事業者へも声掛けする。   次回は 6 月末に総務省報告及び事業者周知する特設公衆の設置基準と H24 末設置実績等について説明する。   案 1～3 の長所・短所に関する意見など今後の進め方について意見があれば事前に送っていただいても構わない。 次回開催は 6/25あたりを予定している。 
 （総務省からのコメント） ・費用負担の方法について複数提案があったことを歓迎。特設公衆電話の受益者と公衆電話の利用者は必ずしも一致するものでは無いと考えており、この点を踏まえて議論していただきたい。また、審議会答申においては、関係事業者間の負担の方法を接続料に限定しているものではないので、柔軟な議論を行って結論を出していただきたい。 ・国、自治体が費用負担すべきという考え方があることも理解はするところであるが、大災害時の対応は、各主体がそれぞれ役割を担うことが必要というのが教訓。ＮＴＴが触れていた答申等では、東日本大震災を受けて各主体が取り組むべき事項を取りまとめたものであり、検討において尊重して頂きたい。また、現状、避難所等に係る役割分担がどう整理されているかというところを見たところ、避難所等の設置主体である自治体の防災計画等のガイドラインにおいては、避難所等に求められているのは、まず、衣食住に関するものであり、通信に関して言えば、避難所と行政機関とを結ぶ無線通信を備えることとされている。電気通信事業法においては、重要通信（緊急通報や行政機関間の通信）の確保を各事業者に求めている。必ずしも、行政として、避難所等において、被災者個人の通信を確保することとはされていない状況にある。特設公衆電話の費用負担については、こうした状況等を踏まえながら議論していただきたいと考える。 



平成２５年６月２５日Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本
特設公衆電話費用の負担方法について

（第三回合同協議）

関係事業者様限り

日時：平成２５年６月２５日（火）１３：００～

場所：ベルサール西新宿 ２階 ルーム１

議 事 次 第

１．特設公衆電話の概要と設置の考え方、見込

２．事業者間での負担案について

３．国、自治体等での負担案について

４．その他

【配布資料】

【資料１】 特設公衆電話の概要

【資料２】 特設公衆電話の設置の考え方・設置台数及び設置見込（案）

【資料３】 論点毎の各事業者様ご意見

【資料４】 事業者間で負担する方法について

【資料５】 協議参加事業者一覧

【資料６】 第１回協議・第２回協議議事録案

【資料７】 特設公衆電話に係るご意見について



特設公衆電話（事前配備）の概要

屋内配管（※２）
電話機（※１）（※２）ＭＪ

屋 内 避 難 所保安器 屋内配線
※１．平時には電話機は接続せず、災害発生時には、自治体職員等が避難所で保管している電話機をＭＪ接続し、利用可能とする。

※２．赤字（屋内配管、電話機）の設備は、原則、施設管理者様にて費用負担

発信専用とし、携帯電話の着信拒否を回避するため発信番号通知登録を行う。回線サービス等

回線種別 加入電話及びＩＮＳ６４（災害時優先電話）

１箇所あたり、３台を目安に設置

・原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場

所（学校・公民館等）

・都市部における帰宅困難者対策拠点（コンビニエンスストア、主要ターミナル等）

設置回線

１箇所あたりの設置台数

設置場所

設置概要設置概要設置概要設置概要

交換機
Ｎ Ｔ Ｔ 局 舎

電柱
設置設置設置設置イメージイメージイメージイメージ
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区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設※１のうち、地震帰宅困難者対策協議会または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【東日本東日本東日本東日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。

※1 現時点においては、 首都圏直下型地震を想定し「首都直下地震帰宅困難者対策協議会」（東京都等）における「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」に規定される施設又は東日本大震時に多くの帰宅困難者の滞留実績があった施設が対象となる見込みです。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

4,250箇所、11,343台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）

※２
24,500箇所、50,000台

資料資料資料資料２２２２－－－－１１１１



区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議会※1または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【西日本西日本西日本西日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））

※1 現時点においては、「大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会」（大阪市）と対応中です。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。
１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

2,534箇所、6,201台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）

※２
15,000箇所、34,000台
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論点論点論点論点 主主主主なななな意見意見意見意見
１．事業者間で負担する方法

・・・・公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料としてとしてとしてとして負担負担負担負担することにすることにすることにすることに異論異論異論異論なしなしなしなし（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴドコモドコモドコモドコモ））））・・・・公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料によるによるによるによる負担負担負担負担がががが現時点現時点現時点現時点においてはにおいてはにおいてはにおいては現実的現実的現実的現実的（ＵＣＯＭ）（ＵＣＯＭ）（ＵＣＯＭ）（ＵＣＯＭ）・・・・現時点現時点現時点現時点においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、他他他他のののの負担方法等負担方法等負担方法等負担方法等についてについてについてについて意見意見意見意見なしなしなしなし（（（（フュージョンフュージョンフュージョンフュージョン・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ））））・・・・国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担をををを実現実現実現実現するまでのするまでのするまでのするまでの暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応としてはとしてはとしてはとしては、、、、公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入というというというという手法手法手法手法にににに特段異論特段異論特段異論特段異論なしなしなしなし（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）・・・・国国国国やややや行政機関行政機関行政機関行政機関のののの予算措置予算措置予算措置予算措置としてとしてとしてとして実施実施実施実施されるまでのされるまでのされるまでのされるまでの期間期間期間期間についてはについてはについてはについては、、、、公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料でのでのでのでの負担負担負担負担にせざるをにせざるをにせざるをにせざるを得得得得ないないないない（（（（九州通信九州通信九州通信九州通信ネットワークネットワークネットワークネットワーク））））・・・・「「「「国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体」「」「」「」「事業者事業者事業者事業者」「」「」「」「利用者利用者利用者利用者」」」」によるによるによるによる負担負担負担負担のののの按分按分按分按分をををを決決決決めるまでのめるまでのめるまでのめるまでの間間間間はははは公衆電話公衆電話公衆電話公衆電話ＡＣＡＣＡＣＡＣでででで特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話をををを維持運営維持運営維持運営維持運営（（（（ブラステルブラステルブラステルブラステル／／／／
ZIPTelecom））））・・・・国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担をををを実現実現実現実現するまでのするまでのするまでのするまでの暫定対応期間暫定対応期間暫定対応期間暫定対応期間がががが長期化長期化長期化長期化しししし、、、、負担額負担額負担額負担額もももも軽微軽微軽微軽微とととと言言言言えないえないえないえない規模規模規模規模にににに増加増加増加増加するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料によるによるによるによる負担負担負担負担はははは適切適切適切適切ではないとではないとではないとではないと考考考考えるえるえるえる。。。。こうしたこうしたこうしたこうした事態事態事態事態がががが想定想定想定想定されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話とととと通話通話通話通話がががが可能可能可能可能なななな全事業者全事業者全事業者全事業者によってによってによってによって応分負担応分負担応分負担応分負担するするするするスキームスキームスキームスキーム（（（（加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入））））にににに移行移行移行移行すべきすべきすべきすべき（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）・・・・各事業者各事業者各事業者各事業者のののの保有保有保有保有するするするする発信番号数発信番号数発信番号数発信番号数（（（（0AB～～～～J、、、、0A0））））をもってをもってをもってをもって按分負担按分負担按分負担按分負担することがすることがすることがすることが妥当妥当妥当妥当（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ））））・・・・事業者間事業者間事業者間事業者間でででで負担負担負担負担するするするする方法方法方法方法をををを議論議論議論議論するにあたってはするにあたってはするにあたってはするにあたっては、、、、本格対応本格対応本格対応本格対応とするのかとするのかとするのかとするのか暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応とするのかとするのかとするのかとするのか、、、、暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応としたとしたとしたとした場合本格対応場合本格対応場合本格対応場合本格対応までのまでのまでのまでのプロセプロセプロセプロセススススはどうすべきかをはどうすべきかをはどうすべきかをはどうすべきかを含含含含めめめめ整理整理整理整理すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、、、、暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応としてとしてとしてとして事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの負担負担負担負担をををを求求求求めるめるめるめる場合場合場合場合、、、、本格移行本格移行本格移行本格移行までのまでのまでのまでのプロセスプロセスプロセスプロセス案案案案はははは、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ東西東西東西東西かかかからららら提案提案提案提案すべきすべきすべきすべき（（（（ソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコム、、、、ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル、、、、ウィルコムウィルコムウィルコムウィルコム））））

２．国、自治体

による負担及

びユニバーサ

ルサービス基

金による負担

国、自治体に

よる負担

・・・・ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西にてにてにてにて国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担にににに向向向向けけけけ早期早期早期早期にににに協議協議協議協議をををを開始開始開始開始すべきすべきすべきすべき（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）（ＫＤＤＩ）・・・・自治体等自治体等自治体等自治体等からのからのからのからの要請内容要請内容要請内容要請内容、、、、費用負担費用負担費用負担費用負担にににに関関関関するするするする考考考考ええええ、、、、自治体等自治体等自治体等自治体等とのとのとのとの協議状況協議状況協議状況協議状況、、、、国国国国やややや自治体等自治体等自治体等自治体等とのとのとのとの議論議論議論議論のののの予定予定予定予定のののの有無有無有無有無やややや今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方等方等方等方等にににについてついてついてついてＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西からからからから説明説明説明説明すべきすべきすべきすべき（（（（ソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコム、、、、ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル、、、、ウィルコムウィルコムウィルコムウィルコム））））・・・・国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担がががが望望望望ましいがましいがましいがましいが、、、、実現実現実現実現にはにはにはには課題課題課題課題があるためがあるためがあるためがあるため検討検討検討検討はははは継続継続継続継続しつつしつつしつつしつつ、、、、事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる按分負担按分負担按分負担按分負担でででで暫定整理暫定整理暫定整理暫定整理がががが妥当妥当妥当妥当（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴコミュコミュコミュコミュニケーションズニケーションズニケーションズニケーションズ））））・・・・国国国国、、、、自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担とするにはとするにはとするにはとするには国国国国によるによるによるによる決定決定決定決定がががが必須必須必須必須であるであるであるである一方一方一方一方、、、、自治体等自治体等自治体等自治体等とのとのとのとの調整等調整等調整等調整等にににに相当相当相当相当のののの期間期間期間期間がががが必要必要必要必要とされるのはやむをとされるのはやむをとされるのはやむをとされるのはやむを得得得得ないないないない（（（（ＵＣＯＭ）ＵＣＯＭ）ＵＣＯＭ）ＵＣＯＭ）
ユニバーサル

サービス基金

による負担

・・・・ユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービス関係事業者関係事業者関係事業者関係事業者をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして費用負担費用負担費用負担費用負担についてについてについてについて協議協議協議協議すべきすべきすべきすべき（（（（ブラステルブラステルブラステルブラステル／／／／ZIPTelecom））））・・・・当面当面当面当面はははは接続料接続料接続料接続料によるによるによるによる事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの負担負担負担負担としてとしてとしてとして運用運用運用運用しししし、、、、ユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービス基金基金基金基金によるによるによるによる負担負担負担負担がががが現実的現実的現実的現実的にににに可能可能可能可能であるとであるとであるとであると認認認認められためられためられためられた時期時期時期時期にににに変更変更変更変更されるのがされるのがされるのがされるのが望望望望ましいましいましいましい（ＵＣＯＭ）（ＵＣＯＭ）（ＵＣＯＭ）（ＵＣＯＭ）・・・・ユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービス基金基金基金基金によるによるによるによる負担負担負担負担ではなくではなくではなくではなく、、、、公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料としてとしてとしてとして負担負担負担負担することがすることがすることがすることが望望望望ましいましいましいましい（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴ（ＮＴＴドコモドコモドコモドコモ））））

論点毎の各事業者様のご意見（前回ご提示資料一部修正） ※敬称略とさせて頂いております。資料資料資料資料３３３３



事業者間事業者間事業者間事業者間でででで負担負担負担負担するするするする方法方法方法方法についてについてについてについて（（（（前回前回前回前回ごごごご提示資料一部修正提示資料一部修正提示資料一部修正提示資料一部修正））））

【案１】

公衆電話接続料による負担

【案２】

ＧＣ付加チャージによる負担

【案３】

電気通信番号数按分による負担

接続機能 公衆電話発信機能 端末系交換機能に追加 新設（現行該当する機能なし）

負担の考え方

・利用の態様に着目し、災害時

における街頭公衆電話と同等

であることを踏まえ、公衆電話

の料金設定事業者で負担

・受益者に着目し、平時の固定電

話、携帯電話の通話を特設公衆

電話で代替していること、及び災

害時における特設公衆電話の通

話はＮＴＴ東西の加入者交換機を

必ず経由することを踏まえ、ＧＣを

利用する事業者がトラヒックに応

じて負担

・受益者に着目し、平時の固定電

話、携帯電話の通話を特設公衆

電話で代替していること、及び

平時における当該通話は、電気

通信番号を有する端末から発信

されることを踏まえ、電気通信番

号数の指定を受けている事業者

間が指定を受けている番号数に

応じて負担

特徴

・現行（Ｈ２５年度適用ＡＣ）と同

じ整理

・需要の減少により上昇を続け

ている公衆電話接続料の更な

る上昇要因となる

・現行の接続約款における端末系

交換機能にＧＣ交換機を経由する

トラヒックで負担する新たな機能を

追加

・対象事業者が拡大

・電話番号数で負担する新たな機

能を設定する必要あり

・対象事業者が拡大

（ユニバーサルサービス基金の負担対

象事業者とほぼ同）

単価推計

特設公衆電話見込コスト（17億円）を現行の帰納物数（通信時間・番号数）で除した推計値

〔現行のコスト（2.2億円）×設置台数伸び率（7.7倍：8.4万台÷1.1万台）≒17〕

１２．５３５円／３分（東西合算）

総通信時間（Ｈ23実績）：6,781千時間

０．０４７８７１円／３分（東西合算）

総通信時間（Ｈ23実績）：1,775,593千時間

０．６６７円／番号・月（東西合算）

番号数（Ｈ25.2実績）：2.12億番号

（参考）

２５年度接続料等

＜アナログ公衆電話発信機能＞（特設公衆電話コストを除く）
東日本：２２１．８２円／３分

西日本：１９５．９８円／３分

＜端末系交換機能（LRIC・H25AC）＞

東西均一：5.29円／３分

＜番号単価（H25年度負担額）＞

３円／１電話番号・月

資料資料資料資料４４４４

（Ｈ28見込） （Ｈ24.9実績）



公衆電話接続料の負担事業者 加入者交換機能（ＧＣ）を利用する事業者 ユニバーサルサービス制度における負担金の負担対象となっている事業者（第１回・第２回合同協議における対象）1 株式会社ウィルコム ○ ○ ○2 株式会社ＳＴＮet ○ ○3 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○ ○4 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ ○5 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○ ○ ○6 株式会社ＮＴＴぷらら ○ ○7 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ○ ○8 九州通信ネットワーク株式会社 ○ ○ ○9 ＫＤＤＩ株式会社 ○ ○ ○10 ＫＶＨ株式会社 ○ ○11 株式会社ケイ・オプティコム ○ ○12 ソフトバンクテレコム株式会社（イー・アクセス株式会社含む） ○ ○ ○13 ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ ○14 ソフトバンクモバイル株式会社 ○ ○15 中部テレコミュニケーション株式会社 ○ ○16 東北インテリジェント通信株式会社 ○ ○17 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ ○18 ベライゾンジャパン合同会社 ○ ○19 株式会社ＵＣＯＭ ○ ○ ○20 株式会社 ジュピターテレコム ○21 ブラステル株式会社 ○ ○22 Zip Telecom株式会社 ○23 株式会社アイ・ピー・エス ○ ○24 株式会社関西コムネット ○25 東京テレメッセージ株式会社 ○26 株式会社沖縄テレメッセージ ○27 アイテック阪急阪神株式会社 ○28 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ ○29 沖縄セルラー電話株式会社 ○30 株式会社テクノロジーネットワークス ○31 フリービット株式会社 ○32 T-Systems ジャパン株式会社 ○ ○33 東日本電信電話株式会社 ○ ○ ○34 西日本電信電話株式会社 ○ ○ ○：今回新たに対象となる事業者

合同協議対象事業者名 （第３回合同協議より対象）
資料５

協議参加事業者一覧



第第第第 1111回合同協議回合同協議回合同協議回合同協議（（（（特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用のののの負担方法負担方法負担方法負担方法についてについてについてについて））））    議事録議事録議事録議事録((((案案案案))))    

 １．日時 平成 25年 5月 28日（火） 14：00～16：00 
 ２．場所 東京オペラシティ ７Ｆ 第二会議室 
 ３．参加者 
eＡ、ウィルコム、NTT-C、NTTドコモ、KDDI、QTNet、SBTM、SBM、FCC、 ブラステル、UCOM、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、総務省(オブザーバー) 
 ４．テーマ 
1.特設公衆電話費用の負担方法について 
2.災害発生時に無償貸与する通信端末に関する費用の負担方法について 

 ５．議事内容 ＜結論＞ 
(1) 特設公衆電話の費用負担方法について、各社からの意見や本日議論した内容を踏まえ、ＮＴＴ東西より各社へ別途フォーマットを送るので、各社からの意見へのコメントおよび新たな考えがあれば報告願う。 
(2) 特設公衆電話の費用負担方法を整理した後、無償貸与の通信端末の費用負担方法の扱いを検討することとする。 
(3) 第 2回合同協議は、6/11(火)14：00に開催する。 
 ＜費用の負担範囲の確認（KDDI意見への回答）＞  K:KDDI、N：NTT東西 
N:費用負担方法を議論するにあたり前提となる認識の共有を図るためにも、まず「特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の負担範囲」について、回答させていただく。（別添２にて設備対象範囲を説明）   ・イニシャルのみかランニングも含むか ⇒ ランニング   ・避難所のみか帰宅困難者対策拠点も含むか ⇒ 両方   ・事前配備分のみか事後配備分も含むか ⇒ 両方   ・何年度以降発生したコストか ⇒ Ｈ２３年度以降  なお、「NTT東西が接続料で回収しているコストとの関係性」とはどういう意味か。 
K:当該コストを含んだ公衆電話接続料との関係を確認したいという主旨。 

資料６－１ 



N:別添２で説明したように、二重回収となっていたりすることはない。 
K:了解した。 Ｎ:KDDI の意見で、特設公衆電話の個別の設置に関する設置可否判断主体と判断基準の整理とあるが、具体的にどういうことか。 
K:関係事業者での負担とするならば、設置可否の基準等についてどうなっているかを、関係事業者で確認しながら、整理を図っていくものと考えている。 
N:答申にもあるとおり、本年 6 月末に設置の考え方、設置見込等を総務省に報告して関係事業者に開示し、関係事業者の意見を踏まえつつ検討を行って、9月末に総務省に報告するとされており、6月末の協議の場において皆様にお示しする考えである。それを以って、確認することでよいか。 
K:了解した。 
 ＜主な各社からの意見＞  K:KDDI、S:SBTM、C:NTT-C、W:ウィルコム、SB:SBM、N：NTT東西 
1.1.1.1.費用負担費用負担費用負担費用負担についてについてについてについて各社各社各社各社からのからのからのからの意見内容意見内容意見内容意見内容のののの確認確認確認確認    （国、自治体で負担） 
N:国による費用補填の理由は？ 
C:一例として記載したものだが、全国民が利用するものであることが理由。 
S:同じく一例として記載したが、国の補助金や復興税を利用することも考えられる。各種の防災対策に補助金等が使われる中、なぜ、通信だけ事業者負担なのか、というそもそも論から始めてもいいのではないか、ということ。復興税の使い道として通信も重要なインフラと考えるのでそこにまずお金をかける方法もある。 
N:国の予算化には時間がかかることに加え、当該費用は一時的な費用ではなく、恒常的に発生する費用であるため、継続的に補助金を引き出せるかというところも不透明である。また、今まで無料化してきたのにも係らず、今更自治体に費用負担を持ち出すのは難しい。 
S:国が負担するとなると法律が関係してくるので時間がかかることは認識している。その点、自治体負担となれば多数の自治体は存在するものの、国が負担するよりも障壁が低くなるのではないか。 
N:国や自治体の負担とした場合、どのように持ち出せばよいのか、仕組みはどうしたらよいのかアイデアがなく、進め方が難しい。自治体の負担について具体的な案があればご教示願いたい。 
S:検討を深めたものではないが、例えば、自治体に一部費用を負担してもらう等。無料にすれば多数の自治体から設置要望が出てきて、一層コストがかさむことになるのではないか。また、事前設置と事後設置で位置づけを変える等の考え方があってもいいのではないか。 
N:「電話機、配管を用意してもらうこと」「平時の管理や被災時の設置対応等を行っていただく必要があること」を自治体には説明しているため、闇雲に増えていかないようなハー



ドルは実質的には設けられている。 
 （ユニバーサルサービスとして負担） 
S:まずは国や自治体による負担、それが難しいのであればユニバによる負担の順で考えている。ただし、現行のユニバの制度ではなく、ユニバ的ファンドのようなものをイメージしている。 
C:「全ての通信事業者による按分負担」というのは、方法としては色んな方法が考えられるが、その方法の一つとしてユニバも含めて議論すればよいと考えている。 
 （その他） 
S:CSR 活動として会社名を前面に打出すのであれば、特設公衆電話を設置する事業者が負担するという考えはある。 
 

N:H24.3 の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申の議論に際し、公衆電話よりも低コストの特設公衆電話の設置を進めることが適切であるというコンセンサスが得られたことを受けて、特設公衆電話の事前設置に取り組んでいる。
NTT 東西としてイメージアップを目的としために PR を積極的に実施していくつもりはないが、取組み状況を公にしていく必要はあるため、結果的に PRになっているのではないかと見られるようなことはあるかもしれない。 
K:社会的責任等に鑑みて費用を負担しないとまで言うつもりはないが、費用負担するにしても上限があると考えている。 
 

N:ユニバによる負担となった場合で、間接的な負担者まで含めると、協議対象となる事業者が最大で 200 数十社になる可能性がある。その場合、合同協議という形で進めていくことも難しいと率直に感じている。 ユニバというアイデアを否定するものではないが、半年で意見を取り纏めて、総務省に報告するとなると、その方向でコンセンサスを得ることは実行上難しいのではないか。 他に公衆電話接続料以外の接続料に含める案はないか。 
S:公衆電話接続料が落としどころとなることは理解するが、メタル回線が減少していく中、機能の性質のみで費用負担を考えることには疑問がある。特定の接続料にコストを集めると、必然的に単価の上昇を招くことになると考えている。こうした意味で、ユニバ的な負担というのが、その対極の考え方だと思っている。 
N:現行の法制度の下でユニバという位置づけとなると、設置の義務化が不可避となり、設置台数が更に増大することを懸念している。 また、法改正もしくは省令改正も含め実施するとなると相当の時間がかかると考える。 
S:ユニバになると設置台数が増えてコストが嵩むということだが、なぜそうなるのか。 



N:NTTからすれば、ユニバか否かに関わらず、周囲の自治体の動きを見た自治体からの設置の要望が寄せられれば、それに応えざるを得ないと考えているが、ユニバ義務があるとされると、自治体の「設置しなければならない」という意識が必要以上に高まってしまう可能性があると考えている。 
 

W:現状、公衆電話接続料による負担となっているが、今回出席の事業者以外の事業者の電話サービスにも特設公衆電話から繋がることになるのか。 
N:着信先としては 050 番号等にも繋がるので、公衆電話接続料の負担事業者以外の事業者のサービスにも繋がる。 公衆電話接続料以外に何か負担方法の対案が無ければ、事業者間の負担方法としては現状を継続する他は無いと考えているので、代案がある場合は次回までに提示願う。 今回、事業者の皆さんから意見をうかがったので、次回以降、具体化して案を絞り込んでいきたい。別途フォーマットを送るので、今回共有した各社意見へのコメントも含め、新たな意見があれば提示をお願いしたい。 
 

 

2. 2. 2. 2. 災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にににに無償貸与無償貸与無償貸与無償貸与するするするする通信端末通信端末通信端末通信端末にににに関関関関するするするする費用費用費用費用のののの負担方法負担方法負担方法負担方法    
 

SB:NTT 東西の特設公衆電話のコストが事業者間で負担すべきと整理されるのであれば、公平な取扱いという観点から、携帯端末の無償貸与等の取り組みの扱いについても検討対象として挙げておこうと考えて意見した。災害時に携帯端末を自治体等へ無償貸与しているが、具体的に対象として欲しい費用等については整理できていない。 特設公衆電話の負担方法が決まっていけば、その中で議論していく。 
N:まずは特設公衆の費用負担方法を議論して取り纏めることとし、その後本件について議論するということにして、当面横に置くということで良いか。 
SB:問題ない。 
 

 （総務省からのコメント） 
H25 年度の接続料においては、公衆電話機能の接続料原価における特設公衆電話に係る費用の割合が 2.2％以下と僅少であるため認可して良いこととなった。しかしながら、受益者と負担者が一致しない（受益者は災害時に特設公衆を利用する全ユーザだが、負担者は平常時に公衆電話を利用するユーザの一部に限定される）状態であり、将来的に特設公衆の設置台数が増加していき、公衆電話機能の接続料原価に占める割合が段々に上がってくると、公衆電話通話料の値上げという形で公衆電話のユーザに転嫁される可能性が高まることになると考えられるところ。今般の消費者団体等からの反応を踏まえると、そうい



う状況になることは望ましくないと考えている。 
NTT東西へ 6月の提示をお願いしている設置の考え方等を踏まえてから議論を深めていただくことになると思うが、公衆電話機能の接続料原価に組み込む以外の方法案についても検討が必要。 以上 



第第第第２２２２回合同協議回合同協議回合同協議回合同協議（（（（特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用特設公衆電話費用のののの負担方法負担方法負担方法負担方法についてについてについてについて））））    議事録議事録議事録議事録((((案案案案))))    

 １．日時 平成 25年 6月 11日（火） 14：00～16：00 
 ２．場所 東京オペラシティ ７Ｆ 第一会議室 
 ３．参加者 
eＡ、ウィルコム、NTT-C、NTTドコモ、KDDI、au、SBTM、SBM、FCC、 ブラステル、UCOM、NTT東日本、NTT西日本、総務省(オブザーバー) 
 ＜議事次第＞ 

1.費用負担の方向性について（各社からの意見）  ①事業者間で負担、②国・自治体、ユニバーサルサービス基金で負担 
2.事業者間で負担する方法について 案１：公衆電話接続料で負担、案２：GC 付加チャージで負担、案３：電気通信番号数按分で負担 
 ＜主な意見交換 K:KDDI、S:SBTM、C:NTT-C、W:ウィルコム、SB:SBM、N：NTT 東西、      Ｄ：ドコモ、Ｆ：フュージョン＞ 
 （国、自治体による負担） 
N: 当社としても、国・自治体による負担が実現されるのであれば、事業者の負担が軽減されることになるので、そういう結論になること自体は望ましいことであろうとは考えている。 しかしながら、当社は、東日本大震災以前から、特設公衆を事後設置してきたが、それに係る費用は国・自治体に求めてこなかったことに加えて、東日本大震災を受けて、特設公衆の事前設置を始めているが、これまで既に多くの自治体に対して、電話機と配管設備は自治体負担、ランニングコストは事業者負担と説明してきたことを踏まえると、今後設置する分からは、国・自治体負担だと今更言っていくことは難しいと考えている。そのため、現時点、当社から、国・自治体による負担が「あるべき姿」だと主張していくことは考えていない。 当社が先導するのではなく、例えば、ご提案されている KDDI 等が旗を振っていただき、国・自治体による負担が「あるべき姿」だというコンセンサスが皆さんの中で得られるのであれば、当社としてそれに追随させていただく形になると思う。特にKDDIからの提案である「早期にＮＴＴ東西が国・自治体による負担に向けて協議を開始すべき」という部分は、これまでの当社が主張してきた内容や活動内容と整合しない部分があるため、現時点、そのような対応を主体的に実施していくことは考えていない。 

資料６－２ 



K: 前回の協議では自治体と対応するには時間がかかるとの発言があったので、「早期に」というコメントを付け加えさせていただいたものであり、対応を横に置いたままでは、決して物事は前に進まないのではという趣旨で記載させてもらったもの。 
N:  前回も資料を用いてご説明しているが、全額当社が負担している訳ではなく、自治体には電話機や配管の負担をお願いしている。イニシャル部分の負担で既に対応を進めている中、今更ランニングも負担してくれとは言いにくい。 
S: そもそも自治体と国・事業者のどちらが負担すべきものと考えているのか。 
N: 2011.12の「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」において、事業者がやるべき事項として特設公衆電話の設置等が整理されていること等を踏まえれば、今現在においては、事業者が負担して実施すべきものと整理されていると考えざるを得ないと考えている。当該とりまとめの議論には、当社だけでなく、皆さんの会社からも参加されていると認識している。 もちろん、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方 答申」において、「（費用負担の在り方については）今後、必要に応じて、ＮＴＴ東西における取組状況を確認しつつ、改めて検討することが適当」とされていることを踏まえ、今後、様々な議論が行われる可能性はあると考えている。 その際、当社としては、国・自治体による負担について、それを主導するほど「積極的賛成」ではないものの、皆さんの間でそうあるべきというコンセンサスが得られるなら、それに同調させていただくことは可能という「消極的賛成」という立場になると考えている。 
S: 「積極的賛成」、「消極的賛成」という話はおかしいのではないか。「本来あるべき姿」だと捉えているかどうかしかないのではないのか。事業者間での負担方法を議論する前に、自治体での負担について議論を尽くすべき。自治体での負担の議論を棚上げにするのか。 
N: 繰り返すが、自治体が全く負担していない訳ではない。イニシャル分は自治体と NTT 東西で負担。ランニングの回線費用は事業者間で負担してほしいというのが現時点の当社の考え方である。 震災等で回線が繋がらなかったことへの対応は、本来、全ての事業者が回線を繋ぐという責務を果たすことができていれば不要だった話である。震災等が発生しても繋がるネットワークを構築するというアプローチもあると思うが、それに要する莫大な費用を考えると、特設公衆は代替手段の一つになると考えている。 各社が料金設定している呼が繋がらなくなった場合における各社の通信手段を代替しているものであることから、各社に一定程度の費用負担をお願いしている。 
S: 事業者間での負担が、暫定解なのか本格解なのか決める必要がある。 
N: 国・自治体負担となると、国へ上申することとなる。また、これまで事業者間で負担してきた経緯がある中で、本格解として自治体に負担してほしいと言っていったとして、俄かにそれが叶うことは難しいのではないか。 今回の事業者協議結果を総務省に報告するにあたり、「災害対策費用として、国・自治体負担とすることについても検討されたい。」という意見が各事業者から出されたと報告した上で、



国等の検討に委ねるというところが現実的な落とし所になるのではないか。 
S: 暫定とした場合の時間軸が見えない。公衆電話の負担が上がってくる。マイグレもある。いつまで続けるのか。どこかで破綻するまでやるのか。計画的に物事を進めたい。 
N: 自治体、総務省に限らず、災害対策費用として予算措置を求めていくとなると、国土交通省など他省も絡んでくる中で、この事業者間の協議において時間軸をコミットすることは出来ないだろう。 
S:  言葉は悪いが、「取れるところから取りましょう」と聞こえてくる。本来、費用を負担すべきなのはどこかを議論する必要がある。 
N: 国や自治体に負担してもらうとなると、相応の理屈や、負担決定までの手順、また、震災等による輻輳に係る負担を事業者ではなく国や自治体の負担で行うべきだと主張することとなるため、事業者としては相当の覚悟が必要だと考えている。どういう理屈で主張していったらよいか、現時点、我々には具体的な進め方のアイデアがない。ユニバ負担でも同様と考える。 これまでの経緯等を踏まえると、少なくとも現段階では、暫定解、本格解の区別について、現実的には、事業者負担を本格解とすることを基本に考えていかざるを得ないと考えている。  なお、繰り返しになるが、今回、事業者間で議論した結果、事業者の総意として、本来的には、国や自治体で負担すべきではないかといった課題提起・方向性の提言を行うことまでなら同調できると考えている。更に踏み込んだやり方があれば教えてほしい。 
C: 我々は、一義的には、国や自治体が負担すべきと考えているので、事業者負担はあくまで暫定解と考えている。 
S: 何かがあっての暫定である。その何かが、即ちそもそも論があっての暫定。暫定であれば時期を切る必要がある。 
D: 事業者間での公平な負担でいかざるをえないのではないか。未来永劫事業者で負担すべきとまでは考えていないが、当面、現状の整理の中で進めることでよいのではないか。 
F: 理想は自治体による負担だと考えている。 
N: 合同協議を踏まえて、NTT 東西が協議結果を総務省に報告しなくてはならいので、協議における事業者意見の取りまとめ結果として、「自治体等負担とすることについて検討されたい」と提言することは可能だと思うが、NTT東西として、絶対に自治体負担でなければならないとまでは考えていない。 
K: 自治体負担等という解も取りうる選択肢の一つだと認識しているので、自治体負担等に関してチャレンジできることがあれば、すぐにでもやって欲しい。時間がかかるなら早くやって欲しい。 
N: チャレンジとは、先ほどのような内容をとりまとめて、総務省に提言することでよいか。 
K: 今回の協議を通じた着地点という意味では、ご相談できるのではないかと考える。 
S: NTT東西が自治体負担とすることは難しいと言っているが、その難しさが伝わってこない。実際に自治体に対して、特設公衆電話の費用負担について、対応していないのではないか。 
N:  合同協議結果として、事業者から「自治体等負担とすべき」という意見があったことを



踏まえ、「自治体等負担とすることについて検討されたい」と総務省へ提言させてもらう方向でとりまとめしていくこととしたい。 
S: これだけ、国や自治体の負担とすべきだとの意見が出ている中で、負担に関してあまりに中立的な書き方をするのであれば、我々としては同意できないが、自治体による負担が絶対に実現できるとも思っていないので、表記については並列で記載していただいて問題は無い。ただ、だからといって何もしないではなく、NTT東西から自治体に対して有料化の反応を聞いてほしい。 
N: 有料化について、自治体間で格差が出るようなやり方は難しいと考えているが、特設公衆電話の設置の交渉の中で、仮に有料化されたら、どういう対応になるかという点について、自治体の反応を聞く程度のことは可能だと思う。 
 

 （事業者間での負担） 
K: 抜粋資料では、我々の意見がかなり省略されているので、意見の原文を確認してほしい。当社としては、本来は国や自治体による負担が適切であると考えているが、交渉の長期化等も十分に予想されるため、そのような場合は、しばらくは公衆電話接続料にするにしても、中期的には、公衆電話接続料ではなく、加入者交換機に係る接続料に含めるような方法が良いとしているもの。 
N: 各事業者も、設置台数やコストの見通しが無ければ、意見はしづらいと思うが、以前西日本が決算資料で 1.5万箇所設置すると発表しており、このベースで考えると東西計の概算で
20億円程度が当面のコスト上限になるのではないかと考えている。次回の協議では、案ベースではあるが、設置基準等とあわせて設置見込についても、皆様にお伝えできると思う。 

D: 案１、案 2については、負担の規模感はともかく、料金設定の考え方に基づくものと考えられるが、案 3はどういう考え方なのか少しわかりづらい。いずれにしても、公平性は担保すべきだと考えている。 
C: 案 3は、料金設定の考え方は採用していない。特設公衆電話の受益者が誰かということに着目すると、平時において公衆電話を利用している人ではなく、平時においてはそれぞれ携帯端末や固定電話端末から通話を行っている人が、災害時にそれらの代替手段として用いていることから、これらの人々が受益者であると考えたもの。従って、電話番号数で按分するのが適切であるという結論に至ったもの。こうした受益者の観点からは、案 1は少しずれているのではないかと考えている。 
SB： 社内で議論したが、受益と言ってもいろんな切り口がある。発信者なのか、料金設定事業者なのか等。ある程度の軸が必要と考える。 
U： 公衆電話接続料による負担でよいと考える。ただ長期的には他の方法を検討すべきだと考える。 
N: 次回は案 1,2,3の評価について意見をお願いする。案 2,3となると協議対象事業者も拡大し、新たな声掛けが必要となる。協議対象事業者を広げることに異論のある事業者はいるか。



（特に意見無し）   意見がないので次回は案２、３の対象事業者へも声掛けする。   次回は 6 月末に総務省報告及び事業者周知する特設公衆の設置基準と H24 末設置実績等について説明する。   案 1～3 の長所・短所に関する意見など今後の進め方について意見があれば事前に送っていただいても構わない。 次回開催は 6/25あたりを予定している。 
 （総務省からのコメント） ・費用負担の方法について複数提案があったことを歓迎。特設公衆電話の受益者と公衆電話の利用者は必ずしも一致するものでは無いと考えており、この点を踏まえて議論していただきたい。また、審議会答申においては、関係事業者間の負担の方法を接続料に限定しているものではないので、柔軟な議論を行って結論を出していただきたい。 ・国、自治体が費用負担すべきという考え方があることも理解はするところであるが、大災害時の対応は、各主体がそれぞれ役割を担うことが必要というのが教訓。ＮＴＴが触れていた答申等では、東日本大震災を受けて各主体が取り組むべき事項を取りまとめたものであり、検討において尊重して頂きたい。また、現状、避難所等に係る役割分担がどう整理されているかというところを見たところ、避難所等の設置主体である自治体の防災計画等のガイドラインにおいては、避難所等に求められているのは、まず、衣食住に関するものであり、通信に関して言えば、避難所と行政機関とを結ぶ無線通信を備えることとされている。電気通信事業法においては、重要通信（緊急通報や行政機関間の通信）の確保を各事業者に求めている。必ずしも、行政として、避難所等において、被災者個人の通信を確保することとはされていない状況にある。特設公衆電話の費用負担については、こうした状況等を踏まえながら議論していただきたいと考える。 



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係わる費用の負担方法に係わる事業者間協議スケジュール
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第３回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録 
 １．日時  平成２５年６月２５日（火）13:00～14：30 
 ２．場所  ベルサール西新宿２階ルーム１ 
 ３．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンクモバイル（SBM）、フュージョン（FCC）、UCOM、QTNet（QTN）、ZIP テレコム（ZIP）、ケイオプティコム(KOPT)東京テレメッセージ（TTM）、フリービット、ソフトバンク BB（SBB）、J：COM、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略 
 ４．議題 （１）特設公衆電話の概要と設置の考え方・設置台数及び設置見込（案）について （２）事業者間で負担する方法について 

 ５．結論 以下の点について、ＮＴＴ東西からフォーマット（資料７）を送るので、7/10 までに各社の意見を報告願う。 ・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込 ・国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担 ・事業者間で負担する方法 
 ６．議事内容 （特設公衆電話の概要等） ・ NTT 東西より、資料１を用いて特設公衆電話の概要、及び本合同協議が開催されるに至った経緯について説明。 
 

KOPT：今回初めて参加したので、そもそもの前提を確認したい。特設公衆電話のユーザ料金は有料か無料か。有料ならば料金設定事業者が負担すべきであるし、無料ならば、オールジャパンの体制で災害対応を行うという主旨のもと、全事業者で応分負担するということでもよいと考える。 



N：エンドユーザには無料で利用いただいている。事業者間は、現段階では、NTT 東西がユーザ料金を料金設定事業者に立替払いする一方、料金設定事業者がＮＴＴ東西をはじめとする各事業者に接続料を支払っているが、皆さんもご存知のとおり、災害時の街頭公衆電話の無料化の協議を平行して行っているところであり、その協議が整えば、ＮＴＴ東西からのユーザ料金の立替払い、接続料金の精算も無料化されることになると考えている。 
KOPT：特設公衆電話から国際通話や選択中継通話は繋がるのか。 
N：国際通話について通話規制している端末がある。 
 （特設公衆電話の設置の考え方・設置台数及び設置見込（案）について） ・ NTT 東西より資料２－１、資料２－２を用いて説明。設置の考え方のうち、避難所については、国民保護法等に基づいて指定された避難所のうち自治体から要望を受けた箇所を対象とし、都市部における帰宅困難者対策拠点については、別添資料を用いて、首都直下地震対策協議会におけるガイドライン等に基づいて自治体等が指定した施設のうち、NTT東西と協議が整った箇所と対象としていることを説明。 
 Ｎ：6月に特設公衆電話の設置の考え方・設置台数及び設置見込みについて総務省報告を行い、その後、関係事業者の意見を踏まえ、９月に再度報告することになっている。今回資料として提示しているのは６月末に総務省に提出する報告案と同内容のものである。設置見込みについては、相手のあることなので確定的に言えるものではないが、これまでの設置に係る対応状況を踏まえ、現時点の見込みとして推計したものである。この報告案について何らかご意見があれば頂きたい。  （参加事業者からのコメントなし。） Ｎ：当社としては、９月の最終報告に向けて、皆さんのご意見を頂きながら取りまとめていきたいと考えているので、是非、率直なご意見をお聞かせいただきたいし、不明な点があれば、個別にお問い合わせ頂いても構わないので、ご協力をお願いしたい。 
 （事業者間で負担する方法について） ・ NTT 東西より資料４を用いて事業者間で負担する方法の各案について説明し、各案の考え方や設置見込から推計される特設公衆電話コストを H23 年度の帰納物数で除した推計単価等を提示。 
 

N：第 2回の協議資料に「負担の考え方」と「単価推計」を追記させて頂いた。ただし、今  後のトラヒック変動により単価が変動しうることには留意いただきたい。公衆電話トラヒックは年１５％の減、GC経由トラヒックは年１０％強の減で推移しており、その傾向が続けば単価は上昇していくこととなる。案１～３について、各社の意見を確認したい。社



としての意見を留保される場合は、個人としての見解でも構わない。 
UCOM：個人としての意見になるが、案１（公衆ＡＣに付加）や案２（加入者交換機ＡＣに付加）とした場合、単金が上昇していくということであれば、案 3（番号数按分）で進め、いずれはユニバ基金による負担に変えるという方法が考えられるのではないか。 ﾌﾘｰﾋﾞｯﾄ：質問になるが、現在は NTT 東西が費用を負担しているのか。また、現行の負担方法が変わるとするといつから変わることになるのか。 
N：H25 年度（H23 年度コストに基づき接続料を算定した年度）は、公衆電話の接続料を支払う事業者に負担して頂いているが、それ以前は特設公衆電話の事前設置が始まっていなかったこともあって、NTT 東西が負担していた。現行の負担方法を変えるとすれば基本的には H26年度以降からということになると思うが、事業者間でコンセンサスが得られるのであれば、更に前倒しをすることも考えられなくはない。 ﾌﾘｰﾋﾞｯﾄ：3案以外の別案を提案しても構わないのか。 
N：別案を提案いただいても構わない。資料 7に記載して報告してほしい。 
FCC：負担事業者の全社合意がないと、着地点にはならないと考えているのか。 
N：費用を負担する全社の総意として、案１～３のうち、いずれかに決められればよいが、全社の総意としてまとめることができなければ、各社の意見を並べて報告せざるを得ないと考えている。 
FCC：もう１点、案１と案２の場合には現行接続料に付加する形になるので、費用精算のために追加費用が生じることはないと想定しているが、案３の場合には新たに費用精算のために追加費用が生じることもあるのではないか。 
N：案１と案２はご指摘のとおりと考えるが、案３もユニバ基金の一次費用負担事業者が基金と同じ負担割合で費用負担する整理とすれば、ＴＣＡからパラメータ数値を頂く必要があり、また、それら数値を別目的に転用するという事業者間のコンセンサスが必要であるものの、既に存在する数値を用いることになるので、今のところ、大きなコストがかかることは想定していない。 
TTM：先般の災害時においては、メール等が緊急時の通信手段となり、公衆電話の利用は少なかったと想定しているのだが、実際そうなっているなら、案２が適当ではないかと考えている。 
N：確かに震災時の通信手段として、ＳＮＳや災害時伝言板、災害時伝言ダイヤルが脚光を浴びたところであるが、携帯電話、ＰＳＴＮ、ＩＰ電話が繋がらなくなったことで、公衆電話のトラヒックが相当に上がったことは事実であり、災害時における音声通話の重要性が必ずしも低下している訳ではないと考えている。 
SBM：会社としての案は決まっていない。今回、単価推計が出てきたので、持ち帰り確認することとしたい。 
SBB：持ち帰り確認することとしたい。ちなみに、NTT東西はどの案がよいのか。 
N：今年度の接続料認可申請の際、案 1 で申請したのは事実だが、総務省審議会での議論、



これまでの各事業者との協議等を踏まえ、案２、３も採りうると考えている。 
SBTM：そもそもこの料金をどのように回収すべきか整理すれば、自ずと決まっていくので  はないか。これまでの議論を蒸し返すつもりはないが、案１～案３のどれにすべきか、という問いかけは、事業者負担以外に選択肢がないという前提だとすれば、答えることが非常に難しいと思っている。持ち帰って検討するが、簡単には答が出せない可能性もある。 Ｊ：ＣＯＭ：事業者負担の案として、３つの案が出ているが、例えば案３の方法ひとつとってみても、負担対象事業者をユニバ基金と同様に売上高 10億円未満とするかどうかで、費用負担対象事業者も変わってくるので、そうした詳細な内容についても、詰めていく必要があるのではないか。 
ZIP：案 1でよいと考えるが、受益者は誰かということを考えると案３もある。自治体負担もあるのではないか。 
KDDI：国・自治体負担が実現できるまでの暫定対応として案２を提案した。中長期的に費用が上がっていくのであれば、案 2が良いのではないかと考えて提案したが、最終的には事業者間協議で決定される内容で対応することになると考えている。 
KOPT：特設公衆電話の通話料が有料であるならば、料金設定事業者に受益があるため案１であると考えていたが、無料で、ACも無料になっているのであれば、フラットに考えて、ユニバと同じような考え方で、電気通信事業者全体で負担していくという考え方でよいのではないか。ただ、ユニバ基金のときにも議論になったが、ユニバのように番号数按分で負担するとなると、選択中継事業者等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにもかかわらず、番号を持っていないことをもって、費用負担しなくてよい事業者が出てくることになってしまい、公平とは言えない。いずれにしても、持ち帰り検討させて頂きたい。 
QTN：そもそも国・自治体負担とすることが適当と考えているが、事業者間で負担する方法については、持ち帰り検討させて頂きたい。 ｴﾈｺﾑ：持ち帰り回答する。国・自治体負担か，事業者負担かといった議論も必要と思われ る。費用負担方法については，公平性があり，費用負担額の妥当性・根拠を確認できるようなやり方が望ましいと考えている。 ﾄﾞｺﾓ：費用負担の公平性の観点からは、案１は否定しない。案 2 も関連する事業者が合意するなら否定しない。ただし、案３の場合、本当にユニバーサルサービスと同視すべきという考え方と、ユニバ的考え方、つまり、電気通信事業者全体で負担することが適当という考え方、２つあるのではないか。 帰宅困難者対策については東京と大阪がベースということなので、今回の特設公衆電話をユニバーサルサービスと同視してしまってよいのかというところもある。受益者に偏りがあるのではないかという点も、ユニバに馴染むものなのか考慮が必要と考えている。 
NTT－C：今後の進め方として、各案の課題を可視化することで、どの案が良いかが見えてくるのではないか。例えば、特設公衆電話のコストがＮＴＳコストであるとすると、トラ



ヒックに応じて負担する案１や案２は馴染まないかもしれない。 Ｎ：事業者間協議の結論として各論併記することになる場合には、それぞれの案の考え方や課題を抽出し、各案を比べる形で整理することも考えられる。各案の課題を可視化してはどうかというご指摘についてはそのとおりと考えるので、資料７を用いてご意見を頂けるとありがたい。 ｳｨﾙｺﾑ：持ち帰り検討する。本来あるべき論を整理した上で検討すべきと考える。各社利害に基づく判断に傾きやすいと思うのでしっかりハンドリングをお願いしたい。 
eA：持ち帰り検討する。今後の協議状況も踏まえ判断していきたい。 
N：各論点について、各社の意見を並べると、多少は異なる部分が出てくると想定している。文字ベースにする中で、各社のニュアンスに違いがある場合には、そういった部分もしっかりと反映していきたいと考えている。今後、これまでの協議、今回あらためて頂くご意見を踏まえ、総務省報告に向けて取りまとめていくプロセスとなる。次回の協議では各社からのご意見を取りまとめて、あらためて議論させて頂きたい。資料７の報告期日は 7/10とさせて頂く。次回あたりには報告の骨子案の議論くらいまでできればよいのだが、次回は論点整理程度に止まるものと想定している。  第 1回、2回の議事録や資料 5費用負担のプロットに間違いないか確認をお願いする。  第 4回の合同協議は 7/20以降で月末前に開催したいので、別途お知らせする。 ﾄﾞｺﾓ：特設公衆電話の事前設置見込みだが、H29年度以降はどうなるのか。 
N：今回の事前設置見込台数は、現時点において想定できる終局の姿として提示している。終局の姿に至る時期は変動するかもしれない。 また、前回の協議において当社の宿題となった事項、即ち、特設公衆電話の費用を自治体負担とするよう求めていった場合における自治体側の反応について、現在ヒアリングを行っているところなので、次回は、その結果についてもお伝えしたい。 
 （総務省からのコメント） 今回、初めて参加された事業者もいらっしゃるので、改めて説明させて頂くが、本合同協議は、H25 年度の実際費用方式に基づく接続料認可申請の際に情報通信行政・郵政行政審議会の議論において、特設公衆電話の費用負担方法について、受益者と費用負担者が必ずしも一致していない等の課題を踏まえつつ、公衆電話接続料以外の費用負担方法とすることを含め、関係事業者間で協議するよう要請されたことを背景にしているものと認識している。現在、事業者間での費用負担方法について案１～案３の議論が行われているところであるが、仮に案３を実現しようとする場合には、TCA にも協力を依頼する必要があるであろうことに留意が必要と考えている。 期間がない中ではあるが、引き続き、精力的に議論を重ねて頂ければ幸いである。 
 

 



平成２５年７月２２日Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本
特設公衆電話費用の負担方法について

（第四回合同協議）

関係事業者様限り

日時：平成２５年７月２２日（月）１０：００～

場所：電気通信事業者協会会議室

議 事 次 第

１．論点毎の各事業者様のご意見とＮＴＴ東西の考え方

２．その他

【配布資料】

【資料１】 論点毎の各事業者様のご意見とＮＴＴ東西の考え方

【資料２】 特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果

【資料３】 各事業者様のご意見

【資料４】 協議参加事業者一覧（前回協議資料の修正）

【資料５】 第３回合同協議議事録



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

特設公衆電話の

設置の考え方、

設置台数、設置

見込について

設置の考えに賛成
・現時点で異論はない（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話設置の考え方、台数、見込みについては提示された案でよい（T-Systemsジャパン）・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、現時点では、特に異論はない（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話の設置場所ポリシーについては、利便性並びに公平性の観点から、目的をみたしていることから適当（ブラステル／ZIPTelecom）・特設公衆電話を避難所や帰宅困難者対策拠点へ設置するとの考え方については、基本的には異論はない（ＮＴＴドコモ）・設置台数、設置見込みについて意見はない。設置場所について、第三回合同協議資料２－１の設置基準に賛同（ＮＴＴ‐ＭＥ）・第３回合同協議にて示された範囲内でＮＴＴ東西が設置される限りにおいては、設置の考え方については異議はない（ＫＤＤＩ）

過度な設置とならないよう配慮すべき
・適正な設置台数とし、過度なコストとならぬようにすべき（ＮＴＴコミュニケーションズ）・コストを事業者負担とする場合を鑑み、適正な設置台数になるよう配慮すべき（ＮＴＴぷらら）・近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案し、公衆電話の設置台数が過大とならないよう十分に配意すべき（フュージョン・コミュニケーションズ）・設置の考え方等については特に異論はないが、特設公衆電話が必要以上に過剰設置されないよう、十分配慮すべき（ＣＴＣ）・設置の考え方、設置台数、設置見込みについては特に異論はない。実際の設置にあたっては、設置台数、コストが過大なものとならないよう十分配慮すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・特設公衆電話に係る費用負担方法が明確でない現時点において、その費用が際限なく拡大しないように、設置場所や設置数について、一定の基準を設けることについて賛同（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・自治体からの要請等による特設公衆電話回線の新規設置や回線増設等の費用については、自治体負担も含め協議を行うことを条件として、対応すべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・第３回合同協議で示された範囲を超えて設置する場合は、関係事業者とその費用負担の在り方について協議が必要（ＫＤＤＩ）

・特設公衆電話については、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に事前設置を進めていきますが、設置台数が過度にならないよう配慮していく考えです。なお、以下の考え方から著しく逸脱する設置要請等があった場合には、当社の設置の考え方について理解を求めるとともに、過度な設置台数とならないよう、自治体等との調整に努める考えです。（事前設置の考え方）施設収容人数１００名あたり１台を基本とし、自治体（施設管理者等）と協議の上決定。但し、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断。
利用者が混乱しないよう配慮すべき ・都市部における帰宅困難者対策拠点への設置について、東日本ではコンビニエンスストアが設置対象となり、西日本では設置対象となっていない。東日本エリア・西日本エリアで統一した施設とすることで、利用者が混乱しないよう考慮すべき（ＵＣＯＭ）・利用率を上げるためにも「設置場所のルール（コンビニであればセブンに統一するなど）」並びに「設置場所の利用者への広報」について、もう少し掘り下げて検討すべき（ブラステル／ZIPTelecom）

・基本的な設置基準については、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本で統一的な考え方を持っておりますが、設置の最終判断はあくまで設置場所の管理者に委ねられることから、結果的に設置状況に差が生じることはありうるものと考えております。なお、コンビニエンスストアに関して東西差が生じている理由は、現時点、帰宅困難者協議会等の構成企業等に差異があることによるものです。・平常時の広報については、各自治体様や施設管理者様に対して、広報誌等における周知を、可能な範囲で、お願いしていく考えです。

論点毎の各事業者様のご意見とＮＴＴ東西の考え方 ※敬称略とさせて頂いております。資料資料資料資料１１１１



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方
設置台数やコストを開示すべき

・設置台数、設置見込みについては、設置の考え方にある「Ａ．避難所」「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」の区分別に内訳を提示の上、コストについてもそれぞれの区分に分けて算出すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・設置台数及び設置見込について、「Ａ．避難所」、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」ごとの内訳と、各々に係るコストを提示すべき（東北インテリジェント通信）・H28年度末の設置見込数の算定の考え方を定量的に示すべき（ＫＤＤＩ）・設置見込台数が変動する場合、コストへの影響が想定されるため、適宜、情報提供をしてほしい（ＮＴＴぷらら）

・Ｈ２４年度末の事前設置台数、及び、現時点でのＨ２８年度末の事前設置見込みにおける「Ａ.避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」の内訳は以下のとおりです。「Ａ.避難所」東日本 9,515台（Ｈ24年度末） 43,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 6,201台（Ｈ24年度末） 34,000台（Ｈ28年度末見込）「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」東日本 1,828台（Ｈ24年度末） 6,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 0台（Ｈ24年度末） 200台（Ｈ28年度末見込）・特設公衆電話のコストについては、「Ａ. .避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」で1台当たりのコストは同じとみています。（1台あたりコスト：約1,700円/月、Ｈ23年度実績）・Ｈ28年度末の設置見込については、対象となる施設数に、現時点の設置要望を加味して算出したものであり、今後の国・自治体の防災計画等により変動するものと考えていますが、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。事業者負担が公平かつ過度にならないよう配慮すべき ・今後、事業者の負担費用が想定よりも増加する状況が生じた場合には、改めて議論をすべき（ＮＴＴドコモ） ・前述のとおり、過度な設置台数とならないよう配慮していく考えです。また、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。平常時は休止扱いとしコストを削減すべき ・回線費用については、避難所が開設させている期間(実利用期間）のみ費用が発生する。それ以外の平常時は、「休止回線扱い」とする等の考え方はできないか（フュージョン・コミュニケーションズ） ・事前設置型の特設公衆電話は、災害等発生時において、特設公衆電話を設置している施設の管理者等が電話機を取り付けるだけで、即座に利用可能とすることが求められてものであることから、休止回線扱いとすることは適当でないと考えます。なお、事後設置型の特設公衆電話については、ご指摘のような対応をさせて頂いているところです。その他 ・仮に事業者負担になる場合は、事業者が負担する額に自治体間の過度な偏りが発生しないよう、明確な設置基準を設けるべき。設置基準については総務省、関係事業者にて整理が必要（ジュピターテレコム） ・ご質問の意図を確認させてください。

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間

で負担す

る方法

案１公衆電話ＡＣによる負担に賛成
・暫定期間においては、既に運用が開始されている「公衆電話ACによる負担」で問題ない（ＵＣＯＭ）・災害時には優先的な通信の確保ができる街頭公衆電話と同等と捉えて、案1の公衆電話機能が妥当（フュージョン・コミュニケーションズ）・事業者間で負担する方法は、暫定措置と考えていることから、既存の制度や運用等へ影響が少ない現行の「公衆電話ＡＣによる負担」を採用することについて異論はない（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・将来的には徴収方法は変わるかと思うが、特設公衆電話の機能は現在の公衆電話の位置づけと同様の機能を有することから、当面は「案１」で賄うことが適当（ブラステル／ZIPTelecom）・（帰宅困難者対策用の）特設公衆電話は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不足する分を補う役割である点を踏まえると、（帰宅困難者対策用の）特設公衆電話通話は、平時の公衆電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に案１が適当（Ｋ－ＯＰＴ）・特設公衆電話設置により発生する呼の受益者は、料金設定事業者であることから、特設公衆電話発信呼の料金設定事業者となる公衆接続料負担事業者が当該コストを負担することは受益者が当該コストを負担するものであり合理的な整理。 加えて、接続料を料金設定事業者が負担するとの従来の事業者間精算の考え方とも整合性があること、及び他の示された案と比較しても精算システムへの影響が軽微であり早期に結論を得ることが求められている状況を踏まえ、当該コストを公衆接続料として負担することが現実的であり望ましい（ＮＴＴドコモ）・短期的に現行の「公衆電話ＡＣによる負担」という手法が採用されることに特段の異論はない。平行してより望ましい負担方法の議論を関係事業者間で深め、「公衆電話ＡＣによる負担」の持続可能性の検証とともに、必要に応じ負担方法の見直しを行うという進め方が現実的（ＫＤＤＩ）

案１公衆電話ＡＣによる負担に反対
・特定の機能の利用者だけがその費用を負担する案１、案２は適切ではない（ＮＴＴ－ＭＥ）・案1および案2は、平時における一部のトラヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しない（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない。案1は、平時の公衆電話利用者と災害時の特設公衆電話利用者(受益者)が必ずしも一致しないことや、年々上昇している公衆電話ACが、本費用の加算でさらなる値上げとなることにより、今後、公衆電話料金設定事業者による吸収が困難となり、結果的に公衆電話料金値上げ等で公衆電話利用者が負担する形となる可能性が高まること等を考慮すると、公衆電話料金設定事業者のみに費用が転嫁される同案は、望ましくない（ＮＴＴコミュニケーションズ）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間で

負担する方

法

案２ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担に賛成 ・発信課金のみ【案2】GC付加チャージによる負担とすべき（ＴＴＭ）

案２ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担に反対
・特定の機能の利用者だけがその費用を負担する案１、案２は適切ではない（ＮＴＴ－ＭＥ）・案1および案2は、平時における一部のトラヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しない（ＮＴＴぷらら）・受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（ＮＴＴドコモ）・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない。案2は、特設公衆電話の通話はGC交換機を必ず経由することからGCへACを付加するものだが、代替される通話は、平時の固定電話や携帯電話であるにもかかわらず、当該通話の接続形態において、GC接続を多く有する事業者の負担額が結果的に多くなることから、公平な負担であるか議論が必要（ＮＴＴコミュニケーションズ）・ヒストリカルなＮＴＳコストを接続料で回収することについての整理に時間を要する（ＫＤＤＩ）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間

で負担す

る方法

案３電気通信番号数比での按分による負担に賛成
・案３はユニバーサル基金の負担方法と同じ考え方であるため最良の案（T-Systemsジャパン）・今後、ユニバーサルサービス基金による負担に移行するという前提に立ち、移行しやすい案３が現実的（ジュピターテレコム）・暫定措置として検討する事業者間で負担する方法については、電気通信事業者全体で平等に負担することが妥当であることから、案３が適当（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話による受益者を、発信者だけでなく着信者も含まれると考えれば、公衆網の利用者全体で費用負担を按分する方法の案３の考え方に賛同（ＮＴＴ－ＭＥ）・平時において固定電話等通話サービスを利用している国民が特設公衆電話の利用者（＝受益者）となることから、電話番号数で案分する案３が妥当（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話に係る事業者間の通話料および接続料を無料とする場合は、電気通信事業者全体での負担となることから、現時点では、「電気通信番号数比での按分による負担」が概ね妥当（東北インテリジェント通信）・案３の場合、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（避難所における）特設公衆電話が代替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信すること（つまり各端末のバックアップとして（避難所における）特設公衆電話が機能する点）を踏まえると、電気通信番号按分により当該費用を負担することには一定の合理性がある（Ｋ－ＯＰＴ）

案３電気通信番号数比での按分による負担に反対
・Pager事業は、受信信号がPager着信番号のみであるため該当しない（ＴＴＭ）・受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（ＮＴＴドコモ）・電気通信番号按分の場合、選択中継、国際電話等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない）ことにより費用負担しなくてもよい（費用負担の割合が少なくなる）事業者が発生する点が、公平性の観点から課題（Ｋ－ＯＰＴ）・ 「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要すると考えられ、また、現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要（ＫＤＤＩ）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法
・当社は、特設公衆電話は、①被災者や帰宅困難者の通信手段の確保という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電

話の機能と同一であること、②特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担を求めた場合、事前設置期間の費用を

災害発生時に一度に求めることとなり、関係事業者様の理解が得られにくいことから、案１の公衆電話ＡＣに含めた形での費用

回収が適切であると考え、平成25年度の接続料金を申請しました。

・議論を経て、審議会から示された考え方では、「特設公衆電話について、関係事業者間で当該費用を負担することは適当であ

るものの、今後、公衆電話は撤去により台数が減少傾向にあり、その費用は減少していく一方、特設公衆電話は増設予定のた

め、その費用は増加が見込まれる。このため、仮に今後も、特設公衆電話に係る費用が公衆電話機能の接続料原価に算入さ

れ続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に占める特設公衆電話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響

が大きくなる可能性がある。そのため、今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁

されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特設公衆電話に係る費用の負担方法について検討することが適当。」と

されたところです。

・以上を踏まえ、今回の事業者間協議において、関係事業者様から新たに提案された案２、案３による負担方法とすることで、関

係事業者様から賛同が得られるのであれば、当社としても、それら負担方法を採用することに賛同させて頂きたいと考えていま

す。

・当社としては、平時に固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等を利用している者が、災害等緊急時にそれらが利用できなくなった際、最

低限の通話手段を確保するために特設公衆電話を利用することになることに着目すると、平時の固定電話、ＩＰ電話、携帯電話

等の利用者（特設公衆電話の受益者）に対するサービス提供事業者に費用を負担して頂く案２、案３は採りうる案であるものと

考えます。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法
「Ａ．避難所」「Ｂ．帰宅困難者対策」の負担方法は分けて議論すべき

・「Ａ．避難所」に設置される場合は、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（避難所における）特設公衆電話が代替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信することを踏まえると、案３の電気通信番号按分により当該費用を負担することには一定の合理性があると考えるが、「Ｂ．帰宅困難者対策」として設置される場合は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不足する分を補う役割である点を踏まえると、特設公衆電話通話は、平時の公衆電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に案１が適当であると考える（Ｋ－ＯＰＴ）・「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」については、エリアが限定されることから、同様の負担方法としてよいか、更なる検討が必要（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話のうち、避難所に設置されるもの、帰宅困難者対策拠点に設置されるものの費用負担のあり方について分けて整理するべき（ＣＴＣ）
・避難所、又は、帰宅困難者対策拠点に設置される特設公衆電話については、どちらも被災者の通信を確保するという観点からは同一のものであると考えており、例えば、帰宅困難者が特設公衆電話を利用する場合、平時の携帯電話の通信の代替であるケースも多数想定されることから、敢えて、２つのケースを分けて考える必要は無いものと考えます。

その他 ・事業者間負担を採用にあたっては、3案の内容次第で、負担額にどの程度の影響がでるか把握した上でフェアな判断がなされることが望ましい（ＫＶＨ）・電話料金の負担は、発信利用者負担が原則だが、何らかの合理的な理由で受益者負担が好ましくない場合は設置の要請者負担とすることが適当（ＳＴＮｅｔ）・現時点で費用負担方法を議論するのは時期尚早（ＳＴＮｅｔ）・通話部分も含めた全体の費用を誰がどのように負担すべきか検討していく必要がある（ＳＴＮｅｔ）
・当社としては、平時に固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等を利用している者が、災害等緊急時にそれらが利用できなくなった際、最低限の通話手段を確保するために特設公衆電話を利用することになることに着目すると、平時の固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等の利用者が、特設公衆電話の受益者にあたると考えており、また、特設公衆電話の利用の態様が、災害時に無料化された街頭公衆電話と同等であることに着目すると、平時の街頭公衆電話の利用者が、特設公衆電話の受益者に当たると考えており、いずれにしても、当該利用者にサービスを提供している関係事業者様に費用負担して頂くことは適切であると考えます。

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法

案１、案２について ・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない ・ＮＴＳコストであるアクセス回線コストを含む公衆電話発信機能が接続料原価をトラヒックで按分してＡＣ設定されているのと同様（案１そのもの） 、ＮＴＳコストを含む特設公衆電話のコストをトラヒックで按分することは、何ら否定されるものではないと考えます。
案２について ・「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき ・ＧＣによる精算は既に精算実績があることから、精算システム等への影響は、案１の場合と同程度と考えます。・ヒストリカルなＮＴＳコストを接続料で回収することについての整理に時間を要する ・ご質問の意図を確認させてください。

案３について
・ 「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要する。

・特設公衆電話をユニバーサルサービスの対象に位置づけることは、案３を採用するための必要条件ではないものと考えます。
・「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき・現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要

・当社としては、案３を採用することで、関係事業者様の合意が得られるのであれば、現行のユニバの負担方法を参考に、具体的な運用方法等について検討し、関係事業者様と協議させて頂く考えです。

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

国、自治体

による負担

及びユニ

バーサル

サービス基

金による負

担

国、自治体による負担に賛成
・特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべき（ＣＴＣ）・特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべきであり、総務省への報告書もそのような内容をいれるべき（ＫＤＤＩ）・本来は国や自治体の災害対策費用等での予算措置により取り組むべき（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話の設置に係る費用ついては、国・自治体などが負担することが適当（エネルギア）・将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とすべき（ＵＣＯＭ）・特設公衆電話に係る費用は、本来、大規模災害対策として、国や自治体が負担すべき（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話の費用負担について、事業者が負担するのは経過措置であることの意志表示として、「国、自治体による負担検討」の依頼は必要（フュージョン・コミュニケーションズ）・特設公衆電話の設置による直接的な受益者は被災者(被災する可能性のある全国民)と考えられることから、本来は当該費用は国や自治体による負担が望ましい（ＮＴＴコミュニケーションズ）・特設公衆電話の設置に係る受益者は利用者（平時において固定電話等による通話サービスを利用しているすべての国民）であることから、費用については国・自治体による負担が最も望ましい（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話の費用負担については、まずは発信利用者負担（受益者負担）が適当と考えます。合理的理由によりそれが適切でない場合は設置の要請者が負担すべき。したがって、ＮＴＴ東西が、自社の取り組みとして設置する場合は、ＮＴＴ東西が負担されるべきであり、国、自治体が設置を要請する場合は、国、自治体が負担されるべき（ＳＴＮｅｔ）国、自治体による負担に反対 ・国、自治体による負担については、実務的な作業の落とし込みが困難（ＫＶＨ）・国、自治体による負担については、特設公衆電話から発信される各呼における通話内容が必ずしも緊急事態に基づく公共性の高い通信であるとは特定できないことを勘案すると、妥当かどうか判断しがたい（ＮＴＴ－ＭＥ）ユニバーサルサービス基金による負担に賛成 ・将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とすべき（ＵＣＯＭ）・特設公衆の費用負担にあたっては、事業者のみで負担する形ではなく、現在のユニバーサルサービス基金のように広くあまねく負担すべき（ジュピターテレコム）・最終形としては、ユニバーサルサービス基金による負担が適当。現行のユニバーサルサービス料の補てん額の過半は、第一種公衆電話の赤字負担であり、特設公衆電話の費用も同列と考えられる（フュージョン・コミュニケーションズ）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

国、自治体

による負担

及びユニ

バーサル

サービス基

金による負

担

ユニバーサルサービス基金による負担に反対 ・ユニバーサル基金による負担は、費用を負担する事業者が一部に制限されることから、公平性の観点から疑問が残る（ＮＴＴ－ＭＥ）・ 2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方（答申）」において「ユニバーサルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされていることを踏まえ、ユニバーサル基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましい（ＮＴＴドコモ）
事業者における負担は暫定的な措置とすべき

・事業者による按分負担は、暫定的な整理である旨も、あわせて明記すべき（ＮＴＴコミュニケーションズ）・行政が負担することを前提として、暫定的に（１～２年）、関係する電気通信事業者において負担することは、止むを得ない（東北インテリジェント通信）・「ＮＴＴ東西殿より自治体に対して、自治体負担も含めた費用負担の在り方について協議要請すること」も提言に含めるべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・国・自治体による費用負担と整理するまで相当な期間を要することが想定されるため、暫定的な対応として、事業者負担により特設公衆電話の事前設置を進めることはやむを得ない（ＮＴＴぷらら）
その他 ・合同協議の結果として、総務省殿へご報告頂くことで異論はない（ブラステル／ZIPTelecom）・具体的にいずれかの方法による負担の検討を促すメッセージにすべき（T-Systemsジャパン）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

国、自治体による

負担及びユニ

バーサルサービ

ス基金による負担

・特設公衆電話は災害等緊急時に利用される点や自治体等の要望に基づき設置される点を踏まえると、関係事業者様のご意見

にあるように、国、自治体等による負担という考え方もありうると考えますが、当社としては、災害等緊急時の通信の確保につい

ては、電気通信事業者もその責務を負っていると考えており、国、自治体等のみならず、民間企業も協力・分担して様々な対応

を行っていく必要があると考えます。

特設公衆電話の設置については、当社を含む関係事業者が検討に参加した「大規模災害等緊急事態における通信確保の在

り方について 最終取りまとめ」（2011年12月）において、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されている

ところであり、当社としては、現時点において、これについて国、自治体等が費用負担するよう求めていくことは考えておりませ

ん。

しかしながら、今回の協議において、国、自治体等による費用負担を求める声が多数あがったことについては、総務省への報

告書に記載させて頂く考えです。

・なお、第2回合同協議において、ソフトバンクグループ殿より、自治体に費用負担するよう打診した場合の反応について情報共

有するよう求められたことを受けて、一部の自治体にヒアリングを行ったところですが、資料２にあるとおり、追加負担に応じて頂

けた自治体はなかったことにも留意する必要があると考えます。



特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果

2013 .7 .22NTT東日本
自治体 ご意見

Ａ町

・災害時、自治体としても被災者のために最大限の支援を行うが、インフラサービスを提供してくれている事

業者にも、最大限の努力をお願いしたいと切に思っている。

Ｂ町

・被災者に対しては官民お互いにそれぞれで、できうる最大限の支援を行うべきと考えている。

今回の施策については、大変ありがたい。

Ｃ市 ・電話機や配管費用の負担だけでも厳しい状況の中、これ以上のコスト負担は困難。

Ｄ市

・コストの中でも特にランニングコストの費用負担を求めるのであれば、特設公衆電話の設置をこれ以上行

うことは難しい。

E市

・無償のものを有償に切り替える場合、役所では予算化の説明、議会審議などのハードルが高い。

・しかし、国レベルで議論の結果、有償とすることに世論の機運が高まって、国の方針が固まれば、自治体

としては従わざるを得ない。

・とはいえ、通信事業者でも、設置費用はかなりのものだと思うし、それを通信事業者の費用で全て賄うのも

無理があると思う 。

・もし有償になる場合、特別交付金のような形で、国から自治体に必要な費用をつけてもらうのが一番望ま

しいと思う。有償となると、予算の都合上、設置できない自治体も出てくると思うので、公平の観点からは、

交付金が適していると思う。

資料資料資料資料２２２２
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項 目 貴社のお考え

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい

特設公衆電話の設置の考え方や事業者間で負担する方法の結論を早急に得る必要があると認識す
るところ、特設公衆電話を避難所や帰宅困難者対策拠点へ設置するとの考え方については、2011年
12月総務省公表の「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について（最終取りまとめ）」
や、2012年9月首都直下型地震帰宅困難者対策協議会公表の「最終報告書」において考え方が示さ第３回合同協議においてご提示させていただい

た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います

、 年 月首都直 震帰 困難者対策協議会公表 最終報告書」 お 考 方 さ
れていることを踏まえ、現段階の整理として基本的には異論はありません。

ただし、今後、特設公衆電話の設置台数が現状想定している設置台数を上回り、結果として事業者の
負担費用が想定よりも増加する状況が生じた場合には本年9月末以降においても特設公衆電話の設
置の考え方及び費用負担の在り方について、改めて議論をすべきであると考えます。

載願います。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

＜ユニバーサルサービス基金による負担について＞
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること

当社としては、2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の
在り方（答申）」において「ユニバーサルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされている
ことや、2013年3月総務省公表の記者認可料金に係る答申において「公衆電話の利用者のみに転嫁
されないように留意」と考え方が示されていることを踏まえれば、特設公衆電話に係るコストをユニ
バーサルサービス基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましいものと考

を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

バ サルサ ビス基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましいものと考
えます。

３．事業者間で負担する方法

特設公衆電話設置により発生する呼の受益者は、料金設定事業者である考えます。

したがって、特設公衆電話発信呼の料金設定事業者となる公衆接続料負担事業者が当該コストを負
担することは 受益者が当該 ストを負担するものであり合理的な整理であると考えます 加えて 接事業者間での負担方法については、現行の「公

衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが ＮＴＴ東西から

担することは、受益者が当該コストを負担するものであり合理的な整理であると考えます。加えて、接
続料を料金設定事業者が負担するとの従来の事業者間精算の考え方とも整合性があること、及び他
の示された案と比較しても精算システムへの影響が軽微であり早期に結論を得ることが求められてい
る状況を踏まえれば、当該コストを公衆接続料として負担負担することが現実的であり望ましいものと
考えます。深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から

提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

なお、「ＧＣ（端末交換機）を利用するトラヒックによる負担」と、「電気通信番号数比での按分による負
担」との考え方では、受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確
でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的
に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべきであると考えます。



特設公衆電話に係るご意見について

将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とするのが良いと考えま

すが、現時点で実現するための具体的考えを持ち合わせておりません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

B.都市部における帰宅困難者対策拠点への設置の考え方について

NTT東日本様、NTT西日本様で参考としているものが、「首都圏直下地震帰宅困難者対策協議会」と「大

阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会」となっているため、主な設置対象施設が一部異なり、東日本では

コンビニエンスストアが対象となり、西日本では対象となっていないと、第3回合同協議で説明を受けた。

特設公衆電話設置対象施設をそれぞれの協議会が指定する施設に合わせるより、東日本エリア・西日本

エリアで統一した施設とすることで、利用者が混乱しないよう考慮すべきと考えます。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
弊社の意見としましては、事業者負担は暫定的な措置であり、時間を要しても２．に記載のいずれかの方

法とすするのが良いと考えます。

暫定期間においては、既に運用が開始されている「公衆電話ACによる負担」にて進めることで問題ござい

ません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社UCOM
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

特に意見はありません。２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

特に意見はありません。１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
どの案でも結構です。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 関西関西関西関西コムネットコムネットコムネットコムネット
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

合同協議の結果として、総務省殿へご報告頂くことに異論はございません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

特設公衆電話の設置場所ポリシーについては、利便性並びに公平性の観点から、目的をみたしている

と思われることから適当であると考えます。

設置条件として、施設収容人数が100名以上と規定がありますが、利用率を上げるためにも「設置場所の

ルール（コンビニであればセブンに統一するなど）」並びに「設置場所の利用者への広報」について、もう

少し掘り下げて検討すべきかと思います。

例）災害時帰宅支援ステーションにコンビニやファミレス等々とあるが、利用者への広報の観点から、例

えば事業者を指定したり（セブンイレブン等）、特設公衆電話設置の目印など設けたほうが良いのではな

いか？

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。

項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
弊社の費用負担における基本的な考えとしては、本設備を利用する可能性は「全国民」にあると考えてお

り、その理由から、費用負担は当面「公衆電話AC」で賄い、ゆくゆくは「事業者」「個人」「国、自治体」であ

るべきと考えております。

将来的には徴収方法は変わるかと思われますが、特設公衆電話の機能は現在の公衆電話の位置づけと

同様の機能を有することから、当面は「案１」で賄うことが適当と思われます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ブラステルブラステルブラステルブラステル/ZIPTelecom
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 エネルギアエネルギアエネルギアエネルギア・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ
資料資料資料資料７７７７

特設公衆電話の設置に係る費用ついては，本来に立ち返って，

国・自治体などの必要とされる箇所が，他の物品と同様に負担す

ることが適当と考えます。



特設公衆電話に係る意見について

特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべきものであると考えますが、国、自治体と協議が整う
までの間の暫定対応という位置づけで関係事業者間で費用負担の在り方を検討していくことについては
異論はございません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること
を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

設置の考え方等については特に異論ございませんが、特設公衆電話が必要以上に過剰設置されないよ
う、十分ご配慮をお願い致します。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい
た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います。

項 目 弊社の考え

３．事業者間で負担する方法

事業者間での負担方法については、現行の「公
衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から
提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

特設公衆電話のうち、避難所に設置されるもの、帰宅困難者対策拠点に設置されるものの費用負担の
あり方について分けて整理するべきであると考えます。

避難所に設置されるものについては、全ての電話サービスを代替するものとして整理することが可能で
あることから、関係する全事業者で費用按分する必要があると考えますが、帰宅困難対策拠点に設置さ
れるものについては、一部の大都市圏での設置に限定されることや街頭公衆電話や携帯電話・ＰＨＳの
代替手段として考えられることを鑑みて費用負担のあり方について検討を進めていく必要があると考え
ます。

社名：中部テレコミュニケーション株式会社



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 当社の考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
・設置の考え方について

自治体からの設置要望の状況及び協議の内容から、「施設収容人員100名あたり1台」を基本となって

いますが、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案し、公衆電話の設置台数が過大とならないよう

十分配意されることを要望します。

・回線費用については、避難所が開設させている期間(実利用期間）のみ費用が発生する。

それ以外の平常時は、「休止回線扱い」とする等の考え方はできませんでしょうか。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
・特設公衆電話の費用負担について、事業者が負担するのは経過措置であることの意志表示として、

「国、自治体による負担検討」の依頼は必要と考えます。

・最終形としては、ユニバーサルサービス基金による負担が適当と考えます。

現行のユニバーサルサービス料の補てん額の過半は、第一種公衆電話の赤字負担であり、

特設公衆電話の費用も同列と考えられます。

・実際の導入には、ユニバーサルサービス委員会での議論を経て、省令改正等の手続が必要と

なります。仮に導入できる場合、需要増により単金は低減傾向にありますので、

次の値下げの想定期が、導入時期としては適当と考えます。

（本費用を加算することで、ユニバーサル料が値上げになると、利用者への周知費用が発生しますの

で、この費用は避けなければなりません。）３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
・事業者負担とする方法しては、案１（公衆電話接続料）です。

災害時には優先的な通信の確保ができる街頭公衆電話と同等と捉えて、当該費用を原価に含める

接続料としては、案1の公衆電話機能が妥当ではないかと考えます。

社名社名社名社名：：：：フュージョンフュージョンフュージョンフュージョン・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ株式会社株式会社株式会社株式会社
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

災害時など、緊急時にも国民が通信手段を確保できるよう、特設公衆の設置が必須という整理であれば、

その費用の負担にあたっては、事業者のみで負担する形ではなく、現在のユニバーサルサービス基金の

ように広くあまねく負担するといった整理が望ましいと考える。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

費用負担の整理結果にもよるが、仮に事業者負担が基本の考え方となる場合は、事業者が負担する額に

自治体間の過度な偏りが発生しないよう、明確な設置基準を設け、公平で偏りのない設置とすべき。

設置基準については総務省、関係事業者にて整理が必要と考える。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 弊社の考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
今回整理する事業者間での負担があくまで暫定的な負担で、今後、２．に移行するという前提に立つと、

事業者間の負担については、２．に移行しやすい『電気通信番号数比での按分による負担』が現実的と

考える。

社名社名社名社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコム
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
設置の考え方、設置台数、設置見込みについては特に異論ございません。

実際の設置にあたっては、設置台数、コストが過大なものとならないよう十分配慮願います。

尚、設置台数、設置見込みについては、設置の考え方にある「Ａ．避難所」「Ｂ．都市部における帰宅困

難者対策拠点（以下、帰宅困難者対策用）」の区分別に内訳をご提示の上、コストについてもそれぞれの

区分に分けて算出していただきますようお願い致します。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
特に意見ございません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ケイケイケイケイ・・・・オプティコムオプティコムオプティコムオプティコム
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。

１項にある「Ａ．避難所」「Ｂ．帰宅困難者対策」の区分別にコスト負担方法を検討すべきと考えます。

【【【【「Ａ．「Ａ．「Ａ．「Ａ．避難所避難所避難所避難所」」」」についてについてについてについて】】】】

（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆網からの通話料金が有料であるならば、料金設定事業者に受益があるこ

とから料金設定事業者が負担すべきであり、案１が適当であると考えます。しかし、今回の検討は、（ＮＴ

Ｔ東西殿が検討・調整されている）ユーザ料金無料化および各社接続料（ＡＣ）の無料化が前提条件であ

るため、オールジャパンの体制で災害対策にあたるという主旨の下、電気通信事業者が平等に負担する

ことが適当であると考えます。

案３の場合、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話が代

替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信すること（つまり各端末のバックアップと

して（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話が機能する点）を踏まえると、電気通信番号按分により当該費用を

負担することには一定の合理性があります。但し、電気通信番号按分の場合、選択中継、国際電話等、

電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない）ことによ

り費用負担しなくてもよい（費用負担の割合が少なくなる）事業者が発生する点が、公平性の観点から課

題として挙げられます。

案２の場合、「各端末のバックアップとして（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話が機能する」という点と「災

害時における（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話の通話がＮＴＴ東西の加入交換機を必ず経由する」という

点の関連性が飛躍しすぎており、合理性がありません。

【【【【「Ｂ．「Ｂ．「Ｂ．「Ｂ．帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策」」」」についてについてについてについて】】】】

（（（（帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用のののの））））特設公衆電話は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不

足する分を補う役割である点を踏まえると、（（（（帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用のののの））））特設公衆電話通話は、平時の公衆

電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に

案１が適当であると考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ケイケイケイケイ・・・・オプティコムオプティコムオプティコムオプティコム
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特になし。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
国、自治体による負担については、実務的な作業の落とし込みが困難と思われる。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
事業者間負担を採用にあたっては、3案の内容次第で、負担額にどの程度の影響がでるか把握した上で

フェアな判断がなされることが望ましい。

社名社名社名社名：ＫＶＨ：ＫＶＨ：ＫＶＨ：ＫＶＨ株式会社株式会社株式会社株式会社
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
設置台数、設置見込みについて弊社としての具体的な意見はございません。

設置場所について、第三回合同協議の資料２－１にて提示された設置基準に賛同致します。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
国、自治体による負担については、特設公衆電話から発信される各呼における通話内容が必ずしも緊急

事態に基づく公共性の高い通信であるとは特定できないことを勘案すると、妥当かどうか判断しがたい。

また、ユニバーサル基金による負担については、費用を負担する事業者が一部に制限される事から、公

平性の観点から疑問が残る。

そのため、上記いずれの案も十分に満足できる方法とは言えないと考える。３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
事業者間で負担する場合、特設公衆電話の設置の趣旨を踏まえれば、特定の機能の利用者だけがその

費用を負担する案１、案２は適切ではないと考える。

特設公衆電話による受益者を、発信者だけでなく着信者も含まれると考えれば、公衆網の利用者全体で

費用負担を按分する方法の案３の考え方に賛同する。

なお、案３の具体的な費用精算方法（システム化を含む）については継続して協議の必要があると考える。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ エムイーエムイーエムイーエムイー
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特設公衆電話設置の考え方、台数、見込みについては提示された案でよいかと思います。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
具体的にいずれかの方法による負担の検討を促すメッセージにすべきかと思います。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
現行では、負担者と受益者が一致しない状況であるため、案２もしくは案3に変更すべきかと思います。

特に案３はユニバーサル基金の負担方法と同じ考え方であるためこの案が最良であると考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：T-Systemsジャパンジャパンジャパンジャパン
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
１．【案3】の番号ポータビリティについて、Pager事業は、受信信号がPager着信番号のみであるため 該

当しない。

注：着信課金（0ABJ番号）は相互接続約款において接続呼のみ規定し、債権債務は発生しない ので除

外されている。

２．弊社としては上記理由から、発信課金（020番号）のみ【案2】GC付加チャージによる負担でお願いした

い。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：東京東京東京東京テレメッセージテレメッセージテレメッセージテレメッセージ㈱㈱㈱㈱
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特設公衆電話に係る費用負担方法が明確でない現時点において、その費用が際限なく拡大しないよう

に、設置場所や設置数について、一定の基準を設けることについて賛同します。

当該費用については、自治体の負担という考え方も取りえることから、そのため、この基準内であれば事

業者負担であるといった誤解等を生じないよう、今後、自治体からの要請等による特設公衆電話回線の

新規設置や回線増設等の費用については、自治体負担も含め協議を行うことを条件として、対応を行う

ようにして頂きたいと考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
「ＮＴＴ東西殿より自治体に対して、自治体負担も含めた費用負担の在り方について協議要請すること」も

提言に含めて頂きたいと考えます。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
弊社共としては、事業者間で負担する方法は、自治体負担も含めた費用負担の在り方が整理されるまで

の暫定措置と考えています。

そのため、既存の制度や運用等へ影響が少ない現行の「公衆電話ＡＣによる負担」を採用することにつ

いて異論はありません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコム株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクソフトバンクソフトバンクソフトバンクBB株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社ウィルコムウィルコムウィルコムウィルコム

資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい
た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います。

コストを事業者負担とする場合を鑑み、適正な設置台数としていただけますよう、お願い致します。

また、設置見込台数が変動する場合、コストへの影響が想定されるため、適宜、情報提供いただけますよ
う、お願い致します。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること
を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

特設公衆電話については、既にエンドユーザの通話料は無料であり、また、ＡＣについても事業者間精算
が無料化される状況を鑑みると、特設公衆電話の設置に係る受益者は利用者（平時において固定電話
等による通話サービスを利用しているすべての国民）であると考えます。よって、費用については国・自治
体による負担が最も望ましいと考えます。

しかしながら、国・自治体による費用負担と整理するまで相当な期間を要することが想定されるため、左記
整理がなされるまでの暫定的な対応として、事業者負担により特設公衆電話の事前設置を進めることは
やむを得ないと考えます。

３．事業者間で負担する方法

事業者間での負担方法については、現行の「公
衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から
提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

「2」において記載したとおり、特設公衆電話に係る受益者は利用者（平時において固定電話等による通
話サービスを利用しているすべての国民）であると考えますが、案1および案2は、平時における一部のトラ
ヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しないという懸念があ
ります。

受益者の一致という観点で検討した場合、平時において固定電話等通話サービスを利用している国民が
特設公衆電話の利用者（＝受益者）となることから、電話番号数で案分する案3が妥当と考えます。

貴社名：株式会社ＮＴＴぷらら資料７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特段の意見はありません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
特段の意見はありません。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
特段の意見はありません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社アイアイアイアイ・・・・ピーピーピーピー・・・・エスエスエスエス
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

・特設公衆電話に係る費用は、本来、大規模災害対策として、国や自治体が負担すべきものと考えます。

・行政が負担することを前提として、暫定的に（１～２年）、関係する電気通信事業者において負担すること
は、止むを得ないものと考えております。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること
を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、現時点では、特に異論ございません。

・なお、設置台数及び設置見込について、「Ａ．避難所」、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」ごと
の内訳と、各々に係るコストのご提示をお願いいたします。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい
た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います。

項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法

事業者間での負担方法については、現行の「公
衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から
提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

・特設公衆電話に係る事業者間の通話料および接続料が有料の場合は、料金設定事業者が受益者であ
るため、「公衆電話ACによる負担」が妥当であると考えます。

・特設公衆電話に係る事業者間の通話料および接続料を無料とする場合は、電気通信事業者全体での
負担となることから、現時点では、「電気通信番号数比での按分による負担」が概ね妥当であると考えてお
ります。

なお、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」については、エリアが限定されることから、同様の負担
方法としてよいか、更なる検討が必要と考えております。

貴社名：東北インテリジェント通信株式会社資料７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
• 適正な設置台数とし、過度なコストとならぬよう、お願いいたします。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
• 特設公衆電話の設置による直接的な受益者は被災者(被災する可能性のある全国民)と考えられ

ることから、本来は当該費用は国や自治体による負担が望ましいと考えます。よって、事業者

による按分負担は、暫定的な整理である旨も、あわせて明記すべきと考えます。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
• 特設公衆電話のアクセス回線コストは、トラヒックに依存しないNTSコストであることから、
案1および案2における、ACへの転嫁、はなじまないと考えます。

• さらに案1は、平時の公衆電話利用者と災害時の特設公衆電話利用者(受益者)が必ずしも一致
しないことや、年々上昇している公衆電話ACが、本費用の加算でさらなる値上げとなること

により、今後、公衆電話料金設定事業者による吸収が困難となり、結果的に公衆電話料金値上

げ等で公衆電話利用者が負担する形となる可能性が高まること等を考慮すると、公衆電話料金

設定事業者のみに費用が転嫁される同案は、望ましくないと考えます。

• また案2は、特設公衆電話の通話はGC交換機を必ず経由することからGCへACを付加するもの

ですが、代替される通話は、平時の固定電話や携帯電話であるにもかかわらず、当該通話の接

続形態において、GC接続を多く有する事業者の負担額が結果的に多くなることから、公平な

負担であるか、議論が必要と考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ株式会社株式会社株式会社株式会社
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
・現時点で異論はございません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
・本来は国や自治体の災害対策費用等での予算措置により取り組むべきと考えます。しかしながら、国や

自治体との調整に時間を要するとのことから、暫定措置の検討が必要であることは理解します。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
・国や自治体の予算措置により実施されるまでの暫定措置として、関係事業者で負担することについて、

止むを得ないと考えます。

・暫定措置として検討する事業者間で負担する方法については、電気通信事業者全体で平等に負担す

ることが妥当であることから、案３（電気通信番号数按分による負担）が適当と考えます。

ただし、接続機能の新設費用については、開発費用の透明性を確保した上で、各事業者にて過度な負

担とならないような検討が必要と考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：九州通信九州通信九州通信九州通信ネットワークネットワークネットワークネットワーク(株株株株)
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について 

項 目 貴社のお考え 

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込について 

  第３回合同協議においてご提示させていただ
いた特設公衆電話の設置の考え方、設置台
数、設置見込については、関係する事業者様
のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本
年9月末に総務省に報告して公表することと

なっておりますので、ご意見等ございましたら
右欄に記載願います。 

左記について、Ｈ２８年度末の設置見込数の算定の考え方を定量的にお示しくださいますようお願いいたします。 
 
弊社といたしましては、第３回合同協議にて示された範囲内でNTT東西殿が設置される限りにおきましては、設置の考え方について、特
段の異論はありません。 

 

なお、国・自治体側による防災計画の見直しなどによる変動も含め、今後、第３回合同協議にて示された範囲を超えて特設公衆電話
を設置することになった場合は、関係事業者とその費用負担の在り方についての協議が再度必要になると考えております。 

２．国、自治体による負担及びユニバーサル
サービス基金による負担 

  国、自治体による負担及びユニバーサル
サービス基金による負担については、ＮＴＴ東
西から総務省に対して本年９月末に報告する
報告書の中で、「合同協議の結果として、この
ような意見があった」旨の提言を行うことで取
り纏めることを考えておりますので、ご意見等
があれば右欄に記載願います。 

弊社といたしましては、国や自治体によるコスト負担が望ましいと考えておりますので、ＮＴＴ東西殿が総務省殿からの求めに応じ提出す
る報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言内容を取り纏めることに対し、異論はございません。 

 

今後において、提言の結果として何かしらの方向性が示された際には、適宜関係事業者にフィードバックいただければと存じます。 

３．事業者間で負担する方法 

  事業者間での負担方法については、現行の
「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端
末系交換機）を利用するトラヒックによる負
担」、「電気通信番号数比での按分による負
担」というご意見も寄せられたところであり、こ
の３案で検討を深める必要があると考えます
が、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回
合同協議における議論等を踏まえ、どの案が
よいか等のご意見を右欄に記載願います。 

弊社といたしましては、これまで主張させていただきましたとおり、短期的に現行の「公衆電話ＡＣによる負担」という手法が採用されること
に、特段の異論はありません。 

「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」を採用する場合は、ヒストリカルなNTSコストを接続料で回収することについて
の整理に時間を要することが考えられます。 

「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時
における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時
のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃
な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要すると考えら
れ、また、現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現
行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要であることなどが
考えられます。 

これらの解決すべき課題があることから、現段階においては、当面、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」を継続することのみを今回の検討
の結論とすることが合理的と考えております。 

その上で、並行して、より望ましい負担方法の議論を関係事業者の間で深め、「公衆電話ＡＣによる負担」の持続可能性の検証ととも
に、必要に応じ負担方法の見直しを行うという進め方が現実的ではないかと考えております。 

貴社名：ＫＤＤＩ株式会社 資料７ 



特設公衆電話に係るご意見について

・前述の通り、特設公衆電話の費用負担については、まずは発信利用者負担（受益者負担）が適当と考

えます。合理的理由によりそれが適切でない場合は設置の要請者が負担すべきと考えます。

したがって、ＮＴＴ東西が自社の取り組みとして設置する場合は、ＮＴＴ東西が負担されるべきであり、

国、自治体が設置を要請する場合は、国、自治体が負担されるべきと考えます。

その何れもが合理的理由により適切でない場合には、その他の方法（ユニバーサルサービス基金等）

も検討対象になりうると考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

・東日本大震災の際、インターネットをベースとするメールやツイッターなどが緊急時の連絡手段として

一定程度機能したと聞いております。今後、スマートフォン等の普及に伴い、より利用環境が整備され

ていくものと認識しており、そういう状況を踏まえた上で特設公衆電話の在り方について検討すべきと

考えます。

・電話料金の負担は、まずは発信利用者（受益者）が原則になっております。しかしながら、何らかの合

理的な理由で受益者負担が好ましくない場合があります（被災で発信利用者が負担できない、負担さ

せるべきでないなど）。この場合の負担者は設置の要請者が適当と考えます。

したがって、この考えに沿って、特設公衆電話の設置方法や費用負担のあり方を定めていくのが望まし

いと考えます。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
・基本的な費用負担者は前述の通りと考えるため、現時点で事業者間で費用負担方法を議論するのは

時期尚早と考えます。

・今回の議論は、特設公衆電話の加入者回線維持費等の負担が対象になっていますが、これに限ら

ず、通話部分も含めた全体の費用を誰がどのように負担すべきか検討していく必要があると考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔ
資料資料資料資料７７７７



公衆電話接続料の負担事業者 加入者交換機能（ＧＣ）を利用する事業者 ユニバーサルサービス制度における負担金の負担対象となっている事業者（第１回・第２回合同協議における対象）1 株式会社ウィルコム ○ ○ ○2 株式会社ＳＴＮet ○ ○3 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○ ○4 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ ○5 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○ ○ ○6 株式会社ＮＴＴぷらら ○ ○7 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ○ ○8 九州通信ネットワーク株式会社 ○ ○ ○9 ＫＤＤＩ株式会社 ○ ○ ○10 ＫＶＨ株式会社 ○ ○11 株式会社ケイ・オプティコム ○ ○12 ソフトバンクテレコム株式会社（イー・アクセス株式会社含む） ○ ○ ○13 ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ ○14 ソフトバンクモバイル株式会社 ○ ○15 中部テレコミュニケーション株式会社 ○ ○16 東北インテリジェント通信株式会社 ○ ○17 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ ○18 ベライゾンジャパン合同会社 ○ ○19 株式会社ＵＣＯＭ ○ ○ ○20 株式会社 ジュピターテレコム ○21 ブラステル株式会社 ○ ○22 Zip Telecom株式会社 ○23 株式会社アイ・ピー・エス ○ ○24 株式会社関西コムネット ○25 東京テレメッセージ株式会社 ○26 株式会社沖縄テレメッセージ ○27 アイテック阪急阪神株式会社 ○28 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ ○29 沖縄セルラー電話株式会社 ○○○○ ○○○○ ○30 株式会社テクノロジーネットワークス ○31 フリービット株式会社 ○32 T-Systems ジャパン株式会社 ○ ○33 東日本電信電話株式会社 ○ ○ ○34 西日本電信電話株式会社 ○ ○ ○：修正箇所

合同協議対象事業者名 （第３回合同協議より対象）資料４

協議参加事業者一覧（修正）



第３回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録 
 １．日時  平成２５年６月２５日（火）13:00～14：30 
 ２．場所  ベルサール西新宿２階ルーム１ 
 ３．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンクモバイル（SBM）、フュージョン（FCC）、UCOM、QTNet（QTN）、ZIP テレコム（ZIP）、ケイオプティコム(KOPT)東京テレメッセージ（TTM）、フリービット、ソフトバンク BB（SBB）、J：COM、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略 
 ４．議題 （１）特設公衆電話の概要と設置の考え方・設置台数及び設置見込（案）について （２）事業者間で負担する方法について 

 ５．結論 以下の点について、ＮＴＴ東西からフォーマット（資料７）を送るので、7/10 までに各社の意見を報告願う。 ・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込 ・国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担 ・事業者間で負担する方法 
 ６．議事内容 （特設公衆電話の概要等） ・ NTT 東西より、資料１を用いて特設公衆電話の概要、及び本合同協議が開催されるに至った経緯について説明。 
 

KOPT：今回初めて参加したので、そもそもの前提を確認したい。特設公衆電話のユーザ料金は有料か無料か。有料ならば料金設定事業者が負担すべきであるし、無料ならば、オールジャパンの体制で災害対応を行うという主旨のもと、全事業者で応分負担するということでもよいと考える。 

資料５ 



N：エンドユーザには無料で利用いただいている。事業者間は、現段階では、NTT 東西がユーザ料金を料金設定事業者に立替払いする一方、料金設定事業者がＮＴＴ東西をはじめとする各事業者に接続料を支払っているが、皆さんもご存知のとおり、災害時の街頭公衆電話の無料化の協議を平行して行っているところであり、その協議が整えば、ＮＴＴ東西からのユーザ料金の立替払い、接続料金の精算も無料化されることになると考えている。 
KOPT：特設公衆電話から国際通話や選択中継通話は繋がるのか。 
N：国際通話について通話規制している端末がある。 
 （特設公衆電話の設置の考え方・設置台数及び設置見込（案）について） ・ NTT 東西より資料２－１、資料２－２を用いて説明。設置の考え方のうち、避難所については、国民保護法等に基づいて指定された避難所のうち自治体から要望を受けた箇所を対象とし、都市部における帰宅困難者対策拠点については、別添資料を用いて、首都直下地震対策協議会におけるガイドライン等に基づいて自治体等が指定した施設のうち、NTT東西と協議が整った箇所と対象としていることを説明。 
 Ｎ：6月に特設公衆電話の設置の考え方・設置台数及び設置見込みについて総務省報告を行い、その後、関係事業者の意見を踏まえ、９月に再度報告することになっている。今回資料として提示しているのは６月末に総務省に提出する報告案と同内容のものである。設置見込みについては、相手のあることなので確定的に言えるものではないが、これまでの設置に係る対応状況を踏まえ、現時点の見込みとして推計したものである。この報告案について何らかご意見があれば頂きたい。  （参加事業者からのコメントなし。） Ｎ：当社としては、９月の最終報告に向けて、皆さんのご意見を頂きながら取りまとめていきたいと考えているので、是非、率直なご意見をお聞かせいただきたいし、不明な点があれば、個別にお問い合わせ頂いても構わないので、ご協力をお願いしたい。 
 （事業者間で負担する方法について） ・ NTT 東西より資料４を用いて事業者間で負担する方法の各案について説明し、各案の考え方や設置見込から推計される特設公衆電話コストを H23 年度の帰納物数で除した推計単価等を提示。 
 

N：第 2回の協議資料に「負担の考え方」と「単価推計」を追記させて頂いた。ただし、今  後のトラヒック変動により単価が変動しうることには留意いただきたい。公衆電話トラヒックは年１５％の減、GC経由トラヒックは年１０％強の減で推移しており、その傾向が続けば単価は上昇していくこととなる。案１～３について、各社の意見を確認したい。社



としての意見を留保される場合は、個人としての見解でも構わない。 
UCOM：個人としての意見になるが、案１（公衆ＡＣに付加）や案２（加入者交換機ＡＣに付加）とした場合、単金が上昇していくということであれば、案 3（番号数按分）で進め、いずれはユニバ基金による負担に変えるという方法が考えられるのではないか。 ﾌﾘｰﾋﾞｯﾄ：質問になるが、現在は NTT 東西が費用を負担しているのか。また、現行の負担方法が変わるとするといつから変わることになるのか。 
N：H25 年度（H23 年度コストに基づき接続料を算定した年度）は、公衆電話の接続料を支払う事業者に負担して頂いているが、それ以前は特設公衆電話の事前設置が始まっていなかったこともあって、NTT 東西が負担していた。現行の負担方法を変えるとすれば基本的には H26年度以降からということになると思うが、事業者間でコンセンサスが得られるのであれば、更に前倒しをすることも考えられなくはない。 ﾌﾘｰﾋﾞｯﾄ：3案以外の別案を提案しても構わないのか。 
N：別案を提案いただいても構わない。資料 7に記載して報告してほしい。 
FCC：負担事業者の全社合意がないと、着地点にはならないと考えているのか。 
N：費用を負担する全社の総意として、案１～３のうち、いずれかに決められればよいが、全社の総意としてまとめることができなければ、各社の意見を並べて報告せざるを得ないと考えている。 
FCC：もう１点、案１と案２の場合には現行接続料に付加する形になるので、費用精算のために追加費用が生じることはないと想定しているが、案３の場合には新たに費用精算のために追加費用が生じることもあるのではないか。 
N：案１と案２はご指摘のとおりと考えるが、案３もユニバ基金の一次費用負担事業者が基金と同じ負担割合で費用負担する整理とすれば、ＴＣＡからパラメータ数値を頂く必要があり、また、それら数値を別目的に転用するという事業者間のコンセンサスが必要であるものの、既に存在する数値を用いることになるので、今のところ、大きなコストがかかることは想定していない。 
TTM：先般の災害時においては、メール等が緊急時の通信手段となり、公衆電話の利用は少なかったと想定しているのだが、実際そうなっているなら、案２が適当ではないかと考えている。 
N：確かに震災時の通信手段として、ＳＮＳや災害時伝言板、災害時伝言ダイヤルが脚光を浴びたところであるが、携帯電話、ＰＳＴＮ、ＩＰ電話が繋がらなくなったことで、公衆電話のトラヒックが相当に上がったことは事実であり、災害時における音声通話の重要性が必ずしも低下している訳ではないと考えている。 
SBM：会社としての案は決まっていない。今回、単価推計が出てきたので、持ち帰り確認することとしたい。 
SBB：持ち帰り確認することとしたい。ちなみに、NTT東西はどの案がよいのか。 
N：今年度の接続料認可申請の際、案 1 で申請したのは事実だが、総務省審議会での議論、



これまでの各事業者との協議等を踏まえ、案２、３も採りうると考えている。 
SBTM：そもそもこの料金をどのように回収すべきか整理すれば、自ずと決まっていくので  はないか。これまでの議論を蒸し返すつもりはないが、案１～案３のどれにすべきか、という問いかけは、事業者負担以外に選択肢がないという前提だとすれば、答えることが非常に難しいと思っている。持ち帰って検討するが、簡単には答が出せない可能性もある。 Ｊ：ＣＯＭ：事業者負担の案として、３つの案が出ているが、例えば案３の方法ひとつとってみても、負担対象事業者をユニバ基金と同様に売上高 10億円未満とするかどうかで、費用負担対象事業者も変わってくるので、そうした詳細な内容についても、詰めていく必要があるのではないか。 
ZIP：案 1でよいと考えるが、受益者は誰かということを考えると案３もある。自治体負担もあるのではないか。 
KDDI：国・自治体負担が実現できるまでの暫定対応として案２を提案した。中長期的に費用が上がっていくのであれば、案 2が良いのではないかと考えて提案したが、最終的には事業者間協議で決定される内容で対応することになると考えている。 
KOPT：特設公衆電話の通話料が有料であるならば、料金設定事業者に受益があるため案１であると考えていたが、無料で、ACも無料になっているのであれば、フラットに考えて、ユニバと同じような考え方で、電気通信事業者全体で負担していくという考え方でよいのではないか。ただ、ユニバ基金のときにも議論になったが、ユニバのように番号数按分で負担するとなると、選択中継事業者等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにもかかわらず、番号を持っていないことをもって、費用負担しなくてよい事業者が出てくることになってしまい、公平とは言えない。いずれにしても、持ち帰り検討させて頂きたい。 
QTN：そもそも国・自治体負担とすることが適当と考えているが、事業者間で負担する方法については、持ち帰り検討させて頂きたい。 ｴﾈｺﾑ：持ち帰り回答する。国・自治体負担か，事業者負担かといった議論も必要と思われ る。費用負担方法については，公平性があり，費用負担額の妥当性・根拠を確認できるようなやり方が望ましいと根拠をしっかり検討する必要があると考えている。 ﾄﾞｺﾓ：費用負担の公平性の観点からは、案１は否定しない。でよいのではないかと考えているが、負担の公平性の観点からは案 2も関連する事業者が合意するなら否定しない。ただし、ありうる。案３の場合、本当にユニバーサルサービスと同視すべきという考え方と、ユニバ的考え方、つまり、電気通信事業者全体で負担することが適当という考え方、２つあるのではないか。 帰宅困難者対策については東京と大阪がベースということなので、今回の特設公衆電話をユニバーサルサービスと同視してしまってよいのかというところもある。受益者に偏りがあるのではないかという点も、ユニバに馴染むものなのか考慮が必要と考えている。 
NTT－C：今後の進め方として、各案の課題を可視化することで、どの案が良いかが見えて



くるのではないか。例えば、特設公衆電話のコストがＮＴＳコストであるとすると、トラヒックに応じて負担する案１や案２は馴染まないかもしれない。 Ｎ：事業者間協議の結論として各論併記することになる場合には、それぞれの案の考え方や課題を抽出し、各案を比べる形で整理することも考えられる。各案の課題を可視化してはどうかというご指摘についてはそのとおりと考えるので、資料７を用いてご意見を頂けるとありがたい。 ｳｨﾙｺﾑ：持ち帰り検討する。本来あるべき論を整理した上で検討すべきと考える。各社利害に基づく判断に傾きやすいと思うのでしっかりハンドリングをお願いしたい。 
eA：持ち帰り検討する。今後の協議状況も踏まえ判断していきたい。 
N：各論点について、各社の意見を並べると、多少は異なる部分が出てくると想定している。文字ベースにする中で、各社のニュアンスに違いがある場合には、そういった部分もしっかりと反映していきたいと考えている。今後、これまでの協議、今回あらためて頂くご意見を踏まえ、総務省報告に向けて取りまとめていくプロセスとなる。次回の協議では各社からのご意見を取りまとめて、あらためて議論させて頂きたい。資料７の報告期日は 7/10とさせて頂く。次回あたりには報告の骨子案の議論くらいまでできればよいのだが、次回は論点整理程度に止まるものと想定している。  第 1回、2回の議事録や資料 5費用負担のプロットに間違いないか確認をお願いする。  第 4回の合同協議は 7/20以降で月末前に開催したいので、別途お知らせする。 ﾄﾞｺﾓ：特設公衆電話の事前設置見込みだが、H29年度以降はどうなるのか。 
N：今回の事前設置見込台数は、現時点において想定できる終局の姿として提示している。終局の姿に至る時期は変動するかもしれない。 また、前回の協議において当社の宿題となった事項、即ち、特設公衆電話の費用を自治体負担とするよう求めていった場合における自治体側の反応について、現在ヒアリングを行っているところなので、次回は、その結果についてもお伝えしたい。 
 （総務省からのコメント） 今回、初めて参加された事業者もいらっしゃるので、改めて説明させて頂くが、本合同協議は、H25 年度の実際費用方式に基づく接続料認可申請の際に情報通信行政・郵政行政審議会の議論において、特設公衆電話の費用負担方法について、受益者と費用負担者が必ずしも一致していない等の課題を踏まえつつ、公衆電話接続料以外の費用負担方法とすることを含め、関係事業者間で協議するよう要請されたことを背景にしているものと認識している。現在、事業者間での費用負担方法について案１～案３の議論が行われているところであるが、仮に案３を実現しようとする場合には、TCA にも協力を依頼する必要があるであろうことに留意が必要と考えている。 期間がない中ではあるが、引き続き、精力的に議論を重ねて頂ければ幸いである。 
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第４回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録 
 

1．日時  平成 2５年７月 22日（月）10:00～12：00 
 

2．場所  電気通信事業者協会会議室 
 

3．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTTドコモ、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、QTNet（QTN）、ケイオプティコム(KOPT)、KDDI、KVH、J：COM、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンク BB（SBB）、ソフトバンクモバイル（SBM）、CTC、東京テレメッセージ（TTM）、フュージョン（FCC）、ZIPテレコム（ZIP）、UCOM、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略   ＜議事次第＞ 1.論点毎の各事業者様のご意見と NTT 東西の考え方  案 1：公衆電話接続料負担、案 2：GC付加チャージ負担、案 3：電気通信番号数按分負担  ＜結論＞ ・ 本日の議論を踏まえ、各社において意見の追加変更等があれば、8/2 までに報告いただく。 ・ 頂いたご意見と本日の議論を踏まえ、NTT 東西が報告書（案）を作成し、次回協議で提示する。なお、報告書については、本文には骨子を記載することとし、各事業者様のご意見や具体的な議論の内容等は、頂いた資料や議事録を参考資料として付すことで対処することとしたい。  ＜主な対応模様 N:NTT 東西＞ （冒頭） N:各社の意見をカテゴリ毎にまとめ、それに対して NTT 東西の意見を提示させていただいたが、ご覧のとおり、各社の意見が分かれている状況にあり、決してあきらめている訳ではないが、この合同協議で、関係事業者間での負担の考え方や国、自治体等による負担の考え方について、1 つの案に意見集約を図ることは難しいのではないかと感じ始めている。 次回の合同協議は 8/28 開催を予定しており、NTT 東西から報告書（案）を提示したい。 報告書（案）を作成するにあたり、本日の協議において論点整理を行っていきたい。  1.特設公衆の設置の考え方について （NTT 東西より、各社より寄せられた意見について、「過度な設置とならないよう配慮すべき」と
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いう意見について、設置基準の考え方を説明するとともに、基準から逸脱する要請があった場合には、自治体等に理解を求めていく考えである旨等を説明。） ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ:特設公衆電話については、あくまで国・自治体による負担が前提と考えている。最終的に国・自治体負担となった場合に、東西で設置基準が異なっているのは違和感があると思い、意見として書かせてもらった。明確な全国統一の設置基準が望ましいのではないか。 N:コンビニエンスストアを帰宅困難者向け特設公衆電話の設置ターゲットとするかどうかという点で東西差分が生じているが、この点は、東西それぞれで立ち上がっている帰宅困難者対策協議会の構成企業等の差異が現れているもの。西の帰宅困難者対策協議会の構成企業等にコンビニエンスストアが含まれていなかったため、コンビニエンスストアを設置ターゲットとしていないということ。基本的な考え方は東西で同じである。 N:避難所については、都道府県知事が指定した避難場所のうち、各市町村から設置要望があった避難所に設置するということで、東西の考え方が一致している。帰宅困難者対策拠点については、協議会の構成企業等を対象に特設公衆電話を設置していくという点で、東西の考え方は一致している。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：考え方が同じと言っても、東 6500 台、西 200 台と設置台数に大きな差がある。設置基準について、可能な限り合わせた方が良いのではないか。 N:西の 200 台について、現状で設置の見通しが立っている台数であり、今後の協議会等との対応状況で変動する可能性もある。そもそも東西の都市の規模の差も影響していると思われる。また、実際に大災害が起きて帰宅困難者が溢れかえった首都圏とそういう事態を想定しながら検討を進めなければならない他エリアとでは差が生じることもやむを得ないと考えている。 FCC:今回議論している費用負担の対象は、事前設置型のみか。 N:事後設置型も含まれるが、費用の大半は事前設置型が占めている。 FCC:利用休止回線を再開通させるには、どれくらい時間がかかるのか。 N:発生する災害の規模によって異なる。設備が残置されていて局内の設定工事だけで開通できる場合は、数台程度なら時間をかけることなく再開通させることが可能。しかしながら、先の大震災のように広大なエリアで多数の特設公衆電話を再開通させるとなると、ある程度の時間を要することになる。一概にこのくらいの時間というのは申し上げにくいが、緊急時にすぐに使用できることが特設公衆電話の事前設置の目的の一つであることから、災害発生直後から利用できないと意味が無い。特に帰宅困難者向けの特設公衆電話は、災害発生直後から利用できるようにしておく必要があると考えている。 FCC:提示された特設公衆の設置台数は事前設置型のみであるが、事後設置型はどれくらい設置する 見込みなのか。 N:災害の規模等によるため具体的な数値は事前には予測できない。なお、事後設置型は災害発生時以降しかコストが発生しないので、事前設置型ほどにはコストはかからない。 FCC:事前設置型は、平時であっても端末を接続すると使用可能となるが、目的外利用を防止する対策はあるのか。 N:平時には、原則として試験用のトラヒックくらいしか発生しないように、特設公衆電話を管理して頂くようお願いしている。それ以外のトラヒックが発生していることが判明した場合には、目
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的外利用を行わないよう事後的にチェックすることになると考えている。  2.事業者間で負担する方法、及び国、自治体による負担、及びユニバーサルサービス基金で負担する方法 （ＮＴＴ東西より、個別の論点に対するＮＴＴ東西の考え方、両者の方法に係るＮＴＴ東西のスタンスについて説明。） N:案 2について、「ヒストリカルなＮＴＳコストを接続料で回収することについての整理に時間を要する」とあるが、このご意見の意図を確認させていただきたい。 au:案 2 については、弊社が提案をしたが、GC 接続料は LRIC で算定される接続料であるため、今回のコストを GC接続料の原価に織り込むには相当の時間が必要になると思い直したという趣旨。 N:確かに GC 接続料は LRIC で算定しているが、従前の番号ポータビリティ接続料のように、ソフトウェアに係るコストを GC 経由トラヒックで帰納させる形で負担いただくことは可能と考えている。現状では、移動体特殊精算機能もソフトウェアに係るコストであって LRIC モデルによる算定はされていないものの、番号ポータビリティと同様、GC経由トラヒックで帰納させる形で費用負担いただいている。 au：案 2では精算も面倒になると考えていた。 N：方法論は別途考える必要があるが、システム的には負荷をかけることなく精算することも可能と 考えている。 KOPT:当社は、案 1では、審議会の答申で指摘された、公衆電話の利用者料金への影響を回避することはできないと考えるため、費用負担の方法を避難所と帰宅困難者対策拠点を分ける考え方を提案した。普段利用している固定電話や携帯電話のバックアップのための特設公衆電話ということであれば、案 3が適当だと考えるが、帰宅困難者を対象とする場合は、むしろ無料化された街頭公衆電話に準じるものと考えられることから案 1による負担が適当と考えた。したがって、避難所は案 3とし、帰宅困難者対策拠点は案 1とすることが考えられるのではないか。 N:案１が受け入れられない可能性があることを踏まえ、落とし所を探って頂いたものと考えており、両者が明確に分別できる前提であれば、考え方としては採りうる案ではないかと考える。ただ、避難所が帰宅困難者対策拠点を兼ねているケースなど、必ずしも明確に分けられないものがあることに留意する必要がある。また、避難所と帰宅困難者対策拠点を分けるとなると、途中で位置づけが変更になった場合の取扱いなど、運用が煩雑になることを危惧している。 KOPT:案 3 における選択中継、国際電話等の事業者負担に係る課題を解決するという意味で、案 1と案 3の折衷案が望ましいと考える。 N:審議会の答申を踏まえると、案 1は永続的には取りえない案とされる可能性がある。それを踏まえ、当面は案 1を採るべきという意見を出して頂いている事業者にも、仮に案 1が受け入れられないとされた場合に、案２と案３についてどう考えられているか、コメント頂けるようならお願いしたい。 UCOM:原則は、国・自治体負担とすべきだが、暫定的な整理として案 1とした。最終的には、ユニバになるという前提であれば、番号数に見合った按分方法、案３が適切だと考えている。 ブラステル、FCC:UCOMと同じ意見である。 
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SBTM:考え方の順序が重要だと認識しており、原則は国・自治体負担。それが難しいから暫定的な整理として案 1。だが、案 1 は料金の値上がりもあることから長持ちしない。案 1 が持たなくなるまでの間に、国・自治体負担が整理できないのであれば案 3ということになるのではないか。案1が NG だからダイレクトに案 3にしようというのはおかしいと考えており、国・自治体負担に向けて NTT 東西も努力して動いてほしい。国・自治体負担がどうしても難しいというのであれば、ユニバ的な回収とすべきだとは考えているので、案 3を否定するつもりはない。 N：自治体負担となった場合、本当に必要な箇所においても、特別公衆電話の設置が進んでいかない可能性がある。また、これまでの協議にオブザーバー参加して頂いている総務省からも国・自治体による負担と整理することは厳しいとの指摘を頂いており、審議会で案１も継続的には採りえないとされているため、採りうる選択肢が少なくなりつつある状況にある。多くの事業者から「国・自治体負担にすべき」という旨の発言があったことは報告書に記載させて頂きたいと考えている。各事業者において、案 3による負担方法が否定されている訳ではないと理解した。 SBTM:国・自治体負担だけにこだわっているわけではないが、議論はしっかりとすべきと考えている。その結果として、案 3になるのはやむを得ないと考えている。 SBM:当面の 9月までに答えを出すことと、恒久的な対策の 2つがある。恒久的な対策の議論は時間をかけて行うべきと考えている。  （多くの事業者から、国、自治体による負担を基本とすべきとのご意見を頂いたため、ＮＴＴ東西として、国、自治体による負担、及び、ユニバーサルサービス基金による負担に対する考え方、及び資料 2により自治体に費用負担を打診した際の自治体の反応について説明）  N:自治体のヒアリング結果をみると、自治体の反応は、自治体がやるべきこと、事業者がやるべきこと、それぞれしっかり取り組んでいきましょうというもので、特設公衆電話の費用について自治体負担を増やしてもらって構わないというご意見は出てこなかった。これまでの繰り返しにはなるが、当社としては、今回の事業者協議の結論として、国、自治体による負担を要望する声が上がったといった形で課題提起は行いたいと思っているが、関係事業者も参加して整理された、「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」において、特設公衆電話の設置は「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されてから 2年も経過していない段階で、答申で整理された内容を覆すことは必ずしも容易ではないのではないか。また、特設公衆電話をユニバーサルサービスに位置づけようとするのであれば、それが普く公平に提供されるべきサービスであるということについて、国民のコンセンサスが得られた上でないと難しく、それには相当の時間がかかると考える。また、以前にケイオプティコム殿より、帰宅困難対策拠点は、東京都等 および 大阪市と特定されたエリアであるため、「広くあまねく」というユニバの考え方にそぐわないのではないかとの意見も頂いており、当社としても、そのように考えているところだ。更に、仮にユニバーサルサービスとして、「広くあまねく」設置していくことが求められることとなった場合、設置台数が増加し、それに伴ってコストが増加する懸念もある。国、自治体等による費用負担を求める声があったことも、（資料 6ページ目の）2行だけでなく、多少詳しく報告書に記載する方向で考えているが、そういう取りまとめの仕方を行うことで、
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各事業者として異論はないか。特にご意見が無ければ、次回の合同協議までに報告書（案）を作成するので、それを見てほしい。なお、報告書（案）のまとめ方であるが、本体に記載する文言はコンパクトにし、極力、参考資料で詳細な議論内容等が明らかになるようにしたい。現在いただいている各社からの意見について、8/2 を目途に削除、追加等あればお願いしたい。 SBTM：あくまで設置要望者である自治体による負担を努力目標とし、この目標に従えば、案 1を採用すべきで、これが無理であれば、案 3ということになる。 N：案ごとのメリット・デメリットを記載したものがアウトプットになると思う。 SBTM：あくまで「暫定」という文言も記載すべき。また、「努力目標」も記載すべき。 N：ドコモは案 2に反対しているように見受けられるが、意見はないか。 ドコモ:案 1が最もわかりやすいと考えているが、案 2、案 3も否定はしない。ただし、受益の度合いを考えると、番号数按分は公平性に疑問がある。 N:報告書（案）については、8/28 の合同協議で議論させていただき、9月下旬に最終の協議を行い、報告書をとりまとめたいと考えているので、よろしくお願いしたい。  （総務省からのコメント） 案 2及び案 3という従前存在しなかった案について議論していただけているのはありがたい。仮に、1 つの案に収束させるということが無理であったとしても、あと 2 回の協議において、各案の課題・整理を深めた上で、報告書をまとめていただきたい。総務省の見解としては、避難所の設置主体である自治体に追加でコスト負担を求めることが難しい状況下において、国が特設公衆電話のランニングコストを負担するのは非常に難しいのではないかと考えている。国から自治体への交付金を何に充てるかは自治体が判断すべきもの。用途を限定した特別交付金という解もあるのかもしれないが、特設公衆電話に特化したものは現実的には厳しいのではないかと考えている。したがって、国・自治体による負担とするのは非常に厳しいと考えている。また、ユニバとして負担する場合、現状のユニバの定義が「国民生活にあまねく公平」とされている中、現在の設置の考え方が、こうしたユニバの定義に沿っているかどうかを検証したうえで、ユニバとして整理できるかどうか判断することになる。その場合、NTT 東西からコメントがあったように、「あまねく」設置するには、現状の案よりも大規模なものとなる可能性もある。既に配管等については、自治体が費用負担しているところでもあり、自治体負担と事業者負担でバランスをとりながら合理的に設置を進めていると評価することもできる。避難所等の被災者は、普段使っている携帯電話や固定電話が使えない状況にあるからこそ、安否の確認等に特設公衆電話を必要としているもの。通信事業者としての社会的責務も考慮していただきつつ、あるべき負担方法を検討いただきたい。  
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関係事業者との協議を踏まえた特設公衆電話に係る費用負担の在り方等

に関する報告書案 構成
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（1）特設公衆電話について

（2）今回の協議に至る経緯と協議の実施状況

２．本協議における検討結果について
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〔別紙６ 事業者間で負担する方法に関するご意見とＮＴＴ東西の考え方〕

○報告書案の別紙

資料１
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関係事業者との協議を踏まえた特設公衆電話に係る費用負担の在り方

等に関する報告書（案） 

 

1. 本検討の背景 

（1） 特設公衆電話について 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に避難所等において公衆の通話ニーズに対応する

ため設置・運用される電話であり、通話料を無料にして提供するものです。 

 特設公衆電話には、災害等が発生した後に自治体が開設する避難所等に設置して

通話の用に供される「事後設置型」と、平時に避難所として指定されている場所等に予

め加入者回線を設置しておき、災害等が発生した後に避難所の管理者等がその加入

者回線に電話機を接続して通話の用に供される「事前設置型」があります。 

（2） 今回の協議に至る経緯と協議の実施状況 

 ＮＴＴ東西は、東日本大震災を踏まえ、災害等が発生した後に、速やかに運用を開始

できるという利点を有する「事前設置型」の特設公衆電話の設置を進めています。その

際、特設公衆電話に係る費用については、自社のみでなく、関係する全事業者で負担

することが適切であると考え、具体的には、①被災者や帰宅困難者の通信手段の確保

という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であること、②特

設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担を求めた場合、事前設置期間の

費用を災害発生時に一度に求めることとなり、関係事業者様の理解が得られにくいこと

に着目し、公衆電話接続料に含めて回収することとして、平成 25 年度の接続料金を申

請しました。 

 審議会での議論を経て、審議会答申において、「特設公衆電話について、関係事業

者間で当該費用を負担することは適当であるものの、今後、公衆電話は撤去により台

数が減少傾向にあり、その費用は減少していく一方、特設公衆電話は増設予定のため、

その費用は増加が見込まれる。このため、仮に今後も、特設公衆電話に係る費用が公

衆電話機能の接続料原価に算入され続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に

占める特設公衆電話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響が大きくなる

可能性がある。そのため、今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電

話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特

設公衆電話に係る費用の負担方法について検討することが適当。」という考え方が示さ

れました。また、同答申において、特設公衆電話の設置について、「関係事業者の負

担による取組となる点に加え、消費者団体からの意見にあるとおり、特設公衆電話の設

置の考え方等については、防災対策の観点からも、明らかになっていることが望まし

い」として、「ＮＴＴ東西において、平成 25 年 6 月末までに特設公衆電話の設置の考え

方、設置台数及び設置見込を総務省に報告し、その内容について関係事業者に開示

するとともに、関係事業者の意見を踏まえつつ、特設公衆電話の設置の考え方及び設

置見込等について検討し、同年９月末までに、その結果を総務省に報告し、公表する
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ことが適当。」という考え方が示されました。 

 こうした審議会の考え方を受けて、ＮＴＴ東西は、平成 25 年5 月より、関係事業者との

間で、計６回の協議及び計 4回の意見聴取を行い、特設公衆電話の設置の考え方、設

置台数及び設置見込について、関係事業者に情報を開示してご意見を求めるとともに、

特設公衆電話に係る費用負担の在り方についても、関係事業者と議論を重ねてまいり

ました。 

 なお、平成 25 年度の接続料金の申請に係るパブリックコメントにおいて、ソフトバンク

グループより、「各社における特設公衆電話と同種の災害対策支援活動も含めて検討

する必要があるとして、災害時に無償貸与する通信端末に関連する費用の負担方法等

についても整理すべき。」とのご意見があったことを踏まえ、これに関する各社のご意

見を聴取したところですが、まずは、特設公衆電話に係る負担方法を整理し、その後に

議論を進めることが適当とされ、本協議の対象からは切り離すこととなりました。 

 

2. 本協議における検討結果について 

（1） 特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について 

① ＮＴＴ東西から関係事業者に提示した考え方 

 ＮＴＴ東西としては、災害時における通信手段を確保するため、原則、（Ａ）国民保

護法（148 条）及び国民保護法施行令（35 条）に基づいて都道府県知事が指定した

避難所（学校、公民館等）のうち、各市町村から設置要望があった避難所、及び（Ｂ）

大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施

設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議

会や自治体等からの設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設

を対象に、収容人員100名あたり１台を基本として自治体、施設管理者等と協議の上、

設置台数を決定し、特設公衆電話の事前設置を進めていく。 

 その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数

が過大なものとならないよう十分配意する。 

 なお、「事後設置型」の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された

避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設

公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あ

たり 1 台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置

する。 

（具体的な設置の考え方、設置台数及び設置見込は、別紙１を参照） 

② 関係事業者からのご意見 

 特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について、関係事業者に

情報を開示してご意見を求めたところ、これに反対するご意見はありませんでした。

ただし、実際の設置にあたっては、適正な設置台数になるよう十分配慮すべきという

ご意見や、設置台数の内訳やコストを開示すべきというご意見をいただきました。
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（関係事業者からのご意見とＮＴＴ東西の考え方の詳細については、別紙２を参照） 

③ 特設公衆電話の設置の考え方等に関する関係事業者との合意内容 

 特設公衆電話の設置の考え方等については、ＮＴＴ東西から提示した考え方をも

って関係事業者間で合意することができました。ＮＴＴ東西は、関係事業者のご意見

を踏まえ、設置台数が過度なものとならないよう、当該考え方に基づき運用していく

考えです。また、当該考え方から著しく逸脱する設置要請等が自治体等よりあった

場合には、当該考え方に基づく運用について理解を求めていくとともに、設置台数

が過度なものとならないよう自治体等との調整に努める考えです。 

（2） 特設公衆電話に係る費用負担の在り方 

① 協議の実施状況について 

 ＮＴＴ東西は、平成 25 年度接続料において、特設公衆電話に係る費用を公衆電

話機能の接続料原価に算入することで総務大臣の認可を受けていることを踏まえ、

まずは、当該機能に係る接続料をご負担頂いている関係事業者 13社との間で協議

を実施し、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の負担方法についてのご意見

を求めました。 

その結果、関係事業者間で負担する方法として、 

・既に認可を得ている公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担す

る案に賛同するご意見 

に加え、 

・端末系交換機を経由するトラヒック比により、当該トラヒックに係る通話の料金設定

事業者が負担する案 

・電気通信番号数比で、電気通信番号の指定を受けている事業者が負担する案 

のご提案をいただきました。 

また、関係事業者間で負担する方法の他に、国や自治体による負担やユニバー

サルサービス基金による負担というご意見もいただきました。 

 関係事業者間で負担する方法について、公衆電話接続料以外の負担方法のご提

案をいただいたことから、端末系交換機を経由するトラヒックに係る接続料を負担し

ている事業者 4社、総務大臣より電気通信番号の指定を受けている事業者 3社、及

びその両方に該当する事業者 10社の計17社にも合同協議の対象に加わっていた

だき、議論を進めました。 

② 各社のご意見について 

i. 国や自治体による負担について 

 事業者間協議の中で、災害等発生時に特設公衆電話が利用できることによる直

接的な受益者は被災する可能性がある全国民である点等を踏まえ、必ずしも関係
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事業者間での負担を前提とするのではなく、国や自治体による負担、及びユニバ

ーサルサービス基金による負担についても検討すべきとの関係事業者のご意見を

受けて、第一回合同協議から第四回合同協議まで、各社に対してご意見を求めて

きました。 

 特設公衆電話に係る費用は、以下の観点から、本来的には国や自治体による負

担が望ましいというご意見が 10社より提示されました。 

・災害時における被災者の通信確保は、本来的には、国や自治体による防災対

策として対処すべきものであること 

・災害等発生時に特設公衆電話が利用できることになるのは、被災する可能性が

ある全国民であること 

一方で、以下の観点から、電気通信事業者も応分の負担を行うべきというご意見

を 4社より提示されました。 

・災害等緊急時における通信の確保については、電気通信事業者もその責務を

負っていること 

・特設公衆電話の設置にあたって電話機及び配管コストは基本的に自治体負担

となっているところであり、災害等発生時には国や自治体と通信事業者が協力

して対応する必要があると考えられること 

・特設公衆電話の設置については、通信事業者も検討に参加した「大規模災害

等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」（2011 年 12

月）において、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理され

ていること 

なお、ソフトバンクグループの求めに応じてＮＴＴ東西が実施した「特設公衆電

話の費用負担に関する自治体ヒアリング」において、ヒアリングに協力していただ

いた自治体から、「災害等発生時に備えた対応は、国や自治体と通信事業者が協

力して実施することが適切であり、電話機や配管コストは自治体が負担し、アクセ

ス回線については通信事業者に協力していただくことで、お互いに分担して災害

等に対応していきたい。」等のご意見をいただきました。 

（「特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果」（別紙3）） 

 

ii. ユニバーサルサービス基金による負担ついて 

 ユニバーサルサービス基金による負担については、以下の観点から、3 社より賛

同のご意見が提示されました。 

・特設公衆電話に係る費用は、広くあまねく負担を求めることが適切であること 

・既に第一種公衆電話がユニバーサルサービス基金の補てんを受けている事実
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との整合がとれること 

一方で、以下の観点から、2 社より反対のご意見が提示されました。 

・災害時の通信の確保をユニバーサルサービスに位置付けるためには、事業者

間で議論するだけではなく、広く国民全体で議論する必要があること 

・費用を負担する事業者が、電気通信番号を保有する事業者のみとなり、選択中

継や国際電話等を中心にビジネスを行っている事業者と公平な負担になって

いるかどうか不明確であること 

iii. 事業者間で負担する方法について 

 第一回合同協議から、第四回合同協議まで、各社に対して事業者間で負担する

方法について、ご意見を求めてきましたが、案としては、 

（案 1）現行の公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する方法 

に加え、 

（案 2）平時の固定電話、携帯電話の通話を特設公衆電話で代替していること、及

び災害時における特設公衆電話の通話はＮＴＴ東西の端末系交換機を必

ず経由することを踏まえ、端末系交換機を経由するトラヒックにより、当該トラ

ヒックに係る通話の料金設定事業者が負担する方法 

（案 3）平時の固定電話、携帯電話の通話を特設公衆電話で代替していること、及

び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されるこ

とを踏まえ、電気通信番号数比で、電気通信番号の指定を受けている事業

者が負担する方法 

の提案をいただきました。 

各案に対し、主には、以下のご意見をいただきました。なお、各案の特徴等の比

較は別紙５、各社のご意見の詳細は別紙６のとおりです。 

 なお、ＮＴＴ東西は、賛同及び反対の社数にはカウントしていません。 

 

 

（案１）公衆電話接続料による負担 

特設公衆電話は、被災者や帰宅困難者の通信手段の確保という点で、災害

等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同等であるという点等で、本案

には 10社から賛同意見がありました。ただし、このうち9社は、今後の負担方法

が国や自治体等による負担に移行することを前提に、短期的には現行の公衆

電話接続料による負担が適切であるというご意見でした。一方で、災害時の通

話のための費用を、平時における公衆電話トラヒックに応じて負担することは、
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受益者と負担者が一致しないという点で、3社から反対意見がありました。 

（案２）端末系交換機を利用するトラヒックによる負担 

案 2 以外の方法では自らが費用を負担できないとして、1 社から賛同意見を

いただいた一方で、案１と同様、災害時の通話のための費用を、平時における

通話トラヒックに応じて負担することは、特設公衆電話が代替する災害時の通話

形態と端末系交換機を経由するトラヒックの構成が一致せず、結果として費用負

担にアンバランスが生じるという点で、5 社から反対意見がありました。 

 

（案３）電気通信番号数比での按分による負担 

災害時の通話確保に係る費用について、電気通信事業者全体で公平に負

担するという点や、将来的にユニバーサルサービス基金に移行するという前提

に立った場合には、基金の負担と同様、電気通信番号数による負担が適切で

あるという点で、6社から賛同意見がありました。一方で、選択中継、国際電話等

を中心にビジネスを行っている事業者と電気通信番号を有してビジネスを行っ

ている事業者との間で負担の公平性が担保されないという点で、4 社から反対

意見がありました。 

（案１と案３の折衷案） 

ＮＴＴ東西から提示された特設公衆電話の設置の考え方を踏まえると、避難

所に設置される場合と帰宅困難者対策として設置される場合では、性質が異な

ると考えることができる点に着目し、前者は案３による負担、後者は案１による負

担とすることが適切であるというご意見が、1 社からありました。 

③ 関係事業者からのご意見等を踏まえた今後の方向性 

 今回の事業者間協議においては、特設公衆電話に係る費用について、将来的に

は国や自治体等による負担が適切であるとしている事業者もいましたが、そのような

負担が実現されるまでの間は、当該事業者も含め、関係事業者間で負担することに

ついて合意することができました。 

 事業者間での費用負担方法については、上述したように、賛同意見が概ね案 1 と

案3に分かれたため、今回の事業者間協議において関係事業者の意見を統一する

までには至りませんでしたが、審議会答申において「関係事業者との間で、公衆電

話利用者だけに転嫁されないように留意しつつ、負担の方法について検討するこ

と」とされていることを踏まえ、恒久的な解決策として案１が採り得ないとすれば、案３

を主軸としつつ、同案について提起された「選択中継、国際電話等を中心にビジネ

スを行っている事業者と電気通信番号を有してビジネスを行っている事業者との間

で負担の公平性が担保されない」という課題の解決を検討していくことが適当である

と考えます。 
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以上を踏まえ、ＮＴＴ東西としては、移動体の番号ポータビリティに係る網改造料

の費用按分方法を参考に、案３において、ＮＴＴ東西の番号数による負担分につい

て端末系交換機を経由するトラヒック等で再度按分することにより、選択中継、国際電

話等を中心にビジネスを行っている事業者にも費用を負担していただく案を提示し、

本案を以って、関係事業者間での合意を図っていきたいと考えます。 

しかしながら、本案等による合意が成立するまでの間は、特設公衆電話に係る費

用については、平成 25 年度接続料と同様、公衆電話接続料に含めて公衆電話の料

金設定事業者にご負担いただかざるを得ないものと考えています。

 
なお、審議会答申において検討対象外とされているものの、特設公衆電話に係る

費用を国や自治体が負担することが望ましいとするご意見が多くの事業者から示さ

れたことを踏まえ、今後、国において災害対策の在り方等について検討がなされる

機会があれば、必要に応じて、総務省等において、国や自治体による費用負担等に

ついてもご検討いただきたいと考えます。 

 

 

（ ）内については、第 5 回協議の議論等を踏まえて、変更となる場合があります。 



区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設※１のうち、地震帰宅困難者対策協議会または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【東日本東日本東日本東日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。

※1 現時点においては、 首都圏直下型地震を想定し「首都直下地震帰宅困難者対策協議会」（東京都等）における「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」に規定される施設又は東日本大震災時に多くの帰宅困難者の滞留実績があった施設が対象となる見込みです。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

4,250箇所、11,343台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）※２
24,500箇所、50,000台

別紙別紙別紙別紙１１１１－－－－１１１１



区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議会※1または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【西日本西日本西日本西日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））

※1 現時点においては、「大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会」（大阪市）と対応中です。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。
１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

2,534箇所、6,201台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）※２
15,000箇所、34,000台

別紙別紙別紙別紙１１１１－－－－２２２２



特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込についてのご意見とＮＴＴ東西の考え方 ※敬称略とさせて頂いております。別紙別紙別紙別紙２２２２論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方
設置の考えに賛成

・現時点で異論はない（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話設置の考え方、台数、見込みについては提示された案でよい（T-Systemsジャパン）・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、現時点では、特に異論はない（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話の設置場所ポリシーについては、利便性並びに公平性の観点から、目的をみたしていることから適当（ブラステル／ZIPTelecom）・特設公衆電話を避難所や帰宅困難者対策拠点へ設置するとの考え方については、基本的には異論はない（ＮＴＴドコモ）・設置台数、設置見込みについて意見はない。設置場所について、第三回合同協議資料２－１の設置基準に賛同（ＮＴＴ‐ＭＥ）・第３回合同協議にて示された範囲内でＮＴＴ東西が設置される限りにおいては、設置の考え方については異議はない（ＫＤＤＩ）
過度な設置とならないよう配慮すべき

・適正な設置台数とし、過度なコストとならぬようにすべき（ＮＴＴコミュニケーションズ）・コストを事業者負担とする場合を鑑み、適正な設置台数になるよう配慮すべき（ＮＴＴ ぷらら）・近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案し、公衆電話の設置台数が過大とならないよう十分に配意すべき（フュージョン・コミュニケーションズ）・設置の考え方等については特に異論はないが、特設公衆電話が必要以上に過剰設置されないよう、十分配慮すべき（ＣＴＣ）・設置の考え方、設置台数、設置見込みについては特に異論はない。実際の設置にあたっては、設置台数、コストが過大なものとならないよう十分配慮すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・特設公衆電話に係る費用負担方法が明確でない現時点において、その費用が際限なく拡大しないように、設置場所や設置数について、一定の基準を設けることについて賛同（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・自治体からの要請等による特設公衆電話回線の新規設置や回線増設等の費用については、自治体負担も含め協議を行うことを条件として、対応すべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・第３回合同協議で示された範囲を超えて設置する場合は、関係事業者とその費用負担の在り方について協議が必要（ＫＤＤＩ）

・特設公衆電話については、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に事前設置を進めていきますが、設置台数が過度にならないよう配慮していく考えです。なお、以下の考え方から著しく逸脱する設置要請等があった場合には、当社の設置の考え方について理解を求めるとともに、過度な設置台数とならないよう、自治体等との調整に努める考えです。（事前設置の考え方）施設収容人数１００名あたり１台を基本とし、自治体（施設管理者等）と協議の上決定。但し、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断。
利用者が混乱しないよう配慮すべき ・都市部における帰宅困難者対策拠点への設置について、東日本ではコンビニエンスストアが設置対象となり、西日本では設置対象となっていない。東日本エリア・西日本エリアで統一した施設とすることで、利用者が混乱しないよう考慮すべき（ＵＣＯＭ）・利用率を上げるためにも「設置場所のルール（コンビニであればセブンに統一するなど）」並びに「設置場所の利用者への広報」について、もう少し掘り下げて検討すべき（ブラステル／ZIPTelecom）

・基本的な設置基準については、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本で統一的な考え方を持っておりますが、設置の最終判断はあくまで設置場所の管理者に委ねられることから、結果的に設置状況に差が生じることはありうるものと考えております。なお、コンビニエンスストアに関して東西差が生じている理由は、現時点、帰宅困難者協議会等の構成企業等に差異があることによるものです。・平常時の広報については、各自治体様や施設管理者様に対して、広報誌等における周知を、可能な範囲で、お願いしていく考えです。3



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

設置台数やコストを開示すべき ・設置台数、設置見込みについては、設置の考え方にある「Ａ．避難所」「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」の区分別に内訳を提示の上、コストについてもそれぞれの区分に分けて算出すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・設置台数及び設置見込について、「Ａ．避難所」、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」ごとの内訳と、各々に係るコストを提示すべき（東北インテリジェント通信）・H28年度末の設置見込数の算定の考え方を定量的に示すべき（ＫＤＤＩ）・設置見込台数が変動する場合、コストへの影響が想定されるため、適宜、情報提供をしてほしい（ＮＴＴぷらら）

・Ｈ２４年度末の事前設置台数、及び、現時点でのＨ２８年度末の事前設置見込みにおける「Ａ.避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」の内訳は以下のとおりです。「Ａ.避難所」東日本 9,515台（Ｈ24年度末） 43,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 6,201台（Ｈ24年度末） 34,000台（Ｈ28年度末見込）「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」東日本 1,828台（Ｈ24年度末） 6,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 0台（Ｈ24年度末） 200台（Ｈ28年度末見込）・特設公衆電話のコストについては、「Ａ. .避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」で1台当たりのコストは同じとみています。（1台あたりコスト：約1,700円/月、Ｈ23年度実績）・Ｈ28年度末の設置見込については、対象となる施設数に、現時点の設置要望を加味して算出したものであり、今後の国・自治体の防災計画等により変動するものと考えていますが、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。事業者負担が公平かつ過度にならないよう配慮すべき ・今後、事業者の負担費用が想定よりも増加する状況が生じた場合には、改めて議論をすべき（ＮＴＴドコモ） ・前述のとおり、過度な設置台数とならないよう配慮していく考えです。また、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。
平常時は休止扱いとしコストを削減すべき ・回線費用については、避難所が開設させている期間(実利用期間）のみ費用が発生する。それ以外の平常時は、「休止回線扱い」とする等の考え方はできないか（フュージョン・コミュニケーションズ） ・事前設置型の特設公衆電話は、災害等発生時において、特設公衆電話を設置している施設の管理者等が電話機を取り付けるだけで、即座に利用可能とすることが求められてものであることから、休止回線扱いとすることは適当でないと考えます。なお、事後設置型の特設公衆電話については、ご指摘のような対応をさせて頂いているところです。

※敬称略とさせて頂いております。
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特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果

自治体 ご意見

Ａ町

・災害時、自治体としても被災者のために最大限の支援を行うが、インフラサービスを提供してくれている事

業者にも、最大限の努力をお願いしたいと切に思っている。

Ｂ町

・被災者に対しては官民お互いにそれぞれで、できうる最大限の支援を行うべきと考えている。

今回の施策については、大変ありがたい。

Ｃ市 ・電話機や配管費用の負担だけでも厳しい状況の中、これ以上のコスト負担は困難。

Ｄ市

・コストの中でも特にランニングコストの費用負担を求めるのであれば、特設公衆電話の設置をこれ以上行

うことは難しい。

E市

・無償のものを有償に切り替える場合、役所では予算化の説明、議会審議などのハードルが高い。

・しかし、国レベルで議論の結果、有償とすることに世論の機運が高まって、国の方針が固まれば、自治体

としては従わざるを得ない。

・とはいえ、通信事業者でも、設置費用はかなりのものだと思うし、それを通信事業者の費用で全て賄うのも

無理があると思う 。

・もし有償になる場合、特別交付金のような形で、国から自治体に必要な費用をつけてもらうのが一番望ま

しいと思う。有償となると、予算の都合上、設置できない自治体も出てくると思うので、公平の観点からは、

交付金が適していると思う。

別紙別紙別紙別紙３３３３



国、自治体等による負担に関するご意見とＮＴＴ東西の考え方論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見
国、自治体による負担に賛成

・特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべき（ＣＴＣ）・特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべきであり、総務省への報告書もそのような内容をいれるべき（ＫＤＤＩ）・本来は国や自治体の災害対策費用等での予算措置により取り組むべき（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話の設置に係る費用ついては、国・自治体などが負担することが適当（エネルギア）・将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とすべき（ＵＣＯＭ）・特設公衆電話に係る費用は、本来、大規模災害対策として、国や自治体が負担すべき（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話の費用負担について、事業者が負担するのは経過措置であることの意志表示として、「国、自治体による負担検討」の依頼は必要（フュージョン・コミュニケーションズ）・特設公衆電話の設置による直接的な受益者は被災者(被災する可能性のある全国民)と考えられることから、本来は当該費用は国や自治体による負担が望ましい（ＮＴＴコミュニケーションズ）・特設公衆電話の設置に係る受益者は利用者（平時において固定電話等による通話サービスを利用しているすべての国民）であることから、費用については国・自治体による負担が最も望ましい（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話の費用負担については、まずは発信利用者負担（受益者負担）が適当と考えます。合理的理由によりそれが適切でない場合は設置の要請者が負担すべき。したがって、ＮＴＴ東西が、自社の取り組みとして設置する場合は、ＮＴＴ東西が負担されるべきであり、国、自治体が設置を要請する場合は、国、自治体が負担されるべき（ＳＴＮｅｔ）
国、自治体による負担に反対 ・国、自治体による負担については、実務的な作業の落とし込みが困難（ＫＶＨ）・国、自治体による負担については、特設公衆電話から発信される各呼における通話内容が必ずしも緊急事態に基づく公共性の高い通信であるとは特定できないことを勘案すると、妥当かどうか判断しがたい（ＮＴＴ－ＭＥ）
ユニバーサルサービス基金による負担に賛成 ・将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とすべき（ＵＣＯＭ）・特設公衆の費用負担にあたっては、事業者のみで負担する形ではなく、現在のユニバーサルサービス基金のように広くあまねく負担すべき（ジュピターテレコム）・最終形としては、ユニバーサルサービス基金による負担が適当。現行のユニバーサルサービス料の補てん額の過半は、第一種公衆電話の赤字負担であり、特設公衆電話の費用も同列と考えられる（フュージョン・コミュニケーションズ）

※敬称略とさせて頂いております。別紙別紙別紙別紙４４４４



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見
ユニバーサルサービス基金による負担に反対 ・ユニバーサル基金による負担は、費用を負担する事業者が一部に制限されることから、公平性の観点から疑問が残る（ＮＴＴ－ＭＥ）・ 2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方（答申）」において「ユニバーサルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされていることを踏まえ、ユニバーサル基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましい（ＮＴＴドコモ）

事業者における負担は暫定的な措置とすべき
・事業者による按分負担は、暫定的な整理である旨も、あわせて明記すべき（ＮＴＴコミュニケーションズ）・行政が負担することを前提として、暫定的に（１～２年）、関係する電気通信事業者において負担することは、止むを得ない（東北インテリジェント通信）・「ＮＴＴ東西殿より自治体に対して、自治体負担も含めた費用負担の在り方について協議要請すること」も提言に含めるべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・国・自治体による費用負担と整理するまで相当な期間を要することが想定されるため、暫定的な対応として、事業者負担により特設公衆電話の事前設置を進めることはやむを得ない（ＮＴＴぷらら）

その他 ・合同協議の結果として、総務省殿へご報告頂くことで異論はない（ブラステル／ZIPTelecom）・具体的にいずれかの方法による負担の検討を促すメッセージにすべき（T-Systemsジャパン）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

国、自治体による

負担及びユニ

バーサルサービ

ス基金による負担

・特設公衆電話は災害等緊急時に利用される点や自治体等の要望に基づき設置される点を踏まえると、関係事業者様のご意見

にあるように、国、自治体等による負担という考え方もありうると考えますが、当社としては、災害等緊急時の通信の確保につい

ては、電気通信事業者もその責務を負っていると考えており、国、自治体等のみならず、民間企業も協力・分担して様々な対応

を行っていく必要があると考えます。

特設公衆電話の設置については、当社を含む関係事業者が検討に参加した「大規模災害等緊急事態における通信確保の在

り方について 最終取りまとめ」（2011年12月）において、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されている

ところであり、当社としては、現時点において、これについて国、自治体等が費用負担するよう求めていくことは考えておりませ

ん。

しかしながら、今回の協議において、国、自治体等による費用負担を求める声が多数あがったことについては、総務省への報

告書に記載させて頂く考えです。

・なお、第2回合同協議において、ソフトバンクグループ殿より、自治体に費用負担するよう打診した場合の反応について情報共

有するよう求められたことを受けて、一部の自治体にヒアリングを行ったところですが、資料２にあるとおり、追加負担に応じて頂

けた自治体はなかったことにも留意する必要があると考えます。



事業者間事業者間事業者間事業者間でででで負担負担負担負担するするするする方法方法方法方法についてについてについてについて

【案１】

公衆電話接続料による負担

【案２】

ＧＣ付加チャージによる負担

【案３】

電気通信番号数按分による負担

接続機能 公衆電話発信機能 端末系交換機能に追加 新設（現行該当する機能なし）

負担の考え方

・利用の態様に着目し、災害時

における街頭公衆電話と同等

であることを踏まえ、公衆電話

の料金設定事業者で負担

・受益者に着目し、平時の固定電

話、携帯電話の通話を特設公衆

電話で代替していること、及び災

害時における特設公衆電話の通

話はＮＴＴ東西の加入者交換機を

必ず経由することを踏まえ、ＧＣを

利用する事業者がトラヒックに応

じて負担

・受益者に着目し、平時の固定電

話、携帯電話の通話を特設公衆

電話で代替していること、及び

平時における当該通話は、電気

通信番号を有する端末から発信

されることを踏まえ、電気通信番

号数の指定を受けている事業者

間が指定を受けている番号数に

応じて負担

特徴

・現行（Ｈ２５年度適用ＡＣ）と同

じ整理

・需要の減少により上昇を続け

ている公衆電話接続料の更な

る上昇要因となる

・現行の接続約款における端末系

交換機能にＧＣ交換機を経由する

トラヒックで負担する新たな機能を

追加

・対象事業者が拡大

・電話番号数で負担する新たな機

能を設定する必要あり

・対象事業者が拡大

（ユニバーサルサービス基金の負担対

象事業者とほぼ同）

単価推計

特設公衆電話見込コスト（17億円）を現行の帰納物数（通信時間・番号数）で除した推計値

〔現行のコスト（2.2億円）×設置台数伸び率（7.7倍：8.4万台÷1.1万台）≒17〕

１２．５３５円／３分（東西合算）

総通信時間（Ｈ23実績）：6,781千時間

０．０４７８７１円／３分（東西合算）

総通信時間（Ｈ23実績）：1,775,593千時間

０．６６７円／番号・月（東西合算）

番号数（Ｈ25.2実績）：2.12億番号

（参考）

２５年度接続料等

＜アナログ公衆電話発信機能＞（特設公衆電話コストを除く）
東日本：２２１．８２円／３分

西日本：１９５．９８円／３分

＜端末系交換機能（LRIC・H25AC）＞

東西均一：5.29円／３分

＜番号単価（H25年度負担額）＞

３円／１電話番号・月

別紙別紙別紙別紙５５５５

（Ｈ28見込） （Ｈ24.9実績）



事業者間で負担する方法に関するご意見とＮＴＴ東西の考え方論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間

で負担す

る方法

案１公衆電話ＡＣによる負担に賛成
・暫定期間においては、既に運用が開始されている「公衆電話ACによる負担」で問題ない（ＵＣＯＭ）・災害時には優先的な通信の確保ができる街頭公衆電話と同等と捉えて、案1の公衆電話機能が妥当（フュージョン・コミュニケーションズ）・事業者間で負担する方法は、暫定措置と考えていることから、既存の制度や運用等へ影響が少ない現行の「公衆電話ＡＣによる負担」を採用することについて異論はない（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・将来的には徴収方法は変わるかと思うが、特設公衆電話の機能は現在の公衆電話の位置づけと同様の機能を有することから、当面は「案１」で賄うことが適当（ブラステル／ZIPTelecom）・（帰宅困難者対策用の）特設公衆電話は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不足する分を補う役割である点を踏まえると、（帰宅困難者対策用の）特設公衆電話通話は、平時の公衆電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に案１が適当（Ｋ－ＯＰＴ）・特設公衆電話設置により発生する呼の受益者は、料金設定事業者であることから、特設公衆電話発信呼の料金設定事業者となる公衆接続料負担事業者が当該コストを負担することは受益者が当該コストを負担するものであり合理的な整理。 加えて、接続料を料金設定事業者が負担するとの従来の事業者間精算の考え方とも整合性があること、及び他の示された案と比較しても精算システムへの影響が軽微であり早期に結論を得ることが求められている状況を踏まえ、当該コストを公衆接続料として負担することが現実的であり望ましい（ＮＴＴドコモ）・短期的に現行の「公衆電話ＡＣによる負担」という手法が採用されることに特段の異論はない。平行してより望ましい負担方法の議論を関係事業者間で深め、「公衆電話ＡＣによる負担」の持続可能性の検証とともに、必要に応じ負担方法の見直しを行うという進め方が現実的（ＫＤＤＩ）

案１公衆電話ＡＣによる負担に反対
・特定の機能の利用者だけがその費用を負担する案１、案２は適切ではない（ＮＴＴ－ＭＥ）・案1および案2は、平時における一部のトラヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しない（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない。案1は、平時の公衆電話利用者と災害時の特設公衆電話利用者(受益者)が必ずしも一致しないことや、年々上昇している公衆電話ACが、本費用の加算でさらなる値上げとなることにより、今後、公衆電話料金設定事業者による吸収が困難となり、結果的に公衆電話料金値上げ等で公衆電話利用者が負担する形となる可能性が高まること等を考慮すると、公衆電話料金設定事業者のみに費用が転嫁される同案は、望ましくない（ＮＴＴコミュニケーションズ）

※敬称略とさせて頂いております。別紙別紙別紙別紙６６６６



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間で

負担する方

法

案２ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担に賛成 ・発信課金のみ【案2】GC付加チャージによる負担とすべき（ＴＴＭ）

案２ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担に反対
・特定の機能の利用者だけがその費用を負担する案１、案２は適切ではない（ＮＴＴ－ＭＥ）・案1および案2は、平時における一部のトラヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しない（ＮＴＴぷらら）・受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（ＮＴＴドコモ）・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない。案2は、特設公衆電話の通話はGC交換機を必ず経由することからGCへACを付加するものだが、代替される通話は、平時の固定電話や携帯電話であるにもかかわらず、当該通話の接続形態において、GC接続を多く有する事業者の負担額が結果的に多くなることから、公平な負担であるか議論が必要（ＮＴＴコミュニケーションズ）・ヒストリカルなＮＴＳコストを接続料で回収することについての整理に時間を要する（ＫＤＤＩ）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間

で負担す

る方法

案３電気通信番号数比での按分による負担に賛成
・案３はユニバーサル基金の負担方法と同じ考え方であるため最良の案（T-Systemsジャパン）・今後、ユニバーサルサービス基金による負担に移行するという前提に立ち、移行しやすい案３が現実的（ジュピターテレコム）・暫定措置として検討する事業者間で負担する方法については、電気通信事業者全体で平等に負担することが妥当であることから、案３が適当（九州通信ネットワーク）・案１、案２は、トラヒックに依存しないＮＴＳコストである特設公衆電話のアクセス回線の負担方法としては馴染まないため、案３による負担が適切（ＮＴＴコミュニケーションズ）・特設公衆電話による受益者を、発信者だけでなく着信者も含まれると考えれば、公衆網の利用者全体で費用負担を按分する方法の案３の考え方に賛同（ＮＴＴ－ＭＥ）・平時において固定電話等通話サービスを利用している国民が特設公衆電話の利用者（＝受益者）となることから、電話番号数で案分する案３が妥当（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話に係る事業者間の通話料および接続料を無料とする場合は、電気通信事業者全体での負担となることから、現時点では、「電気通信番号数比での按分による負担」が概ね妥当（東北インテリジェント通信）・案３の場合、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（避難所における）特設公衆電話が代替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信すること（つまり各端末のバックアップとして（避難所における）特設公衆電話が機能する点）を踏まえると、電気通信番号按分により当該費用を負担することには一定の合理性がある（Ｋ－ＯＰＴ）

案３電気通信番号数比での按分による負担に反対
・Pager事業は、受信信号がPager着信番号のみであるため該当しない（ＴＴＭ）・受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（ＮＴＴドコモ）・電気通信番号按分の場合、選択中継、国際電話等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない）ことにより費用負担しなくてもよい（費用負担の割合が少なくなる）事業者が発生する点が、公平性の観点から課題（Ｋ－ＯＰＴ）・ 「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要すると考えられ、また、現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要（ＫＤＤＩ）

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法
・当社は、特設公衆電話は、①被災者や帰宅困難者の通信手段の確保という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電

話の機能と同一であること、②特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担を求めた場合、事前設置期間の費用を

災害発生時に一度に求めることとなり、関係事業者様の理解が得られにくいことから、案１の公衆電話ＡＣに含めた形での費用

回収が適切であると考え、平成25年度の接続料金を申請しました。

・議論を経て、審議会から示された考え方では、「特設公衆電話について、関係事業者間で当該費用を負担することは適当であ

るものの、今後、公衆電話は撤去により台数が減少傾向にあり、その費用は減少していく一方、特設公衆電話は増設予定のた

め、その費用は増加が見込まれる。このため、仮に今後も、特設公衆電話に係る費用が公衆電話機能の接続料原価に算入さ

れ続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に占める特設公衆電話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響

が大きくなる可能性がある。そのため、今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁

されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特設公衆電話に係る費用の負担方法について検討することが適当。」と

されたところです。

・以上を踏まえ、今回の事業者間協議において、関係事業者様から新たに提案された案２、案３による負担方法とすることで、関

係事業者様から賛同が得られるのであれば、当社としても、それら負担方法を採用することに賛同させて頂きたいと考えていま

す。

・当社としては、平時に固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等を利用している者が、災害等緊急時にそれらが利用できなくなった際、最

低限の通話手段を確保するために特設公衆電話を利用することになることに着目すると、平時の固定電話、ＩＰ電話、携帯電話

等の利用者（特設公衆電話の受益者）に対するサービス提供事業者に費用を負担して頂く案２、案３は採りうる案であるものと

考えます。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法
「Ａ．避難所」「Ｂ．帰宅困難者対策」の負担方法は分けて議論すべき

・「Ａ．避難所」に設置される場合は、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（避難所における）特設公衆電話が代替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信することを踏まえると、案３の電気通信番号按分により当該費用を負担することには一定の合理性があると考えるが、「Ｂ．帰宅困難者対策」として設置される場合は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不足する分を補う役割である点を踏まえると、特設公衆電話通話は、平時の公衆電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に案１が適当であると考える（Ｋ－ＯＰＴ）・「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」については、エリアが限定されることから、同様の負担方法としてよいか、更なる検討が必要（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話のうち、避難所に設置されるもの、帰宅困難者対策拠点に設置されるものの費用負担のあり方について分けて整理するべき（ＣＴＣ）
・避難所、又は、帰宅困難者対策拠点に設置される特設公衆電話については、どちらも被災者の通信を確保するという観点からは同一のものであると考えており、例えば、帰宅困難者が特設公衆電話を利用する場合、平時の携帯電話の通信の代替であるケースも多数想定されることから、敢えて、２つのケースを分けて考える必要は無いものと考えます。

その他 ・事業者間負担を採用にあたっては、3案の内容次第で、負担額にどの程度の影響がでるか把握した上でフェアな判断がなされることが望ましい（ＫＶＨ）・電話料金の負担は、発信利用者負担が原則だが、何らかの合理的な理由で受益者負担が好ましくない場合は設置の要請者負担とすることが適当（ＳＴＮｅｔ）・現時点で費用負担方法を議論するのは時期尚早（ＳＴＮｅｔ）・通話部分も含めた全体の費用を誰がどのように負担すべきか検討していく必要がある（ＳＴＮｅｔ）
・当社としては、平時に固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等を利用している者が、災害等緊急時にそれらが利用できなくなった際、最低限の通話手段を確保するために特設公衆電話を利用することになることに着目すると、平時の固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等の利用者が、特設公衆電話の受益者にあたると考えており、また、特設公衆電話の利用の態様が、災害時に無料化された街頭公衆電話と同等であることに着目すると、平時の街頭公衆電話の利用者が、特設公衆電話の受益者に当たると考えており、いずれにしても、当該利用者にサービスを提供している関係事業者様に費用負担して頂くことは適切であると考えます。

※敬称略とさせて頂いております。



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法

案１、案２について ・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない ・ＮＴＳコストであるアクセス回線コストを含む公衆電話発信機能が接続料原価をトラヒックで按分してＡＣ設定されているのと同様（案１そのもの） 、ＮＴＳコストを含む特設公衆電話のコストをトラヒックで按分することは、何ら否定されるものではないと考えます。
案２について ・「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき ・ＧＣによる精算は既に精算実績があることから、精算システム等への影響は、案１の場合と同程度と考えます。・ヒストリカルなＮＴＳコストを接続料で回収することについての整理に時間を要する ・ご質問の意図を確認させてください。

案３について
・ 「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要する。

・特設公衆電話をユニバーサルサービスの対象に位置づけることは、案３を採用するための必要条件ではないものと考えます。
・「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき・現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要

・当社としては、案３を採用することで、関係事業者様の合意が得られるのであれば、現行のユニバの負担方法を参考に、具体的な運用方法等について検討し、関係事業者様と協議させて頂く考えです。

※敬称略とさせて頂いております。



事業者間事業者間事業者間事業者間でででで負担負担負担負担するするするする方法方法方法方法についてについてについてについて（（（（各案各案各案各案にににに対対対対するするするする関係事業者関係事業者関係事業者関係事業者のののの賛同状況賛同状況賛同状況賛同状況））））

資料２

暫定措置株式会社ウィルコム ○ ○株式会社ＳＴＮet株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ○株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○株式会社ＮＴＴぷらら ○株式会社エネルギア・コミュニケーションズ九州通信ネットワーク株式会社 ○ＫＤＤＩ株式会社 ○ ○ＫＶＨ株式会社株式会社ケイ・オプティコム ○イー・アクセス株式会社ソフトバンクテレコム株式会社 ○ ○ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ ○ソフトバンクモバイル株式会社 ○ ○中部テレコミュニケーション株式会社東北インテリジェント通信株式会社 ○フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ベライゾンジャパン合同会社株式会社ＵＣＯＭ ○ ○ブラステル株式会社 ○ ○Zip Telecom株式会社 ○ ○株式会社アイ・ピー・エス株式会社関西コムネット東京テレメッセージ株式会社 ○株式会社沖縄テレメッセージアイテック阪急阪神株式会社株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ沖縄セルラー電話株式会社ジュピターテレコムグループ ○フリービット株式会社T-Systems ジャパン株式会社 ○東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社合計（各案に対する賛成事業者数） 10社 9社 1社 7社 1社

事業者間で負担する方法合同協議対象事業者名 案１ 案2 案3 案１と案３の折衷案



《《《《STEPSTEPSTEPSTEP１１１１》》》》

各事業者が利用する電気通信番号数比で費用按分

NTT東西（ＰＳＴＮ、公衆電話分） 直収ｂ社分

各事業者の利用番号数で費用按分

《《《《STEP2STEP2STEP2STEP2》》》》

更に、上記のNTT東西（ＰＳＴＮ、公衆電話分の利用番号数見合い）の費用については、ＰＳＴＮ、公衆電話から発信するトラヒックに係る各事業者

の料金設定トラヒック比で再度按分

料金設定トラヒック比で費用按分

NTT東 NTT西 携帯ａ社 中継ｃ社

電気通信番号数での按分（案３）による負担をベースとした事業者別費用負担按分（案）

携帯ａ社分 ・・・・

NTT東西（ＰＳＴＮ、公衆電話分） 直収ｂ社分 ・・・・携帯ａ社分

H 2 5 . 8 . 2 8

NTT東日本
NTT西日本資料資料資料資料３３３３

特設公衆電話によって、災害発生時の最低限の通信手段を確保するという便益を受けるユーザは、平時において携帯電話、ＩＰ電話、固定電話

等を利用しているユーザであることに着目すれば、平時の音声通話に係る全てのトラヒックに応じて按分負担するという考え方をとることは合理的。

しかしながら、平時の音声通話に係る全てのトラヒックの状況等を把握することは困難であるため、それに代替するものとして、各事業者の利用

番号数比で費用按分する方法が適切であると考えられる。

ただし、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ、公衆電話から発信するトラヒックについては、発信事業者であるＮＴＴ東西以外の事業者（中継事業者や着信側の移

動体事業者）が料金設定権を持っているケースがあることから、上記の利用番号数比での費用按分におけるＰＳＴＮ、公衆電話の利用番号数見合

の費用について、料金設定トラヒック比で再度按分することが適切であると考えられる。

ＮＴＴ東西（ひかり電話分等）
ＮＴＴ東西（ひかり電話分等）
・・・・
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第４回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録（案） 
 

1．日時  平成 2５年７月 22日（月）10:00～12：00 
 

2．場所  電気通信事業者協会会議室 
 

3．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTTドコモ、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、QTNet（QTN）、ケイオプティコム(KOPT)、KDDI、KVH、J：COM、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンク BB（SBB）、ソフトバンクモバイル（SBM）、CTC、東京テレメッセージ（TTM）、フュージョン（FCC）、ZIPテレコム（ZIP）、UCOM、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略   ＜議事次第＞ 1.論点毎の各事業者様のご意見と NTT 東西の考え方  案 1：公衆電話接続料負担、案 2：GC付加チャージ負担、案 3：電気通信番号数按分負担  ＜結論＞ ・ 本日の議論を踏まえ、各社において意見の追加変更等があれば、8/2 までに報告いただく。 ・ 頂いたご意見と本日の議論を踏まえ、NTT 東西が報告書（案）を作成し、次回協議で提示する。なお、報告書については、本文には骨子を記載することとし、各事業者様のご意見や具体的な議論の内容等は、頂いた資料や議事録を参考資料として付すことで対処することとしたい。  ＜主な対応模様 N:NTT 東西＞ （冒頭） N:各社の意見をカテゴリ毎にまとめ、それに対して NTT 東西の意見を提示させていただいたが、ご覧のとおり、各社の意見が分かれている状況にあり、決してあきらめている訳ではないが、この合同協議で、関係事業者間での負担の考え方や国、自治体等による負担の考え方について、1 つの案に意見集約を図ることは難しいのではないかと感じ始めている。 次回の合同協議は 8/28 開催を予定しており、NTT 東西から報告書（案）を提示したい。 報告書（案）を作成するにあたり、本日の協議において論点整理を行っていきたい。  1.特設公衆の設置の考え方について （NTT 東西より、各社より寄せられた意見について、「過度な設置とならないよう配慮すべき」と

資料４ 
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いう意見について、設置基準の考え方を説明するとともに、基準から逸脱する要請があった場合には、自治体等に理解を求めていく考えである旨等を説明。） ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ:特設公衆電話については、あくまで国・自治体による負担が前提と考えている。最終的に国・自治体負担となった場合に、東西で設置基準が異なっているのは違和感があると思い、意見として書かせてもらった。明確な全国統一の設置基準が望ましいのではないか。 N:コンビニエンスストアを帰宅困難者向け特設公衆電話の設置ターゲットとするかどうかという点で東西差分が生じているが、この点は、東西それぞれで立ち上がっている帰宅困難者対策協議会の構成企業等の差異が現れているもの。西の帰宅困難者対策協議会の構成企業等にコンビニエンスストアが含まれていなかったため、コンビニエンスストアを設置ターゲットとしていないということ。基本的な考え方は東西で同じである。 N:避難所については、都道府県知事が指定した避難場所のうち、各市町村から設置要望があった避難所に設置するということで、東西の考え方が一致している。帰宅困難者対策拠点については、協議会の構成企業等を対象に特設公衆電話を設置していくという点で、東西の考え方は一致している。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：考え方が同じと言っても、東 6500 台、西 200 台と設置台数に大きな差がある。設置基準について、真っ向から否定するものでは無いが、可能な限り合わせた方が良いのではないか。 N:西の 200 台について、現状で設置の見通しが立っている台数であり、今後の協議会等との対応状況で変動する可能性もある。そもそも東西の都市の規模の差も影響していると思われる。また、実際に大災害が起きて帰宅困難者が溢れかえった首都圏とそういう事態を想定しながら検討を進めなければならない他エリアとでは差が生じることもやむを得ないと考えている。 FCC:今回議論している費用負担の対象は、事前設置型のみか。 N:事後設置型も含まれるが、費用の大半は事前設置型が占めている。 FCC:利用休止回線を再開通させるには、どれくらい時間がかかるのか。 N:発生する災害の規模によって異なる。設備が残置されていて局内の設定工事だけで開通できる場合は、数台程度なら時間をかけることなく再開通させることが可能。しかしながら、先の大震災のように広大なエリアで多数の特設公衆電話を再開通させるとなると、ある程度の時間を要することになる。一概にこのくらいの時間というのは申し上げにくいが、緊急時にすぐに使用できることが特設公衆電話の事前設置の目的の一つであることから、災害発生直後から利用できないと意味が無い。特に帰宅困難者向けの特設公衆電話は、災害発生直後から利用できるようにしておく必要があると考えている。 FCC:提示された特設公衆の設置台数は事前設置型のみであるが、事後設置型はどれくらい設置する 見込みなのか。 N:災害の規模等によるため具体的な数値は事前には予測できない。なお、事後設置型は災害発生時以降しかコストが発生しないので、事前設置型ほどにはコストはかからない。 FCC:事前設置型は、平時であっても端末を接続すると使用可能となるが、目的外利用を防止する対策はあるのか。 N:平時には、原則として試験用のトラヒックくらいしか発生しないように、特設公衆電話を管理して頂くようお願いしている。それ以外のトラヒックが発生していることが判明した場合には、目
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的外利用を行わないよう事後的にチェックすることになると考えている。  2.事業者間で負担する方法、及び国、自治体による負担、及びユニバーサルサービス基金で負担する方法 （ＮＴＴ東西より、個別の論点に対するＮＴＴ東西の考え方、両者の方法に係るＮＴＴ東西のスタンスについて説明。） N:案 2について、「ヒストリカルなＮＴＳコストを接続料で回収することについての整理に時間を要する」とあるが、このご意見の意図を確認させていただきたい。 au:案 2 については、弊社が提案をしたが、GC 接続料は LRIC で算定される接続料であるため、今回のコストを GC接続料の原価に織り込むには相当の時間が必要になると思い直したという趣旨。 N:確かに GC 接続料は LRIC で算定しているが、従前の番号ポータビリティ接続料のように、ソフトウェアに係るコストを GC 経由トラヒックで帰納させる形で負担いただくことは可能と考えている。現状では、移動体特殊精算機能もソフトウェアに係るコストであって LRIC モデルによる算定はされていないものの、番号ポータビリティと同様、GC経由トラヒックで帰納させる形で費用負担いただいている。 au：案 2では精算も面倒になると考えていた。 N：方法論は別途考える必要があるが、システム的には負荷をかけることなく精算することも可能と 考えている。 KOPT:当社は、案 1では、審議会の答申で指摘された、公衆電話の利用者料金への影響を回避することはできないと考えるため、費用負担の方法を避難所と帰宅困難者対策拠点を分ける考え方を提案した。普段利用している固定電話や携帯電話のバックアップのための特設公衆電話ということであれば、案 3が適当だと考えるが、帰宅困難者を対象とする場合は、むしろ無料化された街頭公衆電話に準じるものと考えられることから案 1による負担が適当と考えた。したがって、避難所は案 3とし、帰宅困難者対策拠点は案 1とすることが考えられるのではないか。 N:案１が受け入れられない可能性があることを踏まえ、落とし所を探って頂いたものと考えており、両者が明確に分別できる前提であれば、考え方としては採りうる案ではないかと考える。ただ、避難所が帰宅困難者対策拠点を兼ねているケースなど、必ずしも明確に分けられないものがあることに留意する必要がある。また、避難所と帰宅困難者対策拠点を分けるとなると、途中で位置づけが変更になった場合の取扱いなど、運用が煩雑になることを危惧している。 KOPT:案 3 における選択中継、国際電話等の事業者負担に係る課題を解決するという意味で、案 1と案 3の折衷案が望ましいと考える。 N:審議会の答申を踏まえると、案 1は永続的には取りえない案とされる可能性がある。それを踏まえ、当面は案 1を採るべきという意見を出して頂いている事業者にも、仮に案 1が受け入れられないとされた場合に、案２と案３についてどう考えられているか、コメント頂けるようならお願いしたい。 UCOM:原則は、国・自治体負担とすべきだが、暫定的な整理として案 1とした。最終的には、ユニバになるという前提であれば、番号数に見合った按分方法、案３が適切だと考えている。 ブラステル、FCC:UCOMと同じ意見である。 
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SBTM:考え方の順序が重要だと認識しており、原則は国・自治体負担。それが難しいから暫定的な整理として案 1。だが、案 1 は料金の値上がりもあることから長持ちしない。案 1 が持たなくなるまでの間に、国・自治体負担が整理できないのであれば案 3ということになるのではないか。案1が NG だからダイレクトに案 3にしようというのはおかしいと考えており、国・自治体負担に向けて NTT 東西も努力して動いてほしい。国・自治体負担がどうしても難しいというのであれば、ユニバ的な回収とすべきだとは考えているので、案 3を否定するつもりはない。 N：自治体負担となった場合、本当に必要な箇所においても、特別公衆電話の設置が進んでいかない可能性がある。また、これまでの協議にオブザーバー参加して頂いている総務省からも国・自治体による負担と整理することは厳しいとの指摘を頂いており、審議会で案１も継続的には採りえないとされているため、採りうる選択肢が少なくなりつつある状況にある。多くの事業者から「国・自治体負担にすべき」という旨の発言があったことは報告書に記載させて頂きたいと考えている。各事業者において、案 3による負担方法が否定されている訳ではないと理解した。 SBTM:国・自治体負担だけにこだわっているわけではないが、議論はしっかりとすべきと考えている。その結果として、案 3になるのはやむを得ないと考えている。 SBM:当面の 9月までに答えを出すことと、恒久的な対策の 2つがある。恒久的な対策の議論は時間をかけて行うべきと考えている。  （多くの事業者から、国、自治体による負担を基本とすべきとのご意見を頂いたため、ＮＴＴ東西として、国、自治体による負担、及び、ユニバーサルサービス基金による負担に対する考え方、及び資料 2により自治体に費用負担を打診した際の自治体の反応について説明）  N:自治体のヒアリング結果をみると、自治体の反応は、自治体がやるべきこと、事業者がやるべきこと、それぞれしっかり取り組んでいきましょうというもので、特設公衆電話の費用について自治体負担を増やしてもらって構わないというご意見は出てこなかった。これまでの繰り返しにはなるが、当社としては、今回の事業者協議の結論として、国、自治体による負担を要望する声が上がったといった形で課題提起は行いたいと思っているが、関係事業者も参加して整理された、「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」において、特設公衆電話の設置は「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されてから 2年も経過していない段階で、答申で整理された内容を覆すことは必ずしも容易ではないのではないか。また、特設公衆電話をユニバーサルサービスに位置づけようとするのであれば、それが普く公平に提供されるべきサービスであるということについて、国民のコンセンサスが得られた上でないと難しく、それには相当の時間がかかると考える。また、以前にケイオプティコム殿より、帰宅困難対策拠点は、東京都等 および 大阪市と特定されたエリアであるため、「広くあまねく」というユニバの考え方にそぐわないのではないかとの意見も頂いており、当社としても、そのように考えているところだ。更に、仮にユニバーサルサービスとして、「広くあまねく」設置していくことが求められることとなった場合、設置台数が増加し、それに伴ってコストが増加する懸念もある。国、自治体等による費用負担を求める声があったことも、（資料 6ページ目の）2行だけでなく、多少詳しく報告書に記載する方向で考えているが、そういう取りまとめの仕方を行うことで、
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各事業者として異論はないか。特にご意見が無ければ、次回の合同協議までに報告書（案）を作成するので、それを見てほしい。なお、報告書（案）のまとめ方であるが、本体に記載する文言はコンパクトにし、極力、参考資料で詳細な議論内容等が明らかになるようにしたい。現在いただいている各社からの意見について、8/2 を目途に削除、追加等あればお願いしたい。 SBTM：あくまで設置要望者である自治体による負担を努力目標とし、この目標に従えば、案 1を採用すべきで、これが無理であれば、案 3ということになる。 N：案ごとのメリット・デメリットを記載したものがアウトプットになると思う。 SBTM：あくまで「暫定」という文言も記載すべき。また、「努力目標」も記載すべき。 N：ドコモは案 2に反対しているように見受けられるが、意見はないか。 ドコモ:案 1が最もわかりやすいと考えているが、案 2、案 3も否定はしない。ただし、受益の度合いを考えると、番号数按分は公平性に疑問がある。 N:報告書（案）については、8/28 の合同協議で議論させていただき、9月下旬に最終の協議を行い、報告書をとりまとめたいと考えているので、よろしくお願いしたい。  （総務省からのコメント） 案 2及び案 3という従前存在しなかった案について議論していただけているのはありがたい。仮に、1 つの案に収束させるということが無理であったとしても、あと 2 回の協議において、各案の課題・整理を深めた上で、報告書をまとめていただきたい。総務省の見解としては、避難所の設置主体である自治体に追加でコスト負担を求めることが難しい状況下において、国が特設公衆電話のランニングコストを負担するのは非常に難しいのではないかと考えている。国から自治体への交付金を何に充てるかは自治体が判断すべきもの。用途を限定した特別交付金という解もあるのかもしれないが、特設公衆電話に特化したものは現実的には厳しいのではないかと考えている。したがって、国・自治体による負担とするのは非常に厳しいと考えている。また、ユニバとして負担する場合、現状のユニバの定義が「国民生活にあまねく公平」とされている中、現在の設置の考え方が、こうしたユニバの定義に沿っているかどうかを検証したうえで、ユニバとして整理できるかどうか判断することになる。その場合、NTT 東西からコメントがあったように、「あまねく」設置するには、現状の案よりも大規模なものとなる可能性もある。既に配管等については、自治体が費用負担しているところでもあり、自治体負担と事業者負担でバランスをとりながら合理的に設置を進めていると評価することもできる。避難所等の被災者は、普段使っている携帯電話や固定電話が使えない状況にあるからこそ、安否の確認等に特設公衆電話を必要としているもの。通信事業者としての社会的責務も考慮していただきつつ、あるべき負担方法を検討いただきたい。  



公衆電話接続料の負担事業者 加入者交換機能（ＧＣ）を利用する事業者 ユニバーサルサービス制度における負担金の負担対象となっている事業者（第１回・第２回合同協議における対象）1 株式会社ウィルコム ○ ○ ○2 株式会社ＳＴＮet ○ ○3 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○ ○4 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ ○5 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○ ○ ○6 株式会社ＮＴＴぷらら ○ ○7 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ○ ○8 九州通信ネットワーク株式会社 ○ ○ ○9 ＫＤＤＩ株式会社 ○ ○ ○10 ＫＶＨ株式会社 ○ ○11 株式会社ケイ・オプティコム ○ ○12 ソフトバンクテレコム株式会社（イー・アクセス株式会社含む） ○ ○ ○13 ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ ○14 ソフトバンクモバイル株式会社 ○ ○15 中部テレコミュニケーション株式会社 ○ ○16 東北インテリジェント通信株式会社 ○ ○17 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ ○18 ベライゾンジャパン合同会社 ○ ○19 株式会社ＵＣＯＭ ○ ○ ○20 ブラステル株式会社 ○ ○21 Zip Telecom株式会社 ○22 株式会社アイ・ピー・エス ○ ○23 株式会社関西コムネット ○24 東京テレメッセージ株式会社 ○25 株式会社沖縄テレメッセージ ○26 アイテック阪急阪神株式会社 ○27 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ ○28 沖縄セルラー電話株式会社 ○ ○ ○29 ジュピターテレコムグループジュピターテレコムグループジュピターテレコムグループジュピターテレコムグループ ○○○○ ○30 フリービット株式会社 ○31 T-Systems ジャパン株式会社 ○ ○32 東日本電信電話株式会社 ○ ○ ○33 西日本電信電話株式会社 ○ ○ ○：修正箇所

合同協議対象事業者名 （第３回合同協議より対象）資料５

協議参加事業者一覧（修正）
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第５回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録 

 

1．日時  平成 2５年 8月 28日（水）13:30～15：50 

 

2．場所  電気通信事業者協会会議室 

 

3．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTTドコモ、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、QTNet（QTN）、ケイオプティコム(KOPT)、KDDI、KVH、J：COM、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンク BB（SBB）、ソフトバンクモバイル（SBM）、CTC、東京テレメッセージ（TTM）、TOHKnet（TOH）、フュージョン（FCC）、ZIPテレコム（ZIP）、UCOM、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略   ＜議事次第＞ 1.報告書（案）及び費用負担方法へのご意見   ＜結論＞ ・ ・ 本日の議論を踏まえ、各社において案 3による費用負担方法に対する意見を 9/10 までに報告いただく。 ・ 頂いたご意見と本日の議論を踏まえ、速やかに NTT 東西が報告書（案）を修正し、意見照会を行う。意見照会の結果は、次回協議で提示する。次回協議は、9/10 以降、速やかに実施する。  ＜主な対応模様＞ （冒頭） N:これまでの４回の協議を踏まえて、今回、報告書の案を提示させていただく。本日は、当社としても結論の方向性を提示させていただくので、ご議論をいただいたうえで、次回の協議において報告書を確定させたいと考えている。内容のご説明に入る前に総務省の人事異動があったので、ご挨拶をいただきたい。 総務省：今回の協議は、東日本大震災の経験を踏まえ、将来の災害にどのように備えるかを通信業界全体で議論して頂いているものであり、非常に意義の深いものである。事業者間で有意義かつ建設的な議論をして頂き、報告書のとりまとめをお願いしたい。冒頭に総務省から２点申し上げたい。１点目は、この合同協議の趣旨について、繰り返しになり恐縮ではあるが、改めて御説明したい。この協議は、平成２５年度接続約款変更認可に係る審議会答申の中で、御注文を頂いた
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ことが発端となっている。答申を受け、総務省からＮＴＴ東西に対し、資料のとおり、「特設公衆電話に係る費用について、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討」するよう要請させて頂いた。したがって、まずは、公衆電話接続料として事業者間負担をする案１以外の案を中心に御議論いただき、平成２６年度接続料に係る接続約款変更認可申請に適用できるような報告書をまとめて頂くことが我々の期待するところである。現段階では案１以外では案３への賛同意見が多い状況だと伺っているので、現実的に採用し得るオプションの一つなのかもしれないが、例えばこの案３を取り上げてみると、単に誰がどのように負担をするかという計算方法、按分の計算式のみを御議論頂くのではなく、例えば、NTT 東西が確実に当該費用を回収するための方法、紛争が生じた場合の対処方法など費用負担を確実にするための方策についても、課題を洗い出した上で議論をお願いしたい。すなわち、負担の割合だけでなく、どのようなスキームでそれを実現するのかという点も、先ほど御紹介した要請文書で検討を要請している「負担の方法」に当然含まれると考えているので、それらも含め御議論頂きたい。２点目は、これも繰り返しになり大変恐縮ではあるが、地方自治体等による負担について申し上げたい。特設公衆電話については、震災直後に電気通信事業者の参加も得て開催した「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」の最終取りまとめにおいて、配布資料のとおり、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」としてアクションプラン化されたものであり、かつ、現時点でこの決定を修正する特段の事情もないことから、事業者等が中心に御検討頂いているものと認識している。また、特設公衆電話に係る費用を、「設置に係る費用」「アクセス回線の維持コスト」「通話に係るコスト」の３つに区分した場合、「設置に係る費用」のうち、設置工事費用についてはＮＴＴ東西が負担しているものの、屋内配管及び電話機については、地方自治体等の施設管理者が負担していると聞いている。この合同協議では、特設公衆電話に係る費用全体のうち「アクセス回線の維持コスト」のみについて、事業者間でどのように負担をすべきかを議論して頂いているものであり、費用全体を事業者間で負担することを議論しているわけではないことを、重ねてご理解頂きたい。すなわち、くどくて恐縮であるが、事業者等が中心となって取り組むべき事項という整理があるものの、既に地方自治体等が一部の費用を負担しているものであることをご認識頂ければ幸いである。したがって、地方自治体等が費用負担を行う可能性は現時点で低く、従来の整理どおり、事業者間で負担をするという前提に立って議論を進めて頂きたい。  （報告書（案）及び費用負担方法について） NTT 東西より報告書の目次に沿って、各項目の内容を説明し、関係事業者間での負担については、これまでの各社意見を踏まえ、NTT 東西より新たに案３を一部修正した「案３‘」を提案。  N:今日の議論では、先程の総務省殿からのコメントも踏まえた上で、案１以外の方法による事業者間でのコスト負担方法について結論を出していきたいと考えている。9 月末には報告書を作成するということも意識してご意見をいただきたいと考えている。 まず、今回「案３‘」を提案した背景を説明させていただく。これまでの協議において、事業者様より「案３をとった場合、選択中継や国際電話等を中心にビジネスを行っている事業者と電
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気通信番号を有してビジネスを行っている事業者との間での負担の公平性が担保されない」という課題が提起された。「案３」の弱点として提起された課題を解消することを目的として、今回、「案３‘」により、選択中継事業者や国際電話事業者等にも応分負担いただけるよう提案させていただいたところ。ただし、NTT としては、必ずしも「案３´」にこだわっているわけではなく、「案３」のままでもかまわない。時間も限られているため、今日の協議で、「案３」又は「案３‘」のどちらか一方に案を絞り込んだ上で、次回の協議までに賛否を表明いただくという形をとりたい。参考まで申し上げると、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ・公衆電話の番号数が全番号数に占める割合は概ね 14％弱であり、それをＰＳＴＮ･公衆電話の発信トラヒックに係る利用者料金設定状況で按分することになるが、NTT 東西と NTT コミュニケーションズの利用者料金設定呼が 7 割程度であるため、残り 3割程度がその他の事業者で按分負担するイメージとなる。ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ・公衆電話の番号数のウェイトを考えると、結果的には「案３」の番号数比とさほど変わらない割合になると考えている。 KOPT：報告書（案）の別紙 4で各事業者の意見をまとめているが、ニュアンスが十分伝わらないことから、実際の報告書には各社が提出したオリジナルの意見を添付してほしい。また、報告書（案）７ページ目の「移動体の番号ポータビリティに係る網改造料の費用按分方法を参考に」という記載については、関係事業者間のみしか知りえない情報であることから削除してほしい。 N：各社にご提出いただいたオリジナルの意見については、最終的な報告書には添付する予定。この報告書は公表されることになるので、多少の修正であれば対応するのでご連絡いただきたい。７ページ目の内容を削除することについては了解した。 KOPT：「案３´」について、トラヒックによる按分というのは実際に運用可能なのか。 N：NTT発信のトラヒックは事業者間精算を実施していることもあり把握しているので運用可能だ。 SBTM：我々の意見は、本来は国・自治体、又はユニバで負担すべきであるが、議論に時間を要することから暫定的な措置としてどのような負担方法にすべきかを議論してきていたつもりだった。番号数による按分については、元々反対していなかったが、今回の提案は、将来的にはユニバによる負担とすることを想定し、ユニバによる負担が実現するまでの暫定措置として｢案３｣を採用するということなのか、それとも、事業者による負担を前提とし、案１、案２がＮＧだから「案３」を採用するという消去法的な考え方なのか。 N：NTT としては、特設公衆電話を将来的にユニバに整理すべきという考え方は持っていない。今回の負担方法を提案した考え方は、特設公衆電話の受益者が誰なのかという点に着目したものである。特設公衆電話の受益者が誰かということを考えると、厳密には、携帯電話・ＩＰ電話・固定電話等を含めた全事業者の全トラヒックに応じて按分負担することが適当と考えるが、全事業者に係る全トラヒックデータを集約することは現実的には困難である。 また、これまでの協議では、我々自身も、特設公衆電話のコストが一定の範囲に収まっている間は、案１による費用負担をもう少し継続することも可能という認識を持っていたが、本日、総務省殿から冒頭にご発言があったように、平成２５年度接続料申請時の要請の趣旨を踏まえると案１は採り難いということであれば、それ以外の方法を模索せざるを得ないということになる。しかも、冒頭にご発言があったように、事業者間協議においては、案１以外の方法による費用按分について結論を出すよう要請されているということも踏まえると、消去法的に見えてしまうか
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もしれないが、今回、携帯電話・ＩＰ電話・固定電話等を含めた全事業者の全トラヒックに代替しうるものとして、「案３」を基本としつつ、これまでの事業者協議において、「案３」の弱点として指摘されてきた事項、具体的には、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ発の料金設定を担っている選択中継事業者や国際事業者にも一定の負担を求めるべきというご意見にも配意して、「案３´」を提示させていただいたものである。 SBTM：短期的には、電話番号数による按分でも問題ないと考えているが、中長期的にはユニバーサルサービスに該当するという整理を図る等の方向性があった上で、短期的な整理をすべきだと考えている。そうでないと、例えば、PSTNマイグレが進んだ、或いは、電話番号を持たない通信の増加等の環境変化が生じた場合等において、費用按分方法を見直した方がよい状況が生じても、いつ見直しを行えばよいかタイミングがわからなくなるのではないか。費用負担方法に関して何かしらの根底の考え方がないと、長期的には問題が出てくるのではないか。一度、制度を定めてしまうと変更は容易にはできない。負担方法を見直す必要が出てきた際、何をトリガーに見直しを行うのかについて拠り所となる考え方が必要なのではないか。 N：一旦、事業者間で合意し、将来的に事情変更が発生した場合には、いずれの事業者からの要請に基づく場合であっても、費用負担方法の見直しに係る協議を開始することは可能であると考えている。また、ユニバーサルサービス基金の補填額負担の按分に用いられているパラメータが変更された場合には、実務的にもその数値を用いて按分し続けることができなくなる以上、補填額負担の按分方法の見直しをトリガーにして、特設公衆電話の方でも協議開始することが考えられる。 SBTM：中長期的にはユニバーサルサービスとして位置づけるべき等の方向性について、報告書に少しだけでも記載してほしいと考えている。 Ｎ：ユニバーサルサービスとして位置づけるべきという考え方は、今回の事業者協議では必ずしもコンセンサスが得られていないと思うので、そこまでは記載できないと思われる。 UCOM：「案３´」について、STEP1 で番号数比に按分したもののうち、NTT 東西の電話番号数分を STEP2において、NTT 東西発信のトラヒックで按分するという理解で合っているか。 N：ひかり電話発信については、基本的に NTT料金設定となるのでトラヒック按分対象の番号数には  含めていない。PSTN・公衆電話発信の場合は、NTT 以外が料金設定をしているケースが多く、この部分を中継事業者や国際系事業者にも負担していただくことで、従前「案３」の課題として指摘されていた不公平感をなくすことが可能になるという点が、「案３´」を提案させていただいた趣旨になる。 CTC：STEP1 でも STEP2でも移動体事業者が按分対象に含められているのは何故か。 N：1番号あたりの発信トラヒックは同等であると仮定すると、一般的に発側が料金設定権を有しているので、各事業者の番号数で按分すれば、各事業者が料金設定しているトラヒックで按分しているということになると考えている。しかしながら、NTT 東西の PSTN・公衆電話発信の場合は、NTT 以外が料金設定をしているケースが多く、各事業者の料金設定しているトラヒックを反映していないということになるので、STEP2 で再按分することにより、それを反映しようとしているという考え方である。厳密には、NTT 東西の PSTN・公衆電話以外の電話から着信課金サービス等にかけた場合、発側が料金設定していないトラヒックが含まれるということになるが、それらは、どの番号でも同じように発生するし、規模的にも大きくないということで割り切っている。 
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SBM：STEP2で発信に着目しているのは、公衆電話には発信しかないことが理由なのか。 N：そういう考え方というよりは、どの事業者が各トラヒックの料金設定をしているかということ に着目している。 SBM：料金設定という考え方となると、移動体発の国際通話は、国際事業者の料金設定となるので、整合性が取れないと考える。 N：移動体発信は大半が発側の料金設定だと考えていた。発側が料金設定していないトラヒックが相 当の割合あるということか。 SBM：具体的なトラヒック量は把握していないが、元々「案３」の考え方に発着の概念は無く、特設公衆電話の受益者は、各事業者の電話サービスの利用者であるという点に着目している考え方だと理解していた。 N：その点について考え方は合っているが、中継事業者や国際事業者の負担割合がトラヒック量と比較して少なくなるという課題が提起されていたので、その課題を解決しうる案として、「案３´」を提示したところである。 SBM：検討の苦労は理解するが、移動体発で発側が料金設定していないトラヒックの扱いと整合性が取れないということでは、説明が困難であるように思う。 N：現行のユニバ制度と同様の考え方で、STEP1 では売上高が 10 億円以下の事業者は按分対象に入れない割り切りを行いたいと考えている。トラヒック量にもよるのだろうが、STEP2 でも移動体発信で他事業者が料金設定しているトラヒックは割り切ってしまうという案は採れないものか。 SBM：割り切るのは簡単でないかもしれない。 KDDI：特設公衆電話について、自治体の負担額と事業者の負担額では大きな差があると考えるが、この点について NTT としてはどう考えているのか。 N：電話機や配管等の設置といった自治体の負担は一過性のものであるのに対し、アクセス回線の維 持はランニングコストとして発生し続けることを考慮すると、特設公衆電話だけを捉えて見れば、事業者による負担が自治体による負担と比べて多くなっているのは事実。 しかしながら、これまでもお話してきたとおり、平成 23 年 12月の「大規模災害緊急事態における通信確保のあり方について」の最終取りまとめにおいて、特設公衆電話の設置については「事業者等が中心となって取り組むべき事項」と整理されていることを踏まえると、当該コストは事業者が負担すべきものであると理解している。 さらに言えば、以前、総務省殿から、国・自治体も避難所と自治体庁舎等との間の通信手段を確保するための費用等を既に負担しているとか、避難所に係る備蓄品等の資材等に係る費用等を負担しているという話もいただいており、特設公衆電話だけを捉えて議論するのではなく、災害対策における全体の役割分担を捉えて議論すれば、国・自治体の負担は必ずしも軽いものではないということになるのではないか。 とはいえ、例えば、「大規模災害緊急事態における通信確保のあり方」について改めて議論される機会があるなら、今回の事業者協議において、国・自治体による費用負担という案が提起されていた事実を踏まえつつ、必要に応じて、総務省殿にて再検討を行っていただくことになるのではないか。 KDDI：一過性のコストとランニングコストでは負担額が大きく異なることを踏まえて、ご意見は出
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させていただく。また、案１がＮＧという前提において、案２か案３のいずれかを検討するという議論のプロセスが必要だと考えるが、そのようなプロセスでの検討はしないのか。 N：ご意見としては理解する。以前の協議でも、将来的に案１がＮＧになったという前提を置いて、その場合、案２か案３のいずれがよいか、と問いかけさせていただいたが、あくまでも口頭での投げかけ止まりであり、文書等での意見確認を行っていなかったのは、ご指摘のとおりである。とはいえ、報告書のとりまとめまで、時間的余裕がないことも勘案いただき、「案３」を軸に賛否確認させていただけるとありがたい。 ドコモ：案 1が採りえないのであれば、案２で割り切るという考え方もあるのではないか。また、案３については、災害発生時に発信側の端末が利用できなくなるから特設公衆電話を利用するものであることを踏まえると、STEP1 だけで完結するという考え方も採りうると考える。 N：ご意見の通り、STEP1 で完結するという考え方も採りうると考えている。結論を出す必要があることを踏まえると、今回、案２、案３、「案３´」のいずれの案に賛同されるかについてご意見をいただき、ご意見の多い案でまとめる方向で調整を進めていくという手法もあると思われるが、各社のご意見はどうか。 UCOM：確認になるが、STEP2では、NTT 東西の PSTN・公衆電話番号数である 14％弱相当分のコストをトラヒック比で他事業者も含めて按分するということか。 N：その認識であっている。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：特設公衆電話の利用には、災害時における安否を知らせるという目的が含まれていることを踏まえると、知らせる側である発信側だけでなく、安否情報を受け取る着信側にも受益があると考える。あらゆる人に受益があると考えると、ユニバとして整理することも考えられる。ユニバをゴールにすれば、案３を支持するという考え方も示されているので、STEP2 までいかずに、STEP1 までで止めておく方が適当と考える。ただし、社内で議論する必要があるので持ち帰って検討したい。 TTM: 「案３´」における電話番号数は被災地のものに限定するのか。また、トラヒックについても、被災時のトラヒックなのか。 NTT：平時のトラヒックで負担するという考え方である。 KVH：案３であれば、自治体による負担を求めていく場合と比較して整理が進めやすいという認識。事前設置については数値を示してもらっているが、事後設置がどれくらいあるのか分からない。事業者の費用負担が過大になることを懸念しているが、どのくらいの規模になるか分かるようであれば教えてもらいたい。 N：事前設置の特設公衆電話の費用については、これまでお示ししているとおり、17 億円／年程度になると想定している。事後設置については、設置期間が災害発生・特設公衆設置後から数日やせいぜい数か月程度であるし、設置台数もさほど多くなるものではないので、事前設置で見込んでいる 17億円／年から見ると、大きな金額にはならないと考えている。 KDDI：報告書（案）の７ページ目の最後に国・自治体による費用負担について記載しているが、ユニバ基金による負担については記載しないのか。 N：別紙４の通り、ユニバ基金による負担とすべきという意見は、国・自治体による負担とすべきという意見と比較して少ないことから、報告書（案）では特に触れなかった。別紙４では３社がユ
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ニバ基金による負担とすべきと整理されているが、ジュピターテレコムは「ユニバ基金のように広くあまねく負担」との意見であるので、必ずしもユニバ基金による負担とすべきとの意見ではないと考えている。フュージョンコミュニケーションズの意見の趣旨はいかがか。 FCC：意見を出した時点では、制度的にユニバ基金による負担とすべきという趣旨であった。 N：それであれば、報告書にも記載することを検討したい。 総務省：現行のユニバ基金制度は、国民生活に必要不可欠なサービスについて、都市部での競争が進んだ結果、高コストなルーラルエリアにおいて低廉なサービス提供をする余力がなくなるという状況を避けることを目的としている。ユニバ基金の補填の対象に特設公衆電話を加えるとなると、現在のユニバ制度の枠組みを大きく変更しなければならない可能性がある。これまでのユニバ制度の見直しの議論においても、携帯電話やブロードバンドサービスをユニバとして位置付けるべきという議論もあったが、結果として現在の形に落ち着いているもの。仮に特設公衆電話をユニバとして位置付けるのであれば、制度の枠組みを広く議論した結果として、事業者の負担が大きなものになってしまう可能性があることも留意していただきたい。事業者の総意であるなら報告書の今後の方向性に記載することは適当だと思うが、これまで４回の議論を踏まえると、事業者の総意とまでは言い難い状況のように感じている。 N：事業者総意の意見としては記載できないというのは認識している。もし記載するのであれば、「ユニバ基金による負担とすべきという意見があった」程度の記載になると思う。 SBTM：「案３」を採用するのであれば、ユニバ基金による負担について言及しないのは難しいのではないか。当社としては、これまで、国・自治体による負担を見据えた暫定的な措置として費用負担方法を議論しているつもりで案１による負担を支持していたが、恒久的な措置となるのであれば議論は変わってくる。負担方法という各論の議論より、どのような考え方に基づいて、事業者全体で特設公衆電話のコストを負担するのかといった総論的な考え方が必要なのでは。 N：当社自身も当面は公衆電話接続料への影響も小さいので案１を採りうると考えていたが、冒頭に総務省殿からもご発言があった通り、審議会の要請の趣旨を踏まえ、案１が採り難いということであれば、別の方法でとりまとめを図るほかないと考えている。 SBTM：特設公衆電話の費用負担については、災害対策という性質を踏まえると、通信事業者全体で広くあまねく負担をすべきものと考えられるものであり、こうした観点に立った場合、ユニバ制度の負担方式に準拠した負担方法が適切だという考え方もあるのではないか。 N：了解した。案３については、特設公衆電話の便益を受けるユーザが幅広く存在することを踏まえ、多くの事業者で特設公衆電話を支えていくべきといった観点から、ユニバ制度の負担方式に準拠している考え方として支持が集まった旨を記載することとしたい。 KOPT：公衆電話接続料以外で事業者が負担することとなった場合に、激変緩和のための措置を取ることを考えているか。 N：現状での設置台数はまだ少なく、今後、徐々に設置台数が増加していくことを考えると、激変緩和措置を取らなくても影響は少ないと考える。出来ればシンプルな形で整理させていただきたい。 QTNET：「案３」における利用番号の定義を教えてほしい。 N：ユニバ基金における定義と同様である。データの把握方法については TCAと相談する必要があると考えている。 
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ｴﾈﾙｷﾞｱ：自治体負担が基本だと考えていたが、本日の案を持ち帰って検討することとしたい。 EA：持ち帰って検討させていただくが、各事業者の意見が割れた場合、どのような判断をするつもりなのか。 N：あと１回の合同協議の予定であったが、あと２回は協議しないと結論が出ないかもしれない。9/10に皆様の意見をいただいた直後に合同協議を実施したい。 CTC：事業者負担となった場合の事務処理を具体的に教えてほしい。 N：具体的には、費用負担方法が定まってから検討するが、各事業者と費用負担契約を締結することになると想定している。 CTC：平成２８年度時点の特設公衆電話の設置台数見込みは提示していただいているが、負担額を想定したいので毎年度の設置見込みを教えてほしい。 N：精緻な数値にはならないかもしれないが、早期に提示させていただく。 KDDI：報告書の提出期限を考慮すると、新たに出てきた「案３‘」を持ち帰って検討するのは得策ではないのではないか。議論を絞るためにも、「案１を採用できないとした場合、案３でも異論は無いか」という聞き方にしてみてはどうか。 N：「案３´」は案１と案３の折衷案的な位置づけで提示させていただいたもの。NTT 東西としては、元々の案３でも問題ないと考えている。選択中継事業者等の扱いを「案３」の弱点として問題提起されていた事業者のご意見を伺いたい。 KOPT：「案３」は公平性の観点から課題であるという意見を出していたが、少なくとも、番号を持っている携帯事業者がＮＴＴ東西のＰＳＴＮ分も一部費用負担すべきということまでは考えていなかった。また、問題提起したものの、その問題を必ず解決すべきという趣旨で申し上げた訳ではない。 ドコモ：公平性は担保すべきだが、案３とした場合でも、選択中継・国際の専業事業者以外は、既に一定の負担はしていることになる。そもそも案３の電気通信番号数比にしても一定程度の割り切りではあるので、それをさらに細かく分計する STEP2までは不要と考える。 N：それでは、STEP1 までの按分方法、つまり、当初の「案３」で意見照会を行いたい。 ドコモ：案２はあまり議論がなされていないにも関わらず、「費用負担にアンバランスが生じる」という報告書（案）の記載は馴染まないのではないか。 N：案２とした場合、移動体発移動体着などといった NTT 東西の GC 交換機を経由していないトラヒックが考慮されないことがアンバランスであるという趣旨あり、５社から意見が出たということを記載している。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：最終的には国・自治体の負担という前提で、暫定的に案１～３のいずれにするかを検討していた事業者もいると思うが、事務局である NTT 東西としては、国・自治体による負担は不可能だと考えているのか。 N：我々が言うべき話ではないと思うが、事業者も参加し、平成 23 年 12月にとりまとめられた「大規模災害緊急事態における通信確保のあり方について最終とりまとめ」における整理を踏まえると、それが見直されない中では、国・自治体による負担に再整理することは困難だと考えている。将来的に見直しになる可能性はゼロではないと思うが、一旦決まったことであり、すぐには変更されることはないと考えている。結果的に、今回の事業者協議での負担方法が恒久的なものとな
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らざるを得ないと考えるが、事情変更があるとして、按分方法の見直しについて協議され、事業者間で新たな合意が形成されれば、その合意に基づき費用按分方法を変更することは可能と考えている。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：４回目までの合同協議では、案１も採りうるものであるという前提で協議していたが、今回の協議では、案１は採り得ない方向になっている。前回までの議論との比較が難しい。 N：想定していたより時間的猶予が少なかったということ。ただし、合意ができなければ公衆電話接続料で負担いただかざるを得ないという考え方は報告書（案）にも記載しているとおりである。とはいえ、今回の要請を踏まえると審議会で許容されるかは疑問であり、何とか別案による合意形成を図っていきたいと考えている。 総務省：総務省からの要請事項について、議論を深めて頂き、ありがたく思う。案１については、法的に全く採り得ないということではないが、冒頭に申し上げたように審議会答申で一度御注文を頂いている。したがって、案１、案２、案３という並列な選択肢ではなく、まずは案１とは別の方法について、「公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ」、実現可能性も含め議論を尽くして頂くことが必要。仮に、それらの選択肢が実現不可能であることが判明した場合に、案１に立ち返ることも有りうるかもしれないが、本日の議論を拝聴していても案３の実現可能性は必ずしも否定されていないと感じた。また、仮に、議論がまとまらず案１に立ち返るにしても、審議会の宿題事項である「公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないように」という点に関する答が必要となる。そのほか、オブザーバーの立場ではあるが３点申し上げたい。報告書（案）７ページ目に記載されている「関係事業者間での合意を図っていきたい」という記載については、「関係事業者間で合意した」という確定的なものになるように進めていただくことを期待している。また、案３または「案３´」を採るのであれば、いつが期限かは議論をしなければならないが、少なくとも平成２６年度接続約款認可申請の時までに、冒頭申し上げたどのようなスキームで費用負担を実現するのかという点を議論していただく必要があろう。最後に瑣末なことで恐縮ではあるが、例えば、報告書（案）３ページ（２）における「特設公衆電話に係る費用負担」という表現については、本日の会議の冒頭に申し上げたとおり、特設公衆電話に係る費用全体ではなく、そのうちアクセス回線の維持コストのみが議論の対象となっていることが明確になるような修正が必要ではないかと考える。あくまでオブザーバーなので、反映するかどうかは皆様の議論次第であるということを理解したうえで申し上げさせていただく。 N：報告書（案）については、本日の議論を踏まえて修正する。費用負担に係る事業者間契約の詳細な内容等、具体的な事務処理等に係る部分については、平行して検討を進め、当方から提案させていただくが、今回の協議のように事業者に集まっていただいて議論する必要は必ずしもないと考えているので、書面等での意見照会という形になると考えている。本日の協議を踏まえ、各事業者様には、「案１を採用できないとした場合、案３でも異論は無いか」ということを社内に持ち帰って確認を行ってきていただきたい。締め切りは 9/10 までとさせていただき、次回協議は 9/10直後で設定したい。また、今回、参加されていない事業者へのアプローチについては NTT 東西に一任していただきたい。  
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特設公衆電話費用の負担方法について
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場所：電気通信事業者協会会議室

議 事 次 第

１．報告書について

・Ｈ２５.９月末の報告書
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関係事業者との協議を踏まえた特設公衆電話に係る費用負担の在り方

等に関する報告書 

 

1. 本検討の背景 

（1） 特設公衆電話について 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に避難所等において公衆の通話ニーズに対応する

ため設置・運用される電話であり、通話料を無料にして提供するものです。 

 特設公衆電話には、災害等が発生した後に自治体が開設する避難所等に設置して

通話の用に供される「事後設置型」と、平時に避難所として指定されている場所等に予

め加入者回線を設置しておき、災害等が発生した後に避難所の管理者等がその加入

者回線に電話機を接続して通話の用に供される「事前設置型」があります。 

 

（2） 今回の協議に至る経緯と協議の実施状況 

 ＮＴＴ東西は、東日本大震災を踏まえ、災害等が発生した後に、速やかに運用を開始

できるという利点を有する「事前設置型」の特設公衆電話の設置を進めています。その

際、特設公衆電話に係る費用については、自社のみでなく、関係する全事業者で負担

することが適切であると考え、具体的には、①被災者や帰宅困難者の通信手段の確保

という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であること、②特

設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担を求めた場合、事前設置期間の

費用を災害発生時に一度に求めることとなり、関係事業者様の理解が得られにくいこと

に着目し、公衆電話接続料に含めて回収することとして、平成 25 年度の接続料金を申

請しました。 

 審議会での議論を経て、審議会答申において、「特設公衆電話について、関係事業

者間で当該費用を負担することは適当であるものの、今後、公衆電話は撤去により台

数が減少傾向にあり、その費用は減少していく一方、特設公衆電話は増設予定のため、

その費用は増加が見込まれる。このため、仮に今後も、特設公衆電話に係る費用が公

衆電話機能の接続料原価に算入され続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に

占める特設公衆電話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響が大きくなる

可能性がある。そのため、今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電

話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特

設公衆電話に係る費用の負担方法について検討することが適当。」という考え方が示さ

れました。また、同答申において、特設公衆電話の設置について、「関係事業者の負

担による取組となる点に加え、消費者団体からの意見にあるとおり、特設公衆電話の設

置の考え方等については、防災対策の観点からも、明らかになっていることが望まし

い」として、「ＮＴＴ東西において、平成 25 年 6 月末までに特設公衆電話の設置の考え

方、設置台数及び設置見込を総務省に報告し、その内容について関係事業者に開示
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するとともに、関係事業者の意見を踏まえつつ、特設公衆電話の設置の考え方及び設

置見込等について検討し、同年９月末までに、その結果を総務省に報告し、公表する

ことが適当。」という考え方が示されました。 

 こうした審議会の考え方を受けて、ＮＴＴ東西は、平成 25 年5 月より、関係事業者との

間で、計５回の協議及び計 4回の意見聴取を行い、特設公衆電話の設置の考え方、設

置台数及び設置見込について、関係事業者に情報を開示してご意見を求めるとともに、

特設公衆電話に係る費用負担の在り方についても、関係事業者と議論を重ねてまいり

ました。 

 なお、平成 25 年度の接続料金の申請に係るパブリックコメントにおいて、ソフトバンク

グループ殿より、「各社における特設公衆電話と同種の災害対策支援活動も含めて検

討する必要があるとして、災害時に無償貸与する通信端末に関連する費用の負担方法

等についても整理すべき。」とのご意見があったことを踏まえ、これに関する各社のご

意見を聴取したところですが、まずは、特設公衆電話に係る負担方法を整理し、その後

に議論を進めることが適当とされ、本協議の対象からは切り離すこととなりました。 

 

2. 本協議における検討結果について 

（1） 特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について 

① ＮＴＴ東西から関係事業者に提示した考え方 

 ＮＴＴ東西としては、災害時における通信手段を確保するため、原則、（Ａ）国民保

護法（148 条）及び国民保護法施行令（35 条）に基づいて都道府県知事が指定した

避難所（学校、公民館等）のうち、各市町村から設置要望があった避難所、及び（Ｂ）

大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施

設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議

会や自治体等からの設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設

を対象に、収容人員100名あたり１台を基本として自治体、施設管理者等と協議の上、

設置台数を決定し、特設公衆電話の事前設置を進めていく。 

 その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数

が過大なものとならないよう十分配意する。 

 なお、「事後設置型」の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された

避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設

公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あ

たり 1 台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置

する。 

（具体的な設置の考え方、設置台数及び設置見込は、別紙１を参照） 

② 関係事業者からのご意見 

 特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について、関係事業者に

情報を開示してご意見を求めたところ、これに反対するご意見はありませんでした。



- 3 - 
 

ただし、実際の設置にあたっては、適正な設置台数になるよう十分配慮すべきという

ご意見や、設置台数の内訳やコストを開示すべきというご意見をいただきました。

（関係事業者からのご意見とＮＴＴ東西の考え方の詳細については、別紙２を参照） 

③ 特設公衆電話の設置の考え方等に関する関係事業者との合意内容 

 特設公衆電話の設置の考え方等については、ＮＴＴ東西から提示した考え方をも

って関係事業者間で合意することができました。ＮＴＴ東西は、関係事業者のご意見

を踏まえ、設置台数が過度なものとならないよう、当該考え方に基づき運用していく

考えです。また、当該考え方から著しく逸脱する設置要請等が自治体等よりあった

場合には、当該考え方に基づく運用について理解を求めていくとともに、設置台数

が過度なものとならないよう自治体等との調整に努める考えです。 

 

（2） 特設公衆電話のアクセス回線に係る費用負担の在り方 

① 協議の実施状況について 

 ＮＴＴ東西は、平成 25 年度接続料において、特設公衆電話のアクセス回線に係る

費用を公衆電話機能の接続料原価に算入することで総務大臣の認可を受けている

ことを踏まえ、まずは、当該機能に係る接続料をご負担頂いている関係事業者 13社

との間で協議を実施し、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の負担方法につい

てのご意見を求めた結果、関係事業者間で負担する方法として、複数のご提案をい

ただきました。 

また、関係事業者間で負担する方法の他に、国や自治体による負担やユニバー

サルサービス基金による負担というご意見もいただきました。 

 関係事業者間で負担する方法について、公衆電話接続料以外の負担方法のご提

案をいただいたことから、端末系交換機を経由するトラヒックに係る接続料を負担し

ている事業者 4社、総務大臣より電気通信番号の指定を受けている事業者 3社、及

びその両方に該当する事業者 10社の計17社にも合同協議の対象に加わっていた

だき、議論を進めました。 

 

   ② 現在の協議状況について 

 事業者間協議の中で、災害等発生時に特設公衆電話が利用できることによる直

接的な受益者は被災する可能性がある全国民である点等を踏まえ、必ずしも関係

事業者間での負担を前提とするのではなく、国や自治体による負担、及びユニバ

ーサルサービス基金による負担についても検討すべきとの関係事業者のご意見を

受けて、国や自治体による負担や ユニバーサルサービス基金による負担につい

ても議論を行ったほか、事業者間で負担する方法について、ご意見を求め、具体

的な提案をいただき、それら提案について、事業者間で協議を重ねてきましたが、
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現時点において、全ての関係事業者間での合意には至っておりません。 

全ての関係事業者の合意取得に向けて、引き続き、協議を重ねていく考えであり、

当該協議の状況については、平成25年10月末目途で、改めて報告させていただく

考えです。 



区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設※１のうち、地震帰宅困難者対策協議会または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【東日本東日本東日本東日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。

※1 現時点においては、 首都圏直下型地震を想定し「首都直下地震帰宅困難者対策協議会」（東京都等）における「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」に規定される施設又は東日本大震時に多くの帰宅困難者の滞留実績があった施設が対象となる見込みです。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

4,250箇所、11,343台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）

※２
24,500箇所、50,000台

別紙別紙別紙別紙１１１１－－－－１１１１
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区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議会※1または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【西日本西日本西日本西日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））

※1 現時点においては、「大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会」（大阪市）と対応中です。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。
１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

2,534箇所、6,201台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）

※２
15,000箇所、34,000台

別紙別紙別紙別紙１１１１－－－－２２２２



特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込についてのご意見とＮＴＴ東西の考え方 ※敬称略とさせて頂いております。別紙別紙別紙別紙２２２２論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方
設置の考えに賛成

・現時点で異論はない（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話設置の考え方、台数、見込みについては提示された案でよい（T-Systemsジャパン）・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、現時点では、特に異論はない（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話の設置場所ポリシーについては、利便性並びに公平性の観点から、目的をみたしていることから適当（ブラステル／ZIPTelecom）・特設公衆電話を避難所や帰宅困難者対策拠点へ設置するとの考え方については、基本的には異論はない（ＮＴＴドコモ）・設置台数、設置見込みについて意見はない。設置場所について、第三回合同協議資料２－１の設置基準に賛同（ＮＴＴ‐ＭＥ）・第３回合同協議にて示された範囲内でＮＴＴ東西が設置される限りにおいては、設置の考え方については異議はない（ＫＤＤＩ）
過度な設置とならないよう配慮すべき

・適正な設置台数とし、過度なコストとならぬようにすべき（ＮＴＴコミュニケーションズ）・コストを事業者負担とする場合を鑑み、適正な設置台数になるよう配慮すべき（ＮＴＴ ぷらら）・近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案し、公衆電話の設置台数が過大とならないよう十分に配意すべき（フュージョン・コミュニケーションズ）・設置の考え方等については特に異論はないが、特設公衆電話が必要以上に過剰設置されないよう、十分配慮すべき（ＣＴＣ）・設置の考え方、設置台数、設置見込みについては特に異論はない。実際の設置にあたっては、設置台数、コストが過大なものとならないよう十分配慮すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・特設公衆電話に係る費用負担方法が明確でない現時点において、その費用が際限なく拡大しないように、設置場所や設置数について、一定の基準を設けることについて賛同（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・自治体からの要請等による特設公衆電話回線の新規設置や回線増設等の費用については、自治体負担も含め協議を行うことを条件として、対応すべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・第３回合同協議で示された範囲を超えて設置する場合は、関係事業者とその費用負担の在り方について協議が必要（ＫＤＤＩ）

・特設公衆電話については、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に事前設置を進めていきますが、設置台数が過度にならないよう配慮していく考えです。なお、以下の考え方から著しく逸脱する設置要請等があった場合には、当社の設置の考え方について理解を求めるとともに、過度な設置台数とならないよう、自治体等との調整に努める考えです。（事前設置の考え方）施設収容人数１００名あたり１台を基本とし、自治体（施設管理者等）と協議の上決定。但し、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断。
利用者が混乱しないよう配慮すべき ・都市部における帰宅困難者対策拠点への設置について、東日本ではコンビニエンスストアが設置対象となり、西日本では設置対象となっていない。東日本エリア・西日本エリアで統一した施設とすることで、利用者が混乱しないよう考慮すべき（ＵＣＯＭ）・利用率を上げるためにも「設置場所のルール（コンビニであればセブンに統一するなど）」並びに「設置場所の利用者への広報」について、もう少し掘り下げて検討すべき（ブラステル／ZIPTelecom）

・基本的な設置基準については、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本で統一的な考え方を持っておりますが、設置の最終判断はあくまで設置場所の管理者に委ねられることから、結果的に設置状況に差が生じることはありうるものと考えております。なお、コンビニエンスストアに関して東西差が生じている理由は、現時点、帰宅困難者協議会等の構成企業等に差異があることによるものです。・平常時の広報については、各自治体様や施設管理者様に対して、広報誌等における周知を、可能な範囲で、お願いしていく考えです。3



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

設置台数やコストを開示すべき ・設置台数、設置見込みについては、設置の考え方にある「Ａ．避難所」「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」の区分別に内訳を提示の上、コストについてもそれぞれの区分に分けて算出すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・設置台数及び設置見込について、「Ａ．避難所」、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」ごとの内訳と、各々に係るコストを提示すべき（東北インテリジェント通信）・H28年度末の設置見込数の算定の考え方を定量的に示すべき（ＫＤＤＩ）・設置見込台数が変動する場合、コストへの影響が想定されるため、適宜、情報提供をしてほしい（ＮＴＴぷらら）

・Ｈ２４年度末の事前設置台数、及び、現時点でのＨ２８年度末の事前設置見込みにおける「Ａ.避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」の内訳は以下のとおりです。「Ａ.避難所」東日本 9,515台（Ｈ24年度末） 43,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 6,201台（Ｈ24年度末） 34,000台（Ｈ28年度末見込）「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」東日本 1,828台（Ｈ24年度末） 6,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 0台（Ｈ24年度末） 200台（Ｈ28年度末見込）・特設公衆電話のコストについては、「Ａ. .避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」で1台当たりのコストは同じとみています。（1台あたりコスト：約1,700円/月、Ｈ23年度実績）・Ｈ28年度末の設置見込については、対象となる施設数に、現時点の設置要望を加味して算出したものであり、今後の国・自治体の防災計画等により変動するものと考えていますが、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。事業者負担が公平かつ過度にならないよう配慮すべき ・今後、事業者の負担費用が想定よりも増加する状況が生じた場合には、改めて議論をすべき（ＮＴＴドコモ） ・前述のとおり、過度な設置台数とならないよう配慮していく考えです。また、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。
平常時は休止扱いとしコストを削減すべき ・回線費用については、避難所が開設させている期間(実利用期間）のみ費用が発生する。それ以外の平常時は、「休止回線扱い」とする等の考え方はできないか（フュージョン・コミュニケーションズ） ・事前設置型の特設公衆電話は、災害等発生時において、特設公衆電話を設置している施設の管理者等が電話機を取り付けるだけで、即座に利用可能とすることが求められてものであることから、休止回線扱いとすることは適当でないと考えます。なお、事後設置型の特設公衆電話については、ご指摘のような対応をさせて頂いているところです。

※敬称略とさせて頂いております。

4
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関係事業者との協議を踏まえた特設公衆電話に係る費用負担の在り方等に関する報告書（案）   1. 本検討の背景 （1） 特設公衆電話について  特設公衆電話は、災害等緊急時に避難所等において公衆の通話ニーズに対応するため設置・運用される電話であり、通話料を無料にして提供するものです。  特設公衆電話には、災害等が発生した後に自治体が開設する避難所等に設置して通話の用に供される「事後設置型」と、平時に避難所として指定されている場所等に予め加入者回線を設置しておき、災害等が発生した後に避難所の管理者等がその加入者回線に電話機を接続して通話の用に供される「事前設置型」があります。  （2） 今回の協議に至る経緯と協議の実施状況  ＮＴＴ東西は、東日本大震災を踏まえ、災害等が発生した後に、速やかに運用を開始できるという利点を有する「事前設置型」の特設公衆電話の設置を進めています。その際、特設公衆電話に係る費用については、自社のみでなく、関係する全事業者で負担することが適切であると考え、具体的には、①被災者や帰宅困難者の通信手段の確保という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であること、②特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担を求めた場合、事前設置期間の費用を災害発生時に一度に求めることとなり、関係事業者様の理解が得られにくいことに着目し、公衆電話接続料に含めて回収することとして、平成 25 年度の接続料金を申請しました。  審議会での議論を経て、審議会答申において、「特設公衆電話について、関係事業者間で当該費用を負担することは適当であるものの、今後、公衆電話は撤去により台数が減少傾向にあり、その費用は減少していく一方、特設公衆電話は増設予定のため、その費用は増加が見込まれる。このため、仮に今後も、特設公衆電話に係る費用が公衆電話機能の接続料原価に算入され続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に占める特設公衆電話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響が大きくなる可能性がある。そのため、今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特設公衆電話に係る費用の負担方法について検討することが適当。」という考え方が示されました。また、同答申において、特設公衆電話の設置について、「関係事業者の負担による取組となる点に加え、消費者団体からの意見にあるとおり、特設公衆電話の設置の考え方等については、防災対策の観点からも、明らかになっていることが望ましい」として、「ＮＴＴ東西において、平成 25 年 6 月末までに特設公衆電話の設置の考え

資料２ 
書書書書式変式変式変式変更更更更:::: インデント : 左 :  13.6 mm
書書書書式変式変式変式変更更更更:::: 中央揃え
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方、設置台数及び設置見込を総務省に報告し、その内容について関係事業者に開示するとともに、関係事業者の意見を踏まえつつ、特設公衆電話の設置の考え方及び設置見込等について検討し、同年９月末までに、その結果を総務省に報告し、公表することが適当。」という考え方が示されました。  こうした審議会の考え方を受けて、ＮＴＴ東西は、平成 25 年5 月より、関係事業者との間で、計５回の協議及び計 4回の意見聴取を行い、特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について、関係事業者に情報を開示してご意見を求めるとともに、特設公衆電話に係る費用負担の在り方についても、関係事業者と議論を重ねてまいりました。  なお、平成 25 年度の接続料金の申請に係るパブリックコメントにおいて、ソフトバンクグループ殿より、「各社における特設公衆電話と同種の災害対策支援活動も含めて検討する必要があるとして、災害時に無償貸与する通信端末に関連する費用の負担方法等についても整理すべき。」とのご意見があったことを踏まえ、これに関する各社のご意見を聴取したところですが、まずは、特設公衆電話に係る負担方法を整理し、その後に議論を進めることが適当とされ、本協議の対象からは切り離すこととなりました。  2. 本協議における検討結果について （1） 特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について ① ＮＴＴ東西から関係事業者に提示した考え方  ＮＴＴ東西としては、災害時における通信手段を確保するため、原則、（Ａ）国民保護法（148 条）及び国民保護法施行令（35 条）に基づいて都道府県知事が指定した避難所（学校、公民館等）のうち、各市町村から設置要望があった避難所、及び（Ｂ）大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議会や自治体等からの設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設を対象に、収容人員100名あたり１台を基本として自治体、施設管理者等と協議の上、設置台数を決定し、特設公衆電話の事前設置を進めていく。  その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意する。  なお、「事後設置型」の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり 1 台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置する。 （具体的な設置の考え方、設置台数及び設置見込は、資料別紙１－２を参照） ② 関係事業者からのご意見  特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について、関係事業者に
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情報を開示してご意見を求めたところ、これに反対するご意見はありませんでした。ただし、実際の設置にあたっては、適正な設置台数になるよう十分配慮すべきというご意見や、設置台数の内訳やコストを開示すべきというご意見をいただきました。（関係事業者からのご意見とＮＴＴ東西の考え方の詳細については、資料１－２別紙２を参照） ③ 特設公衆電話の設置の考え方等に関する関係事業者との合意内容  特設公衆電話の設置の考え方等については、ＮＴＴ東西から提示した考え方をもって関係事業者間で合意することができました。ＮＴＴ東西は、関係事業者のご意見を踏まえ、設置台数が過度なものとならないよう、当該考え方に基づき運用していく考えです。また、当該考え方から著しく逸脱する設置要請等が自治体等よりあった場合には、当該考え方に基づく運用について理解を求めていくとともに、設置台数が過度なものとならないよう自治体等との調整に努める考えです。  （2） 特設公衆電話のアクセス回線に係る費用負担の在り方 ① 協議の実施状況について  ＮＴＴ東西は、平成 25 年度接続料において、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を公衆電話機能の接続料原価に算入することで総務大臣の認可を受けていることを踏まえ、まずは、当該機能に係る接続料をご負担頂いている関係事業者13社との間で協議を実施し、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の負担方法についてのご意見を求めました。 その結果、関係事業者間で負担する方法として、 ・既に認可を得ている公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する案に賛同するご意見 に加え、 ・端末系交換機を経由するトラヒック比により、当該トラヒックに係る通話の料金設定事業者が負担する案 ・電気通信番号数比で、電気通信番号の指定を受けている事業者が負担する案 のご提案をいただきました。 また、関係事業者間で負担する方法の他に、国や自治体による負担やユニバーサルサービス基金による負担というご意見もいただきました。  関係事業者間で負担する方法について、公衆電話接続料以外の負担方法のご提案をいただいたことから、端末系交換機を経由するトラヒックに係る接続料を負担している事業者 4社、総務大臣より電気通信番号の指定を受けている事業者 3社、及びその両方に該当する事業者10社の計17社にも合同協議の対象に加わっていた
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だき、議論を進めました。  ② 各社のご意見について i. 国や自治体による負担について  事業者間協議の中で、災害等発生時に特設公衆電話が利用できることによる直接的な受益者は被災する可能性がある全国民である点等を踏まえ、必ずしも関係事業者間での負担を前提とするのではなく、国や自治体による負担、及びユニバーサルサービス基金による負担についても検討すべきとの関係事業者のご意見を受けて、第一回合同協議から第四回合同協議まで、各社に対してご意見を求めてきました。  特設公衆電話のアクセス回線に係る費用は、以下の観点から、本来的には国や自治体による負担が望ましいというご意見が 10社より提示されました。 ・災害時における被災者の通信確保は、本来的には、国や自治体による防災対策として対処すべきものであること ・災害等発生時に特設公衆電話が利用できることになるのは、被災する可能性がある全国民であること 一方で、通信事業者も検討に参加した「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」（2011 年 12 月）において、特設公衆電話の設置は「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されてから間もないことに加え、以下の観点から、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を、国や自治体に求めていくことは、俄かには困難であるとして、少なくとも当面の間は、電気通信事業者で負担せざるを得ないというご意見が 4社より提示されました。 ・災害等緊急時における通信の確保については、電気通信事業者もその責務を負っていると考えられること ・特設公衆電話の設置にあたって電話機及び配管コストは基本的に自治体負担となっているところであり、災害等発生時には国や自治体と通信事業者が協力して対応する必要があると考えられること なお、ソフトバンクグループ殿の求めに応じてＮＴＴ東西が実施した「特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング」において、ヒアリングに協力していただいた自治体から、「災害等発生時に備えた対応は、国や自治体と通信事業者が協力して実施することが適切であり、電話機や配管コストは自治体が負担し、アクセス回線については通信事業者に協力していただくことで、お互いに分担して災害等に対応していきたい。」等のご意見をいただきました。 （「特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果」（別紙●3））  
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ii. ユニバーサルサービス基金による負担について  ユニバーサルサービス基金による負担については、以下の観点から、3 社より賛同のご意見が提示されました。 ・特設公衆電話に係る費用は、広くあまねく負担を求めることが適切であること ・既に第一種公衆電話がユニバーサルサービス基金の補てんを受けている事実との整合がとれること 一方で、災害時の通信の確保をユニバーサルサービスに位置付けるためには、事業者間で議論するだけではなく、広く国民全体で議論する必要があるという観点から、特設公衆電話をユニバーサルサービスに位置付けた上でユニバーサルサービス基金に負担を求めていくことは、俄かには困難であるとして、少なくとも当面の間は、電気通信事業者で負担せざるを得ないというご意見が2社より提示されました。 iii. 事業者間で負担する方法について  ⅰ.ⅱ.における議論において、少なくとも当面の間は、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用は、電気通信事業者が負担せざるを得ないということで認識が一致したことを受けて、第一回合同協議から、第四回合同協議まで、各社に対して事業者間で負担する方法について、ご意見を求めてきましたが、案としては、 （案 1）現行の公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する方法に加え、 （案 2）平時の固定電話、携帯電話の通話を特設公衆電話で代替していること、及び災害時における特設公衆電話の通話はＮＴＴ東西の端末系交換機を必ず経由することを踏まえ、端末系交換機を経由するトラヒックにより、当該トラヒックに係る通話の料金設定事業者が負担する方法 （案 3）平時の固定電話、携帯電話の通話を特設公衆電話で代替していること、及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で、電気通信番号の指定を受けている事業者が負担する方法 の提案をいただきました。 各案に対し、主には、以下のご意見をいただきました。なお、各案の特徴等の比較は別紙●５、各社のご意見の詳細は別紙参考資料２６のとおりです。  なお、ＮＴＴ東西は、賛同及び反対の社数にはカウントしていません。 （案１）公衆電話接続料による負担 特設公衆電話は、被災者や帰宅困難者の通信手段の確保という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同等であるという点等で、本案
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には10社から賛同意見がありました。ただし、このうち9社は、今後の負担方法が国や自治体等による負担に移行することを前提に、短期的には現行の公衆電話接続料による負担が適切であるというご意見でした。一方で、災害時の通話のための費用を、平時における公衆電話トラヒックに応じて負担することは、受益者と負担者が一致しないという点で、3社から反対意見がありました。 （案２）端末系交換機を利用するトラヒックによる負担 案 2 以外の方法では自らが費用を負担できないとして、1 社から賛同意見をいただいた一方で、案１と同様、災害時の通話のための費用を、平時における通話トラヒックに応じて負担することは、特設公衆電話が代替する災害時の通話形態と端末系交換機を経由するトラヒックの構成が一致せず、結果として費用負担にアンバランスが生じるという点で、5 社から反対意見がありました。 （案３）電気通信番号数比での按分による負担 災害時の通話確保に係る費用について、電気通信事業者全体で公平に負担するという点や、将来的にユニバーサルサービス基金に移行するという前提に立った場合には、基金の負担と同様、電気通信番号数による負担が適切であるという点で、6社から賛同意見がありました。一方で、選択中継、国際電話等を中心にビジネスを行っている事業者と電気通信番号を有してビジネスを行っている事業者との間で負担の公平性が担保されないという点で、4 社から反対意見がありました。 （帰宅困難者対策として設置される場合は案１ 避難所に設置される場合はと案３の按分による負担折衷案） ＮＴＴ東西から提示された特設公衆電話の設置の考え方を踏まえると、避難所に設置される場合と帰宅困難者対策として設置される場合では、性質が異なると考えることができる点に着目し、前者は案３による負担、後者は案１による負担とすることが適切であるというご意見が、1 社からありました。  ③ 関係事業者からのご意見等を踏まえた今後の方向性  今回の事業者間協議においては、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用について、将来的には国や自治体による負担や、ユニバーサルサービス基金による負担が適切であるとするご意見もありましたが、通信事業者も検討に参加した「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」（2011 年 12 月）において、特設公衆電話の設置は「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されていることや、自治体等が配管や電話機のコストを既に負担していること等を踏まえると、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の負担を、国や自治体に求めていくことや、特設公衆電話をユニバーサル
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サービスに位置付けた上でユニバーサルサービス基金に求めていくことは、俄かには困難であるということで認識が一致しました。  こうしたことから、将来的に国において災害対策の在り方等について改めて議論が行われ、「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方」における特設公衆電話の取り扱いが見直されない限りは、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用については関係事業者間で負担することで合意することができました。  次に、具体的な関係事業者間の負担方法については、短期的には現行の公衆電話接続料による負担が適切であるというご意見があったものの、平成 25 年度の接続料金の認可に係る審議会答申の趣旨を踏まえ、それ以外の負担方法を模索した結果、  ・特設公衆電話は、災害発生時における最低限の通話を確保するために設置されるものであり、できるだけ多くの事業者により支えていくことが適切であると考えられることから、ユニバーサルサービス基金の費用負担方法に準ずる形での負担方法が適切であると考えられること ・特設公衆電話によって便益を受けるユーザは、平時において携帯電話、ＩＰ電話、固定電話等を利用しているユーザであることに着目すれば、平時の音声通話に係る全てのトラヒックに応じて按分負担するという考え方をとることは合理的であるが、運用の簡便性の観点も踏まえると、こうした考え方に最も近似し、かつ、既にユニバーサルサービス基金で運用実績のある、各事業者の利用番号数比で費用按分する方法が適切であると考えられること ・「特設公衆電話のアクセス回線に係る費用は、国や自治体が負担することが望ましい」とするご意見や「特設公衆電話をユニバーサルサービスに位置付けて、ユニバーサルサービス基金で負担することが望ましい」とするご意見が、多くの事業者から示されたことを踏まえ、将来、「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方」に係る議論が改めて行われ、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」とされていた特設公衆電話の設置が「国等が中心となり取り組むべき事項」と整理された場合には、その費用は国や自治体が負担することになる可能性があるものと考えられる。、また、ユニバーサルサービスの対象が見直され、特設公衆電話がユニバーサルサービスに位置付けられた場合には、その費用はユニバーサルサービス基金で負担することになるものと考えられる。このように、国・自治体による費用負担やユニバーサルサービス基金による費用負担への移行の可能性を踏まえれば、補助によって特設公衆電話を支えるという考え方に、より親和性が高い考え方に基づく負担方法を選択することが適切であると考えられること  という観点から、案３による負担方法とすることについては、一定の合理性があるとして、多くの事業者から一定の理解が得られたものの、一方では、同案を採用した場合、公衆電話のトラヒック見合いで費用負担してきた案１と比べると、一部
書書書書式変式変式変式変更更更更:::: 蛍光ペン (なし) 書書書書式変式変式変式変更更更更:::: 蛍光ペン (なし) 
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の事業者の費用負担が大きく変動することになってしまう等の課題が提起され、案３による負担方法では費用を負担できないとの反対意見も受けました。（各社のご意見につきましては、参考１のとおりです）うとの課題が提起されました。 以上を踏まえ、関係事業者間での協議を更に進め、特設公衆電話のアクセス      回線に係る費用の半分を公衆電話のトラヒック見合で負担いただくとともに、残る半分の費用を案３の方法により負担いただく新たな案（資料３）が提案されたことを受けて、改めて関係事業者に合意（賛同事業者が多い場合には、受け入れ）の可否を確認したところ、大半の事業者からは合意する旨の意思表示（賛同事業者が多い場合には、受け入れる旨の意思表示を含む。関係事業者で合意した場合であっても、合意事業者のうち１以上の事業者が費用負担方法の再見直しについて協議したい旨を要望したときは、関係事業者間で改めて協議することを前提とする旨の意思表示を含む。）をいただけたものの、現時点において、一部の事業者５社（ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンク BB株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社ウィルコム、イー・アクセス株式会社）から合意できないする旨の意思表示（賛同事業者が多い場合には、受け入れる旨の意思表示）をいただいけているない状況にありますが、。（各社の賛同状況は資料４） このため、全ての関係事業者の合意取得に向けて、引き続き、協議を重ねていく考えです。です。あり、当該協議の状況については、平成 25 年 10月末目途で、改めて報告させていただく考えです。なお、本報告書の公表については、平成 25 年 10月末目途で、改めて報告させていただくものをもって対応させていただく考えです。  なお、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の一部を公衆電話のトラヒック見合で負担いただくことにした場合、それを原因とした公衆電話の利用者料金の値上げが懸念される旨、審議会答申においてご指摘いただいていますが、今回の新たな案において、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の半分を公衆電話のトラヒック見合で負担いただくとともに、残る半分の費用を案３の方法により負担いただくことにより、公衆電話の利用者料金に直接及びうる影響を軽減することが可能になるものと考えております。また、公衆電話の利用者料金設定事業者においても、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の一部を公衆電話のトラヒック見合で負担することになったとしても、それだけを理由として公衆電話の利用者料金を値上げすることは、当該審議会答申の趣旨に反していることは理解されているところです。  また、審議会答申において検討対象外とされているものの、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用について、国や自治体が負担すべき、或いは、ユニバ

書書書書式変式変式変式変更更更更:::: 蛍光ペン (なし) 書書書書式変式変式変式変更更更更:::: 蛍光ペン (なし) 
書書書書式変式変式変式変更更更更:::: 蛍光ペン (なし) 

書書書書式変式変式変式変更更更更:::: 蛍光ペン (なし) 
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ーサルサービスと位置付けた上でユニバーサルサービス基金で負担すべきとするご意見が多くの事業者から示されたことを踏まえ、今後、国において、大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について幅広い議論が行われる際には、総務省等において、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を、国や自治体による費用負担、或いは、ユニバーサルサービス基金による費用負担とすることについても、改めてご議論いただきたいと考えます。 
 



特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話ののののアクセスアクセスアクセスアクセス回線回線回線回線にににに係係係係るるるる費用費用費用費用のののの事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの負担方法負担方法負担方法負担方法のののの比較比較比較比較

案案案案１１１１ 案案案案２２２２ 案案案案３３３３

案案案案４４４４

（（（（案案案案1111とととと案案案案3333のののの折衷案折衷案折衷案折衷案））））

課金単位 公衆電話トラヒック１秒当たり

加入者交換機経由トラヒック

１秒当たり

電気通信番号１番号当たり

公衆電話トラヒック１秒当たり

及び

電気通信番号１番号当たり

算定方式

単金＝

原価

公衆電話トラヒック総通信時間

単金＝

原価

加入者交換機経由トラヒック

総通信時間

単金＝

原価

総電気通信番号数（※）
単金１＝

原価×０．５

公衆電話トラヒック総通信時間

単金２＝

原価×０．５

総電気通信番号数（※）（※）交付金及び負担金算定等規則第24条に規定する方法で算定した収益の額が10億円を超える事業者の総務大臣に指定された電気通信番号のうち、最終利用者に付与されている電気通信番号の合計

資料３



費用負担方法　案４（案１、案３の折衷案）について賛否の状況賛同 賛同多数ならば受入可 受入不可 無回答NTTコミュニケーションズ株式会社 ○九州通信ネットワーク株式会社 ○株式会社ＵＣＯＭ ○株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○株式会社ＮＴＴぷらら ○株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ○ベライゾンジャパン合同会社 ○アイテック阪急阪神株式会社 ○株式会社NTTPCコミュニケーションズ ○JCOMグループ ○株式会社ＳＴＮet ○中部テレコミュニケーション株式会社 ○東北インテリジェント通信株式会社 ○株式会社ケイ・オプティコム ○ブラステル株式会社 ○株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○ＫＤＤＩ株式会社 ○沖縄セルラー電話株式会社 ○株式会社ウィルコム ○イー・アクセス株式会社 ○ソフトバンクテレコム株式会社 ○ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ソフトバンクモバイル株式会社 ○フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ＫＶＨ株式会社 ○フリービット株式会社 ○株式会社アイ・ピー・エス ○T-Systems ジャパン株式会社 ○東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社合計 14社 7社 5社 2社

合同協議対象事業者名 案４（案１、案３の折衷案）に対する回答資料４
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第５回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録（案） 

 

1．日時  平成 2５年 8月 28日（水）13:30～15：50 

 

2．場所  電気通信事業者協会会議室 

 

3．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTTドコモ、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、QTNet（QTN）、ケイオプティコム(KOPT)、KDDI、KVH、J：COM、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンク BB（SBB）、ソフトバンクモバイル（SBM）、CTC、東京テレメッセージ（TTM）、THOKnet（TOH）、フュージョン（FCC）、ZIPテレコム（ZIP）、UCOM、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略   ＜議事次第＞ 1.報告書（案）及び費用負担方法へのご意見   ＜結論＞ ・ ・ 本日の議論を踏まえ、各社において案 3による費用負担方法に対する意見を 9/10 までに報告いただく。 ・ 頂いたご意見と本日の議論を踏まえ、速やかに NTT 東西が報告書（案）を修正し、意見照会を行う。意見照会の結果は、次回協議で提示する。次回協議は、9/10 以降、速やかに実施する。  ＜主な対応模様＞ （冒頭） N:これまでの４回の協議を踏まえて、今回、報告書の案を提示させていただく。本日は、当社としても結論の方向性を提示させていただくので、ご議論をいただいたうえで、次回の協議において報告書を確定させたいと考えている。内容のご説明に入る前に総務省の人事異動があったので、ご挨拶をいただきたい。 総務省：今回の協議は、東日本大震災の経験を踏まえ、将来の災害にどのように備えるかを通信業界全体で議論して頂いているものであり、非常に意義の深いものである。事業者間で有意義かつ建設的な議論をして頂き、報告書のとりまとめをお願いしたい。冒頭に総務省から２点申し上げたい。１点目は、この合同協議の趣旨について、繰り返しになり恐縮ではあるが、改めて御説明したい。この協議は、平成２５年度接続約款変更認可に係る審議会答申の中で、御注文を頂いた

資料５4 
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ことが発端となっている。答申を受け、総務省からＮＴＴ東西に対し、資料のとおり、「特設公衆電話に係る費用について、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討」するよう要請させて頂いた。したがって、まずは、公衆電話接続料として事業者間負担をする案１以外の案を中心に御議論いただき、平成２６年度接続料に係る接続約款変更認可申請に適用できるような報告書をまとめて頂くことが我々の期待するところである。現段階では案１以外では案３への賛同意見が多い状況だと伺っているので、現実的に採用し得るオプションの一つなのかもしれないが、例えばこの案３を取り上げてみると、単に誰がどのように負担をするかという計算方法、按分の計算式のみを御議論頂くのではなく、例えば、NTT 東西が確実に当該費用を回収するための方法、紛争が生じた場合の対処方法など費用負担を確実にするための方策についても、課題を洗い出した上で議論をお願いしたい。すなわち、負担の割合だけでなく、どのようなスキームでそれを実現するのかという点も、先ほど御紹介した要請文書で検討を要請している「負担の方法」に当然含まれると考えているので、それらも含め御議論頂きたい。２点目は、これも繰り返しになり大変恐縮ではあるが、地方自治体等による負担について申し上げたい。特設公衆電話については、震災直後に電気通信事業者の参加も得て開催した「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」の最終取りまとめにおいて、配布資料のとおり、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」としてアクションプラン化されたものであり、かつ、現時点でこの決定を修正する特段の事情もないことから、事業者等が中心に御検討頂いているものと認識している。また、特設公衆電話に係る費用を、「設置に係る費用」「アクセス回線の維持コスト」「通話に係るコスト」の３つに区分した場合、「設置に係る費用」のうち、設置工事費用についてはＮＴＴ東西が負担しているものの、屋内配管及び電話機については、地方自治体等の施設管理者が負担していると聞いている。この合同協議では、特設公衆電話に係る費用全体のうち「アクセス回線の維持コスト」のみについて、事業者間でどのように負担をすべきかを議論して頂いているものであり、費用全体を事業者間で負担することを議論しているわけではないことを、重ねてご理解頂きたい。すなわち、くどくて恐縮であるが、事業者等が中心となって取り組むべき事項という整理があるものの、既に地方自治体等が一部の費用を負担しているものであることをご認識頂ければ幸いである。したがって、地方自治体等が費用負担を行う可能性は現時点で低く、従来の整理どおり、事業者間で負担をするという前提に立って議論を進めて頂きたい。  （報告書（案）及び費用負担方法について） NTT 東西より報告書の目次に沿って、各項目の内容を説明し、関係事業者間での負担については、これまでの各社意見を踏まえ、NTT 東西より新たに案３を一部修正した「案３‘」を提案。  N:今日の議論では、先程の総務省殿からのコメントも踏まえた上で、案１以外の方法による事業者間でのコスト負担方法について結論を出していきたいと考えている。9 月末には報告書を作成するということも意識してご意見をいただきたいと考えている。 まず、今回「案３‘」を提案した背景を説明させていただく。これまでの協議において、事業者様より「案３をとった場合、選択中継や国際電話等を中心にビジネスを行っている事業者と電
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気通信番号を有してビジネスを行っている事業者との間での負担の公平性が担保されない」という課題が提起された。「案３」の弱点として提起された課題を解消することを目的として、今回、「案３‘」により、選択中継事業者や国際電話事業者等にも応分負担いただけるよう提案させていただいたところ。ただし、NTT としては、必ずしも「案３´」にこだわっているわけではなく、「案３」のままでもかまわない。時間も限られているため、今日の協議で、「案３」又は「案３‘」のどちらか一方に案を絞り込んだ上で、次回の協議までに賛否を表明いただくという形をとりたい。参考まで申し上げると、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ・公衆電話の番号数が全番号数に占める割合は概ね 14％弱であり、それをＰＳＴＮ･公衆電話の発信トラヒックに係る利用者料金設定状況で按分することになるが、NTT 東西と NTT コミュニケーションズの利用者料金設定呼が 7 割程度であるため、残り 3割程度がその他の事業者で按分負担するイメージとなる。ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ・公衆電話の番号数のウェイトを考えると、結果的には「案３」の番号数比とさほど変わらない割合になると考えている。 KOPT：報告書（案）の別紙 4で各事業者の意見をまとめているが、ニュアンスが十分伝わらないことから、実際の報告書には各社が提出したオリジナルの意見を添付してほしい。また、報告書（案）７ページ目の「移動体の番号ポータビリティに係る網改造料の費用按分方法を参考に」という記載については、関係事業者間のみしか知りえない情報であることから削除してほしい。 N：各社にご提出いただいたオリジナルの意見については、最終的な報告書には添付する予定。この報告書は公表されることになるので、多少の修正であれば対応するのでご連絡いただきたい。７ページ目の内容を削除することについては了解した。 KOPT：「案３´」について、トラヒックによる按分というのは実際に運用可能なのか。 N：NTT発信のトラヒックは事業者間精算を実施していることもあり把握しているので運用可能だ。 SBTM：我々の意見は、本来は国・自治体、又はユニバで負担すべきであるが、議論に時間を要することから暫定的な措置としてどのような負担方法にすべきかを議論してきていたつもりだった。番号数による按分については、元々反対していなかったが、今回の提案は、将来的にはユニバによる負担とすることを想定し、ユニバによる負担が実現するまでの暫定措置として｢案３｣を採用するということなのか、それとも、事業者による負担を前提とし、案１、案２がＮＧだから「案３」を採用するという消去法的な考え方なのか。 N：NTT としては、特設公衆電話を将来的にユニバに整理すべきという考え方は持っていない。今回の負担方法を提案した考え方は、特設公衆電話の受益者が誰なのかという点に着目したものである。特設公衆電話の受益者が誰かということを考えると、厳密には、携帯電話・ＩＰ電話・固定電話等を含めた全事業者の全トラヒックに応じて按分負担することが適当と考えるが、全事業者に係る全トラヒックデータを集約することは現実的には困難である。 また、これまでの協議では、我々自身も、特設公衆電話のコストが一定の範囲に収まっている間は、案１による費用負担をもう少し継続することも可能という認識を持っていたが、本日、総務省殿から冒頭にご発言があったように、平成２５年度接続料申請時の要請の趣旨を踏まえると案１は採り難いということであれば、それ以外の方法を模索せざるを得ないということになる。しかも、冒頭にご発言があったように、事業者間協議においては、案１以外の方法による費用按分について結論を出すよう要請されているということも踏まえると、消去法的に見えてしまうか
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もしれないが、今回、携帯電話・ＩＰ電話・固定電話等を含めた全事業者の全トラヒックに代替しうるものとして、「案３」を基本としつつ、これまでの事業者協議において、「案３」の弱点として指摘されてきた事項、具体的には、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ発の料金設定を担っている選択中継事業者や国際事業者にも一定の負担を求めるべきというご意見にも配意して、「案３´」を提示させていただいたものである。 SBTM：短期的には、電話番号数による按分でも問題ないと考えているが、中長期的にはユニバーサルサービスに該当するという整理を図る等の方向性があった上で、短期的な整理をすべきだと考えている。そうでないと、例えば、PSTNマイグレが進んだ、或いは、電話番号を持たない通信の増加等の環境変化が生じた場合等において、費用按分方法を見直した方がよい状況が生じても、いつ見直しを行えばよいかタイミングがわからなくなるのではないか。費用負担方法に関して何かしらの根底の考え方がないと、長期的には問題が出てくるのではないか。一度、制度を定めてしまうと変更は容易にはできない。負担方法を見直す必要が出てきた際、何をトリガーに見直しを行うのかについて拠り所となる考え方が必要なのではないか。 N：一旦、事業者間で合意し、将来的に事情変更が発生した場合には、いずれの事業者からの要請に基づく場合であっても、費用負担方法の見直しに係る協議を開始することは可能であると考えている。また、ユニバーサルサービス基金の補填額負担の按分に用いられているパラメータが変更された場合には、実務的にもその数値を用いて按分し続けることができなくなる以上、補填額負担の按分方法の見直しをトリガーにして、特設公衆電話の方でも協議開始することが考えられる。 SBTM：中長期的にはユニバーサルサービスとして位置づけるべき等の方向性について、報告書に少しだけでも記載してほしいと考えている。 Ｎ：ユニバーサルサービスとして位置づけるべきという考え方は、今回の事業者協議では必ずしもコンセンサスが得られていないと思うので、そこまでは記載できないと思われる。 UCOM：「案３´」について、STEP1 で番号数比に按分したもののうち、NTT 東西の電話番号数分を STEP2において、NTT 東西発信のトラヒックで按分するという理解で合っているか。 N：ひかり電話発信については、基本的に NTT料金設定となるのでトラヒック按分対象の番号数には  含めていない。PSTN・公衆電話発信の場合は、NTT 以外が料金設定をしているケースが多く、この部分を中継事業者や国際系事業者にも負担していただくことで、従前「案３」の課題として指摘されていた不公平感をなくすことが可能になるという点が、「案３´」を提案させていただいた趣旨になる。 CTC：STEP1 でも STEP2でも移動体事業者が按分対象に含められているのは何故か。 N：1番号あたりの発信トラヒックは同等であると仮定すると、一般的に発側が料金設定権を有しているので、各事業者の番号数で按分すれば、各事業者が料金設定しているトラヒックで按分しているということになると考えている。しかしながら、NTT 東西の PSTN・公衆電話発信の場合は、NTT 以外が料金設定をしているケースが多く、各事業者の料金設定しているトラヒックを反映していないということになるので、STEP2 で再按分することにより、それを反映しようとしているという考え方である。厳密には、NTT 東西の PSTN・公衆電話以外の電話から着信課金サービス等にかけた場合、発側が料金設定していないトラヒックが含まれるということになるが、それらは、どの番号でも同じように発生するし、規模的にも大きくないということで割り切っている。 
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SBM：STEP2で発信に着目しているのは、公衆電話には発信しかないことが理由なのか。 N：そういう考え方というよりは、どの事業者が各トラヒックの料金設定をしているかということ に着目している。 SBM：料金設定という考え方となると、移動体発の国際通話は、国際事業者の料金設定となるので、整合性が取れないと考える。 N：移動体発信は大半が発側の料金設定だと考えていた。発側が料金設定していないトラヒックが相 当の割合あるということか。 SBM：具体的なトラヒック量は把握していないが、元々「案３」の考え方に発着の概念は無く、特設公衆電話の受益者は、各事業者の電話サービスの利用者であるという点に着目している考え方だと理解していた。 N：その点について考え方は合っているが、中継事業者や国際事業者の負担割合がトラヒック量と比較して少なくなるという課題が提起されていたので、その課題を解決しうる案として、「案３´」を提示したところである。 SBM：検討の苦労は理解するが、移動体発で発側が料金設定していないトラヒックの扱いと整合性が取れないということでは、説明が困難であるように思う。 N：現行のユニバ制度と同様の考え方で、STEP1 では売上高が 10 億円以下の事業者は按分対象に入れない割り切りを行いたいと考えている。トラヒック量にもよるのだろうが、STEP2 でも移動体発信で他事業者が料金設定しているトラヒックは割り切ってしまうという案は採れないものか。 SBM：割り切るのは簡単でないかもしれない。 KDDI：特設公衆電話について、自治体の負担額と事業者の負担額では大きな差があると考えるが、この点について NTT としてはどう考えているのか。 N：電話機や配管等の設置といった自治体の負担は一過性のものであるのに対し、アクセス回線の維 持はランニングコストとして発生し続けることを考慮すると、特設公衆電話だけを捉えて見れば、事業者による負担が自治体による負担と比べて多くなっているのは事実。 しかしながら、これまでもお話してきたとおり、平成 23 年 12月の「大規模災害緊急事態における通信確保のあり方について」の最終取りまとめにおいて、特設公衆電話の設置については「事業者等が中心となって取り組むべき事項」と整理されていることを踏まえると、当該コストは事業者が負担すべきものであると理解している。 さらに言えば、以前、総務省殿から、国・自治体も避難所と自治体庁舎等との間の通信手段を確保するための費用等を既に負担しているとか、避難所に係る備蓄品等の資材等に係る費用等を負担しているという話もいただいており、特設公衆電話だけを捉えて議論するのではなく、災害対策における全体の役割分担を捉えて議論すれば、国・自治体の負担は必ずしも軽いものではないということになるのではないか。 とはいえ、例えば、「大規模災害緊急事態における通信確保のあり方」について改めて議論される機会があるなら、今回の事業者協議において、国・自治体による費用負担という案が提起されていた事実を踏まえつつ、必要に応じて、総務省殿にて再検討を行っていただくことになるのではないか。 KDDI：一過性のコストとランニングコストでは負担額が大きく異なることを踏まえて、ご意見は出
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させていただく。また、案１がＮＧという前提において、案２か案３のいずれかを検討するという議論のプロセスが必要だと考えるが、そのようなプロセスでの検討はしないのか。 N：ご意見としては理解する。以前の協議でも、将来的に案１がＮＧになったという前提を置いて、その場合、案２か案３のいずれがよいか、と問いかけさせていただいたが、あくまでも口頭での投げかけ止まりであり、文書等での意見確認を行っていなかったのは、ご指摘のとおりである。とはいえ、報告書のとりまとめまで、時間的余裕がないことも勘案いただき、「案３」を軸に賛否確認させていただけるとありがたい。 ドコモ：案 1が採りえないのであれば、案２で割り切るという考え方もあるのではないか。また、案３については、災害発生時に発信側の端末が利用できなくなるから特設公衆電話を利用するものであることを踏まえると、STEP1 だけで完結するという考え方も採りうると考える。 N：ご意見の通り、STEP1 で完結するという考え方も採りうると考えている。結論を出す必要があることを踏まえると、今回、案２、案３、「案３´」のいずれの案に賛同されるかについてご意見をいただき、ご意見の多い案でまとめる方向で調整を進めていくという手法もあると思われるが、各社のご意見はどうか。 UCOM：確認になるが、STEP2では、NTT 東西の PSTN・公衆電話番号数である 14％弱相当分のコストをトラヒック比で他事業者も含めて按分するということか。 N：その認識であっている。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：特設公衆電話の利用には、災害時における安否を知らせるという目的が含まれていることを踏まえると、知らせる側である発信側だけでなく、安否情報を受け取る着信側にも受益があると考える。あらゆる人に受益があると考えると、ユニバとして整理することも考えられる。ユニバをゴールにすれば、案３を支持するという考え方も示されているので、STEP2 までいかずに、STEP1 までで止めておく方が適当と考える。ただし、社内で議論する必要があるので持ち帰って検討したい。 TTM: 「案３´」における電話番号数は被災地のものに限定するのか。また、トラヒックについても、被災時のトラヒックなのか。 NTT：平時のトラヒックで負担するという考え方である。 KVH：案３であれば、自治体による負担を求めていく場合と比較して整理が進めやすいという認識。事前設置については数値を示してもらっているが、事後設置がどれくらいあるのか分からない。事業者の費用負担が過大になることを懸念しているが、どのくらいの規模になるか分かるようであれば教えてもらいたい。 N：事前設置の特設公衆電話の費用については、これまでお示ししているとおり、17 億円／年程度になると想定している。事後設置については、設置期間が災害発生・特設公衆設置後から数日やせいぜい数か月程度であるし、設置台数もさほど多くなるものではないので、事前設置で見込んでいる 17億円／年から見ると、大きな金額にはならないと考えている。 KDDI：報告書（案）の７ページ目の最後に国・自治体による費用負担について記載しているが、ユニバ基金による負担については記載しないのか。 N：別紙４の通り、ユニバ基金による負担とすべきという意見は、国・自治体による負担とすべきという意見と比較して少ないことから、報告書（案）では特に触れなかった。別紙４では３社がユ
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ニバ基金による負担とすべきと整理されているが、ジュピターテレコムは「ユニバ基金のように広くあまねく負担」との意見であるので、必ずしもユニバ基金による負担とすべきとの意見ではないと考えている。フュージョンコミュニケーションズの意見の趣旨はいかがか。 FCC：意見を出した時点では、制度的にユニバ基金による負担とすべきという趣旨であった。 N：それであれば、報告書にも記載することを検討したい。 総務省：現行のユニバ基金制度は、国民生活に必要不可欠なサービスについて、都市部での競争が進んだ結果、高コストなルーラルエリアにおいて低廉なサービス提供をする余力がなくなるという状況を避けることを目的としている。ユニバ基金の補填の対象に特設公衆電話を加えるとなると、現在のユニバ制度の枠組みを大きく変更しなければならない可能性がある。これまでのユニバ制度の見直しの議論においても、携帯電話やブロードバンドサービスをユニバとして位置付けるべきという議論もあったが、結果として現在の形に落ち着いているもの。仮に特設公衆電話をユニバとして位置付けるのであれば、制度の枠組みを広く議論した結果として、事業者の負担が大きなものになってしまう可能性があることも留意していただきたい。事業者の総意であるなら報告書の今後の方向性に記載することは適当だと思うが、これまで４回の議論を踏まえると、事業者の総意とまでは言い難い状況のように感じている。 N：事業者総意の意見としては記載できないというのは認識している。もし記載するのであれば、「ユニバ基金による負担とすべきという意見があった」程度の記載になると思う。 SBTM：「案３」を採用するのであれば、ユニバ基金による負担について言及しないのは難しいのではないか。当社としては、これまで、国・自治体による負担を見据えた暫定的な措置として費用負担方法を議論しているつもりで案１による負担を支持していたが、恒久的な措置となるのであれば議論は変わってくる。負担方法という各論の議論より、どのような考え方に基づいて、事業者全体で特設公衆電話のコストを負担するのかといった総論的な考え方が必要なのでは。 N：当社自身も当面は公衆電話接続料への影響も小さいので案１を採りうると考えていたが、冒頭に総務省殿からもご発言があった通り、審議会の要請の趣旨を踏まえ、案１が採り難いということであれば、別の方法でとりまとめを図るほかないと考えている。 SBTM：特設公衆電話の費用負担については、災害対策という性質を踏まえると、通信事業者全体で広くあまねく負担をすべきものと考えられるものであり、こうした観点に立った場合、ユニバ制度の負担方式に準拠した負担方法が適切だという考え方もあるのではないか。 N：了解した。案３については、特設公衆電話の便益を受けるユーザが幅広く存在することを踏まえ、多くの事業者で特設公衆電話を支えていくべきといった観点から、ユニバ制度の負担方式に準拠している考え方として支持が集まった旨を記載することとしたい。 KOPT：公衆電話接続料以外で事業者が負担することとなった場合に、激変緩和のための措置を取ることを考えているか。 N：現状での設置台数はまだ少なく、今後、徐々に設置台数が増加していくことを考えると、激変緩和措置を取らなくても影響は少ないと考える。出来ればシンプルな形で整理させていただきたい。 QTNET：「案３」における利用番号の定義を教えてほしい。 N：ユニバ基金における定義と同様である。データの把握方法については TCAと相談する必要があると考えている。 
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ｴﾈﾙｷﾞｱ：自治体負担が基本だと考えていたが、本日の案を持ち帰って検討することとしたい。 EA：持ち帰って検討させていただくが、各事業者の意見が割れた場合、どのような判断をするつもりなのか。 N：あと１回の合同協議の予定であったが、あと２回は協議しないと結論が出ないかもしれない。9/10に皆様の意見をいただいた直後に合同協議を実施したい。 CTC：事業者負担となった場合の事務処理を具体的に教えてほしい。 N：具体的には、費用負担方法が定まってから検討するが、各事業者と費用負担契約を締結することになると想定している。 CTC：平成２８年度時点の特設公衆電話の設置台数見込みは提示していただいているが、負担額を想定したいので毎年度の設置見込みを教えてほしい。 N：精緻な数値にはならないかもしれないが、早期に提示させていただく。 KDDI：報告書の提出期限を考慮すると、新たに出てきた「案３‘」を持ち帰って検討するのは得策ではないのではないか。議論を絞るためにも、「案１を採用できないとした場合、案３でも異論は無いか」という聞き方にしてみてはどうか。 N：「案３´」は案１と案３の折衷案的な位置づけで提示させていただいたもの。NTT 東西としては、元々の案３でも問題ないと考えている。選択中継事業者等の扱いを「案３」の弱点として問題提起されていた事業者のご意見を伺いたい。 KOPT：「案３」は公平性の観点から課題であるという意見を出していたが、少なくとも、番号を持っている携帯事業者がＮＴＴ東西のＰＳＴＮ分も一部費用負担すべきということまでは考えていなかった。また、問題提起したものの、その問題を必ず解決すべきという趣旨で申し上げた訳ではない。 ドコモ：公平性は担保すべきだが、案３とした場合でも、選択中継・国際の専業事業者以外は、既に一定の負担はしていることになる。そもそも案３の電気通信番号数比にしても一定程度の割り切りではあるので、それをさらに細かく分計する STEP2までは不要と考える。 N：それでは、STEP1 までの按分方法、つまり、当初の「案３」で意見照会を行いたい。 ドコモ：案２はあまり議論がなされていないにも関わらず、「費用負担にアンバランスが生じる」という報告書（案）の記載は馴染まないのではないか。 N：案２とした場合、移動体発移動体着などといった NTT 東西の GC 交換機を経由していないトラヒックが考慮されないことがアンバランスであるという趣旨あり、５社から意見が出たということを記載している。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：最終的には国・自治体の負担という前提で、暫定的に案１～３のいずれにするかを検討していた事業者もいると思うが、事務局である NTT 東西としては、国・自治体による負担は不可能だと考えているのか。 N：我々が言うべき話ではないと思うが、事業者も参加し、平成 23 年 12月にとりまとめられた「大規模災害緊急事態における通信確保のあり方について最終とりまとめ」における整理を踏まえると、それが見直されない中では、国・自治体による負担に再整理することは困難だと考えている。将来的に見直しになる可能性はゼロではないと思うが、一旦決まったことであり、すぐには変更されることはないと考えている。結果的に、今回の事業者協議での負担方法が恒久的なものとな
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らざるを得ないと考えるが、事情変更があるとして、按分方法の見直しについて協議され、事業者間で新たな合意が形成されれば、その合意に基づき費用按分方法を変更することは可能と考えている。 ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ：４回目までの合同協議では、案１も採りうるものであるという前提で協議していたが、今回の協議では、案１は採り得ない方向になっている。前回までの議論との比較が難しい。 N：想定していたより時間的猶予が少なかったということ。ただし、合意ができなければ公衆電話接続料で負担いただかざるを得ないという考え方は報告書（案）にも記載しているとおりである。とはいえ、今回の要請を踏まえると審議会で許容されるかは疑問であり、何とか別案による合意形成を図っていきたいと考えている。 総務省：総務省からの要請事項について、議論を深めて頂き、ありがたく思う。案１については、法的に全く採り得ないということではないが、冒頭に申し上げたように審議会答申で一度御注文を頂いている。したがって、案１、案２、案３という並列な選択肢ではなく、まずは案１とは別の方法について、「公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ」、実現可能性も含め議論を尽くして頂くことが必要。仮に、それらの選択肢が実現不可能であることが判明した場合に、案１に立ち返ることも有りうるかもしれないが、本日の議論を拝聴していても案３の実現可能性は必ずしも否定されていないと感じた。また、仮に、議論がまとまらず案１に立ち返るにしても、審議会の宿題事項である「公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないように」という点に関する答が必要となる。そのほか、オブザーバーの立場ではあるが３点申し上げたい。報告書（案）７ページ目に記載されている「関係事業者間での合意を図っていきたい」という記載については、「関係事業者間で合意した」という確定的なものになるように進めていただくことを期待している。また、案３または「案３´」を採るのであれば、いつが期限かは議論をしなければならないが、少なくとも平成２６年度接続約款認可申請の時までに、冒頭申し上げたどのようなスキームで費用負担を実現するのかという点を議論していただく必要があろう。最後に瑣末なことで恐縮ではあるが、例えば、報告書（案）３ページ（２）における「特設公衆電話に係る費用負担」という表現については、本日の会議の冒頭に申し上げたとおり、特設公衆電話に係る費用全体ではなく、そのうちアクセス回線の維持コストのみが議論の対象となっていることが明確になるような修正が必要ではないかと考える。あくまでオブザーバーなので、反映するかどうかは皆様の議論次第であるということを理解したうえで申し上げさせていただく。 N：報告書（案）については、本日の議論を踏まえて修正する。費用負担に係る事業者間契約の詳細な内容等、具体的な事務処理等に係る部分については、平行して検討を進め、当方から提案させていただくが、今回の協議のように事業者に集まっていただいて議論する必要は必ずしもないと考えているので、書面等での意見照会という形になると考えている。本日の協議を踏まえ、各事業者様には、「案１を採用できないとした場合、案３でも異論は無いか」ということを社内に持ち帰って確認を行ってきていただきたい。締め切りは 9/10 までとさせていただき、次回協議は 9/10直後で設定したい。また、今回、参加されていない事業者へのアプローチについては NTT 東西に一任していただきたい。  



費用負担方法費用負担方法費用負担方法費用負担方法（（（（案案案案３３３３））））にににに対対対対するするするする各事業者様各事業者様各事業者様各事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見
参考１－１ 賛同 賛同多数であれば受入可 受入不可 無回答 受入不可の場合の対案等株式会社ウィルコム ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可株式会社ＳＴＮet ○ ○株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○ ○エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○ ○ 案２が妥当株式会社ＮＴＴぷらら ○ ○株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ○ ○九州通信ネットワーク株式会社 ○ ○ＫＤＤＩ株式会社 ○ ○ 案２が妥当ＫＶＨ株式会社 ○ ○ 回答日未定株式会社ケイ・オプティコム ○ ○イー・アクセス株式会社 ○ ○ 案１で検討すべきソフトバンクテレコム株式会社 ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可ソフトバンクモバイル株式会社 ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可中部テレコミュニケーション株式会社 ○ ○東北インテリジェント通信株式会社 ○ ○フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ 回答日未定ベライゾンジャパン合同会社 ○ ○ H26.2撤退予定のため、対象外として欲しい株式会社ＵＣＯＭ ○ ○ブラステル株式会社 ○Zip Telecom株式会社 ○株式会社アイ・ピー・エス株式会社関西コムネット東京テレメッセージ株式会社株式会社沖縄テレメッセージアイテック阪急阪神株式会社 ○ ○株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ ○ ○沖縄セルラー電話株式会社 ○ ○ 案２が妥当株式会社テクノロジーネットワークス（JCOMグループ） ○ ○フリービット株式会社 ○ ○ 回答日未定T-Systems ジャパン株式会社東日本電信電話株式会社 ○西日本電信電話株式会社 ○合計 27社 10社 6社 8社 3社

ユニバーサルサービス制度における負担金の負担対象となっている事業者合同協議対象事業者名 ご回答



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔ

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○

m.kinoshita.west
テキスト ボックス
参考１－２



貴社名：中部テレコミュニケーション株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する
区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案３による負担

賛同
賛同多数であれば
受け入れ可能

受け入れ不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ケイケイケイケイ････オプティコムオプティコムオプティコムオプティコム

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ エムイーエムイーエムイーエムイー

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名：株式会社NTTPCコミュニケーションズ 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する 
  区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案 

  

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 

賛同 
賛同多数であれば 

受け入れ可能 
受け入れ不可 

○ 



貴社名： エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する 
  区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案 

  

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 

賛同 
賛同多数であれば 

受け入れ可能 
受け入れ不可 

○ 



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴぷららぷららぷららぷらら

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名：ａｕグループ代表 ＫＤＤＩ株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受入不可の理由 費用負担方法の代替案 

• 平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通
信審議会）においては、現状として「特設公衆電話はユニバーサルサービスではない」とし、費用負
担に在り方については、ユニバーサルサービスの枠組み利用や、国等の負担、企業の負担等の考
え方を例示した上で、今後も「まずはこれまでどおりＮＴＴ東西における自主的な取組として進めるこ
とが適当」という整理がなされています。 

• 上記の点から、現時点においては、特設公衆電話はユニバーサルサービスの対象ではないことが
一旦は整理されており、同答申上は「今後、必要に応じて、その状況を確認しつつ、改めて検討する
ことが適当」との記載はありますが、実際に再議論を行うには相応なきっかけと相当な議論が必要な
状況であると考えます。 

• 本来、ユニバーサルサービスの対象ではないものに対し、ユニバーサルサービスの負担方法を適用
すること自体に合理性は存在しません。むしろ、一旦は異なるものとして整理されているものならば、
異なる負担方法とすることが適切であると考えます。 

• なお、同答申は、ユニバーサルサービス制度の枠組みの将来的な活用までを否定しているわけでは
ありませんが、その意味では、国等の負担、企業の負担も並列例示されており、その１つを恣意的に
適用する（直ちにユニバーサルサービスの負担方法を準用する）ことに合理性はないと考えます。 

• 仮に、特設公衆電話にこの合理性を見出すならば、本合同協議において、特設公衆電話とユニバー
サルサービスとの同一性や相当な類似性を合意するという方法が考えられますが、前述の状況下に
おいて一部の事業者のみでそのような整理を行うことは事実上不可能と考えます。 

• さらには、現状のユニバーサルサービスの費用負担方法は、様々な議論の末に、いくつかの課題に
ついて割り切った内容となっており、必ずしも完全な方法ではないことも共通認識であると考えます。 

• このような負担方法を、ユニバーサルサービスとの同一性、類似性の議論も経ないまま、ただ“実績
のある按分方式”という理由だけで安易に採用することには強い疑問を感じます。 

• このような点から、弊社としては、案３の受入れは難しいと考えております。 

• 弊社といたしましては、特設公衆電話のアクセス
回線の維持コストは、国や自治体による負担が
望ましいと考えておりますが、その整理には相応
なきっかけと相当な議論が必要であることと理解
しており、国や自治体によるコスト負担について
一定の結論が得られるまのでの間、事業者負担
とせざるを得ない場合の負担方法について、案１
によるコスト負担を継続することが仕組みの大き
な変更を伴わず望ましい旨をご提案させていた
だいております。 

• これは、当面の中継ぎ的な負担方法として、暫定
的であったにしても一旦は総務省殿が認可し実
際に運用されている方式である点を拠り所とした
ご提案でした。 

• しかしながら、仮に、国や自治体による負担、案
１による負担のどちらも採用できない場合には、
適用根拠が明確な案１との親和性が高い案２（ 
端末系交換機を経由するトラヒックにより、当該
トラヒックに係る通話の料金設定事業者が負担
する方法）が次善策であると考えます。（詳細な
理由は次項のとおり） 

• なお、上記以外の新たな代替案のご提案は特に
ありません。 

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 
賛同 賛同多数であれば受入可能 受入不可 

○ 



代替案を支持する理由 

• 現行の負担方法は、平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通信審議会）において、「
特設公衆電話は、ＮＴＴ東西殿の自主的な取組である」とされたことを前提に、「実際費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定」に対する
平成２５年３月の情報通信行政・郵政行政審議会答申（以下「接続料答申）という）において、「特設公衆電話は災害時等における公衆電話の役
割を補完するもの」であることを主たる理由として「これに要する費用の一部をＮＴＴ東西殿と接続事業者が負担することに一定の合理性がある」
とし、暫定的ながら認可され、実際に特設公衆電話の負担方法として運用されているものです。 

• 一方、同接続料答申においては、今後の負担方法について「関係事業者との間で、公衆電話機能の接続料原価に占める割合が上昇し、公衆電
話の利用者料金のみに転嫁されることがないよう留意しつつ、接続料以外の方法も含め」検討することが適当とされています。 

• このような経緯から、“接続料による負担”という方法は否定されているわけではなく、むしろ実績もあり、今後の整理方法として唯一具体的に例
示されているものです。また、現行方式（つまり案１）も、「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」の懸念がないのであれば特段の議論も
なかったものと認識しております。 

• その意味において、案２は“接続料による負担“であり、現行方式（案１）との相違点は、原価の算入先が公衆電話機能の接続料原価なのか、上
位階梯の端末系交換機の（付加機能の）接続料原価なのかという点でしかなく、案１の１バリエーションともとらえることができる上に、上記留意
点（「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」への懸念）を十分に反映させた負担方法である点は、国・自治体負担や現行方式（案１）の次
善策として十分な合理性を有していると考えます。 

• また、公衆電話機能接続料原価へ算入する案１に各事業者の賛同が集まったという事実を踏まえると、接続料によるコスト回収に合理性を見出
す事業者が多いということを意味していると考えており、支払処理も含めたスキームの運用が簡易である点も相まって、次善策としての合意性も
高いのではないかと考えております。 

• なお、ヒストリカルなNTSコストを接続料で回収することについては、これまでの合同協議で大きな課題がないことが判明しており、実現性におい
ても問題ないものと考えております。 

 

• 前述のとおり、電気通信番号数比での按分案（案３）の採用は弊社としては受入不可ですが、仮に案３が弊社として受入可能な範囲であるとした
場合にも、案２は案３と対比して、以下の２点において、より公平かつ適切な負担方法であると考えております。 

 選択中継、国際電話等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない） 事業者も応
分に費用負担する公平なスキームである点。 

 売上高が10億円以下の事業者が除外されないことから、広く関連事業者が支援するという趣旨にも合致する点。 

• また、各社ご主張の災害時のトラヒックと平時のトラヒックの相違による費用負担のアンバランスさについては、案３でも災害時のトラヒックと番号
比のアンバランスが発生するであろうことから、（案１及び、）案２・案３共通の課題であり、案２を採用したときにのみに発生する劣位項目ではな
いと考えております。 

３．案２を次善策として支持する理由。 



貴社名： ＫＤＤＩ株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受入不可の理由 費用負担方法の代替案 

• 平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通
信審議会）においては、現状として「特設公衆電話はユニバーサルサービスではない」とし、費用負
担に在り方については、ユニバーサルサービスの枠組み利用や、国等の負担、企業の負担等の考
え方を例示した上で、今後も「まずはこれまでどおりＮＴＴ東西における自主的な取組として進めるこ
とが適当」という整理がなされています。 

• 上記の点から、現時点においては、特設公衆電話はユニバーサルサービスの対象ではないことが
一旦は整理されており、同答申上は「今後、必要に応じて、その状況を確認しつつ、改めて検討する
ことが適当」との記載はありますが、実際に再議論を行うには相応なきっかけと相当な議論が必要な
状況であると考えます。 

• 本来、ユニバーサルサービスの対象ではないものに対し、ユニバーサルサービスの負担方法を適用
すること自体に合理性は存在しません。むしろ、一旦は異なるものとして整理されているものならば、
異なる負担方法とすることが適切であると考えます。 

• なお、同答申は、ユニバーサルサービス制度の枠組みの将来的な活用までを否定しているわけでは
ありませんが、その意味では、国等の負担、企業の負担も並列例示されており、その１つを恣意的に
適用する（直ちにユニバーサルサービスの負担方法を準用する）ことに合理性はないと考えます。 

• 仮に、特設公衆電話にこの合理性を見出すならば、本合同協議において、特設公衆電話とユニバー
サルサービスとの同一性や相当な類似性を合意するという方法が考えられますが、前述の状況下に
おいて一部の事業者のみでそのような整理を行うことは事実上不可能と考えます。 

• さらには、現状のユニバーサルサービスの費用負担方法は、様々な議論の末に、いくつかの課題に
ついて割り切った内容となっており、必ずしも完全な方法ではないことも共通認識であると考えます。 

• このような負担方法を、ユニバーサルサービスとの同一性、類似性の議論も経ないまま、ただ“実績
のある按分方式”という理由だけで安易に採用することには強い疑問を感じます。 

• このような点から、弊社としては、案３の受入れは難しいと考えております。 

• 弊社といたしましては、特設公衆電話のアクセス
回線の維持コストは、国や自治体による負担が
望ましいと考えておりますが、その整理には相応
なきっかけと相当な議論が必要であることと理解
しており、国や自治体によるコスト負担について
一定の結論が得られるまのでの間、事業者負担
とせざるを得ない場合の負担方法について、案１
によるコスト負担を継続することが仕組みの大き
な変更を伴わず望ましい旨をご提案させていた
だいております。 

• これは、当面の中継ぎ的な負担方法として、暫定
的であったにしても一旦は総務省殿が認可し実
際に運用されている方式である点を拠り所とした
ご提案でした。 

• しかしながら、仮に、国や自治体による負担、案
１による負担のどちらも採用できない場合には、
適用根拠が明確な案１との親和性が高い案２（ 
端末系交換機を経由するトラヒックにより、当該
トラヒックに係る通話の料金設定事業者が負担
する方法）が次善策であると考えます。（詳細な
理由は次項のとおり） 

• なお、上記以外の新たな代替案のご提案は特に
ありません。 

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 
賛同 賛同多数であれば受入可能 受入不可 

○ 



代替案を支持する理由 

• 現行の負担方法は、平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通信審議会）において、「
特設公衆電話は、ＮＴＴ東西殿の自主的な取組である」とされたことを前提に、「実際費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定」に対する
平成２５年３月の情報通信行政・郵政行政審議会答申（以下「接続料答申）という）において、「特設公衆電話は災害時等における公衆電話の役
割を補完するもの」であることを主たる理由として「これに要する費用の一部をＮＴＴ東西殿と接続事業者が負担することに一定の合理性がある」
とし、暫定的ながら認可され、実際に特設公衆電話の負担方法として運用されているものです。 

• 一方、同接続料答申においては、今後の負担方法について「関係事業者との間で、公衆電話機能の接続料原価に占める割合が上昇し、公衆電
話の利用者料金のみに転嫁されることがないよう留意しつつ、接続料以外の方法も含め」検討することが適当とされています。 

• このような経緯から、“接続料による負担”という方法は否定されているわけではなく、むしろ実績もあり、今後の整理方法として唯一具体的に例
示されているものです。また、現行方式（つまり案１）も、「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」の懸念がないのであれば特段の議論も
なかったものと認識しております。 

• その意味において、案２は“接続料による負担“であり、現行方式（案１）との相違点は、原価の算入先が公衆電話機能の接続料原価なのか、上
位階梯の端末系交換機の（付加機能の）接続料原価なのかという点でしかなく、案１の１バリエーションともとらえることができる上に、上記留意
点（「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」への懸念）を十分に反映させた負担方法である点は、国・自治体負担や現行方式（案１）の次
善策として十分な合理性を有していると考えます。 

• また、公衆電話機能接続料原価へ算入する案１に各事業者の賛同が集まったという事実を踏まえると、接続料によるコスト回収に合理性を見出
す事業者が多いということを意味していると考えており、支払処理も含めたスキームの運用が簡易である点も相まって、次善策としての合意性も
高いのではないかと考えております。 

• なお、ヒストリカルなNTSコストを接続料で回収することについては、これまでの合同協議で大きな課題がないことが判明しており、実現性におい
ても問題ないものと考えております。 

 

• 前述のとおり、電気通信番号数比での按分案（案３）の採用は弊社としては受入不可ですが、仮に案３が弊社として受入可能な範囲であるとした
場合にも、案２は案３と対比して、以下の２点において、より公平かつ適切な負担方法であると考えております。 

 選択中継、国際電話等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない） 事業者も応
分に費用負担する公平なスキームである点。 

 売上高が10億円以下の事業者が除外されないことから、広く関連事業者が支援するという趣旨にも合致する点。 

• また、各社ご主張の災害時のトラヒックと平時のトラヒックの相違による費用負担のアンバランスさについては、案３でも災害時のトラヒックと番号
比のアンバランスが発生するであろうことから、（案１及び、）案２・案３共通の課題であり、案２を採用したときにのみに発生する劣位項目ではな
いと考えております。 

３．案２を次善策として支持する理由。 



貴社名：東北インテリジェント通信株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する
区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案３による負担

賛同
賛同多数であれば
受け入れ可能

受け入れ不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：アイテックアイテックアイテックアイテック阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社エネルギアエネルギアエネルギアエネルギア・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

原則原則原則原則，，，，年年年年にににに１１１１回回回回，，，，特設公衆特設公衆特設公衆特設公衆

電話電話電話電話のののの設置台数設置台数設置台数設置台数をををを開示開示開示開示いいいい

ただくことをただくことをただくことをただくことを条件条件条件条件にににに，，，，

「「「「【【【【案案案案３３３３】】】】電気通信番号数比電気通信番号数比電気通信番号数比電気通信番号数比

でのでのでのでの按分按分按分按分によるによるによるによる負担負担負担負担」」」」をををを受受受受

けけけけ入入入入れますれますれますれます。。。。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

弊社共といたしましては、特設公衆電話に係る費用につ

いては、設置の経緯を考えますと、各自治体の負担とする

べきものと考えております。

そのため、案３（電気通信番号数比での按分）については、

弊社共本来の主張である将来の自治体負担への道筋から

はかけ離れていることに加え、自治体負担とする代替案とし

て、将来のユニバーサルサービス化を前提としていない現

時点では、取り得る案ではないと考えております。

自治体負担の在り方が整理されるまでの暫定措置として、

案１（公衆電話ACによる負担）を次善の案として支持して参

りました。

そのため今回整理される暫定措置案については、将来の自

治体負担に結びつくような公平な事業者負担方法であるな

らば、弊社共といたしましては否定するものではありません。

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○

ソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコム株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクソフトバンクソフトバンクソフトバンクBB株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社ウィルコムウィルコムウィルコムウィルコム



先日先日先日先日のののの合同協議合同協議合同協議合同協議をををを踏踏踏踏まえればまえればまえればまえれば、、、、案案案案１１１１以外以外以外以外のののの場合場合場合場合、、、、いずれのいずれのいずれのいずれの案案案案にににに賛同賛同賛同賛同するかをするかをするかをするかを回答回答回答回答すべきものとすべきものとすべきものとすべきものと認識認識認識認識するところするところするところするところ、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ東西殿東西殿東西殿東西殿ごごごご

提示提示提示提示のののの回答書式回答書式回答書式回答書式ではではではでは、、、、当社当社当社当社のののの意見意見意見意見をををを正確正確正確正確にににに反映反映反映反映できないことからできないことからできないことからできないことから、、、、当該任意書式当該任意書式当該任意書式当該任意書式にてにてにてにて回答回答回答回答させていただくさせていただくさせていただくさせていただく点点点点ごごごご了承了承了承了承いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

貴社名貴社名貴社名貴社名：ＮＴＴ：ＮＴＴ：ＮＴＴ：ＮＴＴドコモドコモドコモドコモ
NTT DOCOMO Highly Confidential
開示先：東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
開示日：2013年9月10日
Copyright© 2013 NTT DOCOMO Inc. All rights reserved

◆2013年8月28日の合同協議の場において総務省より、平成25年3月29日付の情報通信行政・郵政行政審議会による答申書にて、「特設公衆電話に

係る費用について、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法につい

て検討」するよう要請があったことを踏まえ、公衆電話接続料にて負担することは、公衆電話の利用者料金へ転嫁される懸念があることから、案１以外

の案を中心に関係事業者間で議論して欲しい旨の発言があったものと認識するところ、以下の通り、費用負担方法について再度当社見解を示します。

◆当社は災害時に使用される特設公衆電話は公衆電話と同一の「利用形態」になるものと認識していることから、特設公衆電話のアクセス回線に係る

費用については、基本的には公衆電話の料金設定事業者が負担すべきと考え、案１（公衆電話接続料による負担）による費用負担方法が望ましいと

考えます。

◆一方で、合同協議で議論されたように、公衆電話の利用者料金へ転嫁されないよう配慮し、広く薄く関係事業者間で費用負担するという考え方につ

いては、それ自体否定できないものと考えます。

◆この点、必ずしも特設公衆電話が端末の代替性を有しているとの考え方に直ちに賛同することは出来ませんが、限られた時間の中で仮に案１以外

の負担方法について、いずれかの案を選択する必要があるのであれば、そもそも今回負担する費用はＮＴＴ東西殿の設備費用であることを踏まえ、当

該設備を利用する接続事業者で当該費用を広く薄く負担する（ＧＣ交換機を経由するトラヒックで費用按分する）案２の方法による負担方法がより適切

な費用負担方法であると考えます。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ブラステルブラステルブラステルブラステル/ZIPTelecom

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコム

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：九州通信九州通信九州通信九州通信ネットワークネットワークネットワークネットワーク株式会社株式会社株式会社株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○

【【【【補足補足補足補足コメントコメントコメントコメント】】】】・・・・接続機能の新設費用については、開発費用の透明性を確保した上で、各事業者にて過度な負担とならないような検討が必要と考えます。



貴社名：イー・アクセス株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する 
  区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案 

現時点で費用負担における議論がつくされていない認識で
あり、案３とすることについては賛同できません。 

今後も案１を含めた議論をNTT東西殿及び事業者間にて進
めるべきであると考えます。 

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 

賛同 
賛同多数であれば 

受け入れ可能 
受け入れ不可 

○ 



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ベライゾンジャパンベライゾンジャパンベライゾンジャパンベライゾンジャパン合同会社合同会社合同会社合同会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可賛同ただし当社は平成26年2月末で電話事業の撤退を予定していることを留意いただき、費用負担の対象事業者から外していただきたい。



事業者間事業者間事業者間事業者間でででで負担負担負担負担するするするする方法方法方法方法についてについてについてについて（（（（各案各案各案各案にににに対対対対するするするする関係事業者関係事業者関係事業者関係事業者のののの賛同状況賛同状況賛同状況賛同状況））））

参考２

暫定措置株式会社ウィルコム ○ ○株式会社ＳＴＮet株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ○株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○株式会社ＮＴＴぷらら ○株式会社エネルギア・コミュニケーションズ九州通信ネットワーク株式会社 ○ＫＤＤＩ株式会社 ○ ○ＫＶＨ株式会社株式会社ケイ・オプティコム ○イー・アクセス株式会社ソフトバンクテレコム株式会社 ○ ○ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ ○ソフトバンクモバイル株式会社 ○ ○中部テレコミュニケーション株式会社東北インテリジェント通信株式会社 ○フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ベライゾンジャパン合同会社株式会社ＵＣＯＭ ○ ○ブラステル株式会社 ○ ○Zip Telecom株式会社 ○ ○株式会社アイ・ピー・エス株式会社関西コムネット東京テレメッセージ株式会社 ○株式会社沖縄テレメッセージアイテック阪急阪神株式会社株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ沖縄セルラー電話株式会社ジュピターテレコムグループ ○フリービット株式会社T-Systems ジャパン株式会社 ○東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社合計（各案に対する賛成事業者数） 10社 9社 1社 7社 1社

事業者間で負担する方法合同協議対象事業者名 案１ 案2 案3 帰宅困難者対策として設置される場合は案１　避難所に設置される場合は案３
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第６回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録 

 

1．日時  平成 25年 10月 11日（金）14:00～15：00 

 

2．場所  電気通信事業者協会会議室 

 

3．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTT-ME、NTTドコモ、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、QTNet（QTN）、ケイオプティコム(KOPT)、KDDI、au、J：COM、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンク BB（SBB）、ソフトバンクモバイル（SBM）、CTC、東京テレメッセージ（TTM）、TOHKnet（TOH）、フュージョン（FCC）、STnet（ST）、ZIPテレコム（ZIP）、UCOM、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略   ＜議事次第＞ 1. 報告書について 2. 費用負担方法（案 1と案 3の折衷案）について    ＜結論＞ ・ 費用負担方法（案 4）が提案されるに至った経緯等を NTT 東西から各事業者に提示。 ・ 資料 3について、各案の単価を追記したものを各事業者に提示。 ・ 本日の議論を踏まえ、各事業者は費用負担方法（案 4）の受入可否に関する意見を 10/18（金）迄に NTT 東西に提示。 ・ 各事業者から提示された意見を踏まえ、10月第 4週もしくは最終週に再度、協議を開催予定。  ＜主な対応模様＞ （冒頭）ＮＴＴ東西より、Ｈ25 年 9 月末の報告書の内容について、特設公衆電話の設置の考え方、 設置台数及び設置見込については合意が得られたこと、事業者間で負担する方法については、9 月末では合意ができず、10月末を目途に報告するとした点を中心に説明し、あわせて、案 3での合意が得られなかった過程において、案 1と案 3の折衷案である案 4について提案があったこと、及び関係事業者に事務レベルで本提案に関する照会を行ったことを資料 3及び資料 4を用いて説明。 ＦＣＣ:資料 4では「無回答」となっているが、案 4について照会された認識はない。 Ｎ：全社に照会させていただいたように認識しているが、個別に確認させていただく。 （確認した結果、FCC へ照会が漏れていたことを確認） 
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eA：資料 4で「不賛同」となっているが照会された認識はない。今後は個別に照会してほしい。 Ｎ：了解。 Ｎ：案 1 と案 3 をハイブリッドで組み合わせた案 4 に対する御意見を書面で 10/18（金）迄にいただきたい。意見照会用のフォーマットを早急にお送りする。 Ｄ：案 1と案 3をハイブリットで組み合わせた考え方を示してほしい。様々な選択肢がある中で、今回の案を採用した考え方や経緯を説明した資料があれば、社内で説明しやすい。 Ｎ：案４はそもそもＮＴＴ東西から提示した案ではないので、ＮＴＴ東西の考えとして説明するこ  とは難しいが、案 1 に代わる案として、案 2 と案 3 が提案されたが合意に至らず、折衷案としての案 4 が提案されたという経緯等を記載することは可能と思われる。ただし、案１と案３の加重割合を 50％とした部分については、両案ともに一定の理屈があるとされていたので、2 案の折半としたというくらいしか理屈がない。 Ｄ：その程度でも構わない。 St：費用に関する考え方については、案 4であれば社内で調整することができると思うが、実際に 案 4を採用した場合における具体的な精算方法についても考え方を示してほしい。 Ｎ：Ｈ23 年度の特設公衆電話のコストについては、Ｈ25年度の公衆電話接続料で負担していただいているが、来年度以降の費用負担について大枠の部分を議論させていただいているところ。ＮＴＴ東西の中では、具体的な精算方法もある程度考えてはいるものの、大枠が決定しないまま提示しても意味がないと考えている。大枠が決定次第、速やかに意見照会させていただきたい。 St：了解。 Ｎ：今回、最終的に事業者間で合意できなった場合の報告書案を提示させていただいているが、半 年近く関係事業者間で議論させていただき、全社合意まで後一歩というところに来ているものと認識。各事業者が様々なご意見をお持ちであった中、それぞれが譲歩して歩み寄ることで、合意形成に向けての調整が進んできている。協議事務局を務めてきた立場としては、折角ここまで議論を重ねてきた以上、案 4 で収束させていきたいと考えている。あわせて、事務局の不手際で、案４の事前照会が漏れてしまった事業者様があった点については、お詫びさせていただきたい。現時点、案 4 は受入不可とされているソフトバンク様についても、引き続き、社内で調整を進めていただいているところであり、案 4 で合意できる可能性はまだ残っていると考えている。他の事業者様についても、事前照会が漏れていた事業者様を除き、窓口のご担当の方々からは、案 4であれば概ね受入可能という感触をお示しいただいているところであるが、案 4 の受入可否について会社回答をお示しいただきたいと考えている。 ＴＴＭ：資料 3について、各案の単価を入れたものを共有していただきたい。 Ｎ：了解。 総務省：御議論いただき、また社内を調整いただき感謝している。特設公衆電話の費用の在り方について、本来は 9月末に報告期限を設定していたが、なかなか各社の考えがまとまらず、10 月末に期限を延長せざるを得なかったのは大変遺憾ではあったが、期限に向けて引き続き議論・調整をお願いしたい。総務省の中では、10月末の報告期限を更に延長することはあり得ないだろうという声が大変強いので、その点をお含みいただき、10月末までに結論が出るようなスケジュール感で協議を進めていただきたい。 



 3

Ｎ：今後は 10月 18 日（金）までに案 4の受入可否について各社ご意見をお示しいただくこととし、そ の内容を踏まえ、10月第 4週もしくは最終週に再度協議を開催し、最終報告書を取り纏めていけるよう進めていきたい。 以上 



平成２５年１０月２８日Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本
特設公衆電話費用の負担方法について

（第七回合同協議）

関係事業者様限り
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【資料２】 第６回合同協議議事録



関係事業者との協議を踏まえた特設公衆電話に係る費用負担の在り方等

に関する報告書案 構成

１．本検討の背景

（1）特設公衆電話について

（2）今回の協議に至る経緯と協議の実施状況

２．本協議における検討結果について

（1）特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について

①NTT東西から関係事業者に提示した考え方

②関係事業者からのご意見

③特設公衆電話の設置の考え方に関する関係事業者との合意内容

（2）特設公衆電話のアクセス回線に係る費用負担の在り方

①協議の実施状況について

②各社の意見について

ⅰ.国や自治体による負担について

ⅱ.ユニバーサルサービス基金による負担について

ⅲ.事業者間で負担する方法について

③関係事業者間での協議結果を踏まえた今後の方向性

○報告書案の目次

○参考資料

・情報通信行政・郵政行政審議会答申（関連個所抜粋）

・合同協議資料（第１回～第７回）、及び議事録

〔別紙１－１、１－２ 特設公衆電話の設置の考え方・設置台数及び設置見込〕

〔別紙２ 特設公衆電話の設置の考え方・設置台数及び設置見込についてのご意見と

ＮＴＴ東西の考え方〕（事業者意見は別添１～３参照）

〔別紙３ 特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果〕

〔別紙４ 事業者間で負担する方法について〕（事業者意見は別添１～３参照）

〔別紙５ 国、自治体等による負担に関するご意見とＮＴＴ東西の考え方・事業者間で負担する

方法に関するご意見とＮＴＴ東西の考え方〕（事業者意見は別添１～３参照）

〔別紙６ 費用負担方法 案３について賛否の状況〕（事業者意見は別添４参照）

〔別紙７ 特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の事業者間での負担方法の比較〕

〔別紙８ 費用負担方法 案４（案１、案３の折衷案）について賛否の状況〕（事業者意見は

別添５参照）

○報告書案の別紙・別添

資料１－１
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関係事業者との協議を踏まえた特設公衆電話に係る費用負担の在り方

等に関する報告書（案） 

 

1. 本検討の背景 

（1） 特設公衆電話について 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に避難所等において公衆の通話ニーズに対応する

ため設置・運用される電話であり、通話料を無料にして提供するものです。 

 特設公衆電話には、災害等が発生した後に自治体が開設する避難所等に設置して

通話の用に供される「事後設置型」と、平時に避難所として指定されている場所等に予

め加入者回線を設置しておき、災害等が発生した後に避難所の管理者等がその加入

者回線に電話機を接続して通話の用に供される「事前設置型」があります。 

 

（2） 今回の協議に至る経緯と協議の実施状況 

 ＮＴＴ東西は、東日本大震災を踏まえ、災害等が発生した後に、速やかに運用を開始

できるという利点を有する「事前設置型」の特設公衆電話の設置を進めています。その

際、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用については、自社のみでなく、関係する

全事業者で負担することが適切であると考え、具体的には、①被災者や帰宅困難者の

通信手段の確保という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一

であること、②特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担を求めた場合、事

前設置期間の費用を災害発生時に一度に求めることとなり、関係事業者様の理解が得

られにくいことに着目し、公衆電話接続料に含めて回収することとして、平成 25 年度の

接続料金を申請しました。 

 審議会での議論を経て、審議会答申において、「特設公衆電話について、関係事業

者間で当該費用を負担することは適当であるものの、今後、公衆電話は撤去により台

数が減少傾向にあり、その費用は減少していく一方、特設公衆電話は増設予定のため、

その費用は増加が見込まれる。このため、仮に今後も、特設公衆電話に係る費用が公

衆電話機能の接続料原価に算入され続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に

占める特設公衆電話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響が大きくなる

可能性がある。そのため、今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電

話の利用者料金のみに転嫁されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特

設公衆電話に係る費用の負担方法について検討することが適当。」という考え方が示さ

れました。また、同答申において、特設公衆電話の設置について、「関係事業者の負

担による取組となる点に加え、消費者団体からの意見にあるとおり、特設公衆電話の設

置の考え方等については、防災対策の観点からも、明らかになっていることが望まし

い」として、「ＮＴＴ東西において、平成 25 年 6 月末までに特設公衆電話の設置の考え

方、設置台数及び設置見込を総務省に報告し、その内容について関係事業者に開示

資料２１－２ 



- 2 - 
 

するとともに、関係事業者の意見を踏まえつつ、特設公衆電話の設置の考え方及び設

置見込等について検討し、同年９月末までに、その結果を総務省に報告し、公表する

ことが適当。」という考え方が示されました。 

 こうした審議会の考え方を受けて、ＮＴＴ東西は、平成 25 年5 月より、関係事業者との

間で、計７回の協議及び計５回の意見聴取を行い、特設公衆電話の設置の考え方、設

置台数及び設置見込について、関係事業者に情報を開示してご意見を求めるとともに、

特設公衆電話に係る費用負担の在り方についても、関係事業者と議論を重ねてまいり

ました。 

 なお、平成 25 年度の接続料金の申請に係るパブリックコメントにおいて、ソフトバンク

グループ殿より、「各社における特設公衆電話と同種の災害対策支援活動も含めて検

討する必要があるとして、災害時に無償貸与する通信端末に関連する費用の負担方法

等についても整理すべき。」とのご意見があったことを踏まえ、これに関する各社のご

意見を聴取したところですが、まずは、特設公衆電話に係る負担方法を整理し、その後

に議論を進めることが適当とされ、本協議の対象からは切り離すこととなりました。 

 

2. 本協議における検討結果について 

（1） 特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について 

① ＮＴＴ東西から関係事業者に提示した考え方 

 ＮＴＴ東西としては、災害時における通信手段を確保するため、原則、（Ａ）国民保

護法（148 条）及び国民保護法施行令（35 条）に基づいて都道府県知事が指定した

避難所（学校、公民館等）のうち、各市町村から設置要望があった避難所、及び（Ｂ）

大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施

設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議

会や自治体等からの設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設

を対象に、収容人員100名あたり１台を基本として自治体、施設管理者等と協議の上、

設置台数を決定し、特設公衆電話の事前設置を進めていく。 

 その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数

が過大なものとならないよう十分配意する。 

 なお、「事後設置型」の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された

避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設

公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あ

たり 1 台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置

する。 

（具体的な設置の考え方、設置台数及び設置見込は、別紙１を参照） 

② 関係事業者からのご意見 

 特設公衆電話の設置の考え方、設置台数及び設置見込について、関係事業者に

情報を開示してご意見を求めたところ、これに反対するご意見はありませんでした。
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ただし、実際の設置にあたっては、適正な設置台数になるよう十分配慮すべきという

ご意見や、設置台数の内訳やコストを開示すべきというご意見をいただきました。

（関係事業者からのご意見とＮＴＴ東西の考え方の詳細については、別紙２を参照） 

③ 特設公衆電話の設置の考え方等に関する関係事業者との合意内容 

 特設公衆電話の設置の考え方等については、ＮＴＴ東西から提示した考え方をも

って関係事業者間で合意することができました。ＮＴＴ東西は、関係事業者のご意見

を踏まえ、設置台数が過度なものとならないよう、当該考え方に基づき運用していく

考えです。また、当該考え方から著しく逸脱する設置要請等が自治体等よりあった

場合には、当該考え方に基づく運用について理解を求めていくとともに、設置台数

が過度なものとならないよう自治体等との調整に努める考えです。 

 

（2） 特設公衆電話のアクセス回線に係る費用負担の在り方 

① 協議の実施状況について 

 ＮＴＴ東西は、平成 25 年度接続料において、特設公衆電話のアクセス回線に係る

費用を公衆電話機能の接続料原価に算入することで総務大臣の認可を受けている

ことを踏まえ、まずは、当該機能に係る接続料をご負担頂いている関係事業者 13社

との間で協議を実施し、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用の負担方法につ

いてのご意見を求めました。 

その結果、関係事業者間で負担する方法として、 

・既に認可を得ている公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担す

る案に賛同するご意見 

に加え、 

・端末系交換機を経由するトラヒック比により、当該トラヒックに係る通話の料金設定

事業者が負担する案 

・電気通信番号数比で、電気通信番号の指定を受けている事業者が負担する案 

のご提案をいただきました。 

また、関係事業者間で負担する方法の他に、国や自治体による負担やユニバー

サルサービス基金による負担というご意見もいただきました。 

 関係事業者間で負担する方法について、公衆電話接続料以外の負担方法のご提

案をいただいたことから、端末系交換機を経由するトラヒックに係る接続料を負担し

ている事業者 4社、総務大臣より電気通信番号の指定を受けている事業者 3社、及

びその両方に該当する事業者 10社の計17社にも合同協議の対象に加わっていた

だき、議論を進めました。 
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② 各社のご意見について 

i. 国や自治体による負担について 

 事業者間協議の中で、災害等発生時に特設公衆電話が利用できることによる直

接的な受益者は被災する可能性がある全国民である点等を踏まえ、必ずしも関係

事業者間での負担を前提とするのではなく、国や自治体による負担、及びユニバ

ーサルサービス基金による負担についても検討すべきとの関係事業者のご意見を

受けて、第一回合同協議から第四回合同協議まで、各社に対してご意見を求めて

きました。 

 特設公衆電話のアクセス回線に係る費用は、以下の観点から、本来的には国や

自治体による負担が望ましいというご意見が 10社より提示されました。 

・災害時における被災者の通信確保は、本来的には、国や自治体による防災対

策として対処すべきものであること 

・災害等発生時に特設公衆電話が利用できることになるのは、被災する可能性が

ある全国民であること 

一方で、通信事業者も検討に参加した「大規模災害等緊急事態における通信確

保の在り方について 最終取りまとめ」（2011 年 12 月）において、特設公衆電話の

設置は「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されてから間も

ないことに加え、以下の観点から、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を、国

や自治体に求めていくことは、俄かには困難であるとして、少なくとも当面の間は、

電気通信事業者で負担せざるを得ないというご意見が 4社より提示されました。 

・災害等緊急時における通信の確保については、電気通信事業者もその責務を

負っていると考えられること 

・特設公衆電話の設置にあたって電話機及び配管コストは基本的に自治体負担

となっているところであり、災害等発生時には国や自治体と通信事業者が協力

して対応する必要があると考えられること 

なお、ソフトバンクグループ殿の求めに応じてＮＴＴ東西が実施した「特設公衆

電話の費用負担に関する自治体ヒアリング」において、ヒアリングに協力していた

だいた自治体から、「災害等発生時に備えた対応は、国や自治体と通信事業者が

協力して実施することが適切であり、電話機や配管コストは自治体が負担し、アク

セス回線については通信事業者に協力していただくことで、お互いに分担して災

害等に対応していきたい。」等のご意見をいただきました。 

（「特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果」（別紙３）） 

 

ii. ユニバーサルサービス基金による負担について 

 ユニバーサルサービス基金による負担については、以下の観点から、3 社より賛
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同のご意見が提示されました。 

・特設公衆電話に係る費用は、広くあまねく負担を求めることが適切であること 

・既に第一種公衆電話がユニバーサルサービス基金の補てんを受けている事実

との整合がとれること 

一方で、災害時の通信の確保をユニバーサルサービスに位置付けるためには、

事業者間で議論するだけではなく、広く国民全体で議論する必要があるという観

点から、特設公衆電話をユニバーサルサービスに位置付けた上でユニバーサル

サービス基金に負担を求めていくことは、俄かには困難であるとして、少なくとも当

面の間は、電気通信事業者で負担せざるを得ないというご意見が2社より提示され

ました。 

iii. 事業者間で負担する方法について 

 ⅰ.ⅱ.における議論において、少なくとも当面の間は、特設公衆電話のアクセス

回線に係る費用は、電気通信事業者が負担せざるを得ないということで認識が一

致したことを受けて、第一回合同協議から第四回合同協議まで、各社に対して事

業者間で負担する方法について、ご意見を求めてきましたが、案としては、 

（案 1）現行の公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する方法

に加え、 

（案 2）平時の固定電話、携帯電話の通話を特設公衆電話で代替していること、及

び災害時における特設公衆電話の通話はＮＴＴ東西の端末系交換機を必

ず経由することを踏まえ、端末系交換機を経由するトラヒックにより、当該トラ

ヒックに係る通話の料金設定事業者が負担する方法 

（案 3）平時の固定電話、携帯電話の通話を特設公衆電話で代替していること、及

び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されるこ

とを踏まえ、電気通信番号数比で、電気通信番号の指定を受けている事業

者が負担する方法 

の提案をいただきました。 

各案に対し、主には、以下のご意見をいただきました。なお、各案の特徴等の比

較は別紙４、各社のご意見の詳細は別紙５のとおりです。 

 なお、ＮＴＴ東西は、賛同及び反対の社数にはカウントしていません。 

（案１）公衆電話接続料による負担 

特設公衆電話は、被災者や帰宅困難者の通信手段の確保という点で、災害

等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同等であるという点等で、本案

には 10社から賛同意見がありました。ただし、このうち9社は、今後の負担方法

が国や自治体等による負担に移行することを前提に、短期的には現行の公衆
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電話接続料による負担が適切であるというご意見でした。一方で、災害時の通

話のための費用を、平時における公衆電話トラヒックに応じて負担することは、

受益者と負担者が一致しないという点で、3社から反対意見がありました。 

（案２）端末系交換機を利用するトラヒックによる負担 

案 2 以外の方法では自らが費用を負担できないとして、1 社から賛同意見を

いただいた一方で、案１と同様、災害時の通話のための費用を、平時における

通話トラヒックに応じて負担することについては、特設公衆電話が代替する災害

時の通話トラヒックの構成と平時に端末系交換機を経由するトラヒックの構成が

一致せず、受益者と負担者が一致しないという点で、5 社から反対意見がありま

した。 

（案３）電気通信番号数比での按分による負担 

災害時の通話確保に係る費用について、電気通信事業者全体で公平に負

担するという点や、将来的にユニバーサルサービス基金に移行するという前提

に立った場合には、基金の負担と同様、電気通信番号数による負担が適切で

あるという点で、6社から賛同意見がありました。一方で、選択中継、国際電話等

を中心にビジネスを行っている事業者と電気通信番号を有してビジネスを行っ

ている事業者との間で負担の公平性が担保されないという点で、4 社から反対

意見がありました。 

（帰宅困難者対策として設置される場合は案１ 避難所に設置される場合は案３の

按分による負担） 

ＮＴＴ東西から提示された特設公衆電話の設置の考え方を踏まえると、避難

所に設置される場合と帰宅困難者対策として設置される場合では、性質が異な

ると考えることができる点に着目し、前者は案３による負担、後者は案１による負

担とすることが適切であるというご意見が、1 社からありました。 

 

③ 関係事業者間での協議結果を踏まえた今後の方向性 

 今回の事業者間協議においては、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用に

ついて、将来的には国や自治体による負担や、ユニバーサルサービス基金によ

る負担が適切であるとするご意見もありましたが、通信事業者も検討に参加した

「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ」

（2011 年 12 月）において、特設公衆電話の設置は「電気通信事業者等が中心と

なり取り組むべき事項」と整理されていることや、自治体等が配管や電話機のコ

ストを既に負担していること等を踏まえると、特設公衆電話のアクセス回線に係る

費用の負担を、国や自治体に求めていくことや、特設公衆電話をユニバーサル

サービスに位置付けた上でユニバーサルサービス基金に求めていくことは、俄
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かには困難であるということで認識が一致しました。 

 こうしたことから、将来的に国において災害対策の在り方等について改めて議

論が行われ、特設公衆電話の取り扱いが見直されない限りは、特設公衆電話の

アクセス回線に係る費用については関係事業者間で負担することで合意するこ

とができました。 

 次に、具体的な関係事業者間の負担方法については、短期的には現行の公

衆電話接続料による負担が適切であるというご意見があったものの、平成 25 年

度の接続料金の認可に係る審議会答申の趣旨を踏まえ、それ以外の負担方法

を模索しました。 

 

まず、案２による負担方法とすることについては、 

・特設公衆電話は、平時の固定電話、携帯電話の通話を代替するものであり、災

害時における特設公衆電話の通話は NTT 東西の端末系交換機を必ず経由す

ることを踏まえれば、端末系交換機を経由するトラヒックに応じて、当該トラヒック

に係る通話の料金設定事業者が負担することが適切であると考えられる 

 

という観点から提案がなされたものの、公衆電話接続料は、アクセス回線部分の

費用も含めて接続料原価を算定しているのに対し、端末系交換機に係る接続料

は、トラヒックに連動する費用により接続料原価を算定していることから、本案の

考え方、すなわち、特設公衆電話のアクセス回線部分の費用を端末系交換機に

係る接続料で負担するという考え方は、従来の端末系交換機に係る接続料の算

定に係る考え方との親和性が相対的に低い点や、平時に端末系交換機を経由

しない携帯電話間の通話についても、災害時に特設公衆電話で代替される可

能性があり、こうした通話が事業者間の負担に適切に反映されない点において

課題があるとされ、全事業者による合意は困難という結論となりました。 

 

また、案３による負担方法とすることについては、 

・特設公衆電話は、災害発生時における最低限の通話を確保するために設置さ

れるものであり、できるだけ多くの事業者により支えていくことが適切であると考

えられることから、ユニバーサルサービス基金の費用負担方法に準ずる形での

負担方法が適切であると考えられる 

・特設公衆電話によって便益を受けるユーザは、平時において携帯電話、ＩＰ電

話、固定電話等を利用しているユーザであることに着目すれば、平時の音声通

話に係る全てのトラヒックに応じて按分負担するという考え方をとることは合理的

であるところ、平時の音声通話は電気通信番号を有する端末から発信されること

に着目すれば、各事業者の利用番号数比で費用按分する方法が適切であると

考えられる、また、運用の簡便性の観点も踏まえると、こうした考え方に最も近似

し、かつ、既にユニバーサルサービス基金で運用実績のある、各事業者の利用

番号数比で費用按分する方法が適切であると考えられる 
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・「特設公衆電話のアクセス回線に係る費用は、国や自治体が負担することが望

ましい」とするご意見や「特設公衆電話をユニバーサルサービスに位置付けて、

ユニバーサルサービス基金で負担することが望ましい」とするご意見が、多くの

事業者から示されたことを踏まえ、将来、「大規模災害等緊急事態における通信

確保の在り方」に係る議論が改めて行われ、「電気通信事業者等が中心となり取

り組むべき事項」とされていた特設公衆電話の設置が「国等が中心となり取り組

むべき事項」と整理された場合には、その費用は国や自治体が負担することに

なる可能性があるものと考えられる。また、ユニバーサルサービスの対象が見直

され、特設公衆電話がユニバーサルサービスに位置付けられた場合には、その

費用はユニバーサルサービス基金で負担することになるものと考えられる。この

ように、国・自治体による費用負担やユニバーサルサービス基金による費用負担

への移行の可能性を踏まえれば、補助によって特設公衆電話を支えるという考

え方に、より親和性が高い考え方に基づく負担方法を選択することが適切である

と考えられる 

 

という観点から、一定の合理性があるとして、多くの事業者から一定の理解が得

られたものの、一方では、本案については、法令上の制度に基づく接続料として

の費用負担ではなく、関係事業者間の合意に基づく自主的な費用負担になると

想定されるところの費用負担が予定されておらず、また、一旦、全ての事業者が

本案に合意したとしても、これまでの協議経緯等を踏まえると、当該合意が継続

できなくなる可能性があるため、安定的かつ継続的な負担を実現するという面で

適切でないという点や、本案を採用した場合、選択中継、国際電話等を中心に

ビジネスを行っている事業者と電気通信番号を有してビジネスを行っている事業

者との間で負担の公平性が担保されないという点、公衆電話のトラヒック見合い

で費用負担してきた案１と比べると、一部の事業者の費用負担が大きく変動する

ことになってしまう等の点で課題があるとされ、全事業者による合意は困難という

結論となりました。（各社のご意見につきましては、別紙６のとおりです） 

 

以上を踏まえ、関係事業者間での調整を更に進めたところ、特設公衆電話の

アクセス回線に係る費用の半分を公衆電話のトラヒック見合で負担いただくととも

に、残る半分の費用を案３の方法により負担いただく新たな案（案４、内容につい

ては別紙7のとおりです）が提案されたことを受けて、改めて関係事業者に案４に

ついての合意（賛同事業者が多い場合には受け入れ）の可否を確認したところ、

大多数の事業者から合意する旨の意思表示（賛同事業者が多い場合には受け

入れる旨の意思表示、特設公衆電話の設置台数の定期的な情報開示を条件と

する旨の意思表示、関係事業者で合意した場合であっても、合意事業者のうち１

以上の事業者が費用負担方法の再見直しについて協議したい旨を要望したとき

は、関係事業者間で改めて協議することを条件とする旨の意思表示を含む。）を
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いただけたものの、1 のグループ（4 社）から、「案３を対象とする原価を２分の１と

しても、各社にて実施している災害対策について、本来の費用負担のあるべき

姿の議論がなされていない中で、特設公衆電話についてのみ、相互接続と無関

係に番号数比で他の電気通信事業者が費用負担を行うことは不適切であり、相

互接続と無関係な番号数比のような費用負担の扱いについては、ユニバーサル

サービス基金を含めた費用負担のあるべき姿の議論を尽くした上で、整理される

べき」として、また、1 の事業者から、「案４は案１と案３の折衷案であるところ、案３

は、電気通信番号数の指定数の有無や大小により費用負担が異なることとなり、

電気通信事業者間で費用負担の公平性が担保できない」等として、それぞれ案

４に合意できない旨の意思表示をいただいたことから、案４についても全事業者

による合意は困難という結論となりました。（各社のご意見につきましては、別紙8

７のとおりです） 

以上を踏まえ、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用については、今後、関

係事業者間で議論が行われ、事業者間での負担を実現しうる別段の合意が改め

て全事業者間でなされない限りは、平成２５年度に引き続き、公衆電話接続料に

より公衆電話の料金設定事業者が負担する方法を継続するということで、全事業

者の意見が合致したところです。 

なお、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を公衆電話のトラヒック見合で

負担いただくことにした場合、それを原因とした公衆電話の利用者料金の値上げ

が懸念される旨、審議会答申においてご指摘いただいていますが、公衆電話の

利用者料金設定事業者においても、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を

公衆電話のトラヒック見合で負担することになったとしても、それを理由として公衆

電話の利用者料金を値上げすることは、当該審議会答申の趣旨に反していること

は理解されているところです。 

それに関連して、公衆電話の利用者料金設定事業者は、その設定する公衆電

話利用者料金の水準を自らのホームページ等において分かりやすく情報開示す

るしていくとしているところであり、それによって、公衆電話の利用者等は、（ＮＴＴ

東西が接続料金算定根拠において既に情報開示している）公衆電話接続料と公

衆電話利用者料金の水準とを比較検証することが可能になるものと考えます。ま

た、ＮＴＴ東西においては、公衆電話の利用者料金設定事業者を代表して、各事

業者が設定する公衆電話利用者料金の水準に係る取りまとめ資料を作成し、各事

業者と調整したの上で、当該資料を総務省に報告するとともに公表する予定とし

ているところです。 

また、審議会答申において検討対象外とされているものの、特設公衆電話の

アクセス回線に係る費用について、国や自治体が負担すべき、或いは、ユニバ

ーサルサービスと位置付けた上でユニバーサルサービス基金によるで負担とす

べきとするご意見が多くの事業者から示されたことを踏まえ、今後、国において、
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大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について幅広い議論が行わ

れる際には、総務省等において、特設公衆電話のアクセス回線に係る費用を、

国や自治体による費用負担、或いは、ユニバーサルサービス基金による費用負

担とすることについても、改めてご議論いただきたいと考えます。 



区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の施設※１のうち、地震帰宅困難者対策協議会または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【東日本東日本東日本東日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。

※1 現時点においては、 首都圏直下型地震を想定し「首都直下地震帰宅困難者対策協議会」（東京都等）における「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」に規定される施設又は東日本大震時に多くの帰宅困難者の滞留実績があった施設が対象となる見込みです。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

4,250箇所、11,343台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）※２
24,500箇所、50,000台

別紙別紙別紙別紙１１１１－－－－１１１１



区分 設置対象 主な対象施設 設置台数の考え方A. 避難所 原則、国民保護法（148条）及び国民保護法施行令（35条）に基づいて都道府県知事が指定した避難場所（学校・公民館等）のうち、各市区町村から設置要望のあった避難所 小中学校公民館等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上決定B. 都市部における帰宅困難者対策拠点 原則、大量の帰宅困難者の発生が想定されるエリアにおいて自治体等が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等の施設のうち、地震帰宅困難者対策協議会※1または自治体等から設置要望があり、且つ当社と設置に関する協議が整った施設 公共施設、オフィスビル、ホテル、駅等 施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体・施設管理者等と協議の上決定但し、駅等、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断

【【【【西日本西日本西日本西日本】】】】特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの考考考考ええええ方方方方・・・・設置台数及設置台数及設置台数及設置台数及びびびび設置見込設置見込設置見込設置見込（（（（案案案案））））

※1 現時点においては、「大阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会」（大阪市）と対応中です。※2 これまでの自治体等との対応状況や設置実績を踏まえて推計したものであり、国・自治体等による防災計画の見直し状況等によって設置見込数は変動します。

当社としては、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に、特設公衆電話の事前設置を進めていく考えです。その際、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案しつつ、公衆電話の設置台数が過大なものとならないよう十分配意します。なお、事後設置型の特設公衆電話については、災害等の発生により開設された避難所のうち、避難者の通信確保のため自治体から特に設置要望があった所（特設公衆電話が事前設置されていない避難所に限る）に対して、施設収容人員100名あたり1台を基本とし、自治体と協議の上、原則、避難所が閉鎖されるまでの間、設置します。
１．事前設置の考え方

２．事前設置台数（Ｈ24年度末）

2,534箇所、6,201台

３．事前設置見込（Ｈ28年度末）※２
15,000箇所、34,000台

別紙別紙別紙別紙１１１１－－－－２２２２



特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込についてのご意見とＮＴＴ東西の考え方 ※敬称略とさせて頂いております。別紙別紙別紙別紙２２２２論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方
設置の考えに賛成

・現時点で異論はない（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話設置の考え方、台数、見込みについては提示された案でよい（T-Systemsジャパン）・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、現時点では、特に異論はない（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話の設置場所ポリシーについては、利便性並びに公平性の観点から、目的をみたしていることから適当（ブラステル／ZIPTelecom）・特設公衆電話を避難所や帰宅困難者対策拠点へ設置するとの考え方については、基本的には異論はない（ＮＴＴドコモ）・設置台数、設置見込みについて意見はない。設置場所について、第三回合同協議資料２－１の設置基準に賛同（ＮＴＴ‐ＭＥ）・第３回合同協議にて示された範囲内でＮＴＴ東西が設置される限りにおいては、設置の考え方については異議はない（ＫＤＤＩ）
過度な設置とならないよう配慮すべき

・適正な設置台数とし、過度なコストとならぬようにすべき（ＮＴＴコミュニケーションズ）・コストを事業者負担とする場合を鑑み、適正な設置台数になるよう配慮すべき（ＮＴＴ ぷらら）・近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案し、公衆電話の設置台数が過大とならないよう十分に配意すべき（フュージョン・コミュニケーションズ）・設置の考え方等については特に異論はないが、特設公衆電話が必要以上に過剰設置されないよう、十分配慮すべき（ＣＴＣ）・設置の考え方、設置台数、設置見込みについては特に異論はない。実際の設置にあたっては、設置台数、コストが過大なものとならないよう十分配慮すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・特設公衆電話に係る費用負担方法が明確でない現時点において、その費用が際限なく拡大しないように、設置場所や設置数について、一定の基準を設けることについて賛同（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・自治体からの要請等による特設公衆電話回線の新規設置や回線増設等の費用については、自治体負担も含め協議を行うことを条件として、対応すべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・第３回合同協議で示された範囲を超えて設置する場合は、関係事業者とその費用負担の在り方について協議が必要（ＫＤＤＩ）

・特設公衆電話については、災害時における通信手段を確保するため、以下の考え方を基本に事前設置を進めていきますが、設置台数が過度にならないよう配慮していく考えです。なお、以下の考え方から著しく逸脱する設置要請等があった場合には、当社の設置の考え方について理解を求めるとともに、過度な設置台数とならないよう、自治体等との調整に努める考えです。（事前設置の考え方）施設収容人数１００名あたり１台を基本とし、自治体（施設管理者等）と協議の上決定。但し、既に街頭公衆電話が相当数設置されている施設については、街頭公衆電話の設置状況等を踏まえて、設置要否や必要台数等を判断。
利用者が混乱しないよう配慮すべき ・都市部における帰宅困難者対策拠点への設置について、東日本ではコンビニエンスストアが設置対象となり、西日本では設置対象となっていない。東日本エリア・西日本エリアで統一した施設とすることで、利用者が混乱しないよう考慮すべき（ＵＣＯＭ）・利用率を上げるためにも「設置場所のルール（コンビニであればセブンに統一するなど）」並びに「設置場所の利用者への広報」について、もう少し掘り下げて検討すべき（ブラステル／ZIPTelecom）

・基本的な設置基準については、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本で統一的な考え方を持っておりますが、設置の最終判断はあくまで設置場所の管理者に委ねられることから、結果的に設置状況に差が生じることはありうるものと考えております。なお、コンビニエンスストアに関して東西差が生じている理由は、現時点、帰宅困難者協議会等の構成企業等に差異があることによるものです。・平常時の広報については、各自治体様や施設管理者様に対して、広報誌等における周知を、可能な範囲で、お願いしていく考えです。3注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

設置台数やコストを開示すべき ・設置台数、設置見込みについては、設置の考え方にある「Ａ．避難所」「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」の区分別に内訳を提示の上、コストについてもそれぞれの区分に分けて算出すべき（Ｋ－ＯＰＴ）・設置台数及び設置見込について、「Ａ．避難所」、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」ごとの内訳と、各々に係るコストを提示すべき（東北インテリジェント通信）・H28年度末の設置見込数の算定の考え方を定量的に示すべき（ＫＤＤＩ）・設置見込台数が変動する場合、コストへの影響が想定されるため、適宜、情報提供をしてほしい（ＮＴＴぷらら）

・Ｈ２４年度末の事前設置台数、及び、現時点でのＨ２８年度末の事前設置見込みにおける「Ａ.避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」の内訳は以下のとおりです。「Ａ.避難所」東日本 9,515台（Ｈ24年度末） 43,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 6,201台（Ｈ24年度末） 34,000台（Ｈ28年度末見込）「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」東日本 1,828台（Ｈ24年度末） 6,500台（Ｈ28年度末見込）西日本 0台（Ｈ24年度末） 200台（Ｈ28年度末見込）・特設公衆電話のコストについては、「Ａ. .避難所」と「Ｂ.都市部における帰宅困難者対策拠点」で1台当たりのコストは同じとみています。（1台あたりコスト：約1,700円/月、Ｈ23年度実績）・Ｈ28年度末の設置見込については、対象となる施設数に、現時点の設置要望を加味して算出したものであり、今後の国・自治体の防災計画等により変動するものと考えていますが、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。事業者負担が公平かつ過度にならないよう配慮すべき ・今後、事業者の負担費用が想定よりも増加する状況が生じた場合には、改めて議論をすべき（ＮＴＴドコモ） ・前述のとおり、過度な設置台数とならないよう配慮していく考えです。また、今後、大きな変動が見込まれる場合には、適宜、関係事業者様にご案内させて頂き、必要に応じて協議させて頂く考えです。
平常時は休止扱いとしコストを削減すべき ・回線費用については、避難所が開設させている期間(実利用期間）のみ費用が発生する。それ以外の平常時は、「休止回線扱い」とする等の考え方はできないか（フュージョン・コミュニケーションズ） ・事前設置型の特設公衆電話は、災害等発生時において、特設公衆電話を設置している施設の管理者等が電話機を取り付けるだけで、即座に利用可能とすることが求められてものであることから、休止回線扱いとすることは適当でないと考えます。なお、事後設置型の特設公衆電話については、ご指摘のような対応をさせて頂いているところです。

※敬称略とさせて頂いております。

4注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



特設公衆電話の費用負担に関する自治体ヒアリング結果

自治体 ご意見

Ａ町

・災害時、自治体としても被災者のために最大限の支援を行うが、インフラサービスを提供してくれている事

業者にも、最大限の努力をお願いしたいと切に思っている。

Ｂ町

・被災者に対しては官民お互いにそれぞれで、できうる最大限の支援を行うべきと考えている。

今回の施策については、大変ありがたい。

Ｃ市 ・電話機や配管費用の負担だけでも厳しい状況の中、これ以上のコスト負担は困難。

Ｄ市

・コストの中でも特にランニングコストの費用負担を求めるのであれば、特設公衆電話の設置をこれ以上行

うことは難しい。

E市

・無償のものを有償に切り替える場合、役所では予算化の説明、議会審議などのハードルが高い。

・しかし、国レベルで議論の結果、有償とすることに世論の機運が高まって、国の方針が固まれば、自治体

としては従わざるを得ない。

・とはいえ、通信事業者でも、設置費用はかなりのものだと思うし、それを通信事業者の費用で全て賄うのも

無理があると思う 。

・もし有償になる場合、特別交付金のような形で、国から自治体に必要な費用をつけてもらうのが一番望ま

しいと思う。有償となると、予算の都合上、設置できない自治体も出てくると思うので、公平の観点からは、

交付金が適していると思う。

別紙別紙別紙別紙３３３３



事業者間事業者間事業者間事業者間でででで負担負担負担負担するするするする方法方法方法方法についてについてについてについて

【案１】

公衆電話接続料による負担

【案２】

ＧＣ付加チャージによる負担

【案３】

電気通信番号数按分による負担

接続機能 公衆電話発信機能 端末系交換機能に追加 新設（現行該当する機能なし）

負担の考え方

・利用の態様に着目し、災害時

における街頭公衆電話と同等

であることを踏まえ、公衆電話

の料金設定事業者で負担

・受益者に着目し、平時の固定電

話、携帯電話の通話を特設公衆

電話で代替していること、及び災

害時における特設公衆電話の通

話はＮＴＴ東西の加入者交換機を

必ず経由することを踏まえ、ＧＣを

利用する事業者がトラヒックに応

じて負担

・受益者に着目し、平時の固定電

話、携帯電話の通話を特設公衆

電話で代替していること、及び

平時における当該通話は、電気

通信番号を有する端末から発信

されることを踏まえ、電気通信番

号数の指定を受けている事業者

間が指定を受けている番号数に

応じて負担

特徴

・現行（Ｈ２５年度適用ＡＣ）と同

じ整理

・需要の減少により上昇を続け

ている公衆電話接続料の更な

る上昇要因となる

・現行の接続約款における端末系

交換機能にＧＣ交換機を経由する

トラヒックで負担する新たな機能を

追加

・対象事業者が拡大

・電話番号数で負担する新たな機

能を設定する必要あり

・対象事業者が拡大

（ユニバーサルサービス基金の負担対

象事業者とほぼ同）

単価推計

特設公衆電話見込コスト（17億円）を現行の帰納物数（通信時間・番号数）で除した推計値

〔現行のコスト（2.2億円）×設置台数伸び率（7.7倍：8.4万台÷1.1万台）≒17〕

１２．５３５円／３分（東西合算）

総通信時間（Ｈ23実績）：6,781千時間

０．０４７８７１円／３分（東西合算）

総通信時間（Ｈ23実績）：1,775,593千時間

０．６６７円／番号・月（東西合算）

番号数（Ｈ25.2実績）：2.12億番号

（参考）

２５年度接続料等

＜アナログ公衆電話発信機能＞（特設公衆電話コストを除く）
東日本：２２１．８２円／３分

西日本：１９５．９８円／３分

＜端末系交換機能（LRIC・H25AC）＞

東西均一：5.29円／３分

＜番号単価（H25年度負担額）＞

３円／１電話番号・月

別紙別紙別紙別紙４４４４

（Ｈ28見込） （Ｈ24.9実績）



国、自治体等による負担に関するご意見とＮＴＴ東西の考え方論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見
国、自治体による負担に賛成

・特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべき（ＣＴＣ）・特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべきであり、総務省への報告書もそのような内容をいれるべき（ＫＤＤＩ）・本来は国や自治体の災害対策費用等での予算措置により取り組むべき（九州通信ネットワーク）・特設公衆電話の設置に係る費用ついては、国・自治体などが負担することが適当（エネルギア）・将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とすべき（ＵＣＯＭ）・特設公衆電話に係る費用は、本来、大規模災害対策として、国や自治体が負担すべき（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話の費用負担について、事業者が負担するのは経過措置であることの意志表示として、「国、自治体による負担検討」の依頼は必要（フュージョン・コミュニケーションズ）・特設公衆電話の設置による直接的な受益者は被災者(被災する可能性のある全国民)と考えられることから、本来は当該費用は国や自治体による負担が望ましい（ＮＴＴコミュニケーションズ）・特設公衆電話の設置に係る受益者は利用者（平時において固定電話等による通話サービスを利用しているすべての国民）であることから、費用については国・自治体による負担が最も望ましい（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話の費用負担については、まずは発信利用者負担（受益者負担）が適当と考えます。合理的理由によりそれが適切でない場合は設置の要請者が負担すべき。したがって、ＮＴＴ東西が、自社の取り組みとして設置する場合は、ＮＴＴ東西が負担されるべきであり、国、自治体が設置を要請する場合は、国、自治体が負担されるべき（ＳＴＮｅｔ）
国、自治体による負担に反対 ・国、自治体による負担については、実務的な作業の落とし込みが困難（ＫＶＨ）・国、自治体による負担については、特設公衆電話から発信される各呼における通話内容が必ずしも緊急事態に基づく公共性の高い通信であるとは特定できないことを勘案すると、妥当かどうか判断しがたい（ＮＴＴ－ＭＥ）
ユニバーサルサービス基金による負担に賛成 ・将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とすべき（ＵＣＯＭ）・特設公衆の費用負担にあたっては、事業者のみで負担する形ではなく、現在のユニバーサルサービス基金のように広くあまねく負担すべき（ジュピターテレコム）・最終形としては、ユニバーサルサービス基金による負担が適当。現行のユニバーサルサービス料の補てん額の過半は、第一種公衆電話の赤字負担であり、特設公衆電話の費用も同列と考えられる（フュージョン・コミュニケーションズ）

※敬称略とさせて頂いております。別紙別紙別紙別紙５５５５

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見
ユニバーサルサービス基金による負担に反対 ・ユニバーサル基金による負担は、費用を負担する事業者が一部に制限されることから、公平性の観点から疑問が残る（ＮＴＴ－ＭＥ）・ 2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方（答申）」において「ユニバーサルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされていることを踏まえ、ユニバーサル基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましい（ＮＴＴドコモ）

事業者における負担は暫定的な措置とすべき
・事業者による按分負担は、暫定的な整理である旨も、あわせて明記すべき（ＮＴＴコミュニケーションズ）・行政が負担することを前提として、暫定的に（１～２年）、関係する電気通信事業者において負担することは、止むを得ない（東北インテリジェント通信）・「ＮＴＴ東西殿より自治体に対して、自治体負担も含めた費用負担の在り方について協議要請すること」も提言に含めるべき（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・国・自治体による費用負担と整理するまで相当な期間を要することが想定されるため、暫定的な対応として、事業者負担により特設公衆電話の事前設置を進めることはやむを得ない（ＮＴＴぷらら）

その他 ・合同協議の結果として、総務省殿へご報告頂くことで異論はない（ブラステル／ZIPTelecom）・具体的にいずれかの方法による負担の検討を促すメッセージにすべき（T-Systemsジャパン）

※敬称略とさせて頂いております。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

国、自治体による

負担及びユニ

バーサルサービ

ス基金による負担

・特設公衆電話は災害等緊急時に利用される点や自治体等の要望に基づき設置される点を踏まえると、関係事業者様のご意見

にあるように、国、自治体等による負担という考え方もありうると考えますが、当社としては、災害等緊急時の通信の確保につい

ては、電気通信事業者もその責務を負っていると考えており、国、自治体等のみならず、民間企業も協力・分担して様々な対応

を行っていく必要があると考えます。

特設公衆電話の設置については、当社を含む関係事業者が検討に参加した「大規模災害等緊急事態における通信確保の在

り方について 最終取りまとめ」（2011年12月）において、「電気通信事業者等が中心となり取り組むべき事項」と整理されている

ところであり、当社としては、現時点において、これについて国、自治体等が費用負担するよう求めていくことは考えておりませ

ん。

しかしながら、今回の協議において、国、自治体等による費用負担を求める声が多数あがったことについては、総務省への報

告書に記載させて頂く考えです。

・なお、第2回合同協議において、ソフトバンクグループ殿より、自治体に費用負担するよう打診した場合の反応について情報共

有するよう求められたことを受けて、一部の自治体にヒアリングを行ったところですが、別紙３にあるとおり、追加負担に応じて頂

けた自治体はなかったことにも留意する必要があると考えます。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



事業者間で負担する方法に関するご意見とＮＴＴ東西の考え方論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間

で負担す

る方法

案１公衆電話ＡＣによる負担に賛成
・暫定期間においては、既に運用が開始されている「公衆電話ACによる負担」で問題ない（ＵＣＯＭ）・災害時には優先的な通信の確保ができる街頭公衆電話と同等と捉えて、案1の公衆電話機能が妥当（フュージョン・コミュニケーションズ）・事業者間で負担する方法は、暫定措置と考えていることから、既存の制度や運用等へ影響が少ない現行の「公衆電話ＡＣによる負担」を採用することについて異論はない（ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル、ウィルコム）・将来的には徴収方法は変わるかと思うが、特設公衆電話の機能は現在の公衆電話の位置づけと同様の機能を有することから、当面は「案１」で賄うことが適当（ブラステル／ZIPTelecom）・（帰宅困難者対策用の）特設公衆電話は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不足する分を補う役割である点を踏まえると、（帰宅困難者対策用の）特設公衆電話通話は、平時の公衆電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に案１が適当（Ｋ－ＯＰＴ）・特設公衆電話設置により発生する呼の受益者は、料金設定事業者であることから、特設公衆電話発信呼の料金設定事業者となる公衆接続料負担事業者が当該コストを負担することは受益者が当該コストを負担するものであり合理的な整理。 加えて、接続料を料金設定事業者が負担するとの従来の事業者間精算の考え方とも整合性があること、及び他の示された案と比較しても精算システムへの影響が軽微であり早期に結論を得ることが求められている状況を踏まえ、当該コストを公衆接続料として負担することが現実的であり望ましい（ＮＴＴドコモ）・短期的に現行の「公衆電話ＡＣによる負担」という手法が採用されることに特段の異論はない。平行してより望ましい負担方法の議論を関係事業者間で深め、「公衆電話ＡＣによる負担」の持続可能性の検証とともに、必要に応じ負担方法の見直しを行うという進め方が現実的（ＫＤＤＩ）

案１公衆電話ＡＣによる負担に反対
・特定の機能の利用者だけがその費用を負担する案１、案２は適切ではない（ＮＴＴ－ＭＥ）・案1および案2は、平時における一部のトラヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しない（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない。案1は、平時の公衆電話利用者と災害時の特設公衆電話利用者(受益者)が必ずしも一致しないことや、年々上昇している公衆電話ACが、本費用の加算でさらなる値上げとなることにより、今後、公衆電話料金設定事業者による吸収が困難となり、結果的に公衆電話料金値上げ等で公衆電話利用者が負担する形となる可能性が高まること等を考慮すると、公衆電話料金設定事業者のみに費用が転嫁される同案は、望ましくない（ＮＴＴコミュニケーションズ）

※敬称略とさせて頂いております。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間で

負担する方

法

案２ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担に賛成 ・発信課金のみ【案2】GC付加チャージによる負担とすべき（ＴＴＭ）

案２ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担に反対
・特定の機能の利用者だけがその費用を負担する案１、案２は適切ではない（ＮＴＴ－ＭＥ）・案1および案2は、平時における一部のトラヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しない（ＮＴＴぷらら）・受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（ＮＴＴドコモ）・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない。案2は、特設公衆電話の通話はGC交換機を必ず経由することからGCへACを付加するものだが、代替される通話は、平時の固定電話や携帯電話であるにもかかわらず、当該通話の接続形態において、GC接続を多く有する事業者の負担額が結果的に多くなることから、公平な負担であるか議論が必要（ＮＴＴコミュニケーションズ）・ヒストリカルなＮＴＳコストを接続料で回収することについての整理に時間を要する（ＫＤＤＩ）

※敬称略とさせて頂いております。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見

事業者間

で負担す

る方法

案３電気通信番号数比での按分による負担に賛成
・案３はユニバーサル基金の負担方法と同じ考え方であるため最良の案（T-Systemsジャパン）・今後、ユニバーサルサービス基金による負担に移行するという前提に立ち、移行しやすい案３が現実的（ジュピターテレコム）・暫定措置として検討する事業者間で負担する方法については、電気通信事業者全体で平等に負担することが妥当であることから、案３が適当（九州通信ネットワーク）・案１、案２は、トラヒックに依存しないＮＴＳコストである特設公衆電話のアクセス回線の負担方法としては馴染まないため、案３による負担が適切（ＮＴＴコミュニケーションズ）・特設公衆電話による受益者を、発信者だけでなく着信者も含まれると考えれば、公衆網の利用者全体で費用負担を按分する方法の案３の考え方に賛同（ＮＴＴ－ＭＥ）・平時において固定電話等通話サービスを利用している国民が特設公衆電話の利用者（＝受益者）となることから、電話番号数で案分する案３が妥当（ＮＴＴぷらら）・特設公衆電話に係る事業者間の通話料および接続料を無料とする場合は、電気通信事業者全体での負担となることから、現時点では、「電気通信番号数比での按分による負担」が概ね妥当（東北インテリジェント通信）・案３の場合、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（避難所における）特設公衆電話が代替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信すること（つまり各端末のバックアップとして（避難所における）特設公衆電話が機能する点）を踏まえると、電気通信番号按分により当該費用を負担することには一定の合理性がある（Ｋ－ＯＰＴ）

案３電気通信番号数比での按分による負担に反対
・Pager事業は、受信信号がPager着信番号のみであるため該当しない（ＴＴＭ）・受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（ＮＴＴドコモ）・電気通信番号按分の場合、選択中継、国際電話等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない）ことにより費用負担しなくてもよい（費用負担の割合が少なくなる）事業者が発生する点が、公平性の観点から課題（Ｋ－ＯＰＴ）・ 「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要すると考えられ、また、現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要（ＫＤＤＩ）

※敬称略とさせて頂いております。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法
・当社は、特設公衆電話は、①被災者や帰宅困難者の通信手段の確保という点で、災害等緊急時に無料化された街頭公衆電

話の機能と同一であること、②特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担を求めた場合、事前設置期間の費用を

災害発生時に一度に求めることとなり、関係事業者様の理解が得られにくいことから、案１の公衆電話ＡＣに含めた形での費用

回収が適切であると考え、平成25年度の接続料金を申請しました。

・議論を経て、審議会から示された考え方では、「特設公衆電話について、関係事業者間で当該費用を負担することは適当であ

るものの、今後、公衆電話は撤去により台数が減少傾向にあり、その費用は減少していく一方、特設公衆電話は増設予定のた

め、その費用は増加が見込まれる。このため、仮に今後も、特設公衆電話に係る費用が公衆電話機能の接続料原価に算入さ

れ続ける場合には、公衆電話機能の接続料原価に占める特設公衆電話に係る費用の割合も上昇し、公衆電話料金への影響

が大きくなる可能性がある。そのため、今後の負担の在り方については、関係事業者間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁

されないように留意しつつ、接続料以外の方法も含め、特設公衆電話に係る費用の負担方法について検討することが適当。」と

されたところです。

・以上を踏まえ、今回の事業者間協議において、関係事業者様から新たに提案された案２、案３による負担方法とすることで、関

係事業者様から賛同が得られるのであれば、当社としても、それら負担方法を採用することに賛同させて頂きたいと考えていま

す。

・当社としては、平時に固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等を利用している者が、災害等緊急時にそれらが利用できなくなった際、最

低限の通話手段を確保するために特設公衆電話を利用することになることに着目すると、平時の固定電話、ＩＰ電話、携帯電話

等の利用者（特設公衆電話の受益者）に対するサービス提供事業者に費用を負担して頂く案２、案３は採りうる案であるものと

考えます。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法
「Ａ．避難所」「Ｂ．帰宅困難者対策」の負担方法は分けて議論すべき

・「Ａ．避難所」に設置される場合は、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（避難所における）特設公衆電話が代替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信することを踏まえると、案３の電気通信番号按分により当該費用を負担することには一定の合理性があると考えるが、「Ｂ．帰宅困難者対策」として設置される場合は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不足する分を補う役割である点を踏まえると、特設公衆電話通話は、平時の公衆電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に案１が適当であると考える（Ｋ－ＯＰＴ）・「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」については、エリアが限定されることから、同様の負担方法としてよいか、更なる検討が必要（東北インテリジェント通信）・特設公衆電話のうち、避難所に設置されるもの、帰宅困難者対策拠点に設置されるものの費用負担のあり方について分けて整理するべき（ＣＴＣ）
・避難所、又は、帰宅困難者対策拠点に設置される特設公衆電話については、どちらも被災者の通信を確保するという観点からは同一のものであると考えており、例えば、帰宅困難者が特設公衆電話を利用する場合、平時の携帯電話の通信の代替であるケースも多数想定されることから、敢えて、２つのケースを分けて考える必要は無いものと考えます。

その他 ・事業者間負担を採用にあたっては、3案の内容次第で、負担額にどの程度の影響がでるか把握した上でフェアな判断がなされることが望ましい（ＫＶＨ）・電話料金の負担は、発信利用者負担が原則だが、何らかの合理的な理由で受益者負担が好ましくない場合は設置の要請者負担とすることが適当（ＳＴＮｅｔ）・現時点で費用負担方法を議論するのは時期尚早（ＳＴＮｅｔ）・通話部分も含めた全体の費用を誰がどのように負担すべきか検討していく必要がある（ＳＴＮｅｔ）
・当社としては、平時に固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等を利用している者が、災害等緊急時にそれらが利用できなくなった際、最低限の通話手段を確保するために特設公衆電話を利用することになることに着目すると、平時の固定電話、ＩＰ電話、携帯電話等の利用者が、特設公衆電話の受益者にあたると考えており、また、特設公衆電話の利用の態様が、災害時に無料化された街頭公衆電話と同等であることに着目すると、平時の街頭公衆電話の利用者が、特設公衆電話の受益者に当たると考えており、いずれにしても、当該利用者にサービスを提供している関係事業者様に費用負担して頂くことは適切であると考えます。

※敬称略とさせて頂いております。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



論点論点論点論点 事業者様事業者様事業者様事業者様のごのごのごのご意見意見意見意見 ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西のののの考考考考ええええ方方方方

事業者間で負担する方法

案１、案２について ・特設公衆電話のアクセス回線コストは、NTSコストであることから、案1および案2におけるＡＣへの転嫁はなじまない（ＮＴＴコミュニケーションズ） ・ＮＴＳコストであるアクセス回線コストを含む公衆電話発信機能が接続料原価をトラヒックで按分してＡＣ設定されているのと同様（案１そのもの） 、ＮＴＳコストを含む特設公衆電話のコストをトラヒックで按分することは、何ら否定されるものではないと考えます。案２について ・「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（NTTドコモ） ・ＧＣによる精算は既に精算実績があることから、精算システム等への影響は、案１の場合と同程度と考えます。

案３について

・ 「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要する。（ＫＤＤＩ）・ユニバーサルサービスの対象ではないものに対し、ユニバーサルサービスの負担方法を適用すること自体に合理性は存在せず、「実績のある按分方式」というだけで安易に採用することには強い疑問を抱いている。 （ＫＤＤＩ）
・特設公衆電話をユニバーサルサービスの対象に位置づけることは、案３を採用するための必要条件ではないものと考えます。

・「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべき（NTTドコモ）・現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要（NTTドコモ）
・当社としては、案３を採用することで、関係事業者様の合意が得られるのであれば、現行のユニバの負担方法を参考に、具体的な運用方法等について検討し、関係事業者様と協議させて頂く考えです。

※敬称略とさせて頂いております。

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添１報告書別添２ 報告書別添３ 参照



別紙別紙別紙別紙６６６６

費用負担方法 案３について賛否の状況賛同 賛同多数であれば受入可 受入不可 無回答 受入不可の場合の対案等株式会社ウィルコム ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可株式会社ＳＴＮet ○ ○株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○ ○エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○ ○ 案２が妥当株式会社ＮＴＴぷらら ○ ○株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ○ ○九州通信ネットワーク株式会社 ○ ○ＫＤＤＩ株式会社 ○ ○ 案２が妥当ＫＶＨ株式会社 ○ ○株式会社ケイ・オプティコム ○ ○イー・アクセス株式会社 ○ ○ 案１で検討すべきソフトバンクテレコム株式会社 ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可ソフトバンクモバイル株式会社 ○ ○ 将来の自治体負担を念頭に置いた案ならば案３でも受入可中部テレコミュニケーション株式会社 ○ ○東北インテリジェント通信株式会社 ○ ○フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○ ○ベライゾンジャパン合同会社 ○ ○ H26.2撤退予定のため、対象外として欲しい株式会社ＵＣＯＭ ○ ○ブラステル株式会社 ○Zip Telecom株式会社 ○アイテック阪急阪神株式会社 ○ ○株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ ○ ○沖縄セルラー電話株式会社 ○ ○ 案２株式会社テクノロジーネットワークス（JCOMグループ） ○ ○フリービット株式会社 ○ ○東日本電信電話株式会社 ○西日本電信電話株式会社 ○合計 27社 10社 6社 8社 3社

ユニバーサルサービス制度における負担金の負担対象となっている事業者合同協議対象事業者名 ご回答

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添４参照



特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話ののののアクセスアクセスアクセスアクセス回線回線回線回線にににに係係係係るるるる費用費用費用費用のののの事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの負担方法負担方法負担方法負担方法のののの比較比較比較比較

案案案案１１１１ 案案案案２２２２ 案案案案３３３３

案案案案４４４４

（（（（案案案案1111とととと案案案案3333のののの折衷案折衷案折衷案折衷案））））

課金単位 公衆電話トラヒック１秒当たり

加入者交換機経由トラヒック

１秒当たり

電気通信番号１番号当たり

公衆電話トラヒック１秒当たり

及び

電気通信番号１番号当たり

算定方式

単金＝

原価

公衆電話トラヒック総通信時間

単金＝

原価

加入者交換機経由トラヒック

総通信時間

単金＝

原価

総電気通信番号数（※）
単金１＝

原価×０．５

公衆電話トラヒック総通信時間

単金２＝

原価×０．５

総電気通信番号数（※）（※）交付金及び負担金算定等規則第24条に規定する方法で算定した収益の額が10億円を超える事業者の総務大臣に指定された電気通信番号のうち、最終利用者に付与されている電気通信番号の合計

別紙別紙別紙別紙７７７７



別紙別紙別紙別紙８８８８

費用負担方法 案４（案１、案３の折衷案）について賛否の状況賛同 賛同多数ならば受入可 受入不可 受入不可の理由等NTTコミュニケーションズ株式会社 ○ 過渡的な当面の案としては賛同するが、本来は、案３とすべき九州通信ネットワーク株式会社 ○株式会社ＵＣＯＭ ○株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ○株式会社ＮＴＴぷらら ○ 案３が妥当と考えるが、当面の負担方法として案４に賛同株式会社エネルギア・コミュニケーションズ ○ 原則，年に１回，特設公衆電話の設置台数の開示を条件に賛同ベライゾンジャパン合同会社 ○ ○ 電話事業撤退のため費用負担対象から外して欲しいアイテック阪急阪神株式会社 ○株式会社NTTPCコミュニケーションズ ○ 案３が妥当と考えるが、当面の負担方法として案４に賛同JCOMグループ ○ 自社の本来の主張とは異なるが、関係事業者間の合意を図るために案4でも受入可株式会社ＳＴＮet ○中部テレコミュニケーション株式会社 ○東北インテリジェント通信株式会社 ○株式会社ケイ・オプティコム ○ブラステル株式会社 ○東京テレメッセージ ○株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ○ 案1が最も適当と考えるが、限られた時間で合意を図るために案4でも受入可ＫＤＤＩ株式会社 ○沖縄セルラー電話株式会社 ○イー・アクセス株式会社 ○ 案４は案１と案３の折衷案であるところ、案３は、電気通信番号数の指定数の有無や大小により費用負担が異なることとなり、電気通信事業者間で費用負担の公平性が担保できない株式会社ウィルコム ○ソフトバンクテレコム株式会社 ○ソフトバンクＢＢ株式会社 ○ソフトバンクモバイル株式会社 ○フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ○関西コムネット ○ＫＶＨ株式会社 ○フリービット株式会社 未回答株式会社アイ・ピー・エス ○T-Systems ジャパン株式会社 ○東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社合計 11社 14社 5社

案３を対象とする原価を２分の１としても、各社にて実施している災害対策について、本来の費用負担のあるべき姿の議論がなされていない中で、特設公衆電話についてのみ、相互接続と無関係に番号数比で他の電気通信事業者が費用負担を行うことは不適切であり、相互接続と無関係な番号数比のような費用負担の扱いについては、ユニバーサルサービス基金を含めた費用負担のあるべき姿の議論を尽くした上で、整理されるべき

合同協議対象事業者名 案４（案１、案３の折衷案）に対する回答

案３は不適当と考えるが、関係事業者間の合意を図るために、案4でも受入可

注：各事業者様のご報告内容は報告書別添５参照



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え 

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。 

 当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。 

 今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。 

（この部分は記載不要です） 

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。 

特にございません。 

負担額の規模や範囲がある程度想
定できないと方針を定めるのが難し
いと考えております。また、発生する
災害の規模等により負担額が大きく
変動しうる、という事であれば、これ
も判断を難しくすると考えております
。 

 

その意味で、平常時も含めた期間で
平準化された額が負担されるという
形の方が対応しやすいと考えます。 

別添１ 

m.meguro
テキストボックス
＜株式会社アイ・ピー・エス様＞

k.hamada
テキスト ボックス
報告書別添１



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 

検討事項 当事者としての考え方 EA 

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。 

 当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。 

 今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。 

設置を希望する機関等が費用負担
を行う事が原則と考えますが、接続
事業者での負担を考える場合には、
NTT東西殿のご提案にある接続料
による費用負担の他、利用者（ユニ
バーサルサービス）による負担や特
設公衆電話の設置主体であるNTT

東西殿での負担があるものと考えま
す。 

災害時に無償で提供する弊社携帯電話に関する費用等 （この部分は記載不要です） 

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。 

別添１ 

m.meguro
テキストボックス
＜イー・アクセス株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）

貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保
するため避難所等に設置されるものでありますが、東日本大震
災を踏まえ、広範なエリアに亘る大規模災害に迅速に対応する
ためには、それを事前設置することが不可欠であり、ＮＴＴ東日
本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するト
ラヒックに応じて個別に負担を求めることとした場合、災害発生
時に複数年度にまたがる負担を求めることになる可能性がある
だけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無料とする各事業
者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一である
ことから、当該費用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、
接続料として弊社利用部門も含めた、各事業者に応分のご負担
を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能
（公衆電話及びディジタル公衆電話）における特設公衆電話に
係る費用について、別添２を踏まえ、関係事業者との間で、公衆
電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意しつつ、接続料
以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９
月末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請
すること」との答申がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えを
ご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

当事者としての考え方検討事項

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

特になし

特設公衆電話は災害時の通信手段確保として有
効であり、また街頭公衆電話と比べ低廉な費用で
設置・運用が可能なこと等からその設置の促進を
第一に考えた場合、まずは 今年度 公衆電話AC
の原価に含める形で整理されたことについて理解
いたします。

ただし、本来特設公衆電話は、公衆電話利用者
のみに提供するものではなく、国民誰もが被災す
る可能性があり、その意味では国民全般の為に提
供するものであると考えられることや、公衆電話
ACは年々上昇している中、さらに本費用が公衆電
話ACの原価に加算された場合、公衆電話サービ
ス提供事業者の企業努力で吸収することが困難と
なり、結果的に公衆電話料金値上げ等で公衆電
話利用者が負担する形となる可能性が高まること
などを考慮すると、例えば、国による費用補填や、
全ての通信事業者による按分負担などの公平な
費用負担ルールを早急に検討することが望ましい
と考えます。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 1/2

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

別添１
NTT DOCOMO Highly Confidential
開示先：東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
開示日：2013年5月16日
Copyright© 2013 NTT DOCOMO Inc. All rights reserved

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の
通信手段を確保するため避難所等に設置され
るものでありますが、東日本大震災を踏まえ、

特設公衆電話の事前設置については、2012年3月総務省公表の
「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り
方（答申）」（以下、「在り方（答申）」と言う。）において、「自治体等と
連携しつつ ＮＴＴ東西により避難所において生ずる ズや帰宅広範なエリアに亘る大規模災害に迅速に対応

するためには、それを事前設置することが不可
欠であり、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその
事前設置を進めているところです。

当社としては その費用について 特設公衆

連携しつつ、ＮＴＴ東西により避難所において生ずるニーズや帰宅
困難者のニーズを充足させるために効果的な場所への設置を進
めるための取り組みが進められることが期待される」と考え方が示
されており、2013年3月29日総務省公表の貴社認可料金に係る答
申（以下、「2013認可（答申）」と言う。）において、特設公衆電話の

当社としては、その費用について、特設公衆
電話を利用するトラヒックに応じて個別に負担
を求めることとした場合、災害発生時に複数年
度にまたがる負担を求めることになる可能性が
あるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料
を無料とする各事業者様 ご 解を得 く

事前設置に係る費用の一部を「ＮＴＴ東西と接続事業者とで負担す
ることとすることは、一定の合理性が認められる」とされている点に
ついて異論はございません。

次に当該費用の負担方法について 在り方（答申）において「ユニ
ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

を無料とする各事業者様のご理解を得にくいこ
と、また、特設公衆電話の機能は、災害等緊急
時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一
であることから、当該費用を公衆電話機能の原
価に含め、平時から、接続料として弊社利用部

次に当該費用の負担方法について、在り方（答申）において「ユニ
バーサルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされて
いることや、2013認可（答申）において「公衆電話の利用者のみに
転嫁されないように留意」と示されていることを踏まえれば、接続料
又はその他の方法による接続事業者での負担方法を検討する必
要があると認識するところですが 接続料として負担することは 接

価 含 、平時 ら、接続料 弊社利用部
門も含めた、各事業者に応分のご負担を頂くこ
とが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対
し、公衆電話機能（公衆電話及びディジタル公
衆電話）における特設公衆電話に係る費用に

要があると認識するところですが、接続料として負担することは、接
続事業者における精算システム等の対応費用を抑えることが可能
であり現実的な負担方法であると考えます。

また、特設公衆電話が公衆性を有することを踏まえれば、特設公
衆電話）における特設公衆電話に係る費用に
ついて、別添２を踏まえ、関係事業者との間で、
公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよ
う留意しつつ、接続料以外の方法も含め、負担
の方法について検討し、平成２５年９月末まで

衆電話に係るコストを公衆電話機能における接続料原価に含める
との貴社ご提案について合理的であると考えます。

ただし、在り方（答申）では常設の公衆電話においてユーザニーズ
と費用の観点を踏まえた検討がなされているところ、特設公衆電話

に、その結果を総務省へ報告し、公表すること
を要請すること」との答申がなされましたことを
踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

と費用の観点を踏まえた検討がなされているところ、特設公衆電話
についてもユーザニーズと費用の観点から必要となる合理的な設
置基準・台数を定め、接続事業者にとって過度な負担とならないこ
とに留意することが必要であると考えます。

m.meguro
テキストボックス
＜株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 2/2

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

別添１
NTT DOCOMO Highly Confidential
開示先：東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
開示日：2013年5月16日
Copyright© 2013 NTT DOCOMO Inc. All rights reserved

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

通話・通信の確保については通信事業者の責務であり、災害時の通話通信
の確保に向けた対策について本来的には各事業者が実施すべきと考え既に貴社サービスのうち、 確保 策 本来 各事業者 実施す 考 既
各事業者が実施してきていると認識するところです。

当社においても災害時の通話・通信確保に向けた対策を実施しているほか、
災害時においても可能な限り通話・通信の確保に向けた取り組みを実施して
きていますが、第一種公衆電話を貴社のみが提供していることを踏まえれば、
現段階では 特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いをすべきと考える当

（この部分は記載不要です）

特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

現段階では、特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いをすべきと考える当
社サービスはございません。

記載願います。

m.meguro
テキストボックス
＜株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について 

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え 

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法 

 特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。 

 当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。 

 今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。 

（この部分は記載不要です） 

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。 

特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いを
すべき理由、考え方について記載願います。 

 審議会答申にもあるように、接続
料以外の方法も含めて、その負担に
ついて検討する必要があると考えま
す。 

別添１ 

m.meguro
テキストボックス
＜九州通信ネットワーク株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）

弊社の考え（KDDI）

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を

確保するため避難所等に設置されるものでありますが、東

日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る大規模災害に迅

速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠

であり、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進め

ているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用す

るトラヒックに応じて個別に負担を求めることとした場合、災

害発生時に複数年度にまたがる負担を求めることになる可

能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無

料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公

衆電話の機能は、災害等緊急時に無料化された街頭公衆

電話の機能と同一であることから、当該費用を公衆電話機

能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も

含めた、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると

考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話

機能（公衆電話及びディジタル公衆電話）における特設公衆

電話に係る費用について、別添２を踏まえ、関係事業者との

間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意

しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検

討し、平成２５年９月末までに、その結果を総務省へ報告し、

公表することを要請すること」との答申がなされましたことを

踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する

特設公衆電話のアク

セス回線に係る費用

の負担方法

当事者としての考え方検討事項

貴社貴社貴社貴社サービスサービスサービスサービスのうちのうちのうちのうち、、、、

特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話にににに係係係係るるるる

費用費用費用費用とととと同様同様同様同様のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい

をすべきとおをすべきとおをすべきとおをすべきとお考考考考えのもえのもえのもえのも

のがございましたらのがございましたらのがございましたらのがございましたら、、、、

記載願記載願記載願記載願いますいますいますいます。。。。

特設公衆電話に係るコストについて、NTT東西殿の自主的

な取組として賄いきれないということであるならば、接続す

る事業者も何らかの形で負担することについて否定するも

のではありません。従来のNTT東西殿の自主的な取組と

いう位置付けから、その取組の主体を関係事業者に広げ

るにあたっては、まずは、以下の４点を整理することが先決

と考えております。

１．NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの範囲

（※）。

（※イニシャルコストのみかランニングコストも含むのか、避

難場所のみか帰宅困難者対策拠点も含むのか、事前配備

分のみか事後配備分も含むのか、何年度以降発生したコ

ストなのかetc）

２．上記のコストの、NTＴ東西殿が接続料で回収しているコ

ストとの関係性。

３． NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの金額

の規模感と今後の見通し。

４．特設公衆電話の個別の設置に関する設置可否判断主

体と設置基準。

街頭公衆の接続料原価に含めるかどうかも含めた、当該

コストの負担の在り方については、上記について、関係事

業者間でコンセンサスが得られた後に決めるべき事項と認

識しております。

別添別添別添別添１１１１

m.meguro
テキストボックス
＜KDDI株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

貴社貴社貴社貴社サービスサービスサービスサービスのうちのうちのうちのうち、、、、

特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話にににに係係係係るるるる

費用費用費用費用とととと同様同様同様同様のののの取取取取りりりり扱扱扱扱

いをすべきとおいをすべきとおいをすべきとおいをすべきとお考考考考ええええ

のものがございましのものがございましのものがございましのものがございまし

たらたらたらたら、、、、記載願記載願記載願記載願いますいますいますいます。。。。

弊社の考え（ａｕ）

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確

保するため避難所等に設置されるものでありますが、東日本

大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る大規模災害に迅速に

対応するためには、それを事前設置することが不可欠であり、

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めていると

ころです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用す

るトラヒックに応じて個別に負担を求めることとした場合、災

害発生時に複数年度にまたがる負担を求めることになる可

能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無

料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公

衆電話の機能は、災害等緊急時に無料化された街頭公衆

電話の機能と同一であることから、当該費用を公衆電話機

能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も

含めた、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると

考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話

機能（公衆電話及びディジタル公衆電話）における特設公衆

電話に係る費用について、別添２を踏まえ、関係事業者との

間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意

しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検

討し、平成２５年９月末までに、その結果を総務省へ報告し、

公表することを要請すること」との答申がなされましたことを

踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する

特設公衆電話のアク

セス回線に係る費用

の負担方法

当事者としての考え方検討事項

別添別添別添別添１１１１

弊社としては、これまでも、被災地における連絡手段や復興活動支援を目的として、自治体などに対して、携帯電話や衛

星携帯電話（イリジウム・インマルサット）の無償貸与を実施してまいりましたが、これまでは、あくまで弊社の自主的な取組

として実施してきた次第です。

仮に、上記の取組の主体を関係事業者にも広げる検討を進める際には、その進め方としては、まずは、特設公衆における

議論を深めた上で、その対象範囲や設置基準などに関する議論の結果を勘案し、その後に必要に応じて議論していくべき

事項であろうと考えております。

特設公衆電話に係るコストについて、NTT東西殿の自主

的な取組として賄いきれないということであるならば、接

続する事業者も何らかの形で負担することについて否定

するものではありません。従来のNTT東西殿の自主的な

取組という位置付けから、その取組の主体を関係事業者

に広げるにあたっては、まずは、以下の４点を整理するこ

とが先決と考えております。

１．NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの範

囲（※）。

（※イニシャルコストのみかランニングコストも含むのか、

避難場所のみか帰宅困難者対策拠点も含むのか、事前

配備分のみか事後配備分も含むのか、何年度以降発生

したコストなのかetc）

２．上記のコストの、NTＴ東西殿が接続料で回収している

コストとの関係性。

３． NTT東西殿が関係事業者に負担を求めるコストの金

額の規模感と今後の見通し。

４．特設公衆電話の個別の設置に関する設置可否判断

主体と設置基準。

街頭公衆の接続料原価に含めるかどうかも含めた、当該

コストの負担の在り方については、上記について、関係事

業者間でコンセンサスが得られた後に決めるべき事項と

認識しております。

m.meguro
テキストボックス
＜KDDI株式会社（au）様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）災害発生時に無償にて貸出を実施する弊社通信端末に関連する費用

特設公衆電話の設置の背景から、設置
を希望する市町村等の行政機関による
費用負担が本来のあるべき姿と考えま
す。行政機関以外での費用負担につい
て検討が必要な場合、各社における同
種の災害対策支援活動も含めて検討す
る必要があると考えております。本費用
負担については、例として以下の方法
等が想定されると認識しており、上記の
通り関係者間での協議が必要と考えて
おります。

（１）CSR 活動の一環として設置事業者
負担

（２）ユニバーサルサービスとして利用者
負担

（３）接続料原価に算入し、接続事業者
含めて負担(設置事業者のＣＳＲ活動と
しての広報活動をしない前提)

貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

当事者としての考え方検討事項

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜ソフトバンクテレコム株式会社様、ソフトバンクモバイル株式会社様、株式会社ウィルコム様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

検討事項 当事者としての考え方 貴社のお考え

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

特設公衆電話の必要性、また、その
公共性を考慮し、接続料などを通じ
て各事業者が費用負担をすることに
は異論はありません。負担方法です
がユニバーサルサービスの一環とい
う解釈をし、ユニバーサルサービス
料に含める方法が適当かと考えます。

弊社サービスのうち、特設公衆電話と同様の取り扱いを考慮すべきものはござ
いません。

（この部分は記載不要です）

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜ティー・システムズジャパン株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

検討事項 当事者としての考え方 当社の考え

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

特設公衆電話に係る費用の負担方
法については、審議会答申の内容も
踏まえ、NTT東西殿の考えに沿う方

向で検討しております。

（この部分は記載不要です）

貴社サービスのうち、
特設公衆電話に係る
費用と同様の取り扱い
をすべきとお考えのも
のがございましたら、
記載願います。

特設公衆電話に係る費用と同様の取り扱いを
すべき理由、考え方について記載願います。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜フュージョン・コミュニケーションズ株式会社様＞



特設公衆電話に係る費用の負担方法について

（この部分は記載不要です）

貴社のお考え

特設公衆電話は、災害等緊急時に被災者の通信手段を確保するため避難所
等に設置されるものでありますが、東日本大震災を踏まえ、広範なエリアに亘る
大規模災害に迅速に対応するためには、それを事前設置することが不可欠であ
り、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本はその事前設置を進めているところです。

当社としては、その費用について、特設公衆電話を利用するトラヒックに応じて
個別に負担を求めることとした場合、災害発生時に複数年度にまたがる負担を
求めることになる可能性があるだけでなく、特設公衆電話のユーザ通話料を無
料とする各事業者様のご理解を得にくいこと、また、特設公衆電話の機能は、災
害等緊急時に無料化された街頭公衆電話の機能と同一であることから、当該費
用を公衆電話機能の原価に含め、平時から、接続料として弊社利用部門も含め
た、各事業者に応分のご負担を頂くことが適当であると考えます。

今回、審議会答申において、「ＮＴＴ東西に対し、公衆電話機能（公衆電話及び
ディジタル公衆電話）における特設公衆電話に係る費用について、別添２を踏ま
え、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意
しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法について検討し、平成２５年９月
末までに、その結果を総務省へ報告し、公表することを要請すること」との答申
がなされましたことを踏まえ、貴社のお考えをご教示願います。

ＮＴＴ東西が設置する
特設公衆電話のアク
セス回線に係る費用
の負担方法

当事者としての考え方検討事項

弊社においては特設
公衆電話に係る費用
と同様の取り扱いをす
べきものはございませ
ん。

なし

NTT東西様以外の各事業者も応

分に特設公衆電話に係る費用を負
担する事は適当であると考えます。
現時点で特設公衆電話に係る費

用のアナログ公衆電話発信機能に
占める割合は、直ちに公衆電話ユ
ーザー料金の値上げに結びつく水
準でないなら、当面、公衆電話接続
料で各事業者負担とし、その割合が
増えた場合には、例えばユニバー
サルサービス制度に組み入れる等
の別の手段を検討することとすること
が適当であると考えます。

別添１

m.meguro
テキストボックス
＜株式会社UCOM様＞



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について 

項 目 貴社のお考え 

１．事業者間で負担する方法 

  「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。 

  現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。 

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。） 

  特設公衆電話は、災害時に利用できない他の電話サービス（発信）の
代替手段であり、電話サービス提供事業者としても自社のお客様がその
便益を享受すると考えられることから、電話サービス提供事業者にて当該
費用を負担することは一定の合理性があると考えます。 

 具体的な負担方法としましては、その受益の程度を判断する一つの目
安となる、各事業者の保有する発信番号数（0AB～J、0A0）をもって按分
負担することが妥当と考えます。 

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担 

  国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。 

  本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。 

  また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。 

【国、自治体による負担】 

 特設公衆電話の設置による直接的な受益者は被災者（被災する可能性
がある全国民）と考えられることから、本来は当該費用は国や自治体によ
る負担が望ましいと考えます。 

 ただし、その実現には課題（実現可能性が不透明、実現に時間を要す
る等）があることも理解しますので、本案の実現に向けての検討は継続し
つつも、まずは特設公衆電話の設置を促進させる観点から、上記事業者
による按分負担として暫定的に整理することが妥当と考えます。 

【ユニバーサルサービス基金による負担】 

 

 - 

貴社名：NTTコミュニケーションズ㈱ 

k.hamada
テキスト ボックス
報告書別添２



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

特に具体的意見はありません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

特に具体的提案や意見はありません。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

特に具体的提案や意見はありません。

貴社名： 株式会社アイ・ピー・エス



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

貴社名：株式会社NTTドコモ

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには 定の合理性が認め ◆特設公衆に係るコストを常設の公衆電話接続料として負担することにつと接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

◆特設公衆に係るコストを常設の公衆電話接続料として負担することにつ
いては、従前どおり異論はございませんが、特設公衆電話と常設の公
衆電話それぞれにおける接続先事業者について、明確にご説明いた
だくことが必要であると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。

（なお 具体的なご意見がいただけない場合には 当面 公衆電話接

◆仮に、特設公衆電話と常設の公衆電話の接続先が異なるのであれば、
公衆電話接続料としての負担方法を前提としつつ、特設公衆電話と常
設の公衆電話の接続先に差分が生じないようにする等、何かしらの対
策を講じるべきと考えます。

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

【国、自治体による負担】

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が

考

特に意見なし。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

◆当社としては 2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また それ以外の事業者様においても 本案についてご意見等があれ

◆当社としては、2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効
な通信手段としての公衆電話の在り方（答申）」において「ユニバーサ
ルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされていることや、
2013年3月総務省公表の貴社認可料金に係る答申において「公衆電
話の利用者のみに転嫁されないように留意」と示されていることを踏ま

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

えれば、特設公衆電話に係るコストをユニバーサルサービス基金によ
る負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましいと考え
ます。



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

当社では公衆電話接続料による負担が現時点においては現実的である
と考えており、公衆電話接続料以外の事業者間での負担方法について、
特に意見を持ち合わせておりません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

国、自治体による負担とするには、国による決定が必須であると考えます。

一方、自治体等との調整等に相当の期間が必要とされるのはやむを得な
いことと理解しております。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

１．において当面は接続料による事業者間での負担として運用し、ユニ
バーサルサービス基金による負担が現実的に可能であると認められた時
期に変更されるのが望ましいと考えます。

貴社名：株式会社UCOM



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について 

項 目 貴社のお考え 

１．事業者間で負担する方法 

  「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。 

  現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。 

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。） 

大規模災害時の通信手段確保を目的として、避難所等に事前に特設公
衆電話を設置する本取り組みは、本来、国や行政機関による取り組みで
あるべきではないかと考えます。したがって、国や行政機関の予算措置と
して実施されることが望ましいと考えます。 

しかしながら、国や行政機関の予算措置として実施されるまでの期間につ
いては、公衆電話接続料での負担にせざるを得ないと考えます。 

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担 

  国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。 

  本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。 

  また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。 

【国、自治体による負担】 

 

 

【ユニバーサルサービス基金による負担】 

 

貴社名： 九州通信ネットワーク株式会社 



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算

入に係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、

「ＮＴＴ東西と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定

の合理性が認められる」とされていることを踏まえると、下記２．

のような負担方法の議論はあるものの、現時点で実現の見込み

が不透明であることに加え、仮に実現できるとしても相当の期間

が必要になることに鑑み、まずは、事業者間での負担方法につ

いて検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところ

ですが、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負

担以外の事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右

欄に記載願います。

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電

話接続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとし

て、取り扱わせていただきます。）

特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの設置設置設置設置のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、災害対策災害対策災害対策災害対策のののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての国国国国やややや自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの要請要請要請要請にににに基基基基づくづくづくづく取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。ここここ

のためのためのためのため、、、、本質的本質的本質的本質的にはにはにはには国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、今回今回今回今回のののの事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの議論議論議論議論のののの結果結果結果結果をををを待待待待たずたずたずたず、、、、まずはまずはまずはまずは

設置主体設置主体設置主体設置主体ののののNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿にてにてにてにて、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担にににに向向向向けけけけ、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの協議協議協議協議をををを早期早期早期早期にににに開始開始開始開始いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと考考考考えておえておえておえてお

りますりますりますります。。。。

上記上記上記上記のののの整理整理整理整理にににに相当相当相当相当のののの期間期間期間期間をををを要要要要するということであればするということであればするということであればするということであれば、、、、暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応としてとしてとしてとして、、、、特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置にににに係係係係るるるるコストコストコストコスト負担負担負担負担をををを事業者全体事業者全体事業者全体事業者全体でででで

分担分担分担分担しししし、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支支支支えるというえるというえるというえるという考考考考ええええ方方方方をををを採用採用採用採用することもすることもすることもすることも、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ないものとないものとないものとないものと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、そのそのそのその手法手法手法手法としてはとしてはとしてはとしては、、、、期間限定的期間限定的期間限定的期間限定的

ななななコストコストコストコスト負担負担負担負担であるのであればであるのであればであるのであればであるのであれば、、、、接続料原価接続料原価接続料原価接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入というというというという手法手法手法手法がががが仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの大大大大きなきなきなきな変更変更変更変更をををを伴伴伴伴わずわずわずわず、、、、現実的現実的現実的現実的なななな方策方策方策方策であるとであるとであるとであると考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。

事業者事業者事業者事業者によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担となるとなるとなるとなる暫定期間暫定期間暫定期間暫定期間がががが例例例例えばえばえばえば1111～～～～2222年年年年といったといったといったといった短期間短期間短期間短期間でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ負担額負担額負担額負担額もももも軽微軽微軽微軽微であるということなのであれであるということなのであれであるということなのであれであるということなのであれ

ばばばば、、、、公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料のののの原価算入原価算入原価算入原価算入というというというという手法手法手法手法もももも選択肢選択肢選択肢選択肢のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして採用採用採用採用することにすることにすることにすることに対対対対してしてしてして特段異論特段異論特段異論特段異論はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料公衆電話接続料がががが直近直近直近直近５５５５年間年間年間年間でほぼでほぼでほぼでほぼ２２２２倍倍倍倍のののの水準水準水準水準にまでにまでにまでにまで高騰高騰高騰高騰しておりしておりしておりしており今後今後今後今後もももも上昇上昇上昇上昇することがすることがすることがすることが想定想定想定想定されることされることされることされること、、、、およおよおよおよ

びびびび、、、、特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話はははは主主主主にににに避難所避難所避難所避難所にににに設置設置設置設置されるものでありされるものでありされるものでありされるものであり平時平時平時平時のののの常設公衆電話常設公衆電話常設公衆電話常設公衆電話とはとはとはとは利用者利用者利用者利用者がががが異異異異なることをなることをなることをなることを勘案勘案勘案勘案するとするとするとすると、、、、暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応

とはいえとはいえとはいえとはいえ、、、、事業者事業者事業者事業者によるによるによるによるコストコストコストコスト負担負担負担負担となるとなるとなるとなる期間期間期間期間がががが長期化長期化長期化長期化しししし、、、、負担額負担額負担額負担額もももも軽微軽微軽微軽微とはいえないとはいえないとはいえないとはいえないボリュームボリュームボリュームボリュームとなってしまうとなってしまうとなってしまうとなってしまう場合場合場合場合にはにはにはには、、、、公衆公衆公衆公衆

電話接続料原価電話接続料原価電話接続料原価電話接続料原価にににに長期的長期的長期的長期的にににに算入算入算入算入することはすることはすることはすることは望望望望ましくないとましくないとましくないとましくないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

このようなこのようなこのようなこのような事態事態事態事態がががが想定想定想定想定されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、事業者事業者事業者事業者によってによってによってによってコストコストコストコスト負担負担負担負担するするするする期間期間期間期間におけるにおけるにおけるにおける負担手法負担手法負担手法負担手法のののの最終形最終形最終形最終形としてとしてとしてとして、、、、特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話とととと

通話通話通話通話がががが可能可能可能可能なななな全事業者全事業者全事業者全事業者によってによってによってによって応分負担応分負担応分負担応分負担するするするするスキームスキームスキームスキームにににに、、、、早期早期早期早期にににに移行移行移行移行することがすることがすることがすることが必要必要必要必要とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

具体的具体的具体的具体的なななな手法手法手法手法としてはとしてはとしてはとしては、、、、特設公衆電話利用特設公衆電話利用特設公衆電話利用特設公衆電話利用のののの受益者受益者受益者受益者はははは特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話特設公衆電話のののの発信通話発信通話発信通話発信通話におけるにおけるにおけるにおける発信者発信者発信者発信者とととと着信者着信者着信者着信者であることをであることをであることをであることを鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、

加入者交換機階梯加入者交換機階梯加入者交換機階梯加入者交換機階梯でででで接続接続接続接続するするするする通話通話通話通話にににに対対対対してのしてのしてのしての付加的付加的付加的付加的なななな接続料接続料接続料接続料としてとしてとしてとして、、、、電話電話電話電話サービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供するするするする全事業者全事業者全事業者全事業者からからからから広広広広くあまねくくあまねくくあまねくくあまねく回収回収回収回収

するするするするスキームスキームスキームスキームがががが、、、、特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置特設公衆電話設置のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを暫定的暫定的暫定的暫定的にににに事業者全体事業者全体事業者全体事業者全体でででで支支支支えるというえるというえるというえるという趣旨趣旨趣旨趣旨にもにもにもにも合致合致合致合致するものとするものとするものとするものと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

なおなおなおなお、、、、公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価公衆電話接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入のののの手法手法手法手法・・・・加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価加入者交換機接続料原価へのへのへのへの算入算入算入算入のののの手法手法手法手法のどちらののどちらののどちらののどちらの手法手法手法手法をををを採用採用採用採用するするするする場合場合場合場合であっであっであっであっ

てもてもてもても、、、、そのそのそのその暫定対応暫定対応暫定対応暫定対応のののの期間期間期間期間をををを予予予予めめめめ区切区切区切区切ったったったった上上上上でででで採用採用採用採用することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であろうとであろうとであろうとであろうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負

担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負

担とするためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明で

あることに加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に

相当の期間が必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向け

た具体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を

含む）・本案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案

願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等が

あれば右欄に記載願います。

【【【【国国国国、、、、自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担】】】】

前述前述前述前述のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、今回今回今回今回のののの事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの議論議論議論議論のののの結果結果結果結果をををを待待待待たずたずたずたず、、、、まずはまずはまずはまずは設置主体設置主体設置主体設置主体ののののNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿にてにてにてにて、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる負担負担負担負担にににに向向向向けけけけ、、、、

国国国国やややや自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの協議協議協議協議をををを早期早期早期早期にににに開始開始開始開始いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

そのそのそのその後後後後のののの進進進進めめめめ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、暫定的暫定的暫定的暫定的ににににコストコストコストコスト負担負担負担負担するするするする関係事業者関係事業者関係事業者関係事業者のののの範囲範囲範囲範囲がががが明確明確明確明確になったになったになったになった後後後後にににに、、、、そのそのそのその時点時点時点時点でのでのでのでのNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿とととと国国国国やややや自自自自

治体治体治体治体とのとのとのとの間間間間のののの協議状況協議状況協議状況協議状況をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの協議主体協議主体協議主体協議主体ののののNTTNTTNTTNTT東西殿東西殿東西殿東西殿のののの支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、そのそのそのその支援支援支援支援のののの程度程度程度程度もももも含含含含めめめめ、、、、関係事関係事関係事関係事

業者間業者間業者間業者間でででで協議協議協議協議をををを進進進進めていくべきとめていくべきとめていくべきとめていくべきと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

【【【【ユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービス基金基金基金基金によるによるによるによる負担負担負担負担】】】】

－－－－

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ＫＤＤＩ㈱ＫＤＤＩ㈱ＫＤＤＩ㈱ＫＤＤＩ㈱



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。

【意見案】

まずは、事業者間で負担する方法を議論する前に、特設公衆設置費用
について、自治体等からの要請内容、費用負担に関するＮＴＴ東西殿の
お考えおよび自治体等との費用負担に関する協議状況について、ご説明
を頂きたいと考えます。

また、ＮＴＴ東西殿において、今後費用負担等の協議を国や自治体等と
議論の予定の有無や今後の進め方のお考えがあればそれをお示し頂き
たいと考えます。

その上で、事業者間で負担する方法を議論するに当たっては、上述の議
論も踏まえ、本格対応とするのか暫定対応とするのか、暫定対応とした
場合、本格対応までのプロセスはどうすべきか、ということも含め整理す

ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社ウィルコム

ます。

（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

場合、本格対応までのプロセスはどうすべきか、ということも含め整理す
べきと考えます。

また、暫定対応として事業者間での負担を求める場合、本格対応に移行
するまでのプロセス案は、ＮＴＴ東西殿よりご提案頂きたいと考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

取り纏めの方向性等については、上述のとおり

【ユニバーサルサービス基金による負担】

同上



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

現時点においては、他の負担方法等についての意見はございません。

引き続き、貴社及び他社様のご意見も踏まえて検討をさせていただき

たく考えております。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

現時点では特にございません。

【ユニバーサルサービス基金による負担】

現時点では特にございません。

社名：フュージョン・コミュニケーションズ株式会社



特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法について

項 目 貴社のお考え

１．事業者間で負担する方法

「特設公衆電話に係る費用の公衆電話機能の接続料原価への算入に
係る考え方（第１回合同協議資料・別添５参照）」において、「ＮＴＴ東西
と接続事業者とで当該費用を負担することには、一定の合理性が認め
られる」とされていることを踏まえると、下記２．のような負担方法の議
論はあるものの、現時点で実現の見込みが不透明であることに加え、
仮に実現できるとしても相当の期間が必要になることに鑑み、まずは、
事業者間での負担方法について検討を深める必要があると考えます。

現在の負担方法は、公衆電話接続料による負担としているところです
が、第一回合同協議等を踏まえ、公衆電話接続料による負担以外の
事業者間での負担方法について、具体的なご意見を右欄に記載願い
ます。
（なお、具体的なご意見がいただけない場合には、当面、公衆電話接
続料での負担にせざるをえないというお考えであるものとして、取り扱
わせていただきます。）

弊社は、特設公衆電話設置、維持にかかる費用を「国・自治体」「事業者」
「利用者」にて費用を負担すべきと考えます。

数年間（期間を定める必要あり）は「公衆電話AC」で特設公衆電話を維持
運営し、その間に「国・自治体」「事業者」「利用者」でどのように按分する
かを取り決めるべきかと考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担とす
るためには、そもそも、現時点で実現の見込みが不透明であることに
加え、仮に実現できるとしても、関係機関との調整等に相当の期間が
必要になるものと考えます。

本案をご提案いただいた事業者様において、本案の実現に向けた具
体的な進め方（本案が実現するまでの暫定的な負担方法を含む）・本
案に係る取り纏めの方向性等について、右欄でご提案願います。

また、それ以外の事業者様においても、本案についてご意見等があれ
ば右欄に記載願います。

【国、自治体による負担】

【ユニバーサルサービス基金による負担】

一定期間は「公衆電話AC」で維持運営し、その間に、ユニバーサルサー
ビス関係事業者を対象に費用負担について協議すべきと考えます。

貴社名：ブラステル／ZIPtelecom



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え

貴社名：ＮＴＴドコモ資料７
NTT DOCOMO Highly Confidential
開示先：東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
開示日：2013年7月10日
Copyright© 2013 NTT DOCOMO Inc. All rights reserved

項 目 貴社のお考え

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい

特設公衆電話の設置の考え方や事業者間で負担する方法の結論を早急に得る必要があると認識す
るところ、特設公衆電話を避難所や帰宅困難者対策拠点へ設置するとの考え方については、2011年
12月総務省公表の「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について（最終取りまとめ）」
や、2012年9月首都直下型地震帰宅困難者対策協議会公表の「最終報告書」において考え方が示さ第３回合同協議においてご提示させていただい

た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います

、 年 月首都直 震帰 困難者対策協議会公表 最終報告書」 お 考 方 さ
れていることを踏まえ、現段階の整理として基本的には異論はありません。

ただし、今後、特設公衆電話の設置台数が現状想定している設置台数を上回り、結果として事業者の
負担費用が想定よりも増加する状況が生じた場合には本年9月末以降においても特設公衆電話の設
置の考え方及び費用負担の在り方について、改めて議論をすべきであると考えます。

載願います。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

＜ユニバーサルサービス基金による負担について＞
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること

当社としては、2012年3月総務省公表の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の
在り方（答申）」において「ユニバーサルサービスとすることは慎重に対応すべきである」とされている
ことや、2013年3月総務省公表の記者認可料金に係る答申において「公衆電話の利用者のみに転嫁
されないように留意」と考え方が示されていることを踏まえれば、特設公衆電話に係るコストをユニ
バーサルサービス基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましいものと考

を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

バ サルサ ビス基金による負担ではなく、公衆電話接続料として負担することが望ましいものと考
えます。

３．事業者間で負担する方法

特設公衆電話設置により発生する呼の受益者は、料金設定事業者である考えます。

したがって、特設公衆電話発信呼の料金設定事業者となる公衆接続料負担事業者が当該コストを負
担することは 受益者が当該 ストを負担するものであり合理的な整理であると考えます 加えて 接事業者間での負担方法については、現行の「公

衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが ＮＴＴ東西から

担することは、受益者が当該コストを負担するものであり合理的な整理であると考えます。加えて、接
続料を料金設定事業者が負担するとの従来の事業者間精算の考え方とも整合性があること、及び他
の示された案と比較しても精算システムへの影響が軽微であり早期に結論を得ることが求められてい
る状況を踏まえれば、当該コストを公衆接続料として負担負担することが現実的であり望ましいものと
考えます。深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から

提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

なお、「ＧＣ（端末交換機）を利用するトラヒックによる負担」と、「電気通信番号数比での按分による負
担」との考え方では、受益者の受益の度合いや、受益者とコスト負担事業者の関連性が必ずしも明確
でないと考えられることや、「公衆電話ＡＣによる負担」と比較して精算システムへの影響等が相対的
に大きいと考えられることを踏まえ、議論すべきであると考えます。

m.kinoshita.west
テキスト ボックス
報告書別添３



特設公衆電話に係るご意見について

将来的には、国・自治体による負担またはユニバーサルサービス基金による負担とするのが良いと考えま

すが、現時点で実現するための具体的考えを持ち合わせておりません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

B.都市部における帰宅困難者対策拠点への設置の考え方について

NTT東日本様、NTT西日本様で参考としているものが、「首都圏直下地震帰宅困難者対策協議会」と「大

阪駅周辺地区帰宅困難者対策協議会」となっているため、主な設置対象施設が一部異なり、東日本では

コンビニエンスストアが対象となり、西日本では対象となっていないと、第3回合同協議で説明を受けた。

特設公衆電話設置対象施設をそれぞれの協議会が指定する施設に合わせるより、東日本エリア・西日本

エリアで統一した施設とすることで、利用者が混乱しないよう考慮すべきと考えます。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
弊社の意見としましては、事業者負担は暫定的な措置であり、時間を要しても２．に記載のいずれかの方

法とすするのが良いと考えます。

暫定期間においては、既に運用が開始されている「公衆電話ACによる負担」にて進めることで問題ござい

ません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社UCOM
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

特に意見はありません。２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

特に意見はありません。１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
どの案でも結構です。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 関西関西関西関西コムネットコムネットコムネットコムネット
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

合同協議の結果として、総務省殿へご報告頂くことに異論はございません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

特設公衆電話の設置場所ポリシーについては、利便性並びに公平性の観点から、目的をみたしている

と思われることから適当であると考えます。

設置条件として、施設収容人数が100名以上と規定がありますが、利用率を上げるためにも「設置場所の

ルール（コンビニであればセブンに統一するなど）」並びに「設置場所の利用者への広報」について、もう

少し掘り下げて検討すべきかと思います。

例）災害時帰宅支援ステーションにコンビニやファミレス等々とあるが、利用者への広報の観点から、例

えば事業者を指定したり（セブンイレブン等）、特設公衆電話設置の目印など設けたほうが良いのではな

いか？

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。

項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
弊社の費用負担における基本的な考えとしては、本設備を利用する可能性は「全国民」にあると考えてお

り、その理由から、費用負担は当面「公衆電話AC」で賄い、ゆくゆくは「事業者」「個人」「国、自治体」であ

るべきと考えております。

将来的には徴収方法は変わるかと思われますが、特設公衆電話の機能は現在の公衆電話の位置づけと

同様の機能を有することから、当面は「案１」で賄うことが適当と思われます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ブラステルブラステルブラステルブラステル/ZIPTelecom
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 エネルギアエネルギアエネルギアエネルギア・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ
資料資料資料資料７７７７

特設公衆電話の設置に係る費用ついては，本来に立ち返って，

国・自治体などの必要とされる箇所が，他の物品と同様に負担す

ることが適当と考えます。



特設公衆電話に係る意見について

特設公衆電話に係る費用は国、自治体で負担すべきものであると考えますが、国、自治体と協議が整う
までの間の暫定対応という位置づけで関係事業者間で費用負担の在り方を検討していくことについては
異論はございません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること
を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

設置の考え方等については特に異論ございませんが、特設公衆電話が必要以上に過剰設置されないよ
う、十分ご配慮をお願い致します。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい
た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います。

項 目 弊社の考え

３．事業者間で負担する方法

事業者間での負担方法については、現行の「公
衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から
提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

特設公衆電話のうち、避難所に設置されるもの、帰宅困難者対策拠点に設置されるものの費用負担の
あり方について分けて整理するべきであると考えます。

避難所に設置されるものについては、全ての電話サービスを代替するものとして整理することが可能で
あることから、関係する全事業者で費用按分する必要があると考えますが、帰宅困難対策拠点に設置さ
れるものについては、一部の大都市圏での設置に限定されることや街頭公衆電話や携帯電話・ＰＨＳの
代替手段として考えられることを鑑みて費用負担のあり方について検討を進めていく必要があると考え
ます。

社名：中部テレコミュニケーション株式会社



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 当社の考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
・設置の考え方について

自治体からの設置要望の状況及び協議の内容から、「施設収容人員100名あたり1台」を基本となって

いますが、近隣の街頭公衆電話の設置状況等を勘案し、公衆電話の設置台数が過大とならないよう

十分配意されることを要望します。

・回線費用については、避難所が開設させている期間(実利用期間）のみ費用が発生する。

それ以外の平常時は、「休止回線扱い」とする等の考え方はできませんでしょうか。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
・特設公衆電話の費用負担について、事業者が負担するのは経過措置であることの意志表示として、

「国、自治体による負担検討」の依頼は必要と考えます。

・最終形としては、ユニバーサルサービス基金による負担が適当と考えます。

現行のユニバーサルサービス料の補てん額の過半は、第一種公衆電話の赤字負担であり、

特設公衆電話の費用も同列と考えられます。

・実際の導入には、ユニバーサルサービス委員会での議論を経て、省令改正等の手続が必要と

なります。仮に導入できる場合、需要増により単金は低減傾向にありますので、

次の値下げの想定期が、導入時期としては適当と考えます。

（本費用を加算することで、ユニバーサル料が値上げになると、利用者への周知費用が発生しますの

で、この費用は避けなければなりません。）３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
・事業者負担とする方法しては、案１（公衆電話接続料）です。

災害時には優先的な通信の確保ができる街頭公衆電話と同等と捉えて、当該費用を原価に含める

接続料としては、案1の公衆電話機能が妥当ではないかと考えます。

社名社名社名社名：：：：フュージョンフュージョンフュージョンフュージョン・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ株式会社株式会社株式会社株式会社
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

災害時など、緊急時にも国民が通信手段を確保できるよう、特設公衆の設置が必須という整理であれば、

その費用の負担にあたっては、事業者のみで負担する形ではなく、現在のユニバーサルサービス基金の

ように広くあまねく負担するといった整理が望ましいと考える。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

費用負担の整理結果にもよるが、仮に事業者負担が基本の考え方となる場合は、事業者が負担する額に

自治体間の過度な偏りが発生しないよう、明確な設置基準を設け、公平で偏りのない設置とすべき。

設置基準については総務省、関係事業者にて整理が必要と考える。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 弊社の考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
今回整理する事業者間での負担があくまで暫定的な負担で、今後、２．に移行するという前提に立つと、

事業者間の負担については、２．に移行しやすい『電気通信番号数比での按分による負担』が現実的と

考える。

社名社名社名社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコム
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
設置の考え方、設置台数、設置見込みについては特に異論ございません。

実際の設置にあたっては、設置台数、コストが過大なものとならないよう十分配慮願います。

尚、設置台数、設置見込みについては、設置の考え方にある「Ａ．避難所」「Ｂ．都市部における帰宅困

難者対策拠点（以下、帰宅困難者対策用）」の区分別に内訳をご提示の上、コストについてもそれぞれの

区分に分けて算出していただきますようお願い致します。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
特に意見ございません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ケイケイケイケイ・・・・オプティコムオプティコムオプティコムオプティコム
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。

１項にある「Ａ．避難所」「Ｂ．帰宅困難者対策」の区分別にコスト負担方法を検討すべきと考えます。

【【【【「Ａ．「Ａ．「Ａ．「Ａ．避難所避難所避難所避難所」」」」についてについてについてについて】】】】

（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆網からの通話料金が有料であるならば、料金設定事業者に受益があるこ

とから料金設定事業者が負担すべきであり、案１が適当であると考えます。しかし、今回の検討は、（ＮＴ

Ｔ東西殿が検討・調整されている）ユーザ料金無料化および各社接続料（ＡＣ）の無料化が前提条件であ

るため、オールジャパンの体制で災害対策にあたるという主旨の下、電気通信事業者が平等に負担する

ことが適当であると考えます。

案３の場合、平時の固定電話（ＩＰ電話含む）、携帯電話の通話を（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話が代

替し、尚かつ、当該通話は電気通信番号を有する端末から発信すること（つまり各端末のバックアップと

して（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話が機能する点）を踏まえると、電気通信番号按分により当該費用を

負担することには一定の合理性があります。但し、電気通信番号按分の場合、選択中継、国際電話等、

電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない）ことによ

り費用負担しなくてもよい（費用負担の割合が少なくなる）事業者が発生する点が、公平性の観点から課

題として挙げられます。

案２の場合、「各端末のバックアップとして（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話が機能する」という点と「災

害時における（（（（避難所避難所避難所避難所におけるにおけるにおけるにおける））））特設公衆電話の通話がＮＴＴ東西の加入交換機を必ず経由する」という

点の関連性が飛躍しすぎており、合理性がありません。

【【【【「Ｂ．「Ｂ．「Ｂ．「Ｂ．帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策帰宅困難者対策」」」」についてについてについてについて】】】】

（（（（帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用のののの））））特設公衆電話は、災害時に駅等に既に設置されている街頭公衆電話では不

足する分を補う役割である点を踏まえると、（（（（帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用帰宅困難者対策用のののの））））特設公衆電話通話は、平時の公衆

電話の通話をバックアップするものであると考えられることから、街頭公衆電話の費用負担方法と同様に

案１が適当であると考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ケイケイケイケイ・・・・オプティコムオプティコムオプティコムオプティコム
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特になし。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
国、自治体による負担については、実務的な作業の落とし込みが困難と思われる。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
事業者間負担を採用にあたっては、3案の内容次第で、負担額にどの程度の影響がでるか把握した上で

フェアな判断がなされることが望ましい。

社名社名社名社名：ＫＶＨ：ＫＶＨ：ＫＶＨ：ＫＶＨ株式会社株式会社株式会社株式会社
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
設置台数、設置見込みについて弊社としての具体的な意見はございません。

設置場所について、第三回合同協議の資料２－１にて提示された設置基準に賛同致します。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
国、自治体による負担については、特設公衆電話から発信される各呼における通話内容が必ずしも緊急

事態に基づく公共性の高い通信であるとは特定できないことを勘案すると、妥当かどうか判断しがたい。

また、ユニバーサル基金による負担については、費用を負担する事業者が一部に制限される事から、公

平性の観点から疑問が残る。

そのため、上記いずれの案も十分に満足できる方法とは言えないと考える。３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
事業者間で負担する場合、特設公衆電話の設置の趣旨を踏まえれば、特定の機能の利用者だけがその

費用を負担する案１、案２は適切ではないと考える。

特設公衆電話による受益者を、発信者だけでなく着信者も含まれると考えれば、公衆網の利用者全体で

費用負担を按分する方法の案３の考え方に賛同する。

なお、案３の具体的な費用精算方法（システム化を含む）については継続して協議の必要があると考える。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ エムイーエムイーエムイーエムイー
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特設公衆電話設置の考え方、台数、見込みについては提示された案でよいかと思います。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
具体的にいずれかの方法による負担の検討を促すメッセージにすべきかと思います。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
現行では、負担者と受益者が一致しない状況であるため、案２もしくは案3に変更すべきかと思います。

特に案３はユニバーサル基金の負担方法と同じ考え方であるためこの案が最良であると考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：T-Systemsジャパンジャパンジャパンジャパン
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
１．【案3】の番号ポータビリティについて、Pager事業は、受信信号がPager着信番号のみであるため 該

当しない。

注：着信課金（0ABJ番号）は相互接続約款において接続呼のみ規定し、債権債務は発生しない ので除

外されている。

２．弊社としては上記理由から、発信課金（020番号）のみ【案2】GC付加チャージによる負担でお願いした

い。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：東京東京東京東京テレメッセージテレメッセージテレメッセージテレメッセージ㈱㈱㈱㈱
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特設公衆電話に係る費用負担方法が明確でない現時点において、その費用が際限なく拡大しないよう

に、設置場所や設置数について、一定の基準を設けることについて賛同します。

当該費用については、自治体の負担という考え方も取りえることから、そのため、この基準内であれば事

業者負担であるといった誤解等を生じないよう、今後、自治体からの要請等による特設公衆電話回線の

新規設置や回線増設等の費用については、自治体負担も含め協議を行うことを条件として、対応を行う

ようにして頂きたいと考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
「ＮＴＴ東西殿より自治体に対して、自治体負担も含めた費用負担の在り方について協議要請すること」も

提言に含めて頂きたいと考えます。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
弊社共としては、事業者間で負担する方法は、自治体負担も含めた費用負担の在り方が整理されるまで

の暫定措置と考えています。

そのため、既存の制度や運用等へ影響が少ない現行の「公衆電話ＡＣによる負担」を採用することにつ

いて異論はありません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコム株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクソフトバンクソフトバンクソフトバンクBB株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社ウィルコムウィルコムウィルコムウィルコム

資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい
た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います。

コストを事業者負担とする場合を鑑み、適正な設置台数としていただけますよう、お願い致します。

また、設置見込台数が変動する場合、コストへの影響が想定されるため、適宜、情報提供いただけますよ
う、お願い致します。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること
を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

特設公衆電話については、既にエンドユーザの通話料は無料であり、また、ＡＣについても事業者間精算
が無料化される状況を鑑みると、特設公衆電話の設置に係る受益者は利用者（平時において固定電話
等による通話サービスを利用しているすべての国民）であると考えます。よって、費用については国・自治
体による負担が最も望ましいと考えます。

しかしながら、国・自治体による費用負担と整理するまで相当な期間を要することが想定されるため、左記
整理がなされるまでの暫定的な対応として、事業者負担により特設公衆電話の事前設置を進めることは
やむを得ないと考えます。

３．事業者間で負担する方法

事業者間での負担方法については、現行の「公
衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から
提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

「2」において記載したとおり、特設公衆電話に係る受益者は利用者（平時において固定電話等による通
話サービスを利用しているすべての国民）であると考えますが、案1および案2は、平時における一部のトラ
ヒックにより生じるＡＣへ転嫁するという考え方であり、費用を負担する受益者が一致しないという懸念があ
ります。

受益者の一致という観点で検討した場合、平時において固定電話等通話サービスを利用している国民が
特設公衆電話の利用者（＝受益者）となることから、電話番号数で案分する案3が妥当と考えます。

貴社名：株式会社ＮＴＴぷらら資料７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
特段の意見はありません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
特段の意見はありません。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
特段の意見はありません。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社アイアイアイアイ・・・・ピーピーピーピー・・・・エスエスエスエス
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

・特設公衆電話に係る費用は、本来、大規模災害対策として、国や自治体が負担すべきものと考えます。

・行政が負担することを前提として、暫定的に（１～２年）、関係する電気通信事業者において負担すること
は、止むを得ないものと考えております。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担

国、自治体による負担及びユニバーサルサービ
ス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総
務省に対して本年９月末に報告する報告書の
中で、「合同協議の結果として、このような意見
があった」旨の提言を行うことで取り纏めること
を考えておりますので、ご意見等があれば右欄
に記載願います。

・特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、現時点では、特に異論ございません。

・なお、設置台数及び設置見込について、「Ａ．避難所」、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」ごと
の内訳と、各々に係るコストのご提示をお願いいたします。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設
置見込について

第３回合同協議においてご提示させていただい
た特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込については、関係する事業者様のご
意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月
末に総務省に報告して公表することとなってお
りますので、ご意見等ございましたら右欄に記
載願います。

項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法

事業者間での負担方法については、現行の「公
衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交
換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気
通信番号数比での按分による負担」というご意
見も寄せられたところであり、この３案で検討を
深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から
提示した資料および第三回合同協議における
議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を
右欄に記載願います。

・特設公衆電話に係る事業者間の通話料および接続料が有料の場合は、料金設定事業者が受益者であ
るため、「公衆電話ACによる負担」が妥当であると考えます。

・特設公衆電話に係る事業者間の通話料および接続料を無料とする場合は、電気通信事業者全体での
負担となることから、現時点では、「電気通信番号数比での按分による負担」が概ね妥当であると考えてお
ります。

なお、「Ｂ．都市部における帰宅困難者対策拠点」については、エリアが限定されることから、同様の負担
方法としてよいか、更なる検討が必要と考えております。

貴社名：東北インテリジェント通信株式会社資料７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
• 適正な設置台数とし、過度なコストとならぬよう、お願いいたします。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
• 特設公衆電話の設置による直接的な受益者は被災者(被災する可能性のある全国民)と考えられ

ることから、本来は当該費用は国や自治体による負担が望ましいと考えます。よって、事業者

による按分負担は、暫定的な整理である旨も、あわせて明記すべきと考えます。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
• 特設公衆電話のアクセス回線コストは、トラヒックに依存しないNTSコストであることから、
案1および案2における、ACへの転嫁、はなじまないと考えます。

• さらに案1は、平時の公衆電話利用者と災害時の特設公衆電話利用者(受益者)が必ずしも一致
しないことや、年々上昇している公衆電話ACが、本費用の加算でさらなる値上げとなること

により、今後、公衆電話料金設定事業者による吸収が困難となり、結果的に公衆電話料金値上

げ等で公衆電話利用者が負担する形となる可能性が高まること等を考慮すると、公衆電話料金

設定事業者のみに費用が転嫁される同案は、望ましくないと考えます。

• また案2は、特設公衆電話の通話はGC交換機を必ず経由することからGCへACを付加するもの

ですが、代替される通話は、平時の固定電話や携帯電話であるにもかかわらず、当該通話の接

続形態において、GC接続を多く有する事業者の負担額が結果的に多くなることから、公平な

負担であるか、議論が必要と考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ株式会社株式会社株式会社株式会社
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について

項 目 貴社のお考え１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
・現時点で異論はございません。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。
・本来は国や自治体の災害対策費用等での予算措置により取り組むべきと考えます。しかしながら、国や

自治体との調整に時間を要するとのことから、暫定措置の検討が必要であることは理解します。

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
・国や自治体の予算措置により実施されるまでの暫定措置として、関係事業者で負担することについて、

止むを得ないと考えます。

・暫定措置として検討する事業者間で負担する方法については、電気通信事業者全体で平等に負担す

ることが妥当であることから、案３（電気通信番号数按分による負担）が適当と考えます。

ただし、接続機能の新設費用については、開発費用の透明性を確保した上で、各事業者にて過度な負

担とならないような検討が必要と考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：九州通信九州通信九州通信九州通信ネットワークネットワークネットワークネットワーク(株株株株)
資料資料資料資料７７７７



特設公衆電話に係るご意見について 

項 目 貴社のお考え 

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、
設置見込について 

  第３回合同協議においてご提示させていただ
いた特設公衆電話の設置の考え方、設置台
数、設置見込については、関係する事業者様
のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本
年9月末に総務省に報告して公表することと

なっておりますので、ご意見等ございましたら
右欄に記載願います。 

左記について、Ｈ２８年度末の設置見込数の算定の考え方を定量的にお示しくださいますようお願いいたします。 
 
弊社といたしましては、第３回合同協議にて示された範囲内でNTT東西殿が設置される限りにおきましては、設置の考え方について、特
段の異論はありません。 

 

なお、国・自治体側による防災計画の見直しなどによる変動も含め、今後、第３回合同協議にて示された範囲を超えて特設公衆電話
を設置することになった場合は、関係事業者とその費用負担の在り方についての協議が再度必要になると考えております。 

２．国、自治体による負担及びユニバーサル
サービス基金による負担 

  国、自治体による負担及びユニバーサル
サービス基金による負担については、ＮＴＴ東
西から総務省に対して本年９月末に報告する
報告書の中で、「合同協議の結果として、この
ような意見があった」旨の提言を行うことで取
り纏めることを考えておりますので、ご意見等
があれば右欄に記載願います。 

弊社といたしましては、国や自治体によるコスト負担が望ましいと考えておりますので、ＮＴＴ東西殿が総務省殿からの求めに応じ提出す
る報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言内容を取り纏めることに対し、異論はございません。 

 

今後において、提言の結果として何かしらの方向性が示された際には、適宜関係事業者にフィードバックいただければと存じます。 

３．事業者間で負担する方法 

  事業者間での負担方法については、現行の
「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端
末系交換機）を利用するトラヒックによる負
担」、「電気通信番号数比での按分による負
担」というご意見も寄せられたところであり、こ
の３案で検討を深める必要があると考えます
が、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回
合同協議における議論等を踏まえ、どの案が
よいか等のご意見を右欄に記載願います。 

弊社といたしましては、これまで主張させていただきましたとおり、短期的に現行の「公衆電話ＡＣによる負担」という手法が採用されること
に、特段の異論はありません。 

「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」を採用する場合は、ヒストリカルなNTSコストを接続料で回収することについて
の整理に時間を要することが考えられます。 

「電気通信番号数比での按分による負担」を採用する場合は、現行のユニバ制度の補填対象の拡大という方法なら、「災害等緊急時
における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」についての情報通信審議会答申(平成24年3月1日)においても「災害等緊急時
のみに着目した公衆電話に関する措置が直ちにユニバーサルサービスの対象となるとは限らない」と整理されたように、「全国あまねく手頃
な料金で最低限の通信手段が確保されるべき」という理念に照らし合わせて国民のコンセンサスを得るには相当の期間を要すると考えら
れ、また、現行ユニバと切り離して新たに電気通信番号比による精算スキームを構築するという方法なら、負担番号の考え方について現
行ユニバ踏襲でよいのかどうかの整理に時間を要すること、及びその精算スキームの維持運営に相応の体制構築が必要であることなどが
考えられます。 

これらの解決すべき課題があることから、現段階においては、当面、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」を継続することのみを今回の検討
の結論とすることが合理的と考えております。 

その上で、並行して、より望ましい負担方法の議論を関係事業者の間で深め、「公衆電話ＡＣによる負担」の持続可能性の検証ととも
に、必要に応じ負担方法の見直しを行うという進め方が現実的ではないかと考えております。 

貴社名：ＫＤＤＩ株式会社 資料７ 



特設公衆電話に係るご意見について

・前述の通り、特設公衆電話の費用負担については、まずは発信利用者負担（受益者負担）が適当と考

えます。合理的理由によりそれが適切でない場合は設置の要請者が負担すべきと考えます。

したがって、ＮＴＴ東西が自社の取り組みとして設置する場合は、ＮＴＴ東西が負担されるべきであり、

国、自治体が設置を要請する場合は、国、自治体が負担されるべきと考えます。

その何れもが合理的理由により適切でない場合には、その他の方法（ユニバーサルサービス基金等）

も検討対象になりうると考えます。

２．国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担国、自治体による負担及びユニバーサルサービス基金による負担については、ＮＴＴ東西から総務省に対して本年９月末に報告する報告書の中で、「合同協議の結果として、このような意見があった」旨の提言を行うことで取り纏めることを考えておりますので、ご意見等があれば右欄に記載願います。

・東日本大震災の際、インターネットをベースとするメールやツイッターなどが緊急時の連絡手段として

一定程度機能したと聞いております。今後、スマートフォン等の普及に伴い、より利用環境が整備され

ていくものと認識しており、そういう状況を踏まえた上で特設公衆電話の在り方について検討すべきと

考えます。

・電話料金の負担は、まずは発信利用者（受益者）が原則になっております。しかしながら、何らかの合

理的な理由で受益者負担が好ましくない場合があります（被災で発信利用者が負担できない、負担さ

せるべきでないなど）。この場合の負担者は設置の要請者が適当と考えます。

したがって、この考えに沿って、特設公衆電話の設置方法や費用負担のあり方を定めていくのが望まし

いと考えます。

１．特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込について第３回合同協議においてご提示させていただいた特設公衆電話の設置の考え方、設置台数、設置見込については、関係する事業者様のご意見を踏まえつつ内容の検討を行い、本年9月末に総務省に報告して公表することとなっておりますので、ご意見等ございましたら右欄に記載願います。
項 目 貴社のお考え

３．事業者間で負担する方法事業者間での負担方法については、現行の「公衆電話ＡＣによる負担」以外に、「ＧＣ（端末系交換機）を利用するトラヒックによる負担」、「電気通信番号数比での按分による負担」というご意見も寄せられたところであり、この３案で検討を深める必要があると考えますが、ＮＴＴ東西から提示した資料および第三回合同協議における議論等を踏まえ、どの案がよいか等のご意見を右欄に記載願います。
・基本的な費用負担者は前述の通りと考えるため、現時点で事業者間で費用負担方法を議論するのは

時期尚早と考えます。

・今回の議論は、特設公衆電話の加入者回線維持費等の負担が対象になっていますが、これに限ら

ず、通話部分も含めた全体の費用を誰がどのように負担すべきか検討していく必要があると考えます。

貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔ
資料資料資料資料７７７７



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔ

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○

m.kinoshita.west
テキスト ボックス
報告書別添４



貴社名：中部テレコミュニケーション株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する
区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案３による負担

賛同
賛同多数であれば
受け入れ可能

受け入れ不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ケイケイケイケイ････オプティコムオプティコムオプティコムオプティコム

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ エムイーエムイーエムイーエムイー

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名：株式会社NTTPCコミュニケーションズ 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する 
  区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案 

  

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 

賛同 
賛同多数であれば 

受け入れ可能 
受け入れ不可 

○ 



貴社名： エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する 
  区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案 

  

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 

賛同 
賛同多数であれば 

受け入れ可能 
受け入れ不可 

○ 



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴぷららぷららぷららぷらら

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名：ａｕグループ代表 ＫＤＤＩ株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受入不可の理由 費用負担方法の代替案 

• 平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通
信審議会）においては、現状として「特設公衆電話はユニバーサルサービスではない」とし、費用負
担に在り方については、ユニバーサルサービスの枠組み利用や、国等の負担、企業の負担等の考
え方を例示した上で、今後も「まずはこれまでどおりＮＴＴ東西における自主的な取組として進めるこ
とが適当」という整理がなされています。 

• 上記の点から、現時点においては、特設公衆電話はユニバーサルサービスの対象ではないことが
一旦は整理されており、同答申上は「今後、必要に応じて、その状況を確認しつつ、改めて検討する
ことが適当」との記載はありますが、実際に再議論を行うには相応なきっかけと相当な議論が必要な
状況であると考えます。 

• 本来、ユニバーサルサービスの対象ではないものに対し、ユニバーサルサービスの負担方法を適用
すること自体に合理性は存在しません。むしろ、一旦は異なるものとして整理されているものならば、
異なる負担方法とすることが適切であると考えます。 

• なお、同答申は、ユニバーサルサービス制度の枠組みの将来的な活用までを否定しているわけでは
ありませんが、その意味では、国等の負担、企業の負担も並列例示されており、その１つを恣意的に
適用する（直ちにユニバーサルサービスの負担方法を準用する）ことに合理性はないと考えます。 

• 仮に、特設公衆電話にこの合理性を見出すならば、本合同協議において、特設公衆電話とユニバー
サルサービスとの同一性や相当な類似性を合意するという方法が考えられますが、前述の状況下に
おいて一部の事業者のみでそのような整理を行うことは事実上不可能と考えます。 

• さらには、現状のユニバーサルサービスの費用負担方法は、様々な議論の末に、いくつかの課題に
ついて割り切った内容となっており、必ずしも完全な方法ではないことも共通認識であると考えます。 

• このような負担方法を、ユニバーサルサービスとの同一性、類似性の議論も経ないまま、ただ“実績
のある按分方式”という理由だけで安易に採用することには強い疑問を感じます。 

• このような点から、弊社としては、案３の受入れは難しいと考えております。 

• 弊社といたしましては、特設公衆電話のアクセス
回線の維持コストは、国や自治体による負担が
望ましいと考えておりますが、その整理には相応
なきっかけと相当な議論が必要であることと理解
しており、国や自治体によるコスト負担について
一定の結論が得られるまのでの間、事業者負担
とせざるを得ない場合の負担方法について、案１
によるコスト負担を継続することが仕組みの大き
な変更を伴わず望ましい旨をご提案させていた
だいております。 

• これは、当面の中継ぎ的な負担方法として、暫定
的であったにしても一旦は総務省殿が認可し実
際に運用されている方式である点を拠り所とした
ご提案でした。 

• しかしながら、仮に、国や自治体による負担、案
１による負担のどちらも採用できない場合には、
適用根拠が明確な案１との親和性が高い案２（ 
端末系交換機を経由するトラヒックにより、当該
トラヒックに係る通話の料金設定事業者が負担
する方法）が次善策であると考えます。（詳細な
理由は次項のとおり） 

• なお、上記以外の新たな代替案のご提案は特に
ありません。 

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 
賛同 賛同多数であれば受入可能 受入不可 

○ 



代替案を支持する理由 

• 現行の負担方法は、平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通信審議会）において、「
特設公衆電話は、ＮＴＴ東西殿の自主的な取組である」とされたことを前提に、「実際費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定」に対する
平成２５年３月の情報通信行政・郵政行政審議会答申（以下「接続料答申）という）において、「特設公衆電話は災害時等における公衆電話の役
割を補完するもの」であることを主たる理由として「これに要する費用の一部をＮＴＴ東西殿と接続事業者が負担することに一定の合理性がある」
とし、暫定的ながら認可され、実際に特設公衆電話の負担方法として運用されているものです。 

• 一方、同接続料答申においては、今後の負担方法について「関係事業者との間で、公衆電話機能の接続料原価に占める割合が上昇し、公衆電
話の利用者料金のみに転嫁されることがないよう留意しつつ、接続料以外の方法も含め」検討することが適当とされています。 

• このような経緯から、“接続料による負担”という方法は否定されているわけではなく、むしろ実績もあり、今後の整理方法として唯一具体的に例
示されているものです。また、現行方式（つまり案１）も、「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」の懸念がないのであれば特段の議論も
なかったものと認識しております。 

• その意味において、案２は“接続料による負担“であり、現行方式（案１）との相違点は、原価の算入先が公衆電話機能の接続料原価なのか、上
位階梯の端末系交換機の（付加機能の）接続料原価なのかという点でしかなく、案１の１バリエーションともとらえることができる上に、上記留意
点（「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」への懸念）を十分に反映させた負担方法である点は、国・自治体負担や現行方式（案１）の次
善策として十分な合理性を有していると考えます。 

• また、公衆電話機能接続料原価へ算入する案１に各事業者の賛同が集まったという事実を踏まえると、接続料によるコスト回収に合理性を見出
す事業者が多いということを意味していると考えており、支払処理も含めたスキームの運用が簡易である点も相まって、次善策としての合意性も
高いのではないかと考えております。 

• なお、ヒストリカルなNTSコストを接続料で回収することについては、これまでの合同協議で大きな課題がないことが判明しており、実現性におい
ても問題ないものと考えております。 

 

• 前述のとおり、電気通信番号数比での按分案（案３）の採用は弊社としては受入不可ですが、仮に案３が弊社として受入可能な範囲であるとした
場合にも、案２は案３と対比して、以下の２点において、より公平かつ適切な負担方法であると考えております。 

 選択中継、国際電話等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない） 事業者も応
分に費用負担する公平なスキームである点。 

 売上高が10億円以下の事業者が除外されないことから、広く関連事業者が支援するという趣旨にも合致する点。 

• また、各社ご主張の災害時のトラヒックと平時のトラヒックの相違による費用負担のアンバランスさについては、案３でも災害時のトラヒックと番号
比のアンバランスが発生するであろうことから、（案１及び、）案２・案３共通の課題であり、案２を採用したときにのみに発生する劣位項目ではな
いと考えております。 

３．案２を次善策として支持する理由。 



貴社名： ＫＤＤＩ株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受入不可の理由 費用負担方法の代替案 

• 平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通
信審議会）においては、現状として「特設公衆電話はユニバーサルサービスではない」とし、費用負
担に在り方については、ユニバーサルサービスの枠組み利用や、国等の負担、企業の負担等の考
え方を例示した上で、今後も「まずはこれまでどおりＮＴＴ東西における自主的な取組として進めるこ
とが適当」という整理がなされています。 

• 上記の点から、現時点においては、特設公衆電話はユニバーサルサービスの対象ではないことが
一旦は整理されており、同答申上は「今後、必要に応じて、その状況を確認しつつ、改めて検討する
ことが適当」との記載はありますが、実際に再議論を行うには相応なきっかけと相当な議論が必要な
状況であると考えます。 

• 本来、ユニバーサルサービスの対象ではないものに対し、ユニバーサルサービスの負担方法を適用
すること自体に合理性は存在しません。むしろ、一旦は異なるものとして整理されているものならば、
異なる負担方法とすることが適切であると考えます。 

• なお、同答申は、ユニバーサルサービス制度の枠組みの将来的な活用までを否定しているわけでは
ありませんが、その意味では、国等の負担、企業の負担も並列例示されており、その１つを恣意的に
適用する（直ちにユニバーサルサービスの負担方法を準用する）ことに合理性はないと考えます。 

• 仮に、特設公衆電話にこの合理性を見出すならば、本合同協議において、特設公衆電話とユニバー
サルサービスとの同一性や相当な類似性を合意するという方法が考えられますが、前述の状況下に
おいて一部の事業者のみでそのような整理を行うことは事実上不可能と考えます。 

• さらには、現状のユニバーサルサービスの費用負担方法は、様々な議論の末に、いくつかの課題に
ついて割り切った内容となっており、必ずしも完全な方法ではないことも共通認識であると考えます。 

• このような負担方法を、ユニバーサルサービスとの同一性、類似性の議論も経ないまま、ただ“実績
のある按分方式”という理由だけで安易に採用することには強い疑問を感じます。 

• このような点から、弊社としては、案３の受入れは難しいと考えております。 

• 弊社といたしましては、特設公衆電話のアクセス
回線の維持コストは、国や自治体による負担が
望ましいと考えておりますが、その整理には相応
なきっかけと相当な議論が必要であることと理解
しており、国や自治体によるコスト負担について
一定の結論が得られるまのでの間、事業者負担
とせざるを得ない場合の負担方法について、案１
によるコスト負担を継続することが仕組みの大き
な変更を伴わず望ましい旨をご提案させていた
だいております。 

• これは、当面の中継ぎ的な負担方法として、暫定
的であったにしても一旦は総務省殿が認可し実
際に運用されている方式である点を拠り所とした
ご提案でした。 

• しかしながら、仮に、国や自治体による負担、案
１による負担のどちらも採用できない場合には、
適用根拠が明確な案１との親和性が高い案２（ 
端末系交換機を経由するトラヒックにより、当該
トラヒックに係る通話の料金設定事業者が負担
する方法）が次善策であると考えます。（詳細な
理由は次項のとおり） 

• なお、上記以外の新たな代替案のご提案は特に
ありません。 

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 
賛同 賛同多数であれば受入可能 受入不可 

○ 



代替案を支持する理由 

• 現行の負担方法は、平成２４年３月の「災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方」答申（情報通信審議会）において、「
特設公衆電話は、ＮＴＴ東西殿の自主的な取組である」とされたことを前提に、「実際費用方式に基づく平成25年度の接続料等の改定」に対する
平成２５年３月の情報通信行政・郵政行政審議会答申（以下「接続料答申）という）において、「特設公衆電話は災害時等における公衆電話の役
割を補完するもの」であることを主たる理由として「これに要する費用の一部をＮＴＴ東西殿と接続事業者が負担することに一定の合理性がある」
とし、暫定的ながら認可され、実際に特設公衆電話の負担方法として運用されているものです。 

• 一方、同接続料答申においては、今後の負担方法について「関係事業者との間で、公衆電話機能の接続料原価に占める割合が上昇し、公衆電
話の利用者料金のみに転嫁されることがないよう留意しつつ、接続料以外の方法も含め」検討することが適当とされています。 

• このような経緯から、“接続料による負担”という方法は否定されているわけではなく、むしろ実績もあり、今後の整理方法として唯一具体的に例
示されているものです。また、現行方式（つまり案１）も、「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」の懸念がないのであれば特段の議論も
なかったものと認識しております。 

• その意味において、案２は“接続料による負担“であり、現行方式（案１）との相違点は、原価の算入先が公衆電話機能の接続料原価なのか、上
位階梯の端末系交換機の（付加機能の）接続料原価なのかという点でしかなく、案１の１バリエーションともとらえることができる上に、上記留意
点（「公衆電話の利用者料金にのみ転嫁されること」への懸念）を十分に反映させた負担方法である点は、国・自治体負担や現行方式（案１）の次
善策として十分な合理性を有していると考えます。 

• また、公衆電話機能接続料原価へ算入する案１に各事業者の賛同が集まったという事実を踏まえると、接続料によるコスト回収に合理性を見出
す事業者が多いということを意味していると考えており、支払処理も含めたスキームの運用が簡易である点も相まって、次善策としての合意性も
高いのではないかと考えております。 

• なお、ヒストリカルなNTSコストを接続料で回収することについては、これまでの合同協議で大きな課題がないことが判明しており、実現性におい
ても問題ないものと考えております。 

 

• 前述のとおり、電気通信番号数比での按分案（案３）の採用は弊社としては受入不可ですが、仮に案３が弊社として受入可能な範囲であるとした
場合にも、案２は案３と対比して、以下の２点において、より公平かつ適切な負担方法であると考えております。 

 選択中継、国際電話等、電気通信事業者としてビジネスを行っているにも関わらず、番号を持っていない（番号が少ない） 事業者も応
分に費用負担する公平なスキームである点。 

 売上高が10億円以下の事業者が除外されないことから、広く関連事業者が支援するという趣旨にも合致する点。 

• また、各社ご主張の災害時のトラヒックと平時のトラヒックの相違による費用負担のアンバランスさについては、案３でも災害時のトラヒックと番号
比のアンバランスが発生するであろうことから、（案１及び、）案２・案３共通の課題であり、案２を採用したときにのみに発生する劣位項目ではな
いと考えております。 

３．案２を次善策として支持する理由。 



貴社名：東北インテリジェント通信株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する
区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案３による負担

賛同
賛同多数であれば
受け入れ可能

受け入れ不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：アイテックアイテックアイテックアイテック阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社エネルギアエネルギアエネルギアエネルギア・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

原則原則原則原則，，，，年年年年にににに１１１１回回回回，，，，特設公衆特設公衆特設公衆特設公衆

電話電話電話電話のののの設置台数設置台数設置台数設置台数をををを開示開示開示開示いいいい

ただくことをただくことをただくことをただくことを条件条件条件条件にににに，，，，

「「「「【【【【案案案案３３３３】】】】電気通信番号数比電気通信番号数比電気通信番号数比電気通信番号数比

でのでのでのでの按分按分按分按分によるによるによるによる負担負担負担負担」」」」をををを受受受受

けけけけ入入入入れますれますれますれます。。。。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

弊社共といたしましては、特設公衆電話に係る費用につ

いては、設置の経緯を考えますと、各自治体の負担とする

べきものと考えております。

そのため、案３（電気通信番号数比での按分）については、

弊社共本来の主張である将来の自治体負担への道筋から

はかけ離れていることに加え、自治体負担とする代替案とし

て、将来のユニバーサルサービス化を前提としていない現

時点では、取り得る案ではないと考えております。

自治体負担の在り方が整理されるまでの暫定措置として、

案１（公衆電話ACによる負担）を次善の案として支持して参

りました。

そのため今回整理される暫定措置案については、将来の自

治体負担に結びつくような公平な事業者負担方法であるな

らば、弊社共といたしましては否定するものではありません。

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○

ソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコムソフトバンクテレコム株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ソフトバンクソフトバンクソフトバンクソフトバンクBB株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社ウィルコムウィルコムウィルコムウィルコム



先日先日先日先日のののの合同協議合同協議合同協議合同協議をををを踏踏踏踏まえればまえればまえればまえれば、、、、案案案案１１１１以外以外以外以外のののの場合場合場合場合、、、、いずれのいずれのいずれのいずれの案案案案にににに賛同賛同賛同賛同するかをするかをするかをするかを回答回答回答回答すべきものとすべきものとすべきものとすべきものと認識認識認識認識するところするところするところするところ、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ東西殿東西殿東西殿東西殿ごごごご

提示提示提示提示のののの回答書式回答書式回答書式回答書式ではではではでは、、、、当社当社当社当社のののの意見意見意見意見をををを正確正確正確正確にににに反映反映反映反映できないことからできないことからできないことからできないことから、、、、当該任意書式当該任意書式当該任意書式当該任意書式にてにてにてにて回答回答回答回答させていただくさせていただくさせていただくさせていただく点点点点ごごごご了承了承了承了承いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見
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◆2013年8月28日の合同協議の場において総務省より、平成25年3月29日付の情報通信行政・郵政行政審議会による答申書にて、「特設公衆電話に

係る費用について、関係事業者との間で、公衆電話の利用者料金のみに転嫁されないよう留意しつつ、接続料以外の方法も含め、負担の方法につい

て検討」するよう要請があったことを踏まえ、公衆電話接続料にて負担することは、公衆電話の利用者料金へ転嫁される懸念があることから、案１以外

の案を中心に関係事業者間で議論して欲しい旨の発言があったものと認識するところ、以下の通り、費用負担方法について再度当社見解を示します。

◆当社は災害時に使用される特設公衆電話は公衆電話と同一の「利用形態」になるものと認識していることから、特設公衆電話のアクセス回線に係る

費用については、基本的には公衆電話の料金設定事業者が負担すべきと考え、案１（公衆電話接続料による負担）による費用負担方法が望ましいと

考えます。

◆一方で、合同協議で議論されたように、公衆電話の利用者料金へ転嫁されないよう配慮し、広く薄く関係事業者間で費用負担するという考え方につ

いては、それ自体否定できないものと考えます。

◆この点、必ずしも特設公衆電話が端末の代替性を有しているとの考え方に直ちに賛同することは出来ませんが、限られた時間の中で仮に案１以外

の負担方法について、いずれかの案を選択する必要があるのであれば、そもそも今回負担する費用はＮＴＴ東西殿の設備費用であることを踏まえ、当

該設備を利用する接続事業者で当該費用を広く薄く負担する（ＧＣ交換機を経由するトラヒックで費用按分する）案２の方法による負担方法がより適切

な費用負担方法であると考えます。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ブラステルブラステルブラステルブラステル/ZIPTelecom

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコム

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：九州通信九州通信九州通信九州通信ネットワークネットワークネットワークネットワーク株式会社株式会社株式会社株式会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○

【【【【補足補足補足補足コメントコメントコメントコメント】】】】・・・・接続機能の新設費用については、開発費用の透明性を確保した上で、各事業者にて過度な負担とならないような検討が必要と考えます。



貴社名：イー・アクセス株式会社 

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する 
  区分に○を記載願います。 

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。 

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案 

現時点で費用負担における議論がつくされていない認識で
あり、案３とすることについては賛同できません。 

今後も案１を含めた議論をNTT東西殿及び事業者間にて進
めるべきであると考えます。 

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。 

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見 

案３による負担 

賛同 
賛同多数であれば 

受け入れ可能 
受け入れ不可 

○ 



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ベライゾンジャパンベライゾンジャパンベライゾンジャパンベライゾンジャパン合同会社合同会社合同会社合同会社

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可賛同ただし当社は平成26年2月末で電話事業の撤退を予定していることを留意いただき、費用負担の対象事業者から外していただきたい。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 東京東京東京東京テレメッセージテレメッセージテレメッセージテレメッセージ

１．第５回合同協議において議論した結果を踏まえ、案３（電気通信番号数比での按分）による負担方法について、該当する

区分に○を記載願います。

２．上記について、受け入れ不可とのご意見の事業者様は、受け入れ不可の理由及び費用負担方法の代替案を記載願います。

受け入れ不可の理由 費用負担方法の代替案

注：代替案記載にあたっては、実現性についても十分に考慮いただきますようお願いいたします。

特設公衆電話に係る費用の具体的な負担方法に関するご意見

案案案案３３３３によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数であればであればであればであれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

○



貴社名：東北インテリジェント通信株式会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負
担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。
・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ
ヒックで按分して負担するという考え方です。
・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、
及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して
負担するという考え方です。
・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの
方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案４による負担

賛同
賛同多数で
あれば

受け入れ可能
受け入れ不可 受入不可の場合の理由

○

m.kinoshita.west
テキスト ボックス
報告書別添５



貴社名： 九州通信ネットワーク 株式会社 

○  これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負
担方法について、該当する区分に○を記載願います。 

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。 
   ・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ
ヒックで按分して負担するという考え方です。 

   ・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、
及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して
負担するという考え方です。 

   ・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの
方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。 

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見 

案４による負担 

賛同 

賛同多数で 

あれば 

受け入れ可能 

受け入れ不可 受入不可の場合の理由 

○ 



貴社名：ＮＴＴドコモ

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負
担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。
・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ
ヒックで按分して負担するという考え方です。
・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、
及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して
負担するという考え方です。
・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの
方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案４による負担

賛同
賛同多数で
あれば

受け入れ可能
受け入れ不可 受入不可の場合の理由

○
※

※なお、当社回答につき以下のとおり補足させていいただきます。
当社としては、基本的に案１による費用負担が も適切であると考えます。
しかし、①総務省からの関係事業者間で「接続料以外の方法も含め」検討するよう要請があること、②被災地等で携帯端
末が利用できない場合に特設公衆電話を利用するというケース自体は否定し得ないこと、③限られた時間の中で一定の
結論を出す必要があること、を踏まえ、今回ご提示の修正案につきましてはその考え方、負担費用の規模感を考慮した結
果、当社として賛同多数であるならば受け入れ可能と判断するものですが、 終的には全事業者が合意した方法により費
用負担をするべきと考えます。
また、今回の当社回答は、上記に加え、災害時における 低限の通信確保という背景を踏まえたものであり、今後の費用
負担において、今回の整理が何ら参考となりえるものではない前提として回答させていただきます。

NTT DOCOMO Highly Confidential
開示先：東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
開示日：2013年10月18日
Copyright© 2013 NTT DOCOMO Inc. All rights reserved



貴社名：ａｕグループ代表 ＫＤＤＩ株式会社 

 

○  これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負
担方法について、該当する区分に○を記載願います。 

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。 
   ・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。 
   ・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して
負担するという考え方です。 

   ・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの
方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。 

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見 

案４による負担 

賛同 

賛同多数で 

あれば 

受入可能 

受入不可 受入不可の場合の理由 

○（※） 

※ 弊社といたしましては、特設公衆電話のアクセス回線の維持コストの負担の在り方として、案３による負担は受入不可であるというこれまでの
考えに変更ないことから、その原価が、一部とはいえ案３による負担となるような案４の考え方には、弊社としては賛同いたしかねるところです。 
とはいえ、限られた時間の中、関係事業者間で合意形成を図ることが難しい状況、かつ本協議の内容が関係する通信事業者全体の課題とし
て要請されていることを鑑み、弊社といたしましては、案４による負担を採用することによって妥結点を見出すという考え方に歩み寄ることも可
能と考えており、「賛同多数であれば受入可能」を選択させていただいた次第です。 



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：： ＫＤＤＩ株式ＫＤＤＩ株式ＫＤＤＩ株式ＫＤＤＩ株式会社（会社（会社（会社（NW））））

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案４による負担案４による負担案４による負担案４による負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数で賛同多数で賛同多数で賛同多数で

あればあればあればあれば

受入可能受入可能受入可能受入可能

受入不可受入不可受入不可受入不可 受入不可の場合の理由受入不可の場合の理由受入不可の場合の理由受入不可の場合の理由

○（※）

※ 弊社といたしましては、特設公衆電話のアクセス回線の維持コストの負担の在り方として、案３による負担は受入不可であるというこれまでの

考えに変更ないことから、その原価が、一部とはいえ案３による負担となるような案４の考え方には、弊社としては賛同いたしかねるところです。

とはいえ、限られた時間の中、関係事業者間で合意形成を図ることが難しい状況、かつ本協議の内容が関係する通信事業者全体の課題とし

て要請されていることを鑑み、弊社といたしましては、案４による負担を採用することによって妥結点を見出すという考え方に歩み寄ることも可

能と考えており、「賛同多数であれば受入可能」を選択させていただいた次第です。



貴社名：ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクBB株式会社、株式会社ウィルコム

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷
案）による負担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。
・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公

衆電話トラヒックで按分して負担するという考え方です。
・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替し

ていること、及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信
番号数比で按分して負担するという考え方です。
・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、

それぞれの方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

賛同
賛同多数で
あれば 受け入れ不可 受入不可の場合の理由

案４による負担

賛同 あれば
受け入れ可能

受け入れ不可 受入不可の場合の理由

○

弊社では案３については下記（※）の理由により受
入れは不可としており、対象を原価の２分の１とし
ても受入れは困難です。

（※）各社にて実施している災害対策について、本
来の費用負担のあるべき姿の議論がなされていな
い中で、ＮＴＴ東西殿の特設公衆電話についてのみ、
相互接続と無関係に番号数比(案3)で他の電気通

信事業者が費用負担を行うことは、不適切であると
考えます。
そのため、相互接続と無関係な番号数比(案3)のよ

うな費用負担の扱いについては、ユニバーサル
サービス基金を含めた費用負担のあるべき姿の議
論を尽くした上で、整理されるべきものと考えます。



貴社名：イー・アクセス株式会社 

○  これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負
担方法について、該当する区分に○を記載願います。 

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。 
   ・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ
ヒックで按分して負担するという考え方です。 

   ・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、
及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して
負担するという考え方です。 

   ・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの
方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。 

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見 

案４による負担 

賛同 

賛同多数で 

あれば 

受け入れ可能 

受け入れ不可 受入不可の場合の理由 

○ 

案１と案３の折衷案である案４については、以下の理由から容認す
ることは出来ません。 

 

・案３は、電気通信番号数に応じた費用負担は電気通信番号の指
定数の有無や大小により費用負担が異なることとなり電気通信事
業者間で費用負担の公平性が担保できない。 

・案４は、案１・案３案をそれぞれ半分の費用負担とした根拠が不明
確であり、根本的な解決になっていない。 

 

また、事業者間協議で特設公衆電話の費用負担に関する意見が各
事業者で分かれている現状も鑑みると、国民の最低限の通信手段
を確保する観点では、既存の制度であるユニバーサルサービス制
度等の範疇に含めることが妥当と考えます。あらためて、行政が主
体となった検討が相応と考えます。 

なお、案１について、当社も支持していた経緯もあるため、NTT東西

殿等の今回の事業者間協議の結果として進めることについてはや
むを得ないものと考えます。 



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：中部中部中部中部テレコミュニケーションテレコミュニケーションテレコミュニケーションテレコミュニケーション株式会社株式会社株式会社株式会社

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社アイアイアイアイ・・・・ピーピーピーピー・・・・エスエスエスエス

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：： 株式会社株式会社株式会社株式会社ジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコム

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○

本来の弊社主張とは異なる内容ではございます

が、事業者合意形成が必要という観点で、多数

の事業者様が支持されるということであれば、合

意とさせていただきます。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ケイケイケイケイ････オプティコムオプティコムオプティコムオプティコム

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：ＫＶＨ：ＫＶＨ：ＫＶＨ：ＫＶＨ株式会社株式会社株式会社株式会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○

折衷案である案４には、一定の合理性が認めら

れるものの、全事業者が賛同できる案が望まし

い。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 エヌエヌエヌエヌ････ティティティティ････ティティティティエムイーエムイーエムイーエムイー

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：： エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○
ただし、以下理由から「当⾯の措
置」としての賛同 となります。
• 特設公衆が代替する通話は、平時の
固定・携帯の通話であり、当該通話
が電気通信番号を有する端末から発
信されることを踏まえれば、案3が
妥当。

• しかし、案3は現⾏からの負担額変
動が⼤きく許容できないとする事業
者のご意⾒もあることから、事業者
間の合意のための「当⾯の措置」と
しては、賛同可能。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社NTTPCコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○○○○案案案案３３３３がががが妥当妥当妥当妥当とととと考考考考えるえるえるえるがががが、、、、当面当面当面当面のののの負担方法負担方法負担方法負担方法としてとしてとしてとして案案案案４４４４にににに賛同賛同賛同賛同



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社ＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔＳＴＮｅｔ

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：T-Systemsジャパンジャパンジャパンジャパン

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

賛同します。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：東京東京東京東京テレメッセージテレメッセージテレメッセージテレメッセージ株式会社株式会社株式会社株式会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



会社名会社名会社名会社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社UCOM

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：アイテックアイテックアイテックアイテック阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社阪急阪神株式会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社エネルギアエネルギアエネルギアエネルギア・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

原則原則原則原則，，，，年年年年にににに１１１１回回回回，，，，特設公衆特設公衆特設公衆特設公衆

電話電話電話電話のののの設置台数設置台数設置台数設置台数をををを開示開示開示開示いいいい

ただくことをただくことをただくことをただくことを条件条件条件条件にににに，，，，【【【【案案案案４４４４】】】】

をををを受受受受けけけけ入入入入れますれますれますれます。。。。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ブラステルブラステルブラステルブラステル株式会社株式会社株式会社株式会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社 関西関西関西関西コムネットコムネットコムネットコムネット

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



社名社名社名社名：：：：フュージョンフュージョンフュージョンフュージョン・・・・コミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズコミュニケーションズ株式会社株式会社株式会社株式会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

○



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：： 株式会社株式会社株式会社株式会社ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴぷららぷららぷららぷらら

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる

負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可

受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合

のののの理由理由理由理由

○

ただし、以下理由から「当⾯の措置」としての賛
同となります。
・受益者の⼀致という観点で検討した場合、平時
において固定電話等通話サービスを利⽤している
国⺠が特設公衆電話の利⽤者（＝受益者）となる
ことから、案3が妥当と考えること。
・しかし、案3は現⾏からの負担額変動が⼤きく
許容できないとする事業者のご意⾒もあることか
ら、事業者間の合意のための「当⾯の措置」とし
ては、賛同可能。



貴社名貴社名貴社名貴社名：：：：ベライゾンベライゾンベライゾンベライゾン合同会社合同会社合同会社合同会社

○ これまでの協議経緯を踏まえ、案４（公衆電話トラヒック比による按分及び電気通信番号数比での按分の折衷案）による負

担方法について、該当する区分に○を記載願います。

○ 案４を採用する考え方については、以下の通りです。

・案１は、特設公衆電話は災害時における無料化された街頭公衆電話と利用の態様が同一であることから、公衆電話トラ

ヒックで按分して負担するという考え方です。

・案３は、特設公衆電話から発信される通話は、平時の携帯電話、固定電話等の通話を特設公衆電話で代替していること、

及び平時における当該通話は、電気通信番号を有する端末から発信されることを踏まえ、電気通信番号数比で按分して

負担するという考え方です。

・案４は、案１及び案３についていずれも一定の合理性があることから、事業者間で合意する考え方としては、それぞれの

方法で原価の２分の１づつを按分して負担するという考え方です。

特設公衆電話に係る費用の負担方法（案４）に関するご意見

案案案案４４４４によるによるによるによる負担負担負担負担

賛同賛同賛同賛同

賛同多数賛同多数賛同多数賛同多数でででで

あればあればあればあれば

受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能

受受受受けけけけ入入入入れれれれ不可不可不可不可 受入不可受入不可受入不可受入不可のののの場合場合場合場合のののの理由理由理由理由

賛同

ただし当社は

平成26年2月

末で電話事業

の撤退を予定

していることを

留意いただき、

費用負担の対

象事業者から

外していただ

きたい。

可能

ただし当社は平

成26年2月末で

電話事業の撤

退を予定してい

ることを留意い

ただき、費用負

担の対象事業

者から外してい

ただきたい。
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第６回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録（案） 

 

1．日時  平成 25年 10月 11日（金）14:00～15：00 

 

2．場所  電気通信事業者協会会議室 

 

3．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTT-ME、NTTドコモ、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、QTNet（QTN）、ケイオプティコム(KOPT)、KDDI、au、J：COM、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンク BB（SBB）、ソフトバンクモバイル（SBM）、CTC、東京テレメッセージ（TTM）、THOKnet（TOH）、フュージョン（FCC）、STnet（ST）、ZIPテレコム（ZIP）、UCOM、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略   ＜議事次第＞ 1. 報告書について 2. 費用負担方法（案 1と案 3の折衷案）について    ＜結論＞ ・ 費用負担方法（案 4）が提案されるに至った経緯等を NTT 東西から各事業者に提示。 ・ 資料 3について、各案の単価を追記したものを各事業者に提示。 ・ 本日の議論を踏まえ、各事業者は費用負担方法（案 4）の受入可否に関する意見を 10/18（金）迄に NTT 東西に提示。 ・ 各事業者から提示された意見を踏まえ、10月第 4週もしくは最終週に再度、協議を開催予定。  ＜主な対応模様＞ （冒頭）ＮＴＴ東西より、Ｈ25 年 9 月末の報告書の内容について、特設公衆電話の設置の考え方、 設置台数及び設置見込については合意が得られたこと、事業者間で負担する方法については、9 月末では合意ができず、10月末を目途に報告するとした点を中心に説明し、あわせて、案 3での合意が得られなかった過程において、案 1と案 3の折衷案である案 4について提案があったこと、及び関係事業者に事務レベルで本提案に関する照会を行ったことを資料 3及び資料 4を用いて説明。 ＦＣＣ:資料 4では「無回答」となっているが、案 4について照会された認識はない。 Ｎ：全社に照会させていただいたように認識しているが、個別に確認させていただく。 （確認した結果、FCC へ照会が漏れていたことを確認） 

資料２ 
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eA：資料 4で「不賛同」となっているが照会された認識はない。今後は個別に照会してほしい。 Ｎ：了解。 Ｎ：案 1 と案 3 をハイブリッドで組み合わせた案 4 に対する御意見を書面で 10/18（金）迄にいただきたい。意見照会用のフォーマットを早急にお送りする。 Ｄ：案 1と案 3をハイブリットで組み合わせた考え方を示してほしい。様々な選択肢がある中で、今回の案を採用した考え方や経緯を説明した資料があれば、社内で説明しやすい。 Ｎ：案４はそもそもＮＴＴ東西から提示した案ではないので、ＮＴＴ東西の考えとして説明するこ  とは難しいが、案 1 に代わる案として、案 2 と案 3 が提案されたが合意に至らず、折衷案としての案 4 が提案されたという経緯等を記載することは可能と思われる。ただし、案１と案３の加重割合を 50％とした部分については、両案ともに一定の理屈があるとされていたので、2 案の折半としたというくらいしか理屈がない。 Ｄ：その程度でも構わない。 St：費用に関する考え方については、案 4であれば社内で調整することができると思うが、実際に 案 4を採用した場合における具体的な精算方法についても考え方を示してほしい。 Ｎ：Ｈ23 年度の特設公衆電話のコストについては、Ｈ25年度の公衆電話接続料で負担していただいているが、来年度以降の費用負担について大枠の部分を議論させていただいているところ。ＮＴＴ東西の中では、具体的な精算方法もある程度考えてはいるものの、大枠が決定しないまま提示しても意味がないと考えている。大枠が決定次第、速やかに意見照会させていただきたい。 St：了解。 Ｎ：今回、最終的に事業者間で合意できなった場合の報告書案を提示させていただいているが、半 年近く関係事業者間で議論させていただき、全社合意まで後一歩というところに来ているものと認識。各事業者が様々なご意見をお持ちであった中、それぞれが譲歩して歩み寄ることで、合意形成に向けての調整が進んできている。協議事務局を務めてきた立場としては、折角ここまで議論を重ねてきた以上、案 4 で収束させていきたいと考えている。あわせて、事務局の不手際で、案４の事前照会が漏れてしまった事業者様があった点については、お詫びさせていただきたい。現時点、案 4 は受入不可とされているソフトバンク様についても、引き続き、社内で調整を進めていただいているところであり、案 4 で合意できる可能性はまだ残っていると考えている。他の事業者様についても、事前照会が漏れていた事業者様を除き、窓口のご担当の方々からは、案 4であれば概ね受入可能という感触をお示しいただいているところであるが、案 4 の受入可否について会社回答をお示しいただきたいと考えている。 ＴＴＭ：資料 3について、各案の単価を入れたものを共有していただきたい。 Ｎ：了解。 総務省：御議論いただき、また社内を調整いただき感謝している。特設公衆電話の費用の在り方について、本来は 9月末に報告期限を設定していたが、なかなか各社の考えがまとまらず、10 月末に期限を延長せざるを得なかったのは大変遺憾ではあったが、期限に向けて引き続き議論・調整をお願いしたい。総務省の中では、10月末の報告期限を更に延長することはあり得ないだろうという声が大変強いので、その点をお含みいただき、10月末までに結論が出るようなスケジュール感で協議を進めていただきたい。 
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Ｎ：今後は 10月 18 日（金）までに案 4の受入可否について各社ご意見をお示しいただくこととし、そ の内容を踏まえ、10月第 4週もしくは最終週に再度協議を開催し、最終報告書を取り纏めていけるよう進めていきたい。 以上 
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第７回合同協議（特設公衆電話費用の負担方法について）議事録 
 

1．日時  平成 25年 10月 28日（月）15：00～15：30 
 

2．場所  ベルサール西新宿 
 

3．参加者  イーアクセス（eＡ）、ウィルコム、NTT－C、NTT-ME、NTTドコモ、エネルギア・コミュニケーションズ（エネコム）、KDDI、au、J：COM、ソフトバンクテレコム（SBTM）、ソフトバンク
BB（SBB）、ソフトバンクモバイル（SBM）、東京テレメッセージ（TTM）、TOHKnet（TOH）、フュージョン（FCC）、ZIP テレコム（ZIP）、UCOM、ＮＴＴ東日本（N）、ＮＴＴ西日本（N）、総務省〔オブザーバー〕 ※敬称略   ＜議事次第＞ 1. 報告書（案）について 2. その他    ＜結論＞ ・ 案 4の費用負担方法は全事業者合意には至らなかった。 ・ これまでの議論を踏まえ、事業者間での費用負担方法に関する全事業者による別段の合意が改めてなされない限り、公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する方法（案 1）を継続という内容で報告書を提出。 ・ ＮＴＴ東西が、公衆電話の利用者料金設定事業者が設定する公衆電話利用者料金の水準に係る取りまとめ資料を作成し、当該資料を総務省に報告するとともに公表する予定。 ・ 報告書（案）について、意見があれば 10 月 30 日までにいただきたい。また、参考資料についてもご確認いただきたい。  ＜主な対応模様＞ （冒頭）ＮＴＴ東西より、事前に照会した報告書案について、各事業者からいただいたご意見、ご意見を踏まえて修正した箇所、修正しなかった箇所について、理由等を説明。 報告書 P.7 の第１段落について、「特設公衆電話の取り扱いが見直されない限り」という表現について「見直されるまでの間」という修文要望を受けたが、実際、特設公衆電話の取扱いを見直す機会があるかどうか定まっている訳ではないこと、また、ニュアンスの違いはあるものの、文意には
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大きな差が無いことにより、原案のままとさせていただいた。 報告書 P.7 の第 4段落について、案 2を否定する理由を細かく書いているが、関係事業者様よりいただいた、NTSコストをTSで回収することに係る懸念点をより具体化して書き下したものである。 報告書 P.8 の第 2段落は、案 3を否定する理由について、関係事業者の合意に基づいて成立する負担とする場合の課題をより詳細に書き加えたものであり、文意が分かり易くなるように、意見照会案から更に修文を加えた。 報告書 P.8 の第 3段落については、案 4に反対する事業者の個社名について意見照会案では本文に記載していたところ、案 3に反対する事業者の個社名を本文に記載していないこととバランスを欠くというご意見をいただき、今回の案では案 4でも本文から個社名を削除させていただいた。 報告書 P.9の第 2段落では、公衆電話接続料により公衆電話の料金設定事業者が負担する方法を継続せざるを得ないということは理解するものの、将来、事業者間で別段の合意が改めてなされた場合には、その合意に従うことになる旨を追記すべきとのご意見を踏まえ、修文を加えた。 報告書 P.9の第 4段落は、意見照会した案では、公衆電話の利用者料金について、ＮＴＴ東西がとりまとめの上、総務省に報告・公表するとしていたが、公衆電話料金設定事業者から、その報告等様式について事前に調整できるようにしてほしいとのご意見を踏まえ、修文を加えた。  報告書 P.9の第 4段落は、意見照会した案では、公衆電話の利用者料金について、ＮＴＴ東西がとりまとめの上、総務省に報告・公表するとしていたが、公衆電話料金設定事業者と様式等について調整等が必要になる点を、今回の案では加えているもの。  Ｋ：公衆電話の利用者料金水準の取りまとめは、国内への通話だけでなく国際通話も対象になるのか。国際通話は対地別の料金設定になるので、あまり馴染まないと思うが。 Ｎ：全ての対地別料金を対象にするのは現実的ではないと思うが、代表的な料金を取りまとめの対象とすることについて各事業者と相談していきたい。この取りまとめ結果については、最終的に審議会での議論の材料になっていくと想定しており、総務省とも相談しながらまとめていきたい。 Ｎ：事前に送付し、個別にご意見を伺ってきているので、この場にご出席いただいている皆様については、今回ご提示している内容で報告することを基本的にご了解いただけていると認識しているが、改めて社内で確認が必要な場合もあると思うので、短期間で申し訳ないが、速やかにご対応いただき、修正等が必要という場合のみ、10 月 30 日までにご連絡をいただきたい。また、これまでの各事業者のご意見等については参考資料という形で添付しているので、それらについても改めて内容等をご確認いただきたい。なお、それらについては、報告書の別紙・別添として、ホームページで報告書を公表する際に合わせて公表する予定。また、各回の協議資料についても、参考資料としてホームページで公表する予定。 ＵＣＯＭ：報告書の 9 ページにおいて、「公衆電話の利用者料金の水準を自らのホームページ等においてわかりやくすく情報開示していく」という記載があるが、すでに開示している料金表の内容を公衆電話の料金だけ取り出して、加工して開示することが求められているという趣旨か。 Ｎ：今回配布した資料では、「わかりやすく情報開示していく」という表現を「情報開示するとしている」という表現に見直している。すでに必要な情報が満たされていれば、現在の料金表を改め
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て加工していただく必要は無いという認識。 ＵＣＯＭ：了解。 Ｎ：他に無ければ、協議は以上とさせていただきたい。 総務省：貴重な時間をいただいて御議論いただき感謝している。今回の報告書案について、この場では特段の意見が出ていないので、このまま、まとまることを大いに期待している。案が最後の最後まで定まらず、社内調整された方々はご苦労されたと推察するところであり、その点も感謝申し上げたい。本件は、災害に対して通信面からどのように対応していくかという点で、総合通信基盤局の幹部も含め総務省において関心が高いもの。今後、月末にかけてＮＴＴ東西から報告書が提出されたらしっかりと受け止め、最終的には平成 26年度の接続料に係る接続約款の認可に関する審議会の審議において、総務省としても本合同協議の結論を説明していきたい。本当にありがとうございました。 Ｎ： 紆余曲折の結果、案 1の公衆電話接続料による費用回収ということに戻った訳であるが、議論の過程において、当初は議論に参加されていなかった事業者、即ち、最終的には費用負担の対象とならなかった事業者を含め、多くの事業者の方々から、特設公衆電話の仕組みを支えるための費用負担に応じてもよいというお考えを積極的にお示しいただいたことに感謝申し上げたい。そのようなお考えをお示しいただいた事業者の方々の思いを我々としても真摯に受け止めさせていただき、しっかり特設公衆電話の設置・運用をやっていくことで、情報通信インフラを支えていければと考えているところ。 なお、災害対策関連ということで言えば、この他にも、街頭公衆電話や特設公衆電話の通話料の無料化などへの対応や、災害用伝言ダイヤルへの対応など、引き続き、関係事業者と調整させていただく必要がある事案も残っているので、また皆様とご相談させていただきながら検討を進めていきたいと考えているところ。引き続きよろしくお願いしたい。  以上 




